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平成２０年第３回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２０年９月１日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市ふるさと応援寄付

条例の制定について

日程第５ 議案第２号 地方自治法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定について

日程第６ 議案第３号 名寄市表彰条例の一部改

正について

日程第７ 議案第４号 名寄市職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第５号 名寄市高齢者自立支援事

業条例の一部改正について

日程第９ 議案第６号 名寄市廃棄物の減量及び

処理に関する条例の一部改正について

日程第10 議案第７号 合併特例区規約の変更に

ついて

日程第11 議案第８号 名寄市都市公園条例の一

部改正について

議案第９号 なよろ健康の森条例の一

部改正について

日程第12 議案第１０号 名寄市病院事業診療報

酬及び介護報酬徴収条例の一部改正に

ついて

日程第13 議案第１１号 名寄市土地開発公社定

款の変更について

日程第14 議案第１２号 北海道市町村備荒資金

組合規約の変更について

日程第15 議案第１３号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第16 議案第１４号 市道路線の認定につい

て

議案第１５号 市道路線の廃止につい

て

日程第17 議案第１６号 名寄市固定資産評価員

の選任について

日程第18 議案第１７号 平成２０年度名寄市一

般会計補正予算

日程第19 議案第１８号 平成２０年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第20 議案第１９号 平成２０年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第21 議案第２０号 平成２０年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第22 議案第２１号 平成２０年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算

日程第23 議案第２２号 平成２０年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第24 議案第２３号 平成２０年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第25 議案第２４号 平成１９年度名寄市各

会計決算の認定について

議案第２５号 平成１９年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第２６号 平成１９年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第26 報告第１号 平成１９年度名寄市風連

特例区会計決算の報告について

日程第27 報告第２号 健全化判断比率の報告に

ついて

報告第３号 資金不足比率の報告につ

いて

日程第28 報告第４号 専決処分した事件の報告

について
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日程第29 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市ふるさと応援寄付

条例の制定について

日程第５ 議案第２号 地方自治法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定について

日程第６ 議案第３号 名寄市表彰条例の一部改

正について

日程第７ 議案第４号 名寄市職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第５号 名寄市高齢者自立支援事

業条例の一部改正について

日程第９ 議案第６号 名寄市廃棄物の減量及び

処理に関する条例の一部改正について

日程第10 議案第７号 合併特例区規約の変更に

ついて

日程第11 議案第８号 名寄市都市公園条例の一

部改正について

議案第９号 なよろ健康の森条例の一

部改正について

日程第12 議案第１０号 名寄市病院事業診療報

酬及び介護報酬徴収条例の一部改正に

ついて

日程第13 議案第１１号 名寄市土地開発公社定

款の変更について

日程第14 議案第１２号 北海道市町村備荒資金

組合規約の変更について

日程第15 議案第１３号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第16 議案第１４号 市道路線の認定につい

て

議案第１５号 市道路線の廃止につい

て

日程第17 議案第１６号 名寄市固定資産評価員

の選任について

日程第18 議案第１７号 平成２０年度名寄市一

般会計補正予算

日程第19 議案第１８号 平成２０年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第20 議案第１９号 平成２０年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第21 議案第２０号 平成２０年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第22 議案第２１号 平成２０年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算

日程第23 議案第２２号 平成２０年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第24 議案第２３号 平成２０年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第25 議案第２４号 平成１９年度名寄市各

会計決算の認定について

議案第２５号 平成１９年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第２６号 平成１９年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第26 報告第１号 平成１９年度名寄市風連

特例区会計決算の報告について

日程第27 報告第２号 健全化判断比率の報告に

ついて

報告第３号 資金不足比率の報告につ

いて

日程第28 報告第４号 専決処分した事件の報告

について

日程第29 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員
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２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事務部総務課長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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ただいまより平成２〇議長（小野寺一知議員）

０年第３回名寄市議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

５番 大 石 健 二 議員

２１番 谷 内 司 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

定についてお諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より９月１２日まで

の１２日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より９月１

２日までの１２日間と決定いたしました。

日程第３ これより〇議長（小野寺一知議員）

行政報告を行います。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

本日、平成２０年第３回定例会の開会にあたり、

これまでの主な行政事項について、その概要を御

報告申し上げます。

はじめに、（仮称）自治基本条例について申し

上げます。

市民懇話会では、自治基本条例のあり方につい

て、これまで１１回に亘る活発な協議検討が行わ

れており、平成２１年度の条例施行に向け提言を

まとめるための作業を進めています。

次に、（仮称）地域連絡協議会の創設について

申し上げます。

住民同士のつながりが希薄になってきていると

言われる中、地域における子どもたちの安全安心

を守る活動、防犯、防災対策や地域福祉のネット

ワークなど地域全体としての総合的な課題解決が

求められています。

これらの課題に地域住民と行政が連携して対応

できる組織として、地域連絡協議会の創設をめざ

しており、７月から町内会長と協議を行い、小学

校区域毎の創設に向けて、準備会を立ち上げてい

ただいたところであります。

今後は、準備会の中で地域連絡協議会の運営方

法や活動方針、事業内容について、協議を進めて

まいります。

次に、「町内会長・行政区長と行政との懇談

会」について申し上げます。

６月２３日、ホテルメープルにおいて地域の連

携をより強化するため、名寄市町内会連合会・風

連町行政区長会共催による行政との懇談会が開催

されました。本年度の主な事業について説明する

とともに、地域から出された意見・要望などにつ

いて意見交換を行いました。

次に、国際交流について申し上げます。

姉妹都市カワーサレイクス市リンゼイとの交流

については、２人の高校生を７月中旬から派遣し

ており、ホームステイを行いながらリンゼイ市民

との交流を深め、今月中旬に帰国の予定となって

います。

また、友好都市ドーリンスク市との交流では、

８月５日から３泊４日の日程で名寄ピヤシリ少年

少女合唱団を中心に２５人が訪問し、音楽などを

通じて、交流を深めてまいりました。

次に、国内交流について申し上げます。

山形県鶴岡市藤島との交流では、８月８日から

３泊４日の日程で名寄ピヤシリサッカー少年団を

中心に１９人が訪問し、サッカーなどを通じて、

子どもたち相互の友情を育んでまいりました。

東京都杉並区との交流では、６月１５日に開催

されました「第２９回ふうれん白樺まつり」に、

高円寺阿波おどり一行など関係者４８人が来名し、
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花を添えていただくとともに、清峰園への慰問も

行われ、幅広い市民との交流が行われました。

本年度の「都会っ子体験交流事業」は、杉並区

・名寄市それぞれ２５人の児童が参加して行われ

ました。７月２８日からの名寄会場、８月５日か

らの杉並会場、それぞれ３泊４日の日程で、子ど

もたちはお互いの「まち」を知り、友情を深めな

がら、夏休みの楽しいひと時を過ごしました。

また、８月２３・２４日の両日開催されました

「第５２回東京高円寺阿波おどり大会」には、名

寄市から代表団と市民合わせて３５人が参加し、

杉並区民並びに杉並区と友好関係にある自治体と

の交流を深めてまいりました。

次に、名寄ふるさと大使について申し上げます。

名寄市の知名度向上と発展に貢献していただく

ことを目的として「名寄ふるさと大使設置要綱」

を制定いたしました。

第１号として、（株）エフエムなよろが、特産

のグリーンアスパラＰＲのため選定している「な

よろアスパ恋」のお二人を６月１５日に委嘱し、

「ふうれん白樺まつり」において、広く市民の皆

さんに御紹介いたしました。今後、名寄市のＰＲ

活動などを担っていただくことになっています。

次に、病院事業について申し上げます。

本年１月に着工した増改築工事は、順調に工事

が進んでおり、７月１４日からレストラン棟が営

業を開始し、救急外来棟については７月３０日か

ら救急搬送車の受け入れ及び救急外来患者の診療

を行っています。

今後、９月下旬にＩＣＵ病棟が完成しますが、

医療機能が十分発揮できるよう、運用にあたる医

師や看護師など、スタッフの確保に努めていると

ころです。

次に、本年４月から６月までの第１四半期にお

ける一般科の稼働状況について申し上げます。

入院では、患者入２入 ５７５人で、前年に比

べ８１６人、 ２パーセントの減少となりました

が、外来では、患者入６入４５５人で、前年より

も ６８６人、 ９パーセントの増加となりまし 

た。

医業収医につきましては、入院収医で１０医

９１７入２千円となり前年比 ６３９入９千円、

６パーセントの増加、外来収医では４医 ２３ 

１入６千円で前年比８９１入６千円、２パーセン

トの増加となりました。

このここ、入院と外来合わせて１５医 １４８

入８千円となり、前年万万から ５３１入５千円、

８パーセントの増加となっています。

今後も収医の確保と費用の抑制を図り、市民の

信頼に応える病院運営に努めてまいります。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

本年４月から万施された、後期高齢者医療制度

への支援金を負担するため、国民健康保険税の体

系がこれまでの基礎課税分、介護納付金分に後期

高齢者支援分が加わった３税方式での初めての賦

課が行われました。

そのここ、平成２０年度の当初賦課において応

能応医能合は４ ３９パーセントと応医部分が能

干少ない構成となっておりますが、本年度も７能、

５能、２能軽減を万施することができました。

基礎課税分及び後期高齢者支援金で万施された

７能、５能軽減の７７入は ９０３７７、２能軽

減で６５８７７となり、合わせて軽減万施７７は

５６１７７で国保加入７７の５ ６パーセント 

にあたります。

介護納付金の軽減では、７能と５能軽減で７８

３７７、２能軽減では２８６７７で、合計 ０６

９７７は介護保険９保険者７７の４ ２パーセン

トにあたるこことなりました。

また、本年度から保険者に義務づけされた、特

定健診および特定保健指導については、これまで

の基本健康診査に代わるものとして、保健センタ

ーを中心に集団検診方式で各種がん検診と並行し

て進めています。なお、従前から補助を万施して

おります人間ドックにつきましても、特定健診の

検査項目を満たしており、さらなる活用が今後の
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受診率向上につながるものと考えています。

次に、後期高齢者医療制度について申し上げま

す。

本年４月、平成１８年中の所得での暫定賦課に

よる保険料でスタートした本制度ですが、７月中

旬に平成１９年中の確定所得により計算した保険

料の通知を行いました。

制度万施から既に半年が経過しましたが、保険

料の納付方法の変更や、保険料の軽減策に関わっ

た改正が行われていますので、今後も９保険者に

理解いただくよう周知に努めてまいります。

次に環境の保全について申し上げます。

温室効こガスの排出削減等を目的に本年３月に

策定いたしました「名寄市地球温暖化防止万行計

画」に基づき、洞爺湖サミットと連動して、市内

全小学校（１１小学校）で出前講座及び写真パネ

ル展を開催いたしました。また、地球温暖化防止

講演会、市広報特集記事の連載（４月～９月）及

び広報車による街頭啓発を万施し、温暖化防止啓

発活動に努めてまいりました。

次に、消防事業について申し上げます。

１月から６月までの上半期における火災件入は

７件で、前年比２件の増となっておりますが、幸

いに死傷者はありませんでした。火災種別では、

建物火災が５件、車両火災が１件、その他火災が

１件となっています。

救急件入は５０８件で、前年比６件の減となっ

ており、事故種別では、急病３１７件、一般負傷

８１件、転院搬送６１件、交通事故３０件、その

他１９件となっております。

救助件入は８件で、前年比３件の増となってお

り、交通事故による出動が５件となっております。

火災予防につきましては、４月から７月末まで

に一般住宅６４９７７と高齢者住宅３０８７７の

防火訪問を万施し、住宅防火対策の推進に努めて

まいりました。

消防体制につきましては、計画的に施設及び装

備の整備を進め、初動体制の強化と効率的な部隊

運用を図ってまいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

関係機関・団体及び市民の皆さんの御協力をい

ただきながら「交通事故防止」に努めてまいりま

したが、本年３月と７月に死亡事故が発生し、お

二人の尊い命が失われました。特に７月の死亡事

故は、生活道路での事故であり、市内あらゆる場

所での事故発生の可能性が考えられます。

この悲惨な交通事故を撲滅するために、８月７

日、関係機関、交通安全団体及び防犯団体と連携

し、北海道警察音楽隊・カラーガード隊及び東中

学校吹奏楽部の演奏による、「名寄市民安全・安

心まちづくりコンサート」を開催、さらに、８月

８日には全市民を対象にした「交通事故抑止緊急

市民総決起大会」を開催し、交通事故防止を広く

市民に呼びかけたところです。

今後とも、関係機関・団体と連携を図り、悲惨

な交通事故が発生することのないよう、交通安全

運動を進めてまいります。

次に、生活安全対策について申し上げます。

不幸な事件、事故を未然に防止するため、幼児、

児童、生徒を不審者から守るための緊急避難場所

として、関係機関・団体及び市民の皆さまの御協

力により「子ども１１０番の家」、各小学校区に

おいては、安心会議として「ＳＯＳこども１１０

番の家」を設置してまいりました。

また、平成１８年度に庁用車５台に青色回転灯

を設置し、防犯パトロールを万施してきましたが、

今年度も３台に設置し、体制の強化を図ってきた

ところです。

さらに、７月２８日に安全安心円卓会議を開催

し、安全対策について情報交換したところですが、

残念ながら、その前日に通り魔による殺人未遂事

件が発生しました。通り魔による殺傷事件は全国

いたるところで発生しており、当市も例外ではな

いと強く認識したところです。

今後は、関係機関・団体との一層密接な連携を

図るとともに、市民の皆さんの御協力をいただき
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ながら、安全対策を進めてまいります。

次に、建設事業の発注状況について申し上げま

す。

８月２０日現在における発注状況は、建設・委

託事業合わせて７１件、発注率は７ ２パーセン

ト、事業費で５医 ９４７入円となっており、今

後も引き続き、早期発注に努めてまいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

西町団地建替事業は、解体工事完了後、８月に

木造平屋建て４棟８戸を発注し、１２月に完成予

定で建設を進めています。

継続事業の屋根張替工事は、白かば団地の３棟

１２戸、新北栄団地の１棟４戸を７月に完了いた

しました。

また、耐震改修促進計画は、庁内作業部会を８

月から３回程度開催し、１０月末に策定が完了す

る予定です。

次に、公園の整備について申し上げます。

風連地区の西町公園内のトイレ水洗化工事が完

了し、８月１３日の風連ふるさとまつりから利用

をいただいております。

天塩川せせらぎ公園内の河川敷パークゴルフ場

は、旭川開発建設部の協力をいただき整備を進め

ておりますが、３６ホールのうち１８ホールが完

成し、６月２９日には市内パークゴルフ愛好者２

００人の参加により、開園式を兼ねた市民大会を

開催したところであります。

今後も、市民の健康増進と交流の場として多く

の皆さんの利用を期待しています。

次に、風連地区の市街地再開発事業について申

し上げます。

施行者「株式会社ふうれん」では、北海道知事

に権利変換計画の認可申請をしております。認可

を受け次第、解体工事を行い、引き続いて、建築

工事に着手する予定となっています。

市では、事業が円滑に進行するよう施行者と連

携を図り、支援してまいります。

次に、水道事業について申し上げます。

将来の給水量不足をサンルダムからの取水で補

う内容を盛り込んだ第２期拡張計画について、風

連地区及び自衛隊駐屯地の水源を緑丘浄水場に統

合して、水道水の安定供給を図るなどの再評価原

案を水道事業審議委員会に諮問し、９月下旬に答

申を受ける予定です。

また、安定した給水を確保するための配水管網

整備及び老朽管更新工事は、西１０条北４丁目他

２路線、延長で９２４メートルを供用開始し、現

在、市道２３線など４路線、延長 ０３１メート

ルの整備を行っております。

次に、個別排水処理施設整備事業について申し

上げます。

農村部における環境整備を目的とした合併浄化

槽工事は、風連地区９基、名寄地区６基の合計で

１５基の発注を終え、このうち７基を供用開始し

ております。

次に道路整備について申し上げます。

国土交通省関連事業での、交付金事業による東

風連線智烈布橋架換上部工事と共和地区１９線道

路改良工事や、まちづくり交付金による風連地区

瑞生通歩道改良事業は、天候にも恵まれ順調に進

められております。

防衛施設周辺整備事業は、昨年から引き続き内

淵地区菊山線舗装補修工事を万施し、７月に完了

いたしました。新規事業の北１丁目道路改良ほか

２路線や、都市計画街路緑丘通（北４丁目）改良

舗装事業は、６月に万施設計の発注を終えました

ので、本工事を９月に発注する予定となっていま

す。

次に防塵対策事業について申し上げます。

未舗装道路のアスファルト乳剤による防塵処理

補修工事につきましては、名寄地区において５月

中旬から８月上旬にかけて１４２路線、延長で約

２ ９２ロメートル、風連地区では２路線、延長

で約 ２２ロメートルを施工いたしました。

アスファルト再生合材による防塵処理工法につ

いては、名寄地区で郊外１路線、市街地２路線、
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延長約７１９メートル、風連地区では、郊外１路

線で、延長２２５メートルを万施いたしました。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

初めに、農作物の生育状況は、ほぼ順調に推移

しております。

水稲につきましては、６月下旬の低温の影響で、

出穂揃いは８月３日と平年より２日遅れましたが、

穂入も多く、穂長もあり、７月以降の天候に恵ま

れ順調な生育となっています。

畑作物は、豆類で大豆が平年並、小豆が良好、

馬鈴しょ・てん菜については平年より６日早く良

好な生育となっています。秋まき小麦は、収穫作

業が７月２４日から始まり８月６日に終了し、現

在は規格内に調製されていますが、収量は１０ア

ール当たり３８０２ログラム程度と見込んでおり

平年並みの収量、品質となっています。

露地のアスパラガスは、４月２６日及び５月９

日から１３日の降霜・低温により、ほぼ全面積が

９害を受け、共選受入は４６６ｔで計画５４０ｔ

に対し８ ２パーセント、前年対比で９ １パー 

セントとなりました。

また農業振興センターでは、アスパラの新規植

栽、更新に向けて、大苗・セル苗を延べ６８戸に

１４入 ２００株を供給いたしました。

次に、「名寄産業まつり」について申し上げま

す。

今年は３０回の節目を迎え、名寄市の産業を広

く市内外に発信すべく「もち米日本一フェスタ」

をサブタイトルとし、名寄産品の良さと地産地消

の普及、農業・農村への理解を深めることを目的

に、８月３１日になよろ健康の森を会場に盛大に

開催されました。

また、サッポロビールの協力により、名寄産も

ち米を副原料とした「もちビール」を販売しＰＲ

に努めました。

御協力をいただきました万行委員を始め関係者

の皆さんに感謝とお礼を申し上げます。

次に、水田畑作経営所得安定対策について申し

上げます。

この制度への本年度の加入申請は６月に終了し

ましたが、加入状況は、米 ３３４まクタール、

小麦５２３まクタール、大豆４２１まクタール、

てん菜２１３まクタール、澱原用馬鈴しょ３８ま

クタール、合計で ５２９まクタールと対象作物

作付面積の９ ２パーセントとなりました。米を

除く４品目では、 １９５まクタールで作付農家

全戸が加入しています。また、認定農業者の内、

対象作物作付け農家の全てが申請し、加入者入に

ついては万入で５２２件、固定払・成万払交付金

４４３件、収入減少補てん交付金４６９件となり

ました。

次に農業農村整備事業について申し上げます。

道営事業では、畑地７総合整備事業「智恵文地

区」、地域水田農業支援緊急整備事業、「名寄地

区・風連地区」、経営体育成基盤整備事業「共和

地区・瑞生地区・東豊地区」で８月末までに約９

０％を発注し、農作物の収穫後に暗渠排水、区画

整理や用排水路の整備を行います。また、来年度

採択予定の名寄東地区では、事業計画樹立に向け

た現地調査や換地計画に必要な資料の収集や図面

の作成等を進めています。

市の単独事業であります「智恵文１２線農道整

備事業」は、９月中旬の完成に向けて工事を万施

中であり、完成後は、農作物への防塵対策や荷痛

み防止等に効こを上げることになります。

次に、商工業関係について申し上げます。

商店街の賑わい支援策の一つとして市内バスの

活用策について、関係機関、団体と協議してまい

りました。一昨年、昨年に引き続き市内バス会社

の協力により、無料万験運行を「てっし名寄まつ

り」期間中の８月３日から６日まで、市内循環バ

スに東西線を加えて運行いたしました。１日当た

りの平均乗車人員は２４２人となっており、通常

運行との比較、商店街の賑わい創出についてどう

あるべきか商工会議所、商店街連合会と協議・検

討を行ってまいります。
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なよろ全市連合大売り出し万行委員会では、抽

選で現金が当たる「なよろ宝くじ」付の「なよろ

全市連合大売り出し」を７月１９日から８月２４

日まで万施いたしました。消費者の購買意欲を高

め、夏物商戦を盛り上げ、中心市街地の商店街活

性化及び売上げ増加を期待するところであります。

また、商店街連合会主催の「北のカーニバル」

は、９団体の参加があり、沿道の市民から温かい

拍手と歓声が沸いていました。今後も、地域と一

体となった催行事を支援してまいります。

次に、住宅リフォーム促進助成事業について申

し上げます。

平成１９年度から万施し、２年目となりますが、

市民の関心が高く、１５０件の予定枠の申請受付

が６月末で終了いたしました。登録業者８４者の

うち施工業者は４８者で、受注額は３医４百入円

となり、市内建設業者の振興及び雇用の促進に寄

与していると考えています。

次に、中心市街地活性化基本計画策定作業の状

況について申し上げます。

商工会議所まちづくり委員会では、これまで６

回の会議を開催し、医・食・住など健康をテーマ

に２８事業の推進決定をしました。各事業の事業

主体について精査を行うとともに、まちづくり会

社、活性化協議会の動きについて議論をしていま

す。並行して活性化基本計画の作成につきまして

も、関係機関と十分連携し、協議しながら進めて

まいります。

次に、労働関係について申し上げます。

８月に公表された政府の月例経済報告では、こ

れまでの「足踏み状態」から「弱含み」との表現

に改め、景気後退に転じたことを示唆しました。

公共事業の依存率が高い道内において、特に道北

における経済状況は、原油・原材料の高騰により、

総体的に不況感が強く、労働者を取り巻く環境は

依然として厳しいものがあります。厳しい環境下

ではありますが、高校生の職業意識の向上と新学

卒者が地元企業に就職できるよう啓発活動の一助

として、本年度も商工会議所と連携し市内各高校、

各事業所の協力により、市内高等学校インターン

シップ職場体験事業の取り組みを支援してまいり

ます。

また、季節労働者の通年雇用に向けた取り組み

として、６月に万施しました「季節労働者雇用万

態調査」の分析作業を行っています。また、７月

２９日に通年雇用支援セミナーを開催し、多くの

事業主の参加をいただいたところであり、今後も

新分野進出セミナー・資格取得に関わる助成等、

季節労働者の通年雇用支援を行ってまいります。

次に、観光について申し上げます。

「第２９回ふうれん白樺まつり」は、６月１５

日にふうれん望湖台自然公園を会場に開催され、

好天の中、交流都市東京都杉並区からの参加もい

ただき、多くの市民で賑わいました。

なよろ観光まちづくり協会の韓国観光客誘致事

業の一環として、７月７日から２０日にかけて、

韓国１３の大学から２０人の大学生が名寄を訪れ

ました。名寄市立大学では、日本文化や語学の研

修と地元学生との交流を深め、なよろ観光まちづ

くり協会からは、名寄の自然・文化・観光資源を

韓国にＰＲしていただくため「なよろ観光広報大

使」の任命状が一人ひとりに授与されました。

「てっし名寄まつり」は、８月３日から６日ま

で天塩川河川敷と市内中心部において開催されま

した。入多くのイベントが繰り広げられ、特にラ

イブコンサート、花火大会には１入 ５００人の

市民、観光客が訪れ、夏のひとときを楽しみまし

た。

「第３０回風連ふるさとまつり」は８月１２日

に道の駅「もち米の里☆なよろ」で前夜祭が開催

され、翌１３日は風連駅前通りを会場に１４団体、

１６基の勇壮な「風舞あんどん」が観衆を魅了し

ました。

道立公園サンピラーパーク全面開園記念「ふる

さとフェスティバルｉｎサンピラーパーク」が７

月２６日に開催されました。記念式典では、北海
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道をはじめ、各関係機関から御来賓の御出席をい

ただき、テープカットで全面開園を祝ったほか、

演奏会や人形劇など各種記念イベントや上川北部

「道の駅」物産販売コーナーが設けられ、多くの

市民で賑わいました。また、花と緑のイベント

「ガーデンアイランド北海道２００８」の登録会

場となり、春から秋までの花のコンセプトは、シ

バザクラ、ラベンダー、ヒマワリ、コスモスなど

で、各関係機関、団体、サークル等の御協力によ

り、季節に合った演出が施され、訪れた市民や観

光客の目を楽しませてくれています。

次に、道の駅事業について申し上げます。

４月２０日のオープン以降、来場者入は７月末

で９入 ０００人と予でをでえる状況となり、８

月７日には１１入 １１１人目の来場者に記念品

を贈呈した旨、指定管理者より報告を受けました。

また、６月２８日からは、市内の野菜生産農家で

組織する「道の駅農産物直売コーナー会」が、新

鮮な野菜を販売し、好評を得ております。

道の駅修景整備工事につきましては、道の駅と

の一体感を出すために隣接する特産館施設の外壁

改修、芝張りなどの整備工事を９月上旬の着工に

向け準備を進めているところであります。

次に、社会教育について申し上げます。

第３回名寄市花壇コンクールが８月７日・８日

に開催され、８０点の花壇の応募がありました。

いずれも力作ぞろいであり、市内全域で花いっぱ

い運動の広がりを感じたところです。

次に、市立図書館について申し上げます。

夏休み期間中には、子どもを対象としたミニ展

示「課題図書」「北海道指定図書」「小学１・２

年向けおすすめ本」などを万施し、読書普及推進

に努めてまいりました。

また、子どもの読書活動推進については、「名

寄市小中学校図書室担当者会議」や「名寄市子ど

も読書活動推進連絡会議」などで要望のありまし

た「小学１・２年向けおすすめリスト」を７月に

作成し、市内の小学１・２年生や各関係機関に配

布いたしました。今後、幼児、小学校中学年、高

学年を対象に順次作成するなど、本に親しめる環

境づくりに一層努めてまいります。

次に、プラネタリウム館、市立木原天文台につ

いて申し上げます。

プラネタリウム館では、７月２日から５日間、

幼児・児童を対象に「七夕無料投影会」を万施し、

３３６人の利用をいただきました。

市立木原天文台では、「七夕観望会」や道立サ

ンピラーパーク主催の「観望会」において、昼間

に見える夏の星や天の川など、多くの市民に素晴

らしい星空を見ていただきました。

次に、学校教育について申し上げます。

教育施設の整備につきましては、南小学校と名

寄中学校の水飲場直圧給水工事、西１条南１２丁

目教員住宅４棟７戸の解体工事を万施いたしまし

た。

シックスクール対策につきましては、夏期休業

期間中に名寄小学校を除く全小中学校においてホ

ルムアルデヒド・揮発性有機化合物の検査を万施

いたしました。検査ここは９月に出る予定となっ

ており、今後も施設や環境の整備を進め、安全で

安心できる学習環境の整備に努めてまいります。

児童生徒の安心安全の確保では、７月２７日に

大学公園で、通り魔による殺人未遂事件が発生い

たしました。このような事件に児童生徒が巻き込

まれる事がないよう７月２８日には、安心安全円

卓会議に協力を要請いたしました。今後も関係機

関との連携を深め児童生徒の安心安全の確保に入

全を尽くしてまいります。

特別支援教育グランドモデル地域事業につきま

しては、７月に名寄市特別支援連携協議会を開催

し、相談支援ファイルの活用により関係機関が情

報共有を図り、発達障がいを含む障がいのある子

どもの、成人期までの一貫した支援体制の整備を

図ることといたしました。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

第３６回名寄～下川間往復駅伝競走が６月２２
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日に行われ、昨年より少ない４２チームの参加と

なりましたが、中学生や高校生チームの参加が増

え、健脚を競いました。

８月１１日には、北京オリンピック女子柔道５

７２ロ級に名寄市出身の佐藤愛子選手が出場しま

した。

名寄市民を挙げて佐藤選手を応援するため、現

地に２０人の応援団を派遣したほか、名寄市民文

化センターにおいてテレビ応援会を開催し、市民

後援会の会員や柔道少年団など２００人以上の皆

さんが声援を送りました。残念ながらメダルには

手が届きませんでしたが、佐藤選手の勇姿は市民

に感動と勇気を与えてくれました。

これまでの国際大会での万万と、名寄出身では

初となる夏のオリンピック出場の快挙をたたえる

ため、表彰規定の改正を行い「特別表彰」授与の

準備を進めているところです。

今後は、新たな目標に向かって活躍していただ

くことを期待しています。

次に青少年の健全育成について申し上げます。

本年度の野外体験学習事業「へっちゃＬＡＮＤ

２００８」は、７月２９日から３泊４日の日程で、

小学４年生から中学３年生まで３６人の参加と、

名寄市立大学生、市内小中学校教職員、名寄山岳

会、名寄振興公社の皆さんなど、多くの方々の御

協力により無事終了することができました。参加

した子どもたちは、自然体験、集団生活を通じて、

たくましく成長し、友情を育み、たくさんの思い

出をつくることができました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

青少年センターでは、７月２４日に名寄警察署

とともに、有害図書類の販売店、自動販売機など

について、青少年の非行防止全道一斉立ち入り調

査を万施いたしました。北海道青少年健全育成条

例違反はありませんでしたが、店舗の営業者や従

業員に条例の趣旨、規制内容を説明し、引き続き

理解と協力を求めたところです。

また、名寄市児童生徒補導協議会との連携によ

り、夏休み期間中の祭典時での特別巡視による街

頭指導を万施いたしました。今後も、町内会推薦

の指導員とともに、地域住民の目線で日常の指導

活動を通じて、青少年の問題行動の早期発見に努

め、適切な指導に取り組んでまいります。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

名寄市の短い夏を締めくくる市民納涼盆踊り大

会を８月１６日と１７日の２夜にわたり万施し、

仮装盆踊りには、個人の部に１５人、団体の部に

８組の参加があり、延べ ６５０人の人出でにぎ

わいました。万施に御尽力いただきました万行委

員会をはじめ、御協力をいただきました皆さまに

感謝申し上げます。

次に、北国博物館について申し上げます。

７月１９日から８月２４日まで開催しました特

別展「昭和のくらし」は、昭和４０年代の生活用

具を中心に３５０点余りを展示いたしました。

生活の中で使用体験のある用具が多く、昭和を

振り振る振かしい場面を再現し、 ０００人をで

える方々に御観覧いただきました。

また、６月から８月にかけて６回開催しました

天塩川流域史講座では、１５０年前の松浦武四郎

の足跡を受講者とともにたどりました。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ御報告といたします。

以上で行政報告を終〇議長（小野寺一知議員）

わります。

日程第４ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市ふるさと応援寄付条例の制定について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１号 名寄市ふ〇市長（島 多慶志君）

るさと応援寄付条例の制定について、提案の理由

を申し上げます。

本件は、地方税法等の一部を改正する法律が平
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成２０年４月３０日に公布され、ふるさと納税制

度が創設されたことに伴い、名寄市を愛し、応援

しようとする皆さんの思いを形にするため寄附金

の使途、管理運用等について定めようとするもの

であります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

ふるさと寄付条例につ〇４番（川村幸栄議員）

いて１つ御質問というか、お願いもあわせて発言

をしたいと思います。

この条例が今決まればホームページ等で案内、

また募集が始まることと思いますが、名寄市の大

きなＰＲの機会になるのではないかというふうに

思っています。寄附をしていただく方にとっても

自分たちが寄附したお金がどのように使われるの

か、そんなことが具体的に示されることが本当に

必要ではないかというふうに思っています。今使

途の指定について５つの項目が出されています。

例えば大学を生かしたまちづくり事業、天体観測

を生かしたまちづくり事業というふうにあるわけ

ですが、こういった日本の本当に最北端にある公

立の大学で４年制の大学、こんなこともＰＲする、

また天体観測についても星空が本当にきれいなこ

ういう名寄市であるというようなこともぜひ織り

込んでいただけたらというふうに思っているわけ

です。寄附をしていただく、またそして全国の皆

さん、名寄を知らない皆さんにも名寄を知ってい

ただいて、名寄に来ていただけるような、関心を

多く持っていただけるような、そんな案内にして

いただきたいなというふうに考えているわけです

が、そういったお考えがあるかどうかお伺いをし

たいというふうに思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今の御提案なので〇総務部長（佐々木雅之君）

すが、今回事業の区分を大きく４つの項目に分け

まして、その他寄附者の方がどんな事業にも対応

できるように５項目をつくって対応しています。

これにつきましては、大学については議員も御存

じのとおり全国から学生が集まってきて、医療、

福祉、看護、栄養の部分につきまして全国に人材

を供給しているということも含めまして情報の発

信力があるものと考えております。それから、天

体につきましてはで新星の発見であるとか、名寄

が全国で一番天体観測に適した地理的条件も含め

まして、それから雪を生かしたものにつきまして

はサンピラー現象、ピヤシリジャンプ施設の関係

も含めまして、それから医療の関係につきまして

は今全国的に地域医療の確保という問題が叫ばれ

ておりますので、議員おっしゃるとおり今議会で

成立された後につきましては速やかにホームペー

ジにわかりやすい情報提供をして名寄のＰＲをし

て、全国から御寄附をいただけるような取り組み

を進めてまいりたいと思っておりますので、御理

解賜りたいと思います。

高見勉議員。〇議長（小野寺一知議員）

条例そのものについ〇１３番（高見 勉議員）

ては全国的な展開も含めて原案に賛成をするもの

でありますけれども、今ほども話がございました

ように問題はこのふるさと応援寄付条例がどれだ

けＰＲと申しましょうか、浸透をどれだけ図るか

ということにも一つ大きな課題があるのでないの

かなというふうにも考えまして、今同僚議員から

も話がございました。総務部長からの答えではホ

ームページ等を含めて、インターネットの配信を

含めて全国的な展開をすると、こういう答弁もあ

りましたけれども、より具体的にそれ以外にいわ

ばこの条例の趣旨、あるいは関係者にＰＲを含め

しっかりと理解を求める具体的な考え方と申しま

しょうか、そういうものがあるとすればこの際お

聞かせをいただきたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

広報なよろを使い〇総務部長（佐々木雅之君）

まして名寄の市民の方々にまずＰＲをさせていた
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だいて、これを含めまして全国にいる知人、友人

の方々への浸透もお願いしたいと考えております。

それから、名寄も東京なよろ会であるとか、いろ

いろ国内交流という形で杉並であるとか藤島であ

るとか交流を続けておりますので、そういう国内

交流者のほうにつきましても御案内をしたいとい

うふうに考えています。それから、独自のパンフ

レットもつくりまして、関係する機関であるとか

名寄にゆかりのある方のほうにつきまして情報を

集めまして、その辺の情報についても発信をした

いというふうに考えております。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

基本的には私は東京〇１３番（高見 勉議員）

なよろ会等々、ふるさと会含めて、決して強要を

するものではありませんけれども、ふるさとに思

いを寄せるそういう方々を通じてぜひ積極的なＰ

Ｒ、あるいは理解を求める活動と申しましょうか、

そういうのが必要だというふうに思うのでありま

すけれども、いま一つ、ただいまの市長の行政報

告の中にもありましたけれども、名寄ふるさと大

使の設置要綱というのがなされて、そしてお二方

について大使として委嘱をしたという行政報告が

あったわけでありますけれども、私も極めて不勉

強でありまして、大使の設置要綱について具体的

に承知をしていなかった部分もあるわけでありま

すけれども、私はこれらの部分も大使の設置をし

て、いわば市内向け、あるいは近郊向けにやるの

か、道内中心にやっていくのか、あるいは道外も

含めてこうした方々に幅広く名寄にかかわりのあ

る、決して有名人ということばかりではありませ

んけれども、企業関係だとか、あるいは関連する

人材というものが私は輩出をされておられるので

ないのかと。そういう人たちを幅広く例えばピッ

クアップをして、道内外に広く名寄の知名度を上

げる、あるいはそれがふるさと納税に直接つなが

るということになるかならないかは別にいたしま

して、私はこのふるさと会のこととあわせて名寄

ふるさと大使の設置をしたことにもっと積極的な

活動と申しましょうか、掘り起こしをし、そして

理解をいただいて委嘱をする活動を展開をするこ

とによってこうしたふるさと納税の関係、あるい

はふるさとに対する理解をより一層深めていくの

ではないかというふうにも考えるわけであります

けれども、そうした具体的な考え方があるのかど

うか、この点についてもお答えをいただければと

いうふうに思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先般道内他市の視〇総務部長（佐々木雅之君）

察を研修する機会がちょっとございまして、そこ

のところで名寄につきましては東京なよろ会、杉

並区との交流、藤島の交流も含めて長い歴史を持

っているのですが、ふるさと大使という全国に情

報を発信したり、企業誘致の関係でいろんな情報

をいただいたり、それから今回のふるさと納税に

ついてもふるさとを愛し、ふるさとに寄附をとい

うことで具体的に呼びかけていただけるについて

はチラシを配ったり、パンフレットを配ったりす

るだけ以上の非常にいい効こがあるものだという

ふうに理解しておりますので、今回６月にアスパ

恋の関係について大使の任命をいたしましたが、

今後ともさらに名寄市から情報を発信できるよう

な仕組みになるよう検討を進めてまいりたいと思

っておりますので、よろしくお願いします。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

了解をいたしました。〇１３番（高見 勉議員）

いずれにしても、ふるさと名寄をどういうふう

に機会をとらえてＰＲをしていくというか、理解

を求めていく活動というのは極めて大切なことだ

というふうに思うわけでありまして、そういう面

では私は一面的に今申し上げましたふるさと大使

の関係についても単に行政側だけの人材発掘と申

しましょうか、それにはいささか限界もあるので

ないのかと。そういう面では、やっぱり市民の皆

さんに広くふるさと大使ということを名寄市とし

てしっかり取り組むということをある面広報等を

通じて理解を市民の側に求めていくことによって
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市民の側からこういう人材、こういう人がおりま

すというようなことの情報提供にもつながってい

くのでないのかというふうにも考えますので、そ

ういう面ではぜひいろんな機会をしっかりととら

えて、そして名寄のより一層ＰＲなりを含めて、

こうした条例が生きる形に取り組みをしていく必

要があるというふうに考えますので、その辺につ

いてもよろしくお願いを申し上げたいというふう

に思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑を集こいたしま〇議長（小野寺一知議員）

す。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

日程第５ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２号 地方自治〇市長（島 多慶志君）

法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、さきの通常国会において制定された地

方自治法の一部を改正する法律が公布されたこと

に伴い、本市の関係条例において所要の改正を行

うものであります。

改正の内容につきましては、引用している地方

自治法の項番号を改めること及び議員の報酬を議

員報酬に改めることであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

日程第６ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市表彰条例の一部改正についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第３号 名寄市表〇市長（島 多慶志君）

彰条例の一部改正について、提案の理由を申し上

げます。

本件は、毎年１１月３日に行っている功労表彰、

善行表彰及び栄誉賞の表彰式を必要に応じて行う

ことができるようにするため、名寄市表彰条例を

改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上
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げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第７ 議案第４〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市職員の育児休業等に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第４号 名寄市職〇市長（島 多慶志君）

員の育児休業等に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

名寄市職員の育児休業等に関する条例は、地方

公務員の育児休業等に関する法律が改正され、育

児短時間勤務制度が新設されたことに伴い、平成

１９年第４回定例会におきまして本市の職員も同

様の措置を講ずるべく改正されましたが、本件は

未整備であった給与等の取り扱いについて整備す

るため、本条例を改正しようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第８ 議案第５〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市高齢者自立支援事業条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第５号 名寄市高〇市長（島 多慶志君）

齢者自立支援事業条例の一部改正について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、道路運送法の改正により、車いすや寝

たきりの高齢者を対象に医療機関と利用者の居宅

との間の送迎等を行う外出支援サービスの利用料

について見直しを行い、現行１回２００円から無

料とするため、名寄市高齢者自立支援事業条例を

改正し、より支援を必要とする方に対する福祉サ

ービスの充万を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい
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ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第６〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市廃棄物の減量及び処理に関する条例の

一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第６号 名寄市廃〇市長（島 多慶志君）

棄物の減量及び処理に関する条例の一部改正につ

いて、提案の理由を申し上げます。

本市では、一般廃棄物を適正に処理するため内

淵一般廃棄物最終処分場及び風連一般廃棄物最終

処分場を設置しておりますが、両施設の廃棄物処

理手入料は現在も合併前の体系で算定されており、

内淵では従量制、風連では累進制を採用しており

ます。本件は、受医者に対する負担の公平を確保

するため、両施設で異なる廃棄物処理手入料の算

定方式を従量制に統一すべく名寄市廃棄物の減量

及び処理に関する条例を改正しようとするもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第６号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により民生常任委員会に付託し、審議した

いと思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第６号については、民生常任委員

会に付託し、閉会中審査することに決定いたしま

した。

日程第１０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

７号 合併特例区規約の変更についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第７号 合併特例〇市長（島 多慶志君）

区規約の変更について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、合併特例区規約第５条の合併特例区で

処理する事務の一部について平成２１年度から市

長の権限に属する事務へ移行するため、合併特例

区規約を変更しようとするものであります。

主な変更の内容について申し上げます。まず、

天塩川パークゴルフ場の管理につきましては、同

パークゴルフ場を含む天塩川流域の整備が完了し、

平成２１年４月から新たに都市公園として管理運

営をするため、市の事業に移行するものでありま

す。次に、町民農園管理につきましては、現在天

塩川土地改良区用水埋設跡地を借り受け、家庭菜

園用地として開放しておりますが、名寄地区のほ

のぼの農園と窓口を一本化することで利用者に対

する利便性の向上を図ろうとするため、市の事業

に移行しようとするものであります。次に、街路

灯、防犯灯管理事業につきましては、合併協議に

おきまして旧名寄市と旧風連町とでは電気料の負

担内容に相違があることから、合併後に調整し、

再編することとしておりましたが、このたび風連

地区で街路灯の維持管理をしております市街地街

路灯管理組合と本市との協議におきまして今後は

名寄地区と同様の取り扱いをすることで協議が調

いましたので、農村地区の防犯灯も含め市の事業

に移行し、統一を図ろうとするものであります。

以上、市町村の合併の特例に関する法律第５条

の１４第２項の規定により議会の議決を求めるも
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のでありますので、よろしく御審議くださいます

ようお願い申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

８号 名寄市都市公園条例の一部改正について、

議案第９号 なよろ健康の森条例の一部改正につ

いて、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第８号 名寄市都〇市長（島 多慶志君）

市公園条例の一部改正について及び議案第９号

なよろ健康の森条例の一部改正について、一括し

て提案の理由を申し上げます。

平成１２年度から河川環境整備事業の一環とし

て整備を進めておりました風連地区の天塩川パー

クゴルフ場を中心とした天塩川さざなみ公園が本

年度中に工事が完了し、平成２１年度から本公園

のすべての施設が供用開始することから、本公園

の設置及び管理について必要事項を定めようとす

るものであります。また、これに伴い名寄公園パ

ークゴルフ場及び健康の森パークゴルフ場の利用

料金について天塩川さざなみ公園パークゴルフ場

との均衡を図り、名寄市内のパークゴルフ場との

共用料金を設定するため、名寄市都市公園条例及

びなよろ健康の森条例の一部を改正しようとする

ものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第８号及び

議案第９号については、本会議質疑を省略し、１

２名の議員をもって構成する名寄市都市公園条例

等の一部改正に関する審査特別委員会を設置し、

これを付託の上、審査したいと思いますが、御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、名寄市都市公園条例等の一部改正に関

する審査特別委員会を設置し、これに付託の上、

閉会中審査することに決定いたしました。

お諮りいたします。名寄市都市公園条例等の一

部改正に関する審査特別委員会の委員に、委員会

条例第７条第１項の規定により、植松正一議員、

竹中憲之議員、駒津喜一議員、木戸口真議員、高

橋伸典議員、山口祐司議員、川村正彦議員、谷内

司議員、田中之繁議員、東千春議員、宗片浩子議

員、中野秀敏議員、以上１２名を指名したいと思

いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、ただいま指名いたしました議員に選任

することに決定いたしました。

正副委員長の互選のため暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時１０分

再開 午前１１時１８分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

正副委員長の互選が行われましたので、そのこ

こを報告いたします。
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委員長には中野秀敏議員、副委員長には木戸口

真議員、以上であります。

日程第１２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１０号 名寄市病院事業診療報酬及び介護報酬徴

収条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１０号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

病院事業診療報酬及び介護報酬徴収条例の一部改

正について、提案の理由を申し上げます。

本件は、診療報酬の算定方法を定める厚生労働

省告示の制定等に伴い、名寄市病院事業診療報酬

及び介護報酬徴収条例について所要の文言整理を

行おうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１１号 名寄市土地開発公社定款の変更について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１１号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

土地開発公社定款の変更について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、郵政民営化法等の施行に伴い関係法律

の整備等に関する法律が施行されたことにより公

有地の拡大の推進に関する法律が一部改正された

ことから、名寄市土地開発公社定款について所要

の文言整理を行おうとするものであります。

以上、公有地の拡大の推進に関する法律第１４

条第２項の規定により議会の議決を求めますので、

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げ

ます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１２号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１２号 北海道〇市長（島 多慶志君）

市町村備荒資金組合規約の変更について、提案の

理由を申し上げます。
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近年市町村におきましては財政が急激に悪化す

る中、地方公共団体の財政の健全化に関する法律

の施行により、健全化判断比率に基づく財政悪化

度合いに応じて財政の早期健全化及び再生が求め

られておりますが、道内においては依然財政基盤

が脆弱で、厳しい財政運営を余儀なくされている

市町村も多く、景気動向等によっては本市を含め

全市町村において財政危機に直面し、円滑な行財

政運営に支障を来すことも懸念されます。このこ

とから、本件は北海道市町村備荒資金組合規約の

一部を変更し、財政再生団体となることを回避す

るための緊急避難的な措置として、普通納付金の

振還の特例制度を創設しようとするものでありま

す。

以上、地方自治法第２９０条の規定により議会

の議決を求めますので、よろしく御審議ください

ますようお願い申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１３号 損害賠償の額を定めることについてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１３号 損害賠〇市長（島 多慶志君）

償の額を定めることについて、提案の理由を申し

上げます。

交通事故の内容は、本年２月２８日午後１時４

０分ごろ、旭川市東鷹栖４線２０３２番地の１、

道央自動車道におきまして経済部が所管する公用

車が吹雪で視界不良の中、前方不注意のため交通

事故により停車していた車両に衝突したことによ

り衝突された車両が回転し、交通事故の９害確認

をするため車外に出ていた名寄市西５条南４丁目

３９番地、吉岡ユ２子氏に接触し、負傷させたも

のであります。

過失能合は本市が１００％であり、相手方に対

する損害賠償として本市が１３４入 ８０７円を

負担することで本市と吉岡氏は合意に至りました。

本件は、地方自治法第９６条第１項第１３号の

規定により、損害賠償の額を１３４入 ８０７円

に決定するため、議会の議決を求めるものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。
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日程第１６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１４号 市道路線の認定について、議案第１５号

市道路線の廃止について、以上２件を一括議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１４号 市道路〇市長（島 多慶志君）

線の認定及び議案第１５号 市道路線の廃止につ

いて、一括して提案の理由を申し上げます。

まず、議案第１４号 市道路線の認定について

申し上げます。本件は、平成２０年４月、都市計

画法第２９条に基づく開発行為により造成され、

その後道路法第４０条第２項により帰属を受けた

道路について整理番号４０８５、路線名、豊栄団

地１号線として新たに市道の認定をしようとする

ものであります。

次に、議案第１５号 市道路線の廃止について

申し上げます。本件は、整理番号８０１２、北３

号線について開発局による築堤改修工事が行われ

るため、開発局の依頼により市道路線の認定を一

たん廃止するものであります。

以上、議案第１４号につきましては道路法第８

条第２項の規定及び議案第１５号につきましては

同法第１０条第３項の規定により議会の議決を求

めますので、よろしく御審議くださいますようお

願い申し上げます。

これより、議案第１〇議長（小野寺一知議員）

４号外１件について一括質疑に入ります。御発言

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１４号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１４号外１件は原案のとおり可

決されました。

日程第１７ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１６号 名寄市固定資産評価員の選任についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１６号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

固定資産評価員の選任について、提案の理由を申

し上げます。

名寄市固定資産評価員は、評価事務を所管する

総務部長の職にある者を選任しておりますが、本

件は７月１日付人事異動に伴い新たに総務部長、

佐々木雅之を同評価員に選任いたしたく、地方税

法第４０４条第２項の規定により議会の同意を求

めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

議案第１６号は同意することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１６号は同意することに決定い

たしました。
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日程第１８ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１７号 平成２０年度名寄市一般会計補正予算を

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１７号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市一般会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、各款の臨時的経費を中心に補正

しようとするものでありまして、歳入歳出それぞ

れ１医４２５入 ０００円をれ加して、予算総額

を１８９医 ５４９入 ０００円にしようとする 

ものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。４款

衛生費におきまして名寄東病院振興基金積立金

５００入円のれ加は、平成１５年１２月に国から

移譲を受けて開設した本院を国の用途指定期間の

１０年が終了する平成２５年１２月以降に民間へ

移譲する際に施設の改修支援を行うための積み立

てをしようとするものであります。また、病院事

業会計繰出金の ４１０入円のれ加は、施設整備

に伴う合併特例債相当分を繰り出ししようとする

ものであります。

９款消防費におきまして上川北部消防事務組合

負担金１００入円のれ加は、平成１９年度の寄附

金を備品購入に充てようとするものであります。

１０款教育費におきまして学校給食用食材供給

施設設計委託料２５０入円のれ加は、パン製造施

設として活用を予定している旧風連学校給食セン

ターの改修にかかわる設計委託料であります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定財源の増減のほか、財源不足額を地

方交付税で調整いたしました。

１款市税におきまして市民税均等能で納税義務

者の増により４１入 ０００円を、市民税所得能

で特別徴収の増加などにより １９８入 ０００ 

円を、軽自動車税で軽４輪自動車の台入増加によ

り１５６入 ０００円をそれぞれれ加しようとす

るものであります。

１１款地方交付税では、普通交付税の本算定で

当初予算を９６８入 ０００円を上回るこことな

りましたが、財源が不足する３６８入 ０００円

を調整財源としてれ加し、残り６００入 ０００

円を留保財源といたしました。

１５款国１支出金におきまして ５２５入 ０ 

００円のれ加は、事業費の増減のほか道路交付金

の補助率が６０％から６５％にかさ上げになった

ことによるものであります。

次に、第２表、継続費補正では、事業費の増加

により天文台整備事業について変更しようとする

ものであります。

次に、第４表、地方債補正では、学校給食用食

材供給施設整備事業をれ加し、名寄市立総合病院

整備事業ほか６件を変更しようとするものであり

ます。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議をくださいますようお願い

申し上げます。

補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

それでは、一般会〇総務部長（佐々木雅之君）

計の補正予算につきまして市長より申し上げた分

の重複を避けて補足説明をさせていただきます。

その前に、本日正誤表を提出させていただきま

して、議案第１７号の９ページ、節の番号が間違

っておりましたので、御訂正方よろしくお願いい

たします。

まず最初に、歳出から説明させていただきます。

議案第１７号の１２から１３ページをお開きくだ

さい。２款総務費、１項１目一般管理費でアスベ

スト分析調査委託料５３入 ０００円のれ加は、

調査基準の変更により市民会館、食肉センター、

市場、ス２ー場、下水道処理場の５施設６カ所の

アスベストの含有量調査などを万施するものです。
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同じく１項４目の広報広聴費で町内会館等建設

費補助金２９入 ０００円のれ加は、智恵文智北

町内会の補修工事に伴う補助金２分の１を支出す

るものであります。

１４ページから１５ページをお開きください。

３款民生費、１項１目社会福祉総務費で国民健康

保険特別会計繰出金２６５入円のれ加は、普通交

付税の国保基盤安定事業分が確定したことに伴い、

繰り出しルールに基づき調整を図るものでござい

ます。

１６、１７ページをお開きください。４款衛生

費、１項５目環境衛生費で食肉センター事業特別

会計繰出金１８０入円のれ加は、食肉センター建

屋構造調査の万施に伴う一般会計からの繰出金で

あります。

１８、１９ページをお開きください。７款商工

費、１項１目商工業振興費で街なかにぎわい事業

補助金６６入 ０００円のれ加は、空き地空き店

舗活用事業で６丁目商店街に開店した衣料品店及

びボックスショップに対する助成であります。

２０ページから２１ページをお開きください。

８款土木費、４項１目都市計画総務費で旅費１６

入 ０００円のれ加は、名寄、風連都市計画合併

に伴う関係機関との協議に要する旅費を支出する

ものであります。

次に、歳入について説明させていただきます。

８ページから９ページをお開きください。１７款

財産収入、２項２目物品売払収入の不用品売払収

入２７３入 ０００円のれ加は、ス２ー場のショ

ベルローダー及びしらかばハイツのワゴン車の廃

車に伴う売払収入であります。

１９款繰入金、１項５目公共施設整備基金繰入

金２００入円のれ加は、平成１９年度の寄附を一

たん公共施設整備基金に積み立てておりましたが、

予算化に当たり同基金を取り崩し、繰り入れする

ものであります。

１０ページから１１ページをお開きください。

２２款市債、１項５目教育債で学校給食用食材供

給施設整備事業債２３０入円のれ加は、旧風連学

校給食センター改修に伴う万施設計委託料の合併

特例債分であります。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

高見勉議員。

１点だけお尋ねをし〇１３番（高見 勉議員）

たいと思います。１６ページの４款衛生費、１項

４目の積立金の関係で御質問いたしたいと思いま

す。

積立金で、今市長の提案理由の説明の中で、私

が聞き違えていなければあれなのですけれども、

名寄東病院の振興基金の積み立ての提案の説明の

中で、平成１５年１２月には御案内のとおりこれ

は国から移譲を受けて、１０年後の２５年１２月

には民間に移譲するというか、そのためのいわば

基金の積み立てとして積み立てをしているという

ような趣旨での説明であったのかなというふうに、

私の聞き間違いでなければそういうふうに感じた

わけでありますけれども、基金の積み立てそのも

のについては私は異論を挟むものではありません

けれども、２５年１２月以降はもう民間に移譲す

るということが決定的なようなイメージでお話が

ありましたけれども、これはもう少し丁寧に御説

明をいただいて、私の理解が悪いのか、民間に移

譲するということがもう決定をされているのかど

うなのか、この点について少しく丁寧に御説明を

いただければというふうに思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

国のほうから市の〇総務部長（佐々木雅之君）

ほうに移譲を受けるときに一部国の責任で、３医

円強のお金だったと記憶していますが、内部、外

部も含めた改修工事をして市のほうにいただいた

ということであります。それを受けまして、１０

年後には国から譲渡を受けた用途指定の期間が１

０年間過ぎますと満了しますので、市が直営で続
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けなくて民間にお願いする場合については、国が

やったのと同じような形で一定の外部改修工事等

が必要になるやもということので定をしまして、

たまたま東病院の関係につきましては交付税が普

通交付税で施設整備に関する分の財源として来て

おりますので、そのお金を一部積み立てておきま

して、国がやったのと同じような状態をで定して

名寄市から民間に譲渡するときに一定の改修工事

に必要な資金として備蓄をしていくということで

の積み立てをしております。譲渡するかしないか

の話については、ちょっと私の段階ではわかりま

せんので、よろしくお願いいたします。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

平成１５年１２月から〇市長（島 多慶志君）

国が国立療養所名寄病院の廃止ということであり

まして、その受け皿については既に議会の皆さん

にも御理解をいただいて公設民営と、こういう状

況で現在運営をされております。幸いにして名寄

の東病院の運営が医師も含めて人材の確保が順調

にいっているということで大変私どもも喜んでい

るわけでございますが、当然国との移譲のときの

契約で１０年間利用に対する制限というのがある

わけでございまして、運営をしております。しか

し、この施設を平成１５年から以降の中でどのよ

うな状況変化が出てくるかということについては

なかなか予測のつかない部分もありますけれども、

当時上川北部医師会との協議の中ではこの国との

移譲に伴う制限が解かれたときにはどのようにな

るのかと、こういうことを問われてきた経過があ

ります。私どもも上川北部医師会のそうした要望

に沿って、施設については公設民営からまさに民

設民営と、こういう状況が好ましいのではないか

と、こういうことも含めて協議をしてきた経過が

あります。まだ相当時間があるわけですけれども、

医師会との協議についてはそのような協議をして

いる経過があるということでお答えをさせていた

だきます。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

基本的には東病院の〇１３番（高見 勉議員）

振興基金の積立金については、私もそれなりに理

解をいたすところであります。平成１５年からそ

うした形で例えば市直営であろうが、あるいは民

間に移譲というような形になろうが、一定の単年

度のいわば収医の出る部分について、その後の対

応に積立金を持つというのは極めてしかるべきこ

とだというふうに感じますので、これについては

全く異論がないわけでありますけれども、私提案

理由の中で本当に気になったのは、さらには今加

えて市長のほうから答弁がありましたけれども、

確かに平成１５年に国立療養所というか、国立病

院から移譲を受けて、１０年後にはいわばそうし

た国の縛りが解けるというようなこともあって、

公設民営、指定管理者等々を含めて、こうした状

況で医師会含めて御理解をいただきながら今日の

運営にあると。そして、極めて良好な形で運営を

されているということについては私自身も極めて

喜ばしいことだというふうにここは認識をともに

するものではございますけれども、ただ私は１０

年後まさに今提案理由にあったように民間に移譲

するということは公の場では全く議論がないので

はないのかというところにいささか驚きと申しま

しょうか、を感じたわけでありまして、これは例

えば議会の中でそういう議論があったとすれば私

の認識が極めて不足しているということになるわ

けでありますけれども、少なくても民間に移譲す

る是非は別にしても移譲することになれば公共施

設の廃止の問題等々を含めてやっぱり議会議決等

が、３分の２になるのかと私は理解をしておりま

すけれども、議決要件になってくるのでないのか

というふうに思いまして、そういう面ではこの東

病院を民間にいわば移譲していくということにな

れば、確かに２５年までまだ時間はあるというこ

とでありますけれども、市が、執行の側が基本的

な考え方を持ち合わせているのであれば、私はそ

うした議論なり、考え方というのが少なくても移

譲される直前に議論することではなくて、執行機
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関の考え方を議会なり、あるいは市民の皆さんに

明らかにしていく必要があるのでないのかと。決

して私は民間移譲が悪いと言っているわけではな

いわけですけれども、そういう手続というものが

私は一つには必要でないのかというふうに思うわ

けですけれども、そうした考え方について市長は

どのような見解をお持ちになっているのか。ある

いは、あわせて民間に移譲するということで受け

皿はもうでき上がっているということなのかどう

なのか、この際お伺いをしておきたいと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

平成１５年の時点でも〇市長（島 多慶志君）

名寄市が直接に運営をするという体力も含めて能

力の持ち合わせはないと。市立病院の運営につい

ても大変な苦労をして今日まで至っているわけで

すが、幸いに上川北部医師会が受け皿となっての

現在の運営が続いているということであります。

今回の提案の中で言及をしておりますのは、や

はり直営でこれからもやっていくという議論が市

民の中からわいてくるかどうかということであり

ますが、今公立病院等については非常に厳しい状

況が続いておりまして、民間の発でというものが

なければ同じ市内に２つの病院を運営するという

ことは非常に困難であると、そういう率直な私ど

も受けとめ方をしております。ですから、これら

の施設を公設から民間に移していくという手続論

については十分に議会の皆さん、あるいは市民の

皆さんも含めて合意形成を図っていく必要がある

と、このように思っておりますから、改めてこの

課題については平成２５年という期限の指摘あり

ましたように直近でそのような議論するのではな

くて、一定の時間を配置をして議論をしていただ

くそういう場を設定したいと、このように考えて

いるところであります。

なお、民間というのは、全く現在の状況が続い

ていただきたいという期待を含めてそういう考え

方を持っているということであります。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま市長のほう〇１３番（高見 勉議員）

から答弁ありましたけれども、私も医師会が中心

になってそういう受け皿をつくっていただいて、

今日的に東病院が極めて健全に、そしてこの厳し

い状況の中で善戦をしていただいて、あるいは地

域の皆さん方の医療機関としての信頼をしっかり

かち得ていることについては高く評価をいたしま

すし、今後もそうあってほしいというふうに思っ

ていることには全く違いはないわけでありますけ

れども、ただ私は今回の提案理由を聞いて、おや

と思ったのは、少なくてもこうした病院問題今い

ろいろあるわけでありますから、市長から答弁が

あったように市立病院が２つ、あるいは診療所も

抱え、名寄の万態から見てどういう形がいいのか

ということについて民間移譲の議論が出てくるこ

とについても私はすぐさま否定をするものでは決

してありませんけれども、しかしただ公共施設と

して、公の施設として持っている部分については、

決して不用意とは申し上げませんけれども、しっ

かりと手続をやっぱり経て、一つの方向を見出し

ていくと。このことが私から言うまでもなく何よ

り必要なことでないのかというふうに思いますの

で、いわばこの補正予算の中で民間移譲の話が出

てくるのでなく、少なくても行政報告なり、執行

方針の中で私はこの種の部分が基本的な考え方と

してどういう立場で出てきて、そういう中で議論

をしていく時期というのがあるのであればしかり

だなというふうに思うわけでありますけれども、

今回の提案が極めて私から見ると唐突的に民間移

譲の話が出たものでありますからあえて御質問を

申し上げたわけでありまして、そういう面では今

後の取り組みについて私どもの議会の側も理解を

得られるような形でのまた議論をさせていただく

ことをお願いを申し上げて、終わりたいと思いま

す。

ほかに質疑ございま〇議長（小野寺一知議員）

せんか。１７号についてまだまだたくさん質疑あ

るのではないかと思いますが、何人ぐらいいらっ
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しゃいますか。お二人ですか、３人……。

それでは、１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５２分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

御発言ございませんか。

谷内司議員。

それでは、質問をさ〇２１番（谷内 司議員）

せていただきます。

議案第１７号の１１のところの教育費について

なのですけれども、風連のもとの学校給食センタ

ーの改築なのですけれども、２３０入円ですか、

の予算なのですけれども、２３０入円ぐらいの予

算計上の中で全部ができると思いませんので、そ

れで最終的にどれぐらいのお金がかかるのか。そ

れと、当然あれは公共施設の中で、市の持ち物で

すので、それを使うことによってどれぐらいの使

用料が発生するのか、その点をお聞かせいただき

たいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

議案の１１ページの〇教育部長（山内 豊君）

関係については、万施設計の２５０入円に対する

事業債ということでありますから、これは借り入

れということであります。万際に万施設計につい

ては２５０入円ということであります。基本的に

旧風連の学校給食センターについて、現パン製造

業者がやっているわけですけれども、その機器が

老朽化をしているということで、このたび旧風連

の学校給食センターの内部を改修をして、市直営

で行っていきたいということであります。その改

修に当たって２５０入円の万施設計ということで

す。それから、今後の改修費用、それからパン製

造機器の導入という部分の中では ０００入円前

後ということで考えております。

以上です。

（何事か呼ぶ者あり）

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

済みません。使用料〇教育部長（山内 豊君）

の関係だと思いますけれども、今学校給食のパン

の供給につきましては月２回ということでありま

す。現在考えている旧風連の学校給食センターの

使用については、業務委託をということで考えて

おります。それで、パンの供給については月２回

ということでありますから、それに見合う使用料

ということで考えております。また、電気あるい

は上下水道の使用についても、直営ということで

ありますから、これは基本的に市で払うというこ

とになりますけれども、これは業務を委託された

業者が万際に使ったということでありますから、

その辺につきましては万費徴収ということでいた

だきたいというふうに思っております。使用料の

部分につきましては、先ほど言ったように月２回

ということでありますから、月の使用料になるの

か、あるいは年の使用料になるのか、この辺につ

いては今後詰めていきたいというふうに思ってお

ります。

以上です。

川村幸栄議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、２点につい〇４番（川村幸栄議員）

てお伺いをしたいというふうに思います。

１つは、第２表、継続費補正のところにありま

す１０款教育費の天文台整備事業費についてです

が、補正前から補正後について約１医 ０００入

円もの増になっています。やっぱりかなりの金額

という意味では市民の皆さんの受けとめる感覚と

しても大きいのではないかというふうに思います。

そこで、市民への説明責任といいますか、そうい

ったものが必要ではないかというふうに思います

が、その点についてどのようにお考えになってい

るのかお聞かせいただきたいと思います。

それと、もう一点ですが、ただいま給食センタ

ーの整備事業の質問がありましたが、そこの設計

委託料が２５０入円というふうにされています。

この設計委託料ですが、せんだって総務文教常任
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委員会で視察しました室蘭市では学校統廃合に伴

って学校の設計を自前で行って、設計士というか、

資格を持った職員の皆さんが自前でやって、コス

トダウンにこびつけたというようなことをお聞き

してきました。財政健全化も今言われて、動き出

しているところですので、やっぱりこういったこ

とが自前でできるという市民へのアピールでいえ

ばまた市民の皆さんの受けとめ方も違うかなとい

うふうに感じているのですが、この点についてど

のようにお考えになっているのかお聞かせいただ

きたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

天文台について御質〇教育部長（山内 豊君）

問いただきました。当初より１医 ０００入円近

く費用が膨れるということであります。これにつ

いては、当初構ででは面積が８９０と、それから

事業費が７医 ５００入円ということで出発をし

ております。これが万施設計に入っていく段階の

中でいろいろ協議をいたしました。そしてまた、

北大が望遠鏡ということでありますから、夜間に

使うという部分も含めて管理区分なんかの問題が

ございまして、そういったことも含めて平面設計

をしてきたわけですけれども、この中で面積が

０３７平米にということで１４７平米ほど膨らん

できたということであります。その面積の部分と

現在の資材高騰を含めて、本体の部分で１医 ０

００入円ほど事業費が膨らんでいるということで

ありまして、資材高騰の部分では ６あ、大体 

５００入円ほど高騰したのかなというふうに思っ

ております。

それから、天文台のプラ館、ドームの関係です

けれども、プラネタリウムにつきましては当初予

定していた投影機について視察をしましたけれど

も、これでは十分な投影ができないと、私どもで

考えている部分で十分にできないということでグ

レードアップしたということで、これについては

０００入円ほど膨らんできているということで

あります。

それから、屋上に望遠鏡をつくるわけですけれ

ども、これは４０センチあるいは３０センチ、２

０センチということで考えております。今木原天

文台で使っている望遠鏡につきましては２５セン

チということと移動観望車に使っているのが４０

センチということであります。そういった意味で

は非常に精度の高い望遠鏡で、ドームと比較した

らちょっと小さいわけですけれども、同じような

使い方ができるということで、そういったことも

含めて、研究にも使えるということも含めてグレ

ードアップしたということで、これについては

１００入円ほど膨れているということでありまし

て、トータルで１医 ０００入円ほどふえたとい

うことであります。

非常に当初から８９０に近づけるべく努力をし

ておりましたけれども、今の天文台、皆さんが思

い描いている天文台がつくるには、これだけの面

積で、今の職員を活用するということではこの部

分が最低必要だろうということでありますので、

ぜひ御理解いただきたいというふうに思います。

以上です。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

給食センター〇建設水道部長（野間井照之君）

のパン製造工場の設計の件でございます。私ども

建築の設計に関しては、できる部分は基本的には

自分たちで行いたいというふうには考えています

けれども、時間的なこともございますし、このご

ろ構造的な部分も１級建築士を持っていても構造

的な部分は非常にシビアになっていまして、設計

を委託せざるを得ない状況にもなっています。特

に学校設計などは、多分もとの設計がしっかりし

たものがあったというふうに考えますけれども、

基本設計の中で構造計算を何回も繰り振して、他

都市の今の建築の状況を見ながら設計しなければ

ならぬという意味では、人員的な配置も含めて非

常に難しい状況にあります。

それと、今回のこの給食センターの部分は、建

物そのものは基本的にはそのまま生かしていくと。
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先ほど教育部長からお話があったように機械を入

れる部分を今回は設計をしようと。主にこの機械

の設備の件に関して万施設計をすると。機械、パ

ン製造機をどのような配置をして、乾燥機をどの

ような配置をすると。そうすると、ダクトはここ

ら辺につけて、こういう形にしなければならない

という設備の設計ですから、私どもの建築屋さん

にも設備の専門家はいないということも含めて、

少額ですけれども、業者委託をせざるを得ないと

いう状況でございますので、御理解をいただきた

いというふうに思っています。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

天文台については、２８ページのところに調書が

出されているわけですが、前回定例会でも質問さ

せていただきましたが、全国的にも、７界的にも

本当に優秀な天文台ということですので、国、道

の支出金が本当に少ない中、もっと出してもらう

ようにうんと働きかけていただきたいなというふ

うに思っているところです。市民負担が本当に大

きくならない工夫、知恵も出していただければ幸

いかなというふうに思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

また、今設計の問題も、なかなか私も専門的な

部分詳しくないのですけれども、ただ市民感情的

な部分でいうとそういった部分もあるかなという

ふうに思いますので、ここのところをこれからも

いろんなところに生かしていただければというふ

うに思って、質問を終わります。

竹中憲之議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、１点だけ、〇３番（竹中憲之議員）

ちょっと先ほど市長あるいは総務部長も説明がさ

れていなかったというふうに思いますので、もう

少しきちっとした説明をお願いをしたいのは、７

款の商工費のところで道の駅の管理運営事業費と

いうのが４７入円ほど補正でかかっています。能

干話は聞いておりますが、基本的には１９年度決

算の中身になるのかなというふうに私は思ってい

ます。市長の行政報告の中では当初の予定よりも

道の駅活用が多いという評価がされていて、私も

そのとおりだなというふうに思っていますが、基

本的には１９年度の決算に上がるものが新年度に

４７入円も補正をかけなければならないという、

そういう状況にある内容についてもう少し補足説

明お願いを申し上げます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

では、私のほうか〇経済部長（手間本 剛君）

らお答えをいたしたいと思いますが、今議員御指

摘のとおりこの予算につきましては１９年度の当

初に５０入円ということでお認めをいただいて、

予算スタートさせていただきました。１９年度と

いうようなことで、万はこれは内容はリーフをつ

くるということで、３入部つくるということで準

備をさせていただいたところでございます。御案

内のとおり４月２０日の日のオープンに向けて、

最後のれい込みというようなことでいろんな準備

をしていたところでございまして、リーフが間に

合ったというようなことで、３月にぎりぎり納品

されて、４月２０日のオープンに間に合ったとい

うようなことでございます。その折に私どものほ

うで納品書なり、請求書というものがそれについ

ていれば気づいていたのでしょうけれども、お互

いに忙しいというようなことでございまして、と

りあえずリーフを届けてくれというようなことで

届けていただいたというようなことでございます。

そんなことで、本来４月に入ってでも、５月３１

日までの出納整理期間があったわけですから、そ

れに間に合うような支出負担行為を北都新聞社

（株）の会社のほうと連絡とりながら行為を起こ

せばというようなことでございましたけれども、

行為がついついできずに忘れてしまったというよ

うなことで、過年度支出ということの事態に至っ

たわけでございます。今後こういったことのない

ようにというふうなことで市長のほうにもお話を

させていただきましたし、それから所管の委員会

にもその旨ちょっとお話をさせていただきました
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けれども、これもまた同じお話になるかと思いま

すけれども、今後十分にこういったことのないよ

うに努めてまいりたいと思いますし、それからチ

ェック機能がどうも機能しなかったというような

ことでございます。そんなことでおわびを申し上

げたいと思いますし、また万は北都新聞社（株）

のほうからその後の請求につきましては８月に入

って４日の日に来たときに何だというようなこと

で発覚したというようなことでございまして、既

に出納が閉鎖されていたということでございまし

て、こういった事態になったということで本当に

申しわけないと思っておりますし、今後ないよう

にと思っているところでございます。

以上、経過についてお話をさせていただきまし

た。よろしくお願いします。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の答弁ですと、８月〇３番（竹中憲之議員）

に入ってから北都新聞社（株）から請求がという

話でしたけれども、基本的にはパンフレット、リ

ーフですか、納入されたときにその納入する際の

伝票というのは必ずあるはずですよね。そのチェ

ックがなぜ、恐らくこれは３月に納入されたと思

っていますから、３月の伝票整理ができるはずな

のです。６月まで延びても前年度の１９年度の決

裁が私はできると思うのです、今部長言いました

ように。なぜそのチェック機能がきちっとされな

かったのか、私そこが疑問なのです。現万４７入

円ですから、５０入円の予算の４７入円ですから

３入円ほどの減ということでありますけれども、

疑問なのはこのこと１つだけでなくて、まだ多く

こういうチェック機能がこたせなかったという中

身も私はあるのでないかというふうに非常に疑問

に思っているところなのです。そういった意味で

は、聞くところによると担当者がかわったとかと

いう話もちらっと聞きましたけれども、それだけ

の問題ではないなというふうに私は思っています

から、きちっとこの扱いについては今後もこのよ

うなことのないように整理を、チェック機能をこ

たせるようなことで進めていかなければならない

と思っていますから、そういうことで再度答弁を

もらって、終わります。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

繰り振しになるか〇経済部長（手間本 剛君）

と思いますけれども、請求が納品書あるいは請求

書がなくても４月に入ってでも、５月３１日まで

の整理期間があるということでございますから、

その段階で負担行為を起こせば十分に間に合った

と。それから、会社のほうと連絡をとり合えれば

十分行為として行えたというふうに理解をさせて

いただいております。経理システムがちょっと変

わってはきているのですけれども、そうはいいま

してもふだんチェックしていれば十分にわかると

いうようなことでございまして、５０入円に対し

まして４７入円でございますから大きな額でござ

います。そんなことでは本当に申しわけないなと

思っておりますけれども、今後に向けては、今職

員にもお話ししているのですけれども、十分チェ

ック機能をというようなことでございます。それ

から、あわせて庁議の中でも、部長会議の中でも

十分にチェックして支払い漏れのないようにとい

うような注意事項も出ていたにもかかわらずこう

いった事態になったということでございまして、

今後十分にこういったことに留意しながら、二度

とないようにということで努めてまいりたいと思

っておりますので、御理解をいただきたいと思っ

ています。申しわけございませんでした。

ほかに質疑ございま〇議長（小野寺一知議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終こい〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）
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これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１８号 平成２０年度名寄市国民健康保険特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１８号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ８８３入 ０００円を減額し、予算

総額を３１医 ７１６入 ０００円に、直診勘定 

におきまして歳入歳出それぞれ９８入 ０００円

をれ加し、予算総額を１医 １６７入 ０００円 

にしようとするものであります。

まず、保険事業勘定について歳出から申し上げ

ます。３款後期高齢者支援金等から６款介護納付

金までにつきましては、各納付金等の額の確定に

よりれ加及び減額しようとするものであります。

８款保健事業費では、国保まルスアップ事業委

託料として１９９入 ０００円をれ加、特定健診

等データ管理システムの増設として３８入 ００

０円をれ加しようとするものであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。１款国民健康保険税では、当初賦課の確定に

より一般９保険者分で１００入円、退職９保険者

分で ２００入円をそれぞれれ加しようとするも

のであります。

２款国１支出金では、財政調整交付金におきま

して１９９入 ０００円をれ加しようとするもの

であります。

４款前期高齢者交付金では、交付金の額の確定

により ５３１入 ０００円を減額しようとする 

ものであります。

８款繰入金では、一般会計繰入金におきまして

国保会計財政安定化支援事業として地方交付税の

措置分２６５入円をれ加、基金繰入金におきまし

て ２１７入 ０００円を減額しようとするもの 

であります。

９款繰９金では、前年度繰９金 １００入 ０ 

００円をれ加して調整を図ろうとするものであり

ます。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では、風連国民健康保険診療所におい

て使用していた軽乗用車が交通事故のため修理不

能となり、今回更新することから、取得にかかわ

るる経費を含めて９８入 ０００円をれ加しよう

とするものであります。

３款施設整備費では、電子カルテシステム導入

事業にかかわる委託料の一部を備品購入費に組み

かえしようとするものであります。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

４款繰入金では、一般会計繰入金におきまして９

８入 ０００円をれ加し、調整を図ろうとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１９号 平成２０年度名寄市介護保険特別会計補

正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１９号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして主に

介護予防事業の組みかえ及び平成１９年度介護給

付万万にかかわる国、道負担金等の振還に伴うも

のでありまして、歳入歳出それぞれ ６５４入 

０００円をれ加し、予算総額を１８医 ７７２入

０００円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。４款地域支

援事業費では、通所型介護予防事業にかかわる対

象者である特定高齢者の減、シルバーハウジング

生活援助員派遣委託事業費にかかわる一般会計か

らの組みかえ等により３８５入 ０００円をれ加、

７款る支出金では、前年度決算にかかわる負担金

の振還金として ２６９入 ０００円をれ加しよ 

うとするものであります。

次に、歳入の主なものについて申し上げます。

４款国１支出金では、前年度決算の繰９金の調整

で３５２入 ０００円を減額、９款繰９金では現

年度繰９金として ９１７入円をれ加しようとす

るものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２０号 平成２０年度名寄市下水道事業特別会計

補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２０号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市下水道事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ６入 ０００

円をれ加し、予算総額を２１医 ５０６入 ００ 

０円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款下水道

事業費では、受医者負担金全納奨励金として６入

０００円をれ加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では、新築住宅等による新たな受医者

分担金及び負担金として９３入 ０００円をれ加

しようとするものであります。

４款繰入金では、一般会計繰入金におきまして

８６入 ０００円を減額し、収支の調整を図ろう

とするものであります。

次に、第３表、地方債補正では、平成２年度及

び平成３年度下水道事業借換債について変更しよ

うとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上
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げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２１号 平成２０年度名寄市食肉センター事業特

別会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２１号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市食肉センター事業特別会計補正予算

について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ１８０入円を

れ加し、予算総額を ７０６入 ０００円にしよ 

うとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款衛生費

では、食肉センターの老朽化に伴う建屋構造調査

の万施により１８０入円をれ加しようとするもの

であります。

次に、歳入について申し上げます。１款繰入金

では、一般会計繰入金におきまして１８０入円を

れ加し、収支の調整を図ろうとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２２号 平成２０年度名寄市病院事業会計補正予

算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２２号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市病院事業会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、一般会計におきまして名寄市立

総合病院整備事業にかかわる合併特例債が内定し

たことによるもので、資本的収入について調整し

ようとするものであります。

第３款資本的収入では、第１項企業債 ４１０

入円を減額、第５項負担金を ４１０入円れ加し、

科目の組みかえのみを行うものとするものであり

ます。

なお、資本的収入の不足分につきましては、当

年度損医勘定留保資金で補てんするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上
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げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２３号 平成２０年度名寄市水道事業会計補正予

算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２３号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市水道事業会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、上水道変更認可申請書作成委託

等にかかわる経費について補正しようとするもの

であります。

まず、収医的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では、浄水場における残留塩素計取

りかえ修り等により１７４入 ０００円をれ加し、

合計を５医 ６７４入円にしようとするものであ

ります。

次に、資本的支出について申し上げます。４款

資本的支出では、上水道変更認可申請書作成委託

業務等により９３６入 ０００円をれ加し、合計

を３医 ４２２入 ０００円とし、資本的収支の 

不足額につきましては２医 ７８８入 ０００円 

に改め、過年度分損医勘定留保資金２医 ２０６

入 ０００円及び当年度消費税資本的収支調整額

５８２入円で補てんしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２４号 平成１９年度名寄市各会計決算の認定に

ついて、議案第２５号 平成１９年度名寄市病院

事業会計決算の認定について、議案第２６号 平

成１９年度名寄市水道事業会計決算の認定につい

て、以上３件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２４号から議案〇市長（島 多慶志君）

第２６号までの平成１９年度における各会計決算、

病院事業会計決算及び水道事業会計決算について、

一括して提案の理由を申し上げます。

議案第２４号は平成２０年５月３１日、議案第

２５号及び第２６号は平成２０年３月３１日をも

ってそれぞれ出納を閉鎖し、決算を行いましたの
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で、地方自治法第２３３条第３項及び地方公営企

業法第３０条第４項の規定により決算の認定をお

願いするものであります。

なお、細部につきましては別途御説明をさせて

いただきますので、よろしく御審議くださいます

ようお願い申し上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第２４号外

２件については、本会議質疑を省略し、全議員を

もって構成する決算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、閉会中審査いたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２４号外２件については、全議

員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することに決定いたしまし

た。

ただいまの決定に基づき、決算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

日程第２６ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１号 平成１９年度名寄市風連特例区会計決算の

報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第１号 平成１９〇市長（島 多慶志君）

年度名寄市風連特例区会計決算の報告ついて申し

上げます。

合併特例区では、合併特例区規約で定められて

おります事業を執行しておりますが、本件は本年

８月２６日開会の合併特例区協議会におきまして

平成１９年度名寄市風連特例区会計決算の認定を

了したことから、市町村の合併の特例に関する法

律第５条の２７第６項の規定により決算の報告を

するものであります。

決算の詳細につきましては、お手元の決算書に

記載のとおりでありますが、歳出の主なものにつ

いて申し上げます。ＮＰＯまちづくり観光支援及

びイベント活性化事業で８２５入円、区域育英基

金事業では １３４入 ０００円、地域施設管理 

事業で １８１入１６７円などとなっております。

今後も引き続き地域の特性を生かしながら合併に

伴う変化の緩和に努めてまいります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第１号を終こいたします。

日程第２７ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

２号 健全化判断比率の報告について、報告第３

号 資金不足比率の報告について、以上２件を一

括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第２号 健全化判〇市長（島 多慶志君）

断比率及び報告第３号 資金不足比率の報告につ

いて、一括して御報告申し上げます。

地方公共団体は、地方公共団体の財政の健全化

に関する法律の施行により、財政等の健全性に関

する比率の公表及び当該比率に応じて財政等の健

全化を図るための計画を策定することが義務づけ

られたところですが、本件は本市において平成１

９年度決算をベースとして健全化判断比率及び資

金不足比率を算定いたしましたので、同法第３条

第１項の規定により御報告を申し上げます。

なお、細部につきましては、総務部長より説明

をさせますので、よろしく御審議くださいますよ

うお願い申し上げます。

補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

それでは、地方公〇総務部長（佐々木雅之君）

共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴う
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健全化判断比率及び資金不足比率について補足説

明をさせていただきます。

まず、別途配付しております資料の１ページを

ごらんいただきたいと思います。ここでは、上段

に本市の平成１９年度決算ベースによる４つの健

全化判断比率をあらわしています。万質赤字比率

及び連こ万質赤字比率につきましては、赤字額が

ないことからバー表示をしております。万質公債

費比率は１ ９％、将来負担比率は１６ ５％と 

なりました。また、下段では早期健全化基準と財

政再生基準の率をあらわしています。上段の４つ

の指標のいずれか１つでも早期健全化基準以上に

なると早期健全化団体となり、さらに将来負担比

率を除く３つの指標値のいずれか１つでも財政再

生基準以上になると財政再生団体になることにな

ります。

それでは、各指標の具体的な説明をさせていた

だきます。２ページをお開きください。ここでは

一般会計と特別会計の万質収支額、企業会計にお

ける資金不足額等をあらわしています。一番上の

右側の欄には万質赤字比率、連こ万質赤字比率を

計算する際の分母となる標準財政規模、これは市

税や交付金、普通交付税など毎年度安定して入っ

てくる一般財源の規模を示しております。名寄市

では１１３医３７５入 ０００円となっています。

初めに、一般会計を対象とする万質赤字比率に

つきましては、万質収支額が１医 ０６３入 ０ 

００円の黒字となっていることから、万質赤字比

率はマイナス表示でマイナスの ２４％となりま

すが、万質赤字が出ていないことから１ページで

の表示はなし、いわゆるバー表示となっておりま

す。

次に、一般会計に企業会計、特別会計などすべ

ての会計を対象にした連こ万質赤字比率は、連こ

万質収支額が１６医 １７６入 ０００円の黒字 

となりましたので、連こ万質赤字比率はマイナス

表示でマイナス１ ９６％となりますが、万質赤

字比率と同様に連こでの赤字がないことから、連

こ万質赤字比率はバー表示となります。

なお、病院事業及び水道事業の企業会計につき

ましては、連こ万質赤字比率の算出に用いる入値

は流動資産から流動負債を差し引いた資金不足剰

余金となります。

次に、３ページをお開きください。ここでは万

質公債費比率の状況をあらわしています。万質公

債費比率とは、一般会計の公債費に加えて企業、

特別会計及び一部事務組合などへの公債費に準じ

た繰出金、負担金など公債費及び公債費に準ずる

ものをすべて合算し、そこから地方交付税などで

措置される分を控除して標準財政規模に占める能

合をあらわすもので、平成１９年度は１ ９％と

なりました。これは、平成１７年度から１９年度

までの３カ年の平均の入値であります。

次に、４ページをお開きください。ここでは将

来負担比率の状況をあらわしています。これは、

一般会計等が将来にわたって負担すべき万質的な

負債をとらえた比率で、上段の将来負担額につい

ては地方債現在高を初め債務負担行為に基づく支

出予定額、公営企業債等への繰り入れ見込額、上

川北部消防事務組合と名寄地区衛生施設事務組合

が起こした地方債の負担見込額、一般会計等で負

担する退職手当負担見込額、設立法人の負債額等

負担見込額など将来にわたり負担しなければなら

ない金額をあらわしています。また、中段には基

金残高や地方交付税の基準財政需要額算入見込額

など将来負担額に充当可能な財源をあらわしてい

ます。そのここ、将来負担比率については１６

５％となったところであります。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

いたします。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第２号外１件を終こいたします。
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日程第２８ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

４号 専決処分した事件の報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第４号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の報告について申し上げます。

１件目の事故の内容は、議案第１３号の交通事

故において吉岡氏とともに９害確認をしていた札

幌市白石区東札幌２条５丁目２の１、大西進氏を

衝突事故に巻き込み、負傷させたものであります。

過失能合は、本市が１００％であり、相手方に

対する損害賠償として本市が１５入 ５７３円を

負担することで示談が成立し、和解したところで

あります。

２件目の事故の内容は、本年７月４日午後３時

５０分ごろ、名寄市風連町大町風連北２条線にお

きまして風連国保診療所所管の公用車が駐車場か

ら市道に出る際、右側確認不足のため、直進して

きた名寄市風連町大町８５番地の１、櫻庭大所有

で櫻庭加奈子氏が運転する普通乗用車に衝突し、

破損させたものであります。

過失能合は本市が９０％であり、相手方車両の

修理代として本市が２５入 ３０８円を負担する

ことで示談が成立し、和解したところであります。

以上、２件を地方自治法第１８０条第１項の規

定により専決処分をしましたので、同条第２項の

規定により報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第４号を終こいたします。

日程第２９ 諮問第〇議長（小野寺一知議員）

１号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求

めることについてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

諮問第１号 人権擁護〇市長（島 多慶志君）

委員の候補者推薦につき意見を求めることについ

て、提案の理由を申し上げます。

人権擁護委員法の規定により、当市には９名の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、平成２０年１２月３１日をもっ

て野津眞喜子委員が任期満了となります。本件は、

再度同氏を候補者として推薦いたしたく、人権擁

護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を

求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、明日より９日までの８日間

を休会といたしたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、明日より９日までの８日間を休会とす

ることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 １時４５分
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上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 大 石 健 二

署名議員 谷 内 司
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平成２０年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２０年９月１０日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

本日の会議に熊谷吉正議員より遅延の申し出が

ありますので、御報告いたします。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

６番 佐々木 寿 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

市立総合病院の諸課題について外３件を、佐藤

靖議員。

おはようございます。〇１番（佐藤 靖議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

い、順次御質問を申し上げます。

１点目は、名寄市立総合病院の諸課題について

であります。まず、公立病院改革プランについて

は、さきの第２回定例会においても同様の質問を

行っております。その際提出期限の１０月をめど

にプランを完成させたいとしておりました。しか

し、提出時期の誤りもあって、当初計画どおりの

年内めどとなったようでありますが、改めて策定

までのスケジュール及び進捗状況についてお伺い

します。

また、７月３０日から診療を開始した救急外来

の状況及び９月下旬に完成するＩＣＵ病棟の受け

入れ開始時期についてもお知らせをいただきたい

と思います。特にＩＣＵ病棟にかかわって市長は

行政報告の中で、医療機能が十分発揮できるよう

運用に当たる医師や看護師などスタッフの確保に

努めていると述べておりますが、現在の状況及び

見通しについてもお伺いします。加えて院内体制

を確立するため、１０月１日を採用期日としてい

る看護師、助産師の応募状況、２１年度２０名と

している看護師採用、若干名の助産師採用の見通

しもあわせてお知らせいただきたいと思います。

佐古院長は、この８月地元紙のインタビューに

答える中で、医療従事者の確保には待遇面の改善

が必要です。給与体系の見直しに加え、働きやす

い環境、働くことが本人のキャリアアップにつな

がるような病院にしていくことが重要、地域の医

療支援活動の一環として総合診療科を設置するこ

と、救急専任の医師を雇用し、各自治体から運営

費を賄い、医師の当直明けの休みを確保したいな

どと発言をしています。名寄市立総合病院の役割

上も重要なことと考えますが、現在までの検討経

過及び見通しについてお伺いします。

２点目は、職員の意識改革についてであります。

国の三位一体改革以降市町村の財政は急激に悪化

し、地方自治体を取り巻く環境は大きく変化しま

した。全国どこに住んでいても安心して生活でき

るシステムはある意味崩壊したため、人口減少に

拍車がかかるとともに少子高齢化が急激に進んで

います。この状況下にあって、今行政、企業など

すべてに求められているのは意識改革であります。

当然ながら名寄市にあっても理事者も職員も、そ

して議員にもこの意識改革の必要性を求める声は

強くなっているように思えてなりません。そこで、

名寄市にあってはこの意識改革にどう取り組まれ

ているのか、特に職員研修にあってはどう意識さ

れているのかをまずお伺いします。

私は、目まぐるしく変わる諸制度の学びも必要

でありますが、地方自治体が忘れてならないのは

市民の皆さんが何を求めているか、つまり言葉だ

けではない市民目線の名寄市政の展開だと考えて

います。市民の皆さんとの対話を恐れず、諸施策

展開にあっても市内に在住するさまざまな有識者

の声を聞くことも大切だと感じますが、これらを

含め今後の研修のあり方の考え方についてお答え

をいただきたいと思います。
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３点目は、ノーレジ袋運動についてであります。

ノーレジ袋運動については、今さら申し上げるま

でもなく、原料の石油消費を減らす資源削減の観

２点、ごみとして焼却されるときに排出されるＣＯ

削減につながる地球温暖化防止の観点などから消

費者団体を中心に展開をされています。名寄消費

者協会、風連消費者協会でもここ数年マイバッグ

持参運動とあわせて取り組んできましたし、北海

道消費者協会は従来のノーレジ袋運動を発展させ、

より効果を高めるためレジ袋の有料化運動を展開

することを決めました。実際市内に営業店を持つ

イオン北海道、ラルズでは各地で大袋１枚５円、

小袋３円の有料化に踏み切っており、近いうち名

寄市でも実施されることが予想されます。そこで、

お伺いします。これまで名寄市に対してレジ袋有

料化に踏み切る情報は得られているのか、また名

寄市においては依然として資源ごみを透明、半透

明袋で回収しておりますが、レジ袋の有料化に向

かっている情勢下にあっては市民の皆さんに一種

混乱を与えると思いますが、今後の対応をどう検

討されているのかをお聞かせをいただきたいと思

います。

日本のレジ袋使用量は年間２５万トンと言われ、

枚数で３１３億枚、国民１人当たりで年間２６０

枚使っている計算となります。名寄市民に換算す

ると年間で８１万 ０００枚を使用していること

になり、１枚のレジ袋をに成するため３ ５６に

リリットルの石油が必要となりますので、名寄市

だけで１年間に １１２リットル、４９０リット

ルのホームタンクで換算しますと約１７個分が使

用されることになります。以前同種の質問を行っ

た際、当時の今副市長はレジ袋有料化の動き、他

市町村の状況を見ながら検討したいと答弁されて

おりましたし、機は熟した感がありますので、明

確に御答弁をいただきたいと思います。

最後に、名寄地区で検討を進められている中心

市街地活性化についてお伺いします。名寄地区の

中心市街地活性化基本計画策定協議の進捗状況な

どについては、さきの経済常任委員会で報告され

ているようでありますが、この際改めてこれまで

の協議経過と今後のタイムスケジュールについて

お知らせをいただきたいと思います。

また、中心市街地の活性化に関する法律に基づ

く基本計画の申請を年内に予定されておりました

が、事業主体がいまだ明確化していないこと、認

定後５年間で検討された諸事業の確実な実施と得

られる所要の成果などについて計画どおりの取り

組みが可能とお考えなのか、申請のめどについて

もお伺いします。

加えてこれら期間で市民の理解を得られる取り

組みが可能とお考えなのかについてもお伺いし、

この場からの質問とさせていただきます。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはよ〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

うございます。ただいま佐藤靖議員より大きな項

目で４点にわたり御質問がありました。１項目め

は私から、２項目めは総務部長から、３項目めは

生活福祉部長、４項目めは経済部長からそれぞれ

答弁させていただきますので、よろしくお願いい

たします。

市立総合病院の課題につきまして４点にわたり

御質問をいただきました。最初に、公立病院改革

プランの策定期限についてお答えいたします。６

月の第２回定例会におきまして改革プランの策定

期限は１０月とお伝えしましたが、この期限につ

きましては病院特例債の対象となる病院の策定期

限で、当院は病院特例債を適用しないため年度内

の策定でよいことになります。期限を取り違え、

誤りましたことをおわびし、訂正いたします。

改めて今後のスケジュール等についてお知らせ

をいたします。策定手順といたしましては、病院

内に設けられている経営企画対策小委員会が実績

等のデータ収集及び収支予想を行い、副市長を委

員長とする改革プラン策定検討委員会、仮称でご

ざいますが、プランのに成に当たります。その後、

外部の委員７名で構成されている病院運営委員会
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と院内組織の病院管理運営委員会に素案を提示し、

意見、助言を受け、修正を行いながら、年明けの

１月中にプランを策定したいと考えてございます。

現在まで経営企画対策小委員会につきましては、

１回目、４月に開催し、２回目、７月、３回目に

は８月、４回目、８月１４日、５回目を８月２４

日に開催をしてございます。

２点目の救急外来及びＩＣＵについてお答えい

たします。救急外来につきましては、７月３０日

の午後５時から診療を開始をしてございます。時

間外診療と救急車による搬送の動線を別々にする

とともに、これまでに比べ救急初療室を２室、診

療室を３室にふやしたほか６ベッドの点滴室を設

けるなど診療機能の強化を図りました。新しい施

設で診療を開始してから間もなく１カ月半が経過

をいたします。看護師は以前と同じ勤務体制でご

ざいますが、機材、物品等の収納スペースを十分

に確保したので、効率よく動けるようになりまし

た。また、初療室と診察室及び点滴室が完全に分

離されたことで、来院された患者、家族の方にと

っても快適な治療環境が整備されたものと考えて

おります。

次に、ＩＣＵ病棟につきましてお答えいたしま

す。建物は９月中旬に引き渡しを受けて、９月下

旬までにドック検査室、診療部長、看護部長の異

動を終える予定であります。また、ＩＣＵ部門に

つきましては、９月２日に院内の関係職員による

集中治療室運営準備会議を開催し、今後の運営方

針の概要を決めております。細部につきましては、

今後つくられる集中治療室運営委員会で要綱等を

つくることとなります。医師が確保されるまでの

間につきましては、通常の病棟として１０月２０

日以降の稼働させる予定でございます。

３点目の院内体制についてですが、本年７月に

２名、８月に１名、合わせて３名の看護師を採用

しております。１０月１日を採用期日とする募集

を行い、９月の中旬に採用試験を行う予定ですが、

現在のところ応募は助産師１名にとどまっている

状況にございます。今後は、採用希望者がいれば

職員の臨時採用をしていきたいと考えております。

なお、当初は１０月１日までに１０名を採用した

いと考えておりましたが、それに満たないことか

ら、臨時職員の雇用による対応も視野に入れてい

るところであります。

平成２１年度の職員採用に関する見通しにつき

ましては、現在のところ９名の応募となっており

ます。また、１次募集で集まらなければ２次、３

次募集も含め、またナースバンク事業の合同面接

会などに参加をいたしまして、看護師確保に努め

たいと考えております。

４点目、近年地方の医療を取り巻く環境はます

ます厳しくなっております。医師を初めとする医

療従事者の不足、診療報酬抑制による経営の圧迫、

これらが引き金となり、地方の医療機関はまさに

窮地に立たされているのが実情であります。幸い

名寄市立総合病院は、道北第３次保健医療福祉圏

地方センター病院として他の公立病院に比べれば

比較的恵まれた状況にあると言えます。しかしな

がら、周辺医療機関の診療機能が縮小しますと、

当病院の役割はこれまで以上に大きくなっていく

ことは間違いありません。私どもの病院がその大

きな役割を果たしていく上で、今後考えていかな

ければならない事項につきましてさきの地元紙の

インタビューで述べさせていただいたところであ

ります。ただいまこの件に関しての御質問がござ

いました。紙上に報道された３点につきまして院

長の考えを申し上げさせていただきます。

１つ目の医療従事者の確保には待遇面での改善

が必要、給与体系の見直しに加えて働きやすい環

境、働くことが本人のキャリアアップにつながる

ような病院にしていくことが重要といった点に関

してでございます。平成１９年３月に自治体病院

協議会北海道支部で行いました道内の公立病院勤

務医を対象に行ったアンケート調査結果によりま

すと、病院勤務を続けていく上での待遇改善、あ

るいは現在不満に思っている項目につきましては、
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給与体系、労働条件が上位２項目でございました。

また、業務量に見合った報酬等の充実の要望とし

ては、当直体制で当直明けの勤務免除、当直回数

の減少、当直を超過勤務扱いとするなどの要望が

挙げられております。これらの調査結果、また別

の全道市立病院の医師年収調査では、名寄市立病

院につきましては全道市立病院の中では中位にあ

る結果となりました。しかしながら、名寄市立病

院は地方の中核病院で救急が多く、時間外も多い

という実態からすると、必ずしも業務量に合った

ところでの中位に位置するとは言えない状況にあ

るのかなというふうに考えてございます。

次に、地域医療支援活動の一環として総合診療

科を設置する点についてでございます。高齢の患

者が多くなり、１人で複数の疾患を患うという方

が珍しくない状況で、従来の専門医では柔軟に対

応ができません。例えば高齢者の肺炎については、

現在当院には担当する科がなく、幾つかの診療科

で当番制をしいて診療に当たっております。こう

いった問題を解決するには十分研修を積んだ総合

医の確保が望ましく、また小規模病院、診療所で

も同じ要望がございます。これらの状況を考え、

将来当院に総合診療科を設置し、地域医療支援を

行うというのが構想でございます。

最後に、救急専任の医師を雇用し、各自治体か

ら運営費を賄い、医師の当直の休み明けを確保し

たいという点についてでございますが、現在地方

の救急体制は崩壊しつつあるのが現実であります。

近隣自治体から名寄市立病院に直接搬送される１

次救急が増加をしてございます。これには当院の

医師からも不満が出ており、自治体間で協議をし

て、ルールをもう一度見直す必要があるというふ

うに考えてございます。名寄市立病院としては、

救急の専任医師を確保し、救命センター化するこ

とで増収が図られ、また医師の労働条件の改善も

図られますので、この方向を目指しております。

あとは医師、看護師、薬剤師、検査、放射線技師

の確保ができれば救急センターとしてスタートで

きる体制にあると、このような考えで述べたもの

でございます。御理解のほどよろしくお願いいた

します。

以上、私よりの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから質問事項２、職員の意識改革について、御

質問のありました（１）から（３）まで一括して

答弁させていただきます。

名寄市では、職員を研修機関に派遣して行う派

遣研修、勤務年数、職制に応じて行う集合研修、

専門的課題で行う特別研修、専門研修等を行って

います。これらの研修は、政策課題、実務研修が

主であり、専門的な知識を習得することを目的と

しています。実務研修では市の職員が講師を務め、

名寄市の財政、法制、災害時の対応等職員として

知っておくべき課題の研修も行っているところで

す。今後職員が減少する中、国や北海道のやり方

を模倣すればよいという意識を改め、個々の自治

体の政策実現のためにはどうすれば一番いいのか

をみずから考える職員が求められていると考えて

います。職員の意識改革に関しては、時代の変化、

行政需要の多様化に的確に変化に対応し、市民の

視点に立ち、市民の要望にこたえられる行政サー

ビスの仕組みを継続し、改善、改革できる組織づ

くりを進めるため、職員一人一人が原点である市

民とのコにュニケーションを図り、最適な判断を

下せるよう進めていかなければならないと考えて

おります。現在セにナー、講演会等に職員を参加

させておりますが、職員の意識改革の対策として

は十分と認識はしておりませんので、さらに他市

の研修内容を精査しながら取り組んでまいりたい

と考えております。

なお、系統立った職員研修と位置づけたプログ

ラムではありませんが、重要な、または全庁的な

各種計画策定及び行政課題の解決に積極的に係長

以下の若手職員を活用したワーキンググループに

よる検討も行い、政策形成への参画と能力向上に
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は努めてまいりました。また、政策形成、行政課

題の解決に対して職場の垂直及び水平、両方向か

ら共通認識を持つことが重要と考えておりますの

で、庁内各級会議を開催し、情報の共有、意見の

集約、指示の徹底等を図ってまいります。

市民目線の市政の展開については議員と同じ考

えでありまして、職員の地域とのかかわり、さら

に各体育文化団体、サークル活動に多くの職員が

一層積極的にかかわり、その中から市民の声を聞

き、市政に反映していかなければならないと思い

ます。これは、職員として資質を高めるとともに、

市民との協働を進めるときも大切なものと考えて

います。市内には各協議会、団体等で活躍されて

いる方、長年の知識や技術を持った多くの市民の

方もいらっしゃいます。過去冬期間の道路除排雪

事業のあり方について御提言をいただき、職員研

修を実施したこともあります。今後これら有識者

の方々を招いての講演会、意見の交換会等も企画

し、より住民の目線に立った市政を目指し、研修

に取り組んでまいりたいと考えております。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇生活福祉部長（吉原保則君）

大項目３、ノーレジ袋運動について、最初にレジ

袋の有料化の動き等についてお答え申し上げます。

まず、マイバッグ持参運動についてであります

が、名寄市といたしましてもＢＤＦとともに運動

を展開しているところであり、ことしは６月の町

内会長、行政区長会議の中で説明させていただき、

マイバッグでは名寄地区で８町内会、風連地区で

３町内会の約 ２００３３にアンケートとマイバ

ッグの取り組みをお願いしてきたところです。

次に、レジ袋の有料化に関する情報の収集につ

きましては、現在全国、全道的に有料化の動きが

加速化しており、名寄市におきましても８月８日

付で北海道ノーレジ袋運動を進める連絡会よりレ

ジ袋無料配布中止の実施参加のお願いの要請があ

りました。さらには、８月２２日にはマックスバ

リュ北海道より名寄市と士別にある店舗を対象に

レジ袋の有料化について年内に取り組みたいとい

う連絡がありました。また、ラルズにつきまして

は、年内に道内全店で有料化の方針が明らかにさ

れ、地元大型店につきましてもそれらの動きに連

動して年内に実施する旨の情報を受けているとこ

ろであります。一方、本年７月開催の洞爺湖環境

サにットを一つの契機として、道内各地におきま

しても自治体、事業者、消費者協会が一体となっ

て３者協定を締結するなど有料化の動きが一段と

進んでおります。こうした状況を踏まえ、名寄市

といたしましても年内をめどに消費者協会、商工

会議所など関係機関、団体とレジ袋の有料化につ

いて積極的に協議を進めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、資源ごみ回収手法の見直しについてであ

りますが、容器リサイクル法、さらには循環型社

会形成推進基本法の施行により、３Ｒの順番が明

確になり、発生抑制、再使用、再生利用、熱回収、

適正処分となり、ノーレジ運動は最も重要な発生

抑制に当たると認識しております。また、ごみ袋

としての使用も再使用、再利用に当たり、同じ３

Ｒ運動であると考えているところでございます。

レジ袋の大きな問題点は、店舗から自宅までの

比較的短時間に使うだけのために大量の袋が消費

されるという点です。すべての市民がマイバッグ

を持ち歩き、レジ袋は３の中からなくなるのが理

想でありますが、一方ではレジ袋はとても便利な

袋であることも事実でございます。レジ袋を一回

で捨ててしまう人ばかりではなく、袋として再利

用することも多く、最後はごみ袋として使用して

いる方も多くおりますし、透明、半透明の袋に取

っ手つきのレジ袋と同じものも売られております。

私どもがまず取り組まなければならないことは、

無駄なレジ袋をなくすこと、これは何といっても

有料化が最善策であると考えるところでございま

す。問題は、レジ袋をごみ袋として使用してよい

かどうかという点だと考えますが、ここは多様に

意見の分かれるところでございまして、全国的に
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も明確な答えは見出せませんが、有料化に伴いご

み袋としての使用が一層減少するのは明らかであ

るとも考えているところでございます。現在隣の

士別市では、昨年平成１９年４月よりレジ袋のご

み袋使用を禁止し、その削減に取り組んでおりま

す。レジ袋の有料化が全国的に進展する中、マイ

バッグの持参率が８０％以上という自治体も出て

きており、こうした大きく情勢も変わりつつある

中、名寄市といたしましても有料化により無駄な

レジ袋がどれだけ削減できるのかなどについて引

き続き情報収集や調査を進めてまいりたいと考え

ております。

これらを踏まえまして、まずは廃棄物減量等推

進審議会、さらには名寄市環境推進協議会などに

おきまして資源ごみ回収におけるレジ袋の取り扱

いについて協議を重ねるなど、市民の皆様の意向

の把握に努めてまいりたいと考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。

以上でございます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

大きな項目の４つ〇経済部長（手間本 剛君）

目でございますけれども、中心市街地活性化につ

いての今後のタイムスケジュールについてお尋ね

をいただきました。

中心市街地活性化基本計画の策定に業につきま

しては、これまで商工会議所と市においてそれぞ

れ委員会、調整会議等を設けながら協議を進めて

まいりました。商工会議所内におきましては、中

心市街地活性化特別委員会、活性化設立検討会、

それからまちづくり委員会で協議を行うとともに、

一方実効性確実サポート事業として中小企業基盤

整備機構のサポート事業、アドバイザー事業を実

施し、さらには中小企業総合支援センターからの

コンセンサス形成事業に取り組んでおります。市

といたしましては、庁内調整会議、民間の方々と

ともに協議をいたしてきましたプロジェクト会議

を進めてきたところでございます。５月からのま

ちづくり委員会では健康をテーマに２８事業が今

後取り組む事業として確認され、その個別事業を

具体的かつ主体的に取り進める内容の精査を行っ

ているところでございます。今後のスケジュール

といたしましては、事業主体の調整、まちづくり

会社設立、法定協議会設立、そして内閣府への申

請というふうな流れになるというふうに理解をさ

せていただいております。官民協働で実効ある計

画が求められておりますので、現在協議中です。

しっかりとした議論を期待すると同時に実効性の

高い事業を求め、に業を進めてまいりたいという

ふうに考えているところでございます。

次に、申請のめどはとのお尋ねをいただきまし

た。基本計画の策定は、５カ年間で確実視のある

事業の組み立てがされていなければなりません。

単に事業実行がされていても、数値目標、例えば

通行人の人数、販売額数値などがクリアされない

場合には補助金の返還もあり得るというふうに理

解をしております。これらのことを考えますと、

より一層今の段階での議論が大切になってくるも

のというふうに認識をしております。事業の中に

は市が進めていくものがありますけれども、総じ

て行政ではなくしてかかわる皆さんが進めていく、

行政はそれを支援する、この形を構築していかな

ければならないものと思っております。その上で

の協議会の設立と並行した申請というに業の手順

となります。いずれにいたしましても、事業主体

での議論、協議を経て、しかるべきその場の対応

をしてまいりたいというふうに考えているところ

でございます。

次に、３点目、市民理解を得られる取り組みを

とのお尋ねをいただきました。市民理解につきま

しては、これまで懇談会、アンケートによる民意

を感じてきております。商工会議所の特別委員会

での議論について多くの方々からも意見をいただ

いているというふうに聞いているところでござい

ます。現在事業主体での議論を行っておりますの

で、この後まちづくり会社設立の時期を見守って、

再度市民からの意見を聞いていく考えであります。
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今後認可までには計画書の熟度を含め、内閣府と

は幾度となく話し合いの場が持たれるというふう

に理解をしております。最短でも申請から８カ月

を要しているというふうに聞いております。その

ような中では大変厳しい日程と局面を迎えている

というふうに感じているところでございます。５

年間の事業組み立て次第によって推進状況が変化

してきますけれども、市民意見を尊重し、官民一

体となった取り組みが本事業の推進には欠かすこ

とができません。まちづくりはそこに住む者の意

見をしっかりと聞き、展望していかなければなり

ませんので、その手法をパブリックコメントの形

でいただき、受けとめてまいりたいというふうに

考えているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇１番（佐藤 靖議員）

だきましたので、順次再質問をしていきたいと思

いますけれども、まず市立病院の関係であります

けれども、公立病院改革プラン、いずれにしても

年度内に策定ということで、これは数値目標をし

っかりしていかなければいけないということであ

りますので、とにかくきちっとした話し合いのも

とに相互理解と成果が得られるような策定に業を

進めていっていただきたいと思いますけれども、

一方で看護師を含めさまざまな職員採用の医療従

事者の採用の厳しさもありましたけれども、１つ

は薬剤師の関係も９月１日では採用１名というこ

とでインターネットに載っておりますし、２１年

度も７月から募集をして１名と。言語聴覚士につ

いても７月から募集で２１年度で１名採用したい

という状況がありますが、その辺についてはどう

いうふうな現状になっておりますでしょうか。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

看護師〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

並びに薬剤師、言語聴覚士につきましては、今議

員の御指摘のとおりであるというふうに思ってお

ります。現状かなり難しい状況にあるというのが

現実であります。看護師につきまして先ほども述

べさせていただきましたけれども、正職員の募集

をしておりますが、まだそれに至っていないとい

う状況にございますので、臨時職員等の採用も含

めて考えているところであります。薬剤師につき

ましては、全国的に見まして足りないといいます

か、なかなか採用ができないという状況がうちの

病院に限らず多く見受けられます。そんな中でも

今後の方策といたしましてどうしていけばいいの

かという部分は本当に問題として残る部分でござ

いますけれども、引き続き募集を続けていきたい

というふうには考えてございます。また、言語聴

覚士につきましても昨年、一昨年と募集をしてお

りますが、なかなか応募がないというのが現実で

ございまして、関係機関に出向くなり、あるいは

応募要領、募集要領等をお送りをしてございます

けれども、なかなか応募がないという状況になっ

てございます。これといった特効薬がないという

のが現状でございまして、例えば待遇面で給与を

大幅に引き上げるというようなことがあるとすれ

ば可能なのかもしれませんけれども、その辺につ

きましては現行のところ行政職給与表を使ってい

るところにございますので、医療職給与表の適用

も視野に入れて今後検討していかなければならな

い状況かなというふうに考えてございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今内海事務部長がおっ〇１番（佐藤 靖議員）

しゃるとおりだと思うのです。確かに待遇面の改

善というのは重要なことでありますけれども、一

方改革プランの中では収支を合わせろということ

でありますので、痛しかゆしだと思いますけれど

も、ただ心配されるのは例えばそういう状況の中

で医療事故というのがやっぱり最も心配されると。

そういう意味では、その前段でありますヒヤリハ

ットの関係でありますけれども、１９年度の実績、

実績というか、ヒヤリハットの件数を含め、最近

の傾向あればちょっと教えていただきたいと思い

ます。
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内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ヒヤリ〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

ハットにつきましては、どの部分がヒヤリハット

なのかという部分は論議があろうかと思いますが、

当病院で把握をしております数値につきましてお

知らせをさせていただきます。

過去２カ年の部分でお知らせをいたします。平

成１８年度につきましては、レベルゼロＡからレ

ベル２までのインシデント報告が８２９件、レベ

ル３Ａ以上のアクシデントが５１件で、合わせま

して８８０件、平成１９年度で申しますとレベル

ゼロＡからレベル２までのインシデントが８２６

件、レベル３Ａ以上のアクシデントが４１件で、

合計８６７件でございます。当院といたしまして

は、インシデントとアクシデントの２つを総称い

たしましてヒヤリハットとして理解をしていると

ころであります。

以上でございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今お知らせいただいた〇１番（佐藤 靖議員）

ように１８年度で８８１件、１９年度８６７件と

いうことでありますので、そんなに件数も減って

もいない、ふえる傾向もないのかもしれませんけ

れども、減ってもいない。なぜそういうふうにな

るのかというと、やっぱり看護師を含めていろん

な方々のセクションが不足しているのではないか

と。それと、もう一つ、こういう状況の中でこれ

からも含めて懸念されるのは、やっぱり医療従事

者の労働過多につながっているのではないか。例

えば先ほど事務部長が臨時職員の採用もと言いま

したけれども、臨時職員というのはまさにその手

助けするのが役割、正職ではありませんので、と

いうことでありますけれども、今の病院の状況か

らいうとスタッフが不足している部分もあるので

はないかと思いますけれども、１つの科だけでは

なくて何カ所の科も臨時職員が請け負うというこ

とも状況的にはあるのではないかと。それはまさ

に臨時職員を含めて、正職員は当然でありますけ

れども、医療従事者すべてが労働過多になってい

る状況があるのではないかと思いますけれども、

その辺は事務部長はどういう認識をお持ちでしょ

うか。

内海部長。〇議長（小野寺一知議員）

まさに〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

正職員と臨時職員の垣根がどこにあるかといった

部分も当然問題になるのかなというふうには考え

てございます。当然施設基準を満たすために職員

を配置しなければならないわけですので、その中

で正職員が配置できない部分についてはいたし方

なく臨時職員での配置と、あるいはパート職員で

その部分を埋めるといったようなことはどうして

も必要になってくるという状況になると思ってご

ざいます。当病院の一般病棟の１０対１、あるい

は精神科病棟の１５対１をクリアするためにも現

状あえて臨時職員を使っているという意味ではな

くて、その部分を補完していただくということで

使っているというふうに理解をしてございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

労働過多と簡単に一言〇１番（佐藤 靖議員）

で言っても、これは職員の皆さんが応募に来なか

ったらどうにもならないのですけれども、いずれ

にしても医療事故に発展するというのは安心、安

全の病院としてはあってはならないことだと思い

ますので、これからもぜひそこには十分注意をし

ていただきたいと思うのですけれども、そういう

意味では名寄は名寄大学ということで看護学科を

増設しました。来年度は卒業生は出てこない状況

ですけれども、今現状看護科の学生で名寄市立病

院に実習に行っている生徒の割合というのはどの

ぐらいの数と事務局長は押さえていらっしゃいま

すか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと突〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

然の質問で、具体的な数字は押さえておりません

が、市立病院を中心に実習機関としてお３話にな

っているという現状になっています。具体的な数
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字については、後ほどお答えをさせていただけれ

ばと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

これも以前ちょっと調〇１番（佐藤 靖議員）

査をしたところ、やっぱり実習で行く学生がどん

どん、どんどん少なくなっていると、市立病院。

それはなぜかというと、あそこに行くと大変だと、

仕事が大変だと。それならふるさとに帰ってほか

の病院で実習を受けるとか、近くの違う病院で受

けるとか、そういう状況があるのではないかと思

うのですけれども、そういう意味では、これも以

前質問したのですけれども、地元にせっかく看護

学科を持つ大学があるのでしたらやはり地元枠と

いうのをもっと拡大して、せめて市民の皆さんが

いろんな思いを持ってつくり上げた大学ですので、

そこで資格を取る看護師の皆さんが逆に市立病院

で働けるというような状況をつくり出すためにも

地域枠を改めて拡大する検討をすべきではないか

と思いますけれども、その辺これまでの検討経過

や何かありましたら事務局長のほうでお知らせを

いただきたいと思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

さきの議会〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

において佐藤議員のほうから看護学科の地域枠の

拡大ということで御質問がございまして、病院事

務長からお答えをさせていただいてございます。

設置申請の関係等もございまして当面困難という

ことで、完成年次以降の課題ということで検討さ

せていただきますと、こういう答弁をさせていた

だいたところでございますが、実は推薦制度ある

いは地域枠指定の関係は短大時代から枠を持って

ございまして、当初は３名ぐらいだったと聞いて

おりますが、それを５名に拡大をしたと。そのと

きに相当学内の中で議論をしたという経過があっ

たようにお聞きしております。１つは、今お話が

ございましたように地域の期待といいますか、人

材育成の部分で地域枠をひとつ持っていくという

ことで、３名あったものを５名に拡大したという

経過があるわけなのですが、一方では幅広く多様

な人材を求めていくと、優秀な人材を求めていく

と、こういう観点からいきますとやはりむやみに

枠を拡大するということはいかがものかというふ

うなことで、使命として公立大学という部分もご

ざいますので、そういうことで話の経過があった

ように聞いておりますが、今後の部分としては学

内の入試センターの中できちっと論議をしたいと

いうふうに思っておりますが、実は御案内のとお

り看護学科の入学生の状況というのは道内、道外

の比率からいきますと道外が約１割ちょっとぐら

い占めております。８割から９割が道内なわけな

のですが、上川と石狩で大体半分ぐらい占めてい

る状況になってございます。全国的に今国公立含

めて推薦制度を持っておりますし、その中で地域

枠を持っている学校もあるわけなのですが、看護

医療系の大学をちょっと調べますと推薦入試を実

施している大学というのは３４校でございまして、

その中で地域枠を指定している大学という、優遇

措置を講じているのは名寄大学のみと、看護の部

分ではそういう状況になってございます。いずれ

にしても、推薦制度、あるいは地域枠の制度につ

きましては高等学校との密接な関係なり、理解が

ないと有効な人材確保できないという部分がござ

います。先ほど言いましたように短大時代からそ

ういう歴史を持ってございまして、一定程度支持

されてきているという状況もあるのかなと思いま

す。そういう状況の中で、学校訪問なんかをして

いく中では一律というようなことで一定の地域枠

を持っている部分については御理解いただいてい

るのですが、さらにその部分を拡大をしていくと

いうことになりますと、やはり１８歳人口が減少

している中では学生確保という部分では難しい部

分も出てくるのかなと、こんな感じもしておりま

すが、いずれにしても学内の入試センター会議の

中できちっと検討していきたいと思っていますの

で、御理解いただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）
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そこで、市長にお伺い〇１番（佐藤 靖議員）

をしておきたいと思いますけれども、これは言葉

として非常に語弊があるのかもしれませんけれど

も、今の病院の状況はある意味でひとつ名寄市の

財政いろんなことを考えたときに、表現悪いです

けれども、爆弾であるような可能性があると思う

のです。ちょっと一歩違えば大きな市の財政負担

になっていくというところはあると思うのですけ

れども、一方ではやはりこの地に住んでいる人た

ちの命をしっかり守り育てていかなければならぬ、

そういう役割も持っていると思うのですけれども、

今の大学の地域枠や何かの部分を含め、さらには

今行っている交付税プラス１億円のさらに拡大を、

あるいは院長が願う近隣の財政分担みたいなこと

も含めて、やっぱりここは真剣に市立病院の将来

像というのを考えていかなければいけないと思う

のですけれども、市長はその点についてどういう

ふうにお考えになっておりますでしょうか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

公立病院の果たす役割〇市長（島 多慶志君）

というのはもう既に御案内のとおりでございまし

て、特に名寄市の場合には地方センター病院とい

うことで、名寄市民のみならず北北海道の住民の

医療を担っていると、このような大変重い責任を

持っておりますが、しかし運営の仕組みとしては

名寄市の運営と、こういうことでございますから、

患者さんが来ることも含めて、あるいは医療スタ

ッフの確保も含めて名寄市が全面的に責任を負っ

ていると、こういう状況にあります。

他の公立病院も同様なのですが、医師の確保を

初めとする医療スタッフがなかなか集まらないと。

これは、院長も地元紙のインタビューに答えてい

るのですが、原因がやはり忙しくて大変だからと

いう敬遠される要素ももちろんありますし、ある

いは仕事に見合った給与条件が確立されているか

どうかと、こういうことであります。私どもは、

医療職でありながらも今までの職員の処遇につい

ては行政職給料表を使っておりますが、１８年に

私は組合の皆さんに病院の運営についてはやはり

これだけ職員の数も専門職がふえてきている中で

行政職給料表だけで対応するのには無理があると。

現在も行政職給料表と比較をして、看護師あるい

は薬剤師等の格付は学歴の比較では条件を底上げ

しているわけですが、それだけではなかなか難し

いと、こういう状況にあると、そんな認識をして

おります。それだけにこの機会に病院の運営につ

いてそのような面も含めて議論をさせていただい

ていると、こういう実態であります。

しかし、それだけで看護師等が十分に確保でき

るのかと。このことについては、国が大規模病院

について看護師等のスタッフを一定条件以上そろ

えることによって診療報酬を厚くというような制

度改正が伴っているわけでありまして、そのこと

によって都市部における大病院に名寄の大学の看

護学科の卒業生も引き抜かれているといいましょ

うか、そういう状況が続いていると、こういう認

識をしております。このことが一定の落ちつきを

見せると、今まで実習等で頑張っていただいてい

る名寄大学の卒業生も今までも一定数は当然勤め

ていただいているわけですから、そのことをしっ

かりと地元の地の利を生かした補充をしていきた

いと。薬剤師等ですとかそのほかの医療技術員に

ついては、事務部長から答弁をしておりますよう

になかなか総体の人材が不足をしているというこ

とでは期待する人材確保ができていないというの

が実態であります。しかし、そういう中にあって

も一定の条件をクリアして頑張っていくと、こう

いうことが今病院に求められているわけでして、

私どもも今回１９年度、２０年度で施設整備をし

たというのは１つには職員の仕事をする環境を改

善をしていきたいと。あるいは、センター病院に

来る患者さんに対して環境を整えることによって

安心して診療を受けていただくと、こういうこと

も含めての整備を図っているわけでございまして、

これに加えて経営の収支を出していかねばならな

いという中では当然地方交付税に対する期待とい
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うのがあります。これはどうしても公立病院であ

るがゆえに、広域であるがゆえに、あるいは今回

のように救急部門の充実を図るということは、不

採算の分野をあえて整備を図っているわけであり

ますから、そういう意味では救急部門等に対する

国のてこ入れをしっかり要求していきたいと、こ

んなふうに考えているところであります。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにしても、最近〇１番（佐藤 靖議員）

千葉県銚子市立病院のように急に病院をやめてし

まうと、地域の住民に大きな混乱を与えるという

状況もあります。まさかそんなことにはならない

とは思いますけれども、ぜひそうならないように、

また医療スタッフの皆さんが市立病院に見切りを

つけるような状況をつくり出さないように、ぜひ

話し合いをしっかり進めていっていただきたいと

思います。

時間もなくなりました。意識改革の部分で、私

は最近どうも気になっているのは行政からここの

ところ出てくる情報は全部数字が先行しているの

ではないかと。例えば特別委員会に付託したパー

クゴルフ場の使用料や何かもそうでありますけれ

ども、これは特別委員会つくったので、ここで議

論するつもりはありませんけれども、なぜそうな

ったのかという理論が非常に希薄だと。もっとや

っぱり利用者の立場、市民の声にきちっと耳を傾

けて、その後つくり上げていって、最後に出てく

るのが財政ではないかと。それは、数字が大事な

のは私も十分わかりますけれども、数字が先に出

て、どうにかということではなくて、今何をしな

ければいけない、そのとき財政はどうやっていく

のだというのが私は従来の地方自治体のシステム

だったと思うのです。それがどうも最近数字が先

行しているものですから、やっぱりこれからの団

塊の３代の職員の皆さんが退職された後いろいろ

なことを考えたときに、もっともっと市民の皆さ

んに目を向ける職員を今からつくり上げていかな

いとならないという認識を持っております。

先日も総務文教常任委員会で奈井江町の北町長

にお会いする機会がありました。北町長に職員の

意識改革というのはどうやってやっているのです

かと言ったら、あそこは合併があったので、それ

で職員と市民が同じ目線に立てて物事を話し合え

たと。だから、職員の意識改革というのはそれが

やっぱり一番で、これは当然ながら佐々木総務部

長も同行いただきましたので、聞いていたと思い

ますけれども、ぜひそういう取り組みを今から恐

れずにやっていただきたいと思います。

レジ袋に関しましては、部長のほうから御答弁

をいただきました。いずれにしても、協議を積極

的に進めていっていただきたいのですけれども、

私は２００８年クリーンなよろに戦をやりました。

あのときに建設部から各町内会に説明ということ

でやりました中に、レジ袋でごみを出してくださ

いという表現がありました。また、各学校で新年

度に児童生徒に対してぞうきん３枚と、もう一つ

はレジ袋を持たせてくださいと。やっぱり今この

レジ袋をどうするのだというのは本当に市全体で

考えていかないとならないと思います。確かに佐

々木総務部長のようにいつもセカンドバッグの中

に使い古しのレジ袋を入れている方もいらっしゃ

います。中尾副市長のようにこの前も買い物見た

らちゃんとマイバッグを持って買い物をされてお

りました。当然市長を含め理事者の皆さん全員そ

うだと思いますけれども、やっぱりその中で名寄

市で資源ごみや回収にレジ袋を使っていいのかと

いう議論を本当に真剣にしていただかないと、私

たちを含めて一種混乱することがあると思います

ので、その辺は改めて積極的な話し合いをぜひ求

めておきたいと思います。

最後に、名寄地区の商店街活性化にかかわるま

ちづくり委員会が部長の説明にあったように２８

事業を出しました。既にこの事業については一定

程度こんな内容でとあると思うのですけれども、

今この事業を見て、あくまでも主体は今向こうで

ありますけれども、行政側としてこの事業が展開
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された場合の総事業費というのはどのぐらいとい

うふうに押さえていらっしゃいますか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

まだ数値申し上げ〇経済部長（手間本 剛君）

る積算はできておりませんけれども、まだ新聞に

も載っていないと思うのですけれども、いずれに

しても既に事業として取り組んでいる部分もこの

２８の中に含まれておりますから、ハード、いわ

ゆる核、コア事業というのですけれども、そうい

った事業がどういうふうに展開されるかによって

数字が大きく変わるなという思いをしております。

１つ目には駅横、駅前といいましょうか、駅横の

事業がどういうふうになるのか、それから２つ目

には３・６の部分がどういうふうに展開されるの

か、あるいは南広場ですか、そちらから連絡する

プロムナード事業、こういったものについてもど

ういうふうになるのか、その事業の内容によって

積算が変わると思っていますけれども、でも今申

し上げる段階では少ない数字ではないなというふ

うな思いをしているところでございますし、これ

から今盛んに議論をされていくと思いますから、

それと同時並行しながらかかる経費の積算をして

いきたいというふうに思っておりますので、後ほ

どまたお示しをしたいと思っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

この部分については、〇１番（佐藤 靖議員）

これ言っていいかどうかわからないですけれども、

聞いているところによれば４０から５０億円かか

るのではないかという話もありますし、それであ

ればより市民の皆さんに理解を求めるのと、ただ

もう一つは、これはこの中心市街地活性化という

のは一定程度ポスフールの進出のときを含めてや

っぱりずっと議論してきたことであります。また

これから今まちづくり委員会商工会議所なんかを

含めて物が出てきた、申請してまた８カ月だ、パ

ブリックコメントを受けるのにまた一、二カ月だ

といったら、また１年、２年と延びていく。本当

にそういうことでどんどん、どんどん先延ばしを

していいのか。一定時期にきちっと例えば中活で

いくのか、風連方式でいくのか、総合計画に基づ

いた施策としていくのか、この３つをしっかりや

っぱり早急に私は方向を出すべきだと。そして、

もう一つは、やっぱり駅南にずっと、この前も市

民の方に言われましたけれども、生協はどうなっ

たのだという話もあります。生協が本当にあきら

めたのか、まだまだ望みを持っているのか、その

辺も含めて一定私はある意味では年度内、できれ

ば来年度の前半早い時期に一定の結論を出す課題

だというふうに思いますけれども、その辺の認識

は市長あるいは部長はどういうふうにお持ちでい

らっしゃいますか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今の御心配でござ〇経済部長（手間本 剛君）

いますけれども、実はことしの春の１月の段階か

らプロジェクト会議を経てずっと議論をしてまい

りましたし、これまでにも８カ月既に経過をして

おります。

今後の部分なのですけれども、今まちづくり委

員会で一定の２８事業を確認をさせていただきま

した。これからどういうふうに事業主体の方々が

お集まりいただいて、事業に参画をしてもらえる

のか、それからどのぐらいの規模で参加されるの

かという部分も大きな局面に入ってきております。

場合によったら、私ども当初の段階でもちょっと

懸念はしていたのですけれども、今この場で拙速

に物事を進めるというのでなくして、どこまで時

間許される範囲というのはあるのでしょうけれど

も、タイムリにットもあるのでしょうけれども、

いましばらくしっかり時間をかけて議論をしてい

かないと、また次の議論にはつながっていかない

なと、そんな思いをしておりますから、計画は年

度いっぱいに立てるというふうなことで当初執行

方針の中に書かさせてもらいましたけれども、し

っかりした気持ちを寄せ集めて計画づくりになっ

た段階で、そして計画書を策定と、こういうよう

な手順で進めていきたいなという思いをしている
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ところでございますので、御理解をいただきたい

と思っております。

以上で佐藤靖議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

廃棄物の適正処理と旧焼却施設について外１件

を、谷内司議員。

議長のお許しをいた〇２１番（谷内 司議員）

だきましたので、この場からの質問をさせていた

だきたいと思います。

廃棄物の適正処理と旧焼却施設について４点に

ついて質問をさせていただきたいと思います。今

年７月７日から３日間、地球の環境を大きなテー

マとして洞爺湖サにットが開催されました。本市

においては、協賛として町内会や小学校の生徒、

保護者の協力で通学路などの美化に業を実施して

おります。また、本定例会の行政報告の中にも本

年３月に策定された名寄市地球温暖化防止計画に

基づいたさまざまな啓発活動の取り組みが報告さ

れました。これらの活動をよりよいまちづくりの

ために今後とも継続して進めることを希望すると

ころでもございます。また、新名寄市総合計画で

は廃棄物の処理に当たり枯渇するエネルギーの節

減や環境保全に対処すべく、発生抑制、再利用、

再資源の３Ｒ運動と旧焼却場の処分、または有効

活用が課題として挙げられているところでありま

す。発生抑制と再資源化は、ごみの分別収集で一

定程度の効果が得られていると思いますが、４点

についてお伺いをいたしたいと思います。

１点目、両地区の埋め立て計画期間と残存年数

と埋め立てごみのうちビニール、プラスチックの

推定量は幾らかお尋ねいたします。

２点目に、分別回収のペットボトルとその他廃

プラスチック系の重量と分別方法、処分経費及び

農業用ビニール類の処分状況と重量についてお伺

いいたします。

３点目に、両地区の焼却施設の後利用について

もお伺いいたしたいと思います。

４点目に、埋め立て及び回収プラスチック系の

ごみの再資源化についてもお知らせいただきたい

と思います。

次に、消防署、風連出張所の受信体制一元化に

よる出動態勢についてお伺いいたしたいと思いま

す。消防署は、市民の財産と生命を守るのが第一

であり、一分一秒でも早くと言われるところであ

ります。事故や災害は、発生する前の予防が大切

であり、消防署職員、団員の皆さんの努力に感謝

しているところでもございます。昨年の実績では、

火災が８件、前年度より８件の減、救急出動は

０１３件で９３件の減であると報告をされており

ます。いつ発生するかわからないところでありま

すので、本年４月１日より風連地区の受信体制の

一元化による出動態勢が変わったことにより市民

より不安の声が多く聞かれるところから、２点に

ついてお伺いいたします。

１点目、昼のサイレンのおくれについて。サイ

レンは、昔から昼のサイレンであり、時報に合わ

せて鳴っておりました。今では１分２０秒のおく

れがあるところでありますが、その辺についてお

知らせをください。

２点目に、救急車、または消防車が出動した後

の再出動についてお伺いしたいと思います。救急

車が出動した後に火災が発生したときは風連出張

所は無人になります。その対応についてお知らせ

をいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま谷内司〇生活福祉部長（吉原保則君）

議員から大きく２点にわたり質問がございました

ので、１点目は私のほうから、２点目は総務部長

から答弁させていただきますので、よろしくお願

いいたします。

１点目の廃棄物の適正処理と旧焼却施設につい

て、その中の両地区の埋め立て計画期間と残存年

数、埋め立てごみの中のビニール、プラスチック

系の推定量についてお答え申し上げます。両処分

場の埋め立て計画期間につきましては、内淵処分
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場は当初昭和６３年度から平成１０年度までの１

０年間の計画で供用され、その後第２期造成に伴

い平成１１年４月から平成２１年３月の１０年間

の計画で進んでおります。風連処分場につきまし

ては、平成１２年７月から平成２７年３月までの

約１５年間の計画期間となっております。現在の

処分場の残余容量でございますが、測量を実施し

ておりませんので、あくまでも目視、視認調査と

なりますが、内淵処分場で５０％、風連処分場で

約７０％程度の残余容量でございます。ごみの減

量化対策等が進んでおりまして、現在の状況から

勘案いたしますと内淵処分場で今後なお８ないし

９年、風連処分場につきましては約１２年が残存

年数と思われるところでございます。

埋め立てごみのうちビニール、プラスチック系

の推定量でございますが、名寄市のごみ組成調査

につきましては７年前に実施しておりますけれど

も、データとしては古いため平成１９年度の組成

調査で札幌市のデータから推定いたしますと、プ

ラスチック類は約 ２００トン、他市のデータか

ら多くて約 ８００トンということでありまして、

おおむねプラスチック類の推定量につきましては、

若干幅がございますけれども、約 ２００から 

８００トンと推定しているところでございます。

次に、２点目、分別収集のペットボトルとその

他のプラスチック系の重量と処分方法、処分経費

及び農業用ビニール類の処分状況と重量について

お答えいたします。ペットボトルの処分方法につ

きましては、平成１９年度実績で日本リサイクル

協会に約８９トン、民間事業者２社で１９トンの

合計約１０８トンで、売り合い額は２９０万 ０

００円の歳入となっているところでございます。

プラスチック容器包装類は、日本リサイクル協会

に３９７トンの処理をお願いし、処理費用約１０

２万円となっております。農業用廃プラスチック

の回収につきましては、ＪＡ各支所ごとに６月末

から７月上旬、１０月末から１１月上旬の年２回

実施しており、その処分状況はＪＡ道北なよろ本

所で８万 ０８０キログラム、名寄支所で６万 

２４０キログラム、２恵文支所で３万 ２８０キ

ログラムとなっているところでございます。

次に、３点目の両地区の焼却施設の後利用につ

いてお答え申し上げます。焼却施設の後利用につ

きましては、新名寄市総合計画策定後平成１９年

５月に検討の結果、１つには交付金助成制度が３

分の１と補助率が低いこと、２つ目には解体後の

跡地利用が廃棄物処理関連施設の転用が義務づけ

られること、３つには耐用年数などなどを判断い

たしまして前期５カ年計画に盛り込めず、後期計

画に送り込みとなったところでございます。

次に、解体費用でございますが、炉内煙突内の

ダイオキシンの濃度などにより処理方法、処理費

用が大きく異なりますが、後利用がない場合の名

寄地区につきましては約２億円、風連地区につき

ましては約 ５００万円と試算しております。後

利用がある場合につきましては、交付金３分の１

を見込み、名寄地区で約 ４００万円、風連地区

で約 ０００万円と試算しておりますが、昨今の

原油高騰に伴う経済情勢により、さらなる費用の

増加が想定されるところでございます。

次に、４点目の埋め立て及び回収プラスチック

へのごみの再資源化につきましては、前段議員の

お話にもありましたように、そういった再利用な

り、再資源の観点から申しますと資源であります

と認識していますし、さらにそこから、プラスチ

ックから油なども抽出できることも認識している

ところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから消防署、風連出張所の受信体制一元化によ

る再出動態勢について説明させていただきます。

昼のサイレンの遅延に動につきまして、平成２

０年４月より旧名寄市と旧風連町の災害受理装置

を一元化したために本署通信指令室に名寄地区と

風連地区のサイレン吹鳴装置を２台セットし、吹
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鳴させております。無線により吹鳴させておりま

すので、機械の設定上どうしても１分間の差が生

じることになります。このサイレンは、昼の時報

に合わせて吹鳴しておりますが、本来の目的は災

害時に吹鳴されるかどうかの試験として吹鳴して

おります。災害時にはこのようなおくれは発生し

ませんので、御理解をお願いいたします。

救急車、または消防車が出動した後の再出動態

勢につきましては、災害受理の一元化により本署、

出張所間の勤務体制の統一を図ることができ、災

害出動に対しましても出動態勢の見直しにより地

域住民へのサービスがより強化されたと考えてお

ります。現在出張所において災害出動後に同地区

で発生した災害につきましては、本署より出動し、

対応いたします。今後とも地域住民の安全、安心

のための業務の向上を図ってまいります。

なお、もう少し詳しく名寄消防署、風連出張所

の出動態勢等について説明をさせていただきます。

救急出動につきましては、消防法施行令第４４条

第１項により３名の出動態勢とし、心肺停止等に

より応援が必要な場合には本署より応援態勢をと

り、また出張所勤務者の中に救急救命士が不在の

場合は本署からも救急隊が出動します。火災の場

合は、火災の種別により対応することになります

が、建物火災の場合は出張所より消防隊が出動し、

本署からも１隊の消防隊が出動します。また、風

連地区全地区の招集サイレンを吹鳴し、職員、団

員を招集するとともに火災状況により応援態勢を

とることにしており、車両火災及び警戒出動の場

合は出張所からの出動隊の現場状況報告により出

動態勢を決定します。

災害受理体制につきましては、４月１日より風

連地区の１１９番及び災害弱者緊急通報システム

の受信、さらに携３電話等において本署受信とな

り、職員、団員の招集サイレンの遠隔操にも本署

で実施することが可能になりました。災害出動時

の対応につきましては、通常の勤務編成は平日５

名、土日、祝祭日及び夜間については４名体制と

しています。振りかえ休及び有休により３名体制

時は、出動により出張所が施錠後無人になる場合

があります。住民からの駆け込み等の通報者につ

いては、出張所玄関内の直通電話、さらに出張所

の一般加入電話、３局の２１１９については５回

コール後に本署通信室に接続されるよう無人時の

通信受理体制もとっております。災害時の施設対

策は、出張所勤務者風連居住者で本署勤務者に対

しても出張所玄関のナンバーロック番号について

連絡をしておりまして、風連地区消防団員には施

錠時の対応を連絡しており、無人状態になっても

直ちに出動できる体制をとっております。出張所

の職員の勤務体制についても想定される課題を解

決して、本署と同じ２徹２公休の隔日勤務を実施

したことにより人事交流も可能になり、災害時に

非番の７から９名の風連地区在住の職員が活動で

きる体制となりました。また、消防及び救急の研

修参加も可能になり、スキルアップにつながるも

のと考えております。

災害受理一元化等の変更につきましては、広報

紙等でお知らせしましたが、住民の安全、安心に

かかわる重要な問題でありますので、今後も機会

あるごとに周知に努めてまいりますので、御理解

を賜りたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきました。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変細かく数字まで〇２１番（谷内 司議員）

御答弁いただき、まことにありがとうございまし

た。このことにつきましては、最後に出てきまし

たけれども、ごみの有効活用で油をつくれないか、

この質問なのです。その辺で質問をさせていただ

きますので、理解を願いたいと思います。

民間で廃プラ研究会というのが立ち上がりまし

て、１年以上の研究の中で油の抽出を第一人者を

招いてその研究会を何回かやっています。大変私

も興味がありまして、その研究会に行っていろい

ろ勉強させていただきました。その中で、今の油

をつくる機械の中で大型機の機械を導入している
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ところが札幌と新潟にあります。これは機械が大

き過ぎて、その資源、材料というのですか、が集

まらない、こんな心配があると。でも、小型化な

らどうなのだということで、小型化にも以前には

大変問題があったのですが、その第一人者の説明

の中ではそれはもう解決したと。それで、今現在

第１号機として山形県の新庄市で運転しています

よと、こんな報告を受けております。そして、そ

の１号機をこの名寄市で、新庄市のような機械を

使えないかと。それで、その廃プラ研究会の人は

名寄市でもその研究もしていますよと。また、そ

れを油化をすることによって燃料の経費の節減が

図られないかと、そんなことから私自身も大変興

味を持ったところであります。また、この地区に

あります旧焼却施設、それも何とかならないかと、

そんなことを一生懸命勉強しているのを私は聞か

せていただきました。本当に熱心に、私自身想像

もつかないような勉強なのです。そのためにもぜ

ひこれを実現させてあげたい、こんな形の中で今

回の質問をさせていただいたことに御理解をいた

だきたいと思います。

それで、質問の内容なのですけれども、本当に

焼却施設のこれからの利用量については何年、大

変難しいのですけれども、それをお答えいただい

てありがとうございます。また、埋め立てごみに

ついては ２００トンから ８００トン余りとい 

うことで、本当に推定が出てこないと思うのです

が、それだけの資源ごみがある。その中から何を

得るかというと、この ２００トンから ８００ 

トンの中のその中でどれだけ油を搾れる、もとも

と油からつくったものですから油になるのですが、

プラスチック系統はあるのです。その資源、埋め

立て地区行きますとたくさんのごみが投げてある。

その中にいろいろなものがあります。その中には

資源ごみの中でそれを油にできるもの相当ありま

す。その研究会の人の話ですと、５％以上、最低

でも５％はあるよと、油は搾れるのだと、そんな

ことが言われています。それで、その次にありま

す農業用の廃プラスチックなのですけれども、ペ

ットボトルについてはお金になるからそれでいい

と思うのですけれども、風連、名寄、２恵文の中

で合わせますと１万 ３７０キロありますよね。

その処分料なのです。およそ５００万円かかりま

す。これは、市と農協と農業耕に者、私も農業で

すからそうなのですが、３分の１ずつ負担して焼

却処分するのです。今農家は大変な時期を迎えて

いる、みんな御存じだと思いますけれども。肥料

が７５％上がったよ、袋も上がったよ、あらゆる

ものが上がっています。そんな中で、その高いマ

ルチビニールその他いろいろ買うのです。それも

高い値段で買うものをまたなおかつ処分するのに

お金がかかるのです。そうでなくて、それを油搾

っていけばその処理料はかからないだろうと。そ

んな点からもこういう点を油に搾っていく、この

辺をお伺いしたいのですが、その辺はどのように

お考えですか。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

答えの前に最初〇生活福祉部長（吉原保則君）

の答弁で訂正させていただきます。若干緊張して

おりまして、焼却施設の解体費用につきまして私

のほうで後利用がある場合の名寄地区の費用につ

きまして ４００万円とお答えいたしましたが、

１億 ０００万円の誤りでございますので、訂正

させていただきたいと思います。

それで、ただいまの再質問のお話の件でござい

ますけれども、これにつきましては平成１９年度

に設立されましたプラスチック油化還元研究会の

活動と認識しているところでございます。この研

究会は、名寄市衛生施設事務組合、名寄市立大学、

民間事業者など官民が一体となって廃プラの処分

とエネルギー創出をテーマに数回の会議と実験を

行い、本年５月に将来的には炭化センターの重油

代替燃料としての活用が期待できるなどの研究成

果を取りまとめたところでございます。

この課題といたしましては、小型施設の稼働実

績が１つには少ないために施設の維持補修費がど
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の程度かかるかが不透明なこと、あるいは収集区

分の変更、施設整備費などが考えられるところで

ございますけれども、一方ではメリットといたし

ましては１つには最終処分場の延命が図られるこ

とやリサイクル処理手数料の削減、あるいは抽出

油使用による公共施設の維持費の軽減、さらには

雇用の創出などの効果が考えられるところでござ

います。ただいまの谷内議員の御提言を踏まえ、

焼却施設の後利用の一つの選択肢と考え、今後調

査研究を進めてまいりたいと考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。

以上でございます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変ありがとうござ〇２１番（谷内 司議員）

います。前向きに検討していただく、それはいい

のですけれども、今お答えになった中で焼却施設

の後利用についての総合計画ありまして、１９年

５月に検討したよと。でも、前期の５年間の中に

盛り込めなかったと。だから、後期になりますよ

というのは私は違うと思うのです。その中で焼却

施設の補助事業ありますよね。ちょっと勉強させ

ていただいたのですけれども、環境資源利用促進

設備、設計かな、費補助事業というのが北海道に

あります。それの補助が最高１億円です。それで、

後利用があった場合とない場合は違うのですけれ

ども、後利用があった場合、多分資源ごみはだめ

ですよというのですけれども、先ほど申し上げま

したように農家で出るプラスチック類はそれに該

当するのです。そうすると、市が事業主体になっ

てやった場合については２分の１の補助がありま

す。それが最高１億円ですよと。民間がやったと

きが３分の１だよという事業です。その事業なの

ですけれども、たまたまいろんな面で情報いただ

いたのですけれども、今北海道にありますその事

業が２１年度はもう満杯ですと。２２年度になる

でしょうと。それだけ北海道のいろんな自治体な

どが関心を持って、いろんなもの、煙突を壊す、

ダイオキシン問題もあるのですけれども、使いた

いと、それでやっているのです。それなのに名寄

市としていまだにそれを何もやっていない。それ

で、前期だめだから後期になりますよ、そんなの

おかしいのです。ほかの市町村みんな取り組んで

いるのに、まだ名寄市としてそれを取り組んでい

ない。これは、私としてはおかしいのではないか

と。当然それだけほかの市町村がやっているなら、

名寄市もそれに対して取り組むべきだと思います。

情報が少なかったのか何かその辺についてお伺い

したいと思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまお話の〇生活福祉部長（吉原保則君）

ありました１つには補助金の関係でございますけ

れども、北海道が実施しております循環資源利用

促進施設設備整備費補助金でよろしいですね。私

どもの認識といたしましては、この対象が産業廃

棄物という理解をしておりまして、その場合です

と自治体がした場合なんかは２分の１あるという

認識しておりましたけれども、今議員のほうから

お話ございましたので、再度この補助金の内容に

ついては調査を早急にしてまいりたいと考えてお

りますし、総合計画の関係につきましても現時点

では先ほどお答えいたしましたように後期計画と

いうことでございますけれども、ただいまのお話

なり踏まえまして、いずれにしても毎年ローリン

グ等を行っていますし、今年度については今月の

下旬に総合計画のローリングが行われる予定にな

っていますので、そういった中でもあわせて時期

の関係についても再度検討をしてまいりたいとも

考えていますので、御理解いただきたいと思いま

す。

以上でございます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと理解できな〇２１番（谷内 司議員）

いのですけれども、５年後でなくて、私自身は早

急に取り組まなければならないと。そんな情報は

北海道から出ているのですからあっただろうと。

その北海道から出ている情報が名寄市としてはそ
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れを得ることがおくれたのかなと、そんなことも

考えるのですが、５年間でなくて、この研究会か

らしたら、その内容を詳しく説明する時間がない

からできないのですけれども、ただ名寄市として

今財源不足で大変だということになっていますよ

ね。それによって今現在、一部だけ申し上げます

けれども、名寄市、風連のと内淵のありますけれ

ども、その埋め立てごみありますよね。その中の

埋め立てごみについては幾らあるか。 ６６９ト

ンあるのです。いろんなデータもらって調べてき

たのですけれども、あるのです。そのうちの５％

以上のがあるのです。そうすると、それにあわせ

て農業の廃プラスチック、先ほど申し上げました

けれども、１８０トン余りがあるのです。そうす

ると、 ０００トン以上の ０００トンか ００  

０トンになりますよね。そうすると、その中から、

この ６６９の中から油として搾れるプラスチッ

ク、雪押し、子供のおもちゃ、テレビの側いろい

ろあるのですけれども、あれをこの間調査したと

きには相当あります。それを拾ったら５％であっ

たら４００トン以上のものがそこ埋まっている。

それに農業の廃プラスチックを合わせると５００

トン以上あります。そうしたら、そこからできる

油は何ぼできるのですか。それを計算したら４０

０トンでその資源ごみのプラスチックをやれば３

７万リットルできるのです。ですから、その研究

会の人がやっている話を聞かせてもらって本当に

感心したのですけれども、今炭化センターで使っ

ている油が何ぼですか。５０万リットルでないで

すか。ですから、その資源ごみを搾ったことによ

って、それが４００トンのそれができれば５００

トン、６００トンが出てくれば炭化センターの５

０万リットルの油がそこにできるだろうと。そし

て、それを計算していけば、その人たちの研究会

の中の話聞いたら５年あればそれを借り入れを起

こしてやってもどうにかなるだろうと。５年後に

なったら数千万円の純益が出るだろうと。そのお

金は、財源がないのなら財源を生んだらいいので

ないか。その財源で福祉が困っているなら福祉に

使えばいいではないか、ごみ袋はどうだといって、

４０円のごみ袋はどうだというのならそれを無料

にして配ればいいではないか、そんなことを一生

懸命研究しているのです。それを５年後にやりま

しょうと、それではおかしいのではないか。ほか

の町村はもう取り組んで、来年の事業満杯になっ

ているのです。それぐらい取り組んでいるのに、

名寄市として５年後にやりますよということにな

りませんけれども、その辺再度お願いいたします。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま焼却施設の関〇副市長（中尾裕二君）

連と、それから総合計画に絡んで御指摘をいただ

いておりますけれども、総合計画で後期に振った

ということにつきましては、総合計画を策定する

段階で名寄地区あるいは風連地区のそれぞれの焼

却場の後利用が固まっていないと、こういうこと

でありまして、それぞれ解体費用については名寄

で２億円、風連地区で ５００万円かかる財源が

なかなか見出せないということでの整理をさせて

いただいております。今谷内議員からもお話あり

ましたようにプラスチックを利用しての再生産を

すると、それにつきましては部長も答弁している

とおり今後また重ねて検討していきたいと、そう

いうことでございまして、それが果たして事業と

して焼却施設のある土地の後利用として可能なの

かどうかも含めて検討しないと事業としてのって

いかないということでございますので、ぜひ研究

させていただきたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかるのですけれど〇２１番（谷内 司議員）

も、この研究グループというのは本当に私自身何

回か会議に参加させてもらったのですけれども、

すごいのです。それで、この市役所の中でその研

究会の会議が何回も行われています。その結果こ

うなりましたよというのは市長のほうにも報告が

行っていると思います、その文書を見せていただ

きましたけれども。ですから、これも総合計画の
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中で５年というのですが、そうしたらこういうこ

とやっていますということを市長のほうにもこう

なって今はこういう状態でこうだよという報告が

行っているならば、そういうものを廃プラ研究会

が一生懸命やっているとわかっているのです。そ

して、産業廃棄物がどうだと、だからその後利用

で、さっき言ったようにこの事業については産業

廃棄物、それがなければだめだと言ったけれども、

農業から出るビニール、ポリ、それらをすれば想

定になることです。そういうことも研究踏まえて、

それはその担当のほうからそういう研究会が聞い

たのですが、この事業は使えますよという理解を

得ています。あなた方何やっているのですか。民

間の事業はそこまで一生懸命進んでやっているの

に行政の人がそんなこともわからないよと。これ

から勉強して、この事業使えるかやりますよと、

あなた違いますよ。当然やらなければならぬこと

でないですか。ほかの町村一生懸命やっているの

です。それでも来年度の枠はもう満杯だ。２２年

度もある程度来て、２２年度の枠ももうないよ、

これぐらいまで各市町村は一生懸命取り組んでい

るのに、我が名寄市は何をやっているかと。だか

ら、情報を得るの遅かったのかなと言っているの

です。ですから、その点からいってもその方法を

すぐやるなり、早急に私はやっていただきたい。

そして、この後財源確保のためにも、だから建物

をつくれば維持費がかかるから、もう建物要らな

いと言っているけれども、この建物からつくるこ

とによってお金が捻出できる。そして、まちの財

源ができるだろうと、そんなことも考えて私自身

は早急に対応していただきたいと思うのですが、

再度お願いいたします。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

山形県の新庄市で取り〇副市長（中尾裕二君）

組んでいる例も含めてお話をいただきました。私

どもでもこのプラスチックから燃料を生み出すと

いうことのほかに、ソフトセルロースといいます

か、稲わらでの実験をした経過もございまして、

安定供給が果たしてできるのか、あるいはコスト

がどうなのかという全体的な計画も含めて検討し

ないと市としての事業化ということにはなかなか

進めませんので、ぜひその辺も含めて研究、検討

をさせていただきたいと思っておりますので、御

理解をいただきたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。研究〇２１番（谷内 司議員）

する、よろしいのですけれども、当然勉強してい

ろいろなことを考えてやらなければいけないので

すけれども、そのときはぜひその研究会の人たち

の意見を十分聞いてください。そして、その人の

意見も聞いて、どうだということを聞きながら、

これから資料を得るのでなくて、その人も資料持

っていますから、そういうものをいただきながら、

勉強しながら、お互い協議しながら、早急にこの

施設を建築していただきたい。そのことを強く要

望するところであります。

そこで、お願いなのですけれども、この問題に

ついて、山形の新庄に第１号の機械ができていま

す。それを私のところの会派の中で近日、今年中

までにそこを視察に行きたい。それで、私らだけ

で、議員だけで視察に行ってもいろいろあると思

いますので、その中で職員も、担当の職員でいい

のですけれども、職員の同行をさせていただきた

いのですが、その辺はどうですか

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

従来から議会の各会派〇副市長（中尾裕二君）

の視察ということは、道内につきましては担当す

る部長を含めて御一緒させていただいております

けれども、道外につきましては職員の随行はなし

ということでこれまで継続しておりますので、果

たしてこのケースについて実証も含めた研究の一

環として市の側で行けるものかどうか、ちょっと

これにつきましても、歯切れが悪いということで

おしかりを受けるかもしれませんけれども、ぜひ

検討させていただきたいと思いますので、御理解

をいただきたいと思います。
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谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に今の３ではい〇２１番（谷内 司議員）

ろいろ経費あって道外となるのですけれども、そ

うでなくて、やっぱりこれだけ重要なものであっ

て、その後利用をしていく、油を搾ってやってい

く、そして市の財源を生むのだ、そんなことを考

えれば、当然そういう施設があるところ行って、

聞くだけでなくて目で見て、それで確認をして、

これはいいな、これはどうだと、そういう判断の

中で建設の中でいろんな改善する点があればこの

ような改善がいいのでないかと、あればそういう

ことを勉強していただく、そのためにもぜひ、い

ろいろあるところですけれども、職員の派遣をお

願いしたいと思います。これから前向きにおいて

ぜひその事業が早急に完成するようにお願いして、

この問題については終わらせていただきたいと思

います。

次に、消防なのですけれども、サイレンは本当

に昼のときに鳴るのでなくて、そうだと思うので

すが、でも私が生まれて小さい子供のときからサ

イレンはお昼のサイレンという形の中で、そのサ

イレンの中身で御飯だというように育ってきまし

た。それは試験的にやるのだと言われればそうな

のでしょうけれども、それが１分２０秒おくれる

のです。テレビ見ていたときに時報が鳴っても、

この間から見ていたときにおくれるのです。これ

は、私がなぜそういうことを言うかといったら、

本当にこれ１分２０秒おくれるのが現実ですから、

答弁の中で火災なり、緊急の場合にそれはないと

いうのですけれども、このサイレンがおくれて、

１分２０秒おくれたときに、仮に火災のサイレン

だとしたら１分２０秒おくれてしまったらとんで

もないことだなと、そんなことで今回質問させて

いただくのですけれども、緊急のときにはそれに

支障がないというのですが、その辺はどうして支

障ないのかお尋ねしたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども言いまし〇総務部長（佐々木雅之君）

たように吹鳴装置は試験的に流して、吹鳴装置が

稼働するかどうかの点検しておりますので、災害

優先、火災優先という形でやりますので、ボタン

を押すタイにングを災害時のほうに優先して押す

ということを考えていますので、それについては

対応可能かと思っています。

以上です。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかるのですけれど〇２１番（谷内 司議員）

も、そうしたら火災のときは支障ないけれども、

お昼のサイレンのときはそうなるということは一

遍に鳴らすからなのか、なぜそれおくれる、それ

を直すことはできないのですか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

吹鳴装置の関係に〇総務部長（佐々木雅之君）

つきましては、先ほどそれぞれ風連、名寄で持っ

ていたものを一元化で１カ所にしましたので、ど

うしても機械のに動の関係で２つ同時に一遍に押

すことはできませんので、名寄が先、風連出張所

が後という形になっていますので、災害時の場合

については災害優先でボタンを操にしますので、

そういう形でありますので、支障は出ないと思っ

ています。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

ということは、つま〇２１番（谷内 司議員）

り同時に鳴らすから鳴らないということでいいの

ですね。そうしたら、こんなことないと思います。

想定で、もし同時に火事があった場合だったら、

同時になったら風連おくれることになるのですか。

なぜこういうこと言うかというと、本当に前回栃

木県であったでしょう。水害で車が埋まった奥さ

んが何回も消防にも警察にも電話をしても来てく

れなかったと。最後は死んだのです。あのときは

別なほうへ行って確認したけれども、そこに異常

なしと確認して帰ってしまった。だけれども、本

当に言ったのと違うのです。それもそういうぐあ

いに緊急で、本当にとんでもないときに緊急でと

っさで起きるのです、ああいう事故は。そのとき
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その死んだ奥さん最後に携３電話したときには、

助けに来てくれない、お母さん、ありがとうござ

いました、そんな電話して死んでいっているので

す。そんな緊急な事態があるのです。だから、今

言ったように同時に火災が起きたときは風連のほ

うは１分２０秒おくれると、名寄は鳴ると、そう

いうことになるのですから、それはないと思うの

です、あったら困るのですが、そういうことも推

察した中ではやはり同時に鳴るような形の設備を

しなければならないかと思うのですが、その辺ど

うですか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今の救急車の出動〇総務部長（佐々木雅之君）

の関係については、消防本部のほうで現在地確認

できるシステムの導入ということで現在検討して

おりますので、その結果を待ちたいかと思ってい

ます。

それから、吹鳴装置の関係につきましては、議

員も御存じのとおり相当年数が経過しておりまし

て老朽化をしています。それで、１次出動の関係

についてはサイレンをすべて鳴らすわけではない

のです。１次出動は、まず風連出張所の消防隊が

行って、名寄本署からも応援して、状況を把握し

て、火災の規模が大きいことによって２次出動か

らサイレン鳴らすという部分ありますので、その

辺については同時に起きたらどうするのだという

のは仮定の話だと思いますので、現実的な部分過

去その辺の部分についてはなかったというふうに

聞いておりまして、今後吹鳴装置の更新の関係に

ついてはもう少し今懸念される部分についての検

討を加えていきたいなと思っています。現実的に

は最初の出動にはサイレン鳴らしませんので、現

場の状況を確認してということになりますので、

同時に起こったか起こらないかについてもその段

階で判断できますので、御理解賜りたいと思いま

す。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

そのサイレンについ〇２１番（谷内 司議員）

ては、本当にそういう手順とかいろいろあるかも

しれませんが、それはお金もかかるから、そうや

って言うのは仕方ないのですけれども、それは現

実にはないかもしれませんけれども、そういうこ

とがあったら困ると私は推定します。

それから、その中で、次なのですけれども、救

急車出たとき無人化になりますよという問題なの

ですけれども、そうしたら救急車が出て、無人化

になった。そこで風連で火事が発生した。そのと

きにサイレンを鳴らして署員なり、団員を招集す

るのでないのですか。ですから、そのときにおく

れたら困るというのですが、おくれないといいの

ですけれども、間違いなく鳴ればそれはいいので

すけれども、そうしたときにサイレンを鳴らして

団員なり、署員を集めるというのは間違いないで

すよね。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの１回目の〇総務部長（佐々木雅之君）

答弁で続けて説明したものですから、もしかする

と谷内議員ちょっと出動態勢の関係について混同

されているかもしれませんので、もう一度、先ほ

ど火災の種別によりということで前置きはさせて

いただいて、まず風連出張所より消防隊が出動と。

その後に名寄消防署から、本署のほうから出動と。

これについても第１種火災についても常備消防の

みで対応することになっています。火災の状況を

現場確認させていただいて、招集かけるときには

第２出動、さらにまたもうちょっと大きくなると

第３出動ということで火災の規模、種類等によっ

て出動の体制変わりますので、最初はまず常備消

防が出動して、それも風連だけではなくて名寄か

らも応援が駆けつけると。その状況を見て、これ

では足りないというときには非番の消防職員、そ

れから消防団員にも招集かけます。そのときに初

めてサイレンを、吹鳴装置を使いますので、現実

的には最初から消防団を呼び、招集するという体

制になっておりませんので、先ほど火災種別によ

りとお断りはしたのですが、１種、２種、３種の
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区分について説明しなかったので、ちょっとその

辺がもしかしたら混同されたかもしれませんので、

御理解賜りたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかるのですけれど〇２１番（谷内 司議員）

も、ただどうも理解できないのは無人化になるの

だ、救急出たときに。そのときに火災が発生した

ときは団員なり、署員どうやって招集するの。や

っぱりサイレンを鳴らしたことによって署員や団

員が無人化になったので、そこに来るのでないで

すか。なぜそういうことを言うかというと、うち

の町内というのはちょうど消防署の目の前なので

すけれども、その町内の会合あったときに無人化

になってだれもいないのにどうするのと、そんな

不安がすごいのです。ですから、大きな声がいっ

ぱいあったよと、不安の声があったよというので

すが、そこでお尋ねしているのですけれども、私

自身もそういうことを言われまして、２回だった

かな、９時過ぎ、１０時ごろに救急車出ていきま

した。そのときに消防署に行ってみました。だれ

もいません。玄関のかぎはかかっている、消防車

が出入りするシャッターも全部かぎかかっている

のです。そこへ行ったときに、こんなときに本当

にどうしたらいいのかな、そんなことを私自身も

考えました。その後で消防署に行ってこういうと

きどうなのですかと聞いたら、玄関の１枚のドア

あいて、その２枚目のドアの中にそこに何か押す

ボタンみたいなのあるのですけれども、それ押し

たら名寄消防署が出る、５回コールしたら出ると

か何か言っていましたけれども、そうすると消防

団員なり、署員が集まってきて、それの体制して

くれるように話ししてくれるのだというのですけ

れども、そこにするために無人になったときに消

防職員なり、そういう団員集めるときはサイレン

を鳴らして集めるのか、サイレンを鳴らさないで

どうやって集めるのか、サイレンを鳴らして集め

ると思うのですが、サイレンを鳴らして集めるの

かと、それをお聞きしているのですけれども、お

答えください。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

１種の出動から消〇総務部長（佐々木雅之君）

防団員と非番の職員を集める体制にはなっていな

いのです。多分谷内議員も御存じだと思うのです

けれども、名寄消防の活動要領ってありますね。

そこには１種、風連で昨年火災出動したものにつ

いては、１９年１月から１２月で出張所から出た

のは１件あります。そのときに消防署に勤務する

職員で実は対応していると思います。だから、火

災の規模で大きな火災になると消防団員、非番の

消防職員をサイレンで集めることになります。そ

こにはまず火災の規模を現地確認するなり、電話

の状況でどの程度の規模かというのを判断して、

第１次出動は常備消防で出ておりますので、すべ

ての火事が全員が、消防団員全員集められて対応

するという仕組みではないので、この辺御理解賜

りたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

合併して一元化にし〇２１番（谷内 司議員）

たのですから、そんなわがままばかり風連として

は言えないのかもしれませんけれども、ただ私自

身思うのは風連にも送水車というのですか、ポン

プ車というのですか、水の入った車、それが通報

が一番先に行って消火をしたと。そして、それに

よって、そのときに火災の状況によっては大きな

サイレンを鳴らして団員の出動もお願いしたり、

そういうような形でやっていたのが事実なのです。

でも、今の中で、こんなことあり得ないのかもし

れません。まだことしは風連でゼロですから、な

いのかもしれませんけれども、もしあったらと当

然仮定しなければなりませんから、そこで救急車

に乗って３人、救急車だから３人行かなければ、

３人行ってしまったよと。さっき言ったように無

人になって、かぎがかかったよと。そんなときに

どうするのかといったときに、私も経験あるので

すけれども、私自身住んでいるところが本当に消

防署の前なものですから、電話をしないで行って
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お願いした経過があるのですが、そのときにすぐ

来てもらって、消していただいて、本当のぼやぐ

らいで終わったのですけれども、私がもし仮に火

事になったときに行ったときにだれもいない、そ

こでボタンを押して話をして来てもらうと。そし

たら、とんでもない時間がかかってくるだろうし、

当然何かの方法でサイレン鳴らすか何かわかりま

せんけれども、そこで署員なり来てもらったら、

それで対応してもらえるのだと思うのです。ただ、

そこにおいてそういうことするのだったら、とん

でもないおくれも出てくるだろうと。それだった

ら、何かの方法はないかなというのが私の今回の

質問なのですけれども、そこでこんなこと申し上

げづらいことなのですけれども、当然３人の人が

夜の勤務をしていたときに、あとの人はみんな家

のほうへ帰りますよね。１日仕事が終わった、や

れやれ、よかったなと、そんな形の中で暑い日に

なればビールも飲むでしょう、酒も飲むでしょう。

そうなって家にいたときに火災が発生したときに

一番心配するのですけれども、全員かどうかわか

りませんけれども、あったときにだれがそこへ出

てきて消防車を運転するか。だから、全員飲まな

ければいいのですけれども、そういうことになり

ませんよね。もう勤務終わって帰るのですから、

皆さんもうちに帰って飲むと思います。そうなっ

たときに、そこにおった署員の人たちあたりがう

ちに帰ったときに酒を飲んでしまった。そうした

ときに火事が発生した。出てきた。消防車運転す

ることできませんよね。そんなことも想定したと

きに、そういうときもあるのですから、それのた

めにはどうにか方策はないのか。そういうときに

こうしよう、このときはこうしようという、その

ようなマニュアルなどがあるのならお知らせくだ

さい。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

風連消防署の勤務〇総務部長（佐々木雅之君）

体制の関係については、先ほど平日で５名体制、

土日、祝祭日、夜間勤務については４名体制と、

そういう体制とっておりますので、救急出動した

場合でも３名体制、そういうこともありまして、

レアケースとして谷内議員おっしゃるとおりたま

たま駆け込んだときにいなかったなというのは３

６５日で何日間か恐らくあろうかと思います。こ

の辺は、消防の本署のほうと風連出張所のほうで

過去の火災のデータやら出動データやらそれらを

とって、風連の火災の関係については名寄消防署

のほうからも１隊出ますという仕組みにしてあり

ますので、現実的な問題についての対応は風連出

張所のほうと名寄本署のほうで十分時間をかけて、

合併してからずっと時間をかけて検討してきた内

容だというふうに聞いておりますので、人的配置

も旧風連時代から著しく減ったかどうかちょっと

私今手元に資料ないからわかりませんけれども、

その辺を全部考慮した中での今回の一元化対策と

いうふうに思っておりまして、それからもともと

風連の関係については通信の専門要員ということ

で１名置いていたものが一元化によって割愛とい

うか、省くことができました。それから、勤務体

制の同日化によっていつ起きるかわからない火災

の関係で一定の職員をストックしておくことも大

事なのでしょうけれども、今消防とか災害出動と

か救急業務の関係については相当高度化が求めら

れておりますので、それへの研修もなかなか風連

出張所時代にはでき得なかったと。人事交流の関

係によってそれらについても解決して、住民の望

む高度な技術習得の研修も可能になったと聞いて

おりますので、私はトータルの面で今回の一元化

については、一定の時間をかけての検討だという

ふうに聞いておりますので、その辺の部分につい

ては解決されているものだなというふうに考えて

おりますので、御理解賜りたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりますけれども、〇２１番（谷内 司議員）

本当に無人になるということは大変であって、名

寄の本署から行くってわかるのです。だけれども、

名寄の本署から風連に火災が出たときに何分かか
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りますかといったら５分や６分、７分かかります

よね。それが先に来て、風連の消防車とかポンプ

車が後から来るとはなりません。やはり風連地区

にポンプ車があるのだから、一番先に始めるのは

風連のポンプ車でなければならない。名寄の本署

から行くからいいのだという、そういうことにな

らないのですから、だから風連のほうに起こった

ときに無人になったときにでもそれを何かの方策

をやって、一番先に風連にある水槽車、２台ある

それが出動できる体制をつくってほしい。名寄か

ら行くからいいでなくて、本署から行くのでなく

て、それはいろいろ１班、２班とか読んだときに

あるのですが、あれでは無人になったときにどれ

が行くのだ、１班が行くにしたって何かのやって

いてサイレンが鳴ってあれがしてうちにおったら、

寝ておったら、それをしなければいろいろあるの

です。そうでなくて、そういうときがあったとき

駆け込みもあるだろう、無人にならないような方

策はとれないのかと。そんなことを考えて今回お

願いしているのですが、やっぱりこれから今まで

合併後１年もかけて協議したってわかるのです。

何ぼ協議したってその中でいざやってみたらにス

は、これはうまくないなということはあるのです。

だから、我々としてはそういう意見も聞き、町民

もそういう形で私のところにこれは困るよという

意見が来たのですから、やはりその辺を改善しな

ければならぬと思うので、その辺を何とか、そう

したけれども、なおかつそういうのないようにす

る、それ以上のサービスができるような形でやっ

てほしいと思います。

それで、いろんな形の中でこういうぐあいにな

りましたよという形でいろいろ住民に周知したと

いうのですが、周知したのがどのような方法で何

回ぐらいの周知をしたかお願いいたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今手元のほうに消〇総務部長（佐々木雅之君）

防のほうからその辺の詳しい資料もらっておりま

せんが、広報等を通じまして数回周知をしたとい

うふうに聞いています。

それから、ちょっと先ほどの答弁で、名寄地区、

風連地区という考え方ではなくて、名寄地区と風

連地区は距離で８キロ程度の、幸いにして８キロ

の近さの距離というものが、今消防関係について

は広域消防という形で、上川北部、旭川とか士別

とか大きな市の中でいかに常備消防を広域化する

かという問題も同時進行で進んでいます。そうい

う中で見ると、名寄と風連は合併して消防力が機

動的に動くようになったという形のほうの判断が

私は大事だなと思っておりまして、今回の一元化

の関係についても職員の研修のスキルアップとい

う問題も含めて、名寄消防署のほうから１隊が同

時に出るということも含めて、私は地域住民の安

全、安心を守るために一風連出張所だけで対応す

るのではなくて、そこが無人化になってもほとん

ど支障出ない形での対応を今回検討された内容だ

と思っておりますので、広報の関係につきまして

は具体的にどういう形でやったかについて私自身

ちょっと確認とっておりませんので、後から回数

やら内容やら、多分風連の風という広報紙を使っ

てされたのでないかと思うのですけれども、その

辺ちょっと後から連絡させていただきます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

住民周知が一番大切〇２１番（谷内 司議員）

だと思うのです。お年寄りにしたら１１９番さえ

かけることを知らないで、前は風連は２１１９だ

ったのですけれども、その番号もわからなくてか

けれなかったという人いっぱいいますし、それで

そういう体制になったときにはボタンを押したら

消防署へ鳴るのですよといっても、そんなところ

押すボタンがあるよなんてそんなことも全然知ら

ない人が多いし、私自身もそんなのはこの間消防

署伺ったときに初めて見て覚えたということなの

で、そうでなくて、広報に出たのは１回ちょっと

消防の体制変わりますと見たけれども、やはり１

枚何か物をつくって全戸配布するなり、名寄市の

ほうの人は体制は変わらないけれども、風連のほ
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うは変わったのですから、こういうふうになった

からとやっぱり印刷物を広報と一緒に中に入れて

出すなり、そういうことをするなり、何か機会あ

るごとにそういうことをするなり、やはりそうい

うようなことで連絡をしていくべきだと思います

が、その辺をよろしくお願いしたいと思います。

最後に、携３電話なのですけれども、携３電話

通報では何かなったというような、電話ができる

ということになっていますけれども、先日救急車

をお願いするときに、夜でしたけれども、たまた

まそのときはお通夜の晩で、そのときに倒れた人

がいまして呼んだときに携３から電話したら旭川

が出ました。携３電話では１１９番押したときに

は今現在やったときは名寄消防署が出るのですか、

出ないのですか。多分あのときは旭川の消防署が

出まして、名寄ですね、名寄に転送しますという

形になったのですけれども、今現在まだ名寄市の

場合はそれはなっていないだろうと思うのですが、

その辺のお願いいたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどもちょっと〇総務部長（佐々木雅之君）

お話ししましたけれども、携３の名寄消防本部の

ほうに入ってくるにつきましては、名寄消防署の

ほうに入るというふうに聞いておりまして、実際

に谷内議員が入らなかったよという話については

ちょっと確認させてもらおうと思っています。あ

えてこの場で、先ほどの水害で水没された車の被

害者の方の話もありましたので、先ほどちょっと

言いましたけれども、来年の１月をめどにしまし

て携３電話からの緊急通報あったときの対応につ

きましては図面上で確認できる現在地確認システ

ムというものも動かすように考えておりますので、

今具体的につながるというふうに聞いていた話が

つながらなかったよという話でしたので、ちょっ

と確認させていただいて、実際につながるように

なっていないとすればいつからなのか、ちょっと

後で確認して連絡はしたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

携３電話なのですけ〇２１番（谷内 司議員）

れども、たしか間違っていなければことし１２月

ぐらいからそれが開通するというような情報は私

はいただいていますので、今現在はたしか通じな

いだろうと思います。そんな中で、この中の答弁

書ではなると書いてあったものですから、そうい

うような情報だったものですから、その辺お伺い

しました。

本当に私質問した油をつくる問題にしても、や

はりそのためにも一生懸命努力していただきたい

と思いますし、実現させていただきたいと思いま

すし、消防につきましては本当に市民の財産と生

命を守ることですので、今後十分に配慮し、風連

地区にはいろいろな不安がありますので、その不

安の解消のためにも日夜努力していただくことを

お願いを申し上げまして、私の質問を終わらせて

いただきます。大変ありがとうございました。

以上で谷内司議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５９分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

佐々木総務部長より発言を特に求められており

ますので、これを許します。

佐々木総務部長。

先ほど谷内議員の〇総務部長（佐々木雅之君）

質問に対しまして風連の消防署の出動態勢の関係

につきましてちょっと一部舌足らずな面ございま

したので、補足説明させてもらいます。

第１種出動については、野火と警戒出動につい

ては職員で対応すると。建物火災の場合について

は、第１種の段階であってもその段階から建物の

火災についてはサイレンを鳴らして吹鳴させて団

員を招集するということでありましたので、ちょ

っと説明が舌足らずでしたので、訂正させていた
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だきます。よろしくお願いします。

原油価格の高騰に対〇議長（小野寺一知議員）

する支援策について外２件を、高橋伸典議員。

議長の御指名をいた〇１５番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従いまして、質問させ

ていただきます。

まず初めに、大きい項目、原油価格の高騰に対

する支援策についてお尋ねいたします。エネルギ

ーや原材料の高騰で値上げラッシュが続き、食品

や飲料水や自動車までもが値上がりしております。

家計のやりくりはますます厳しさを増しておりま

す。このような家庭の日常品、食料品値上げで景

気が一層悪化しております。家庭内の節減、節約

も限界に来ており、今後の生活の影響も甚大であ

ります。昨年本市も福祉灯油や歳末助け合いなど

で年を越された方がたくさんおられましたが、昨

年の対策状況と本年の生活者への影響についての

理事者の御見解をお願いいたします。

なぜ今景気が悪いのかといえば、特に食料品、

ガソリンなどの生活必需品の値上げで家計が苦し

いことであります。それはより所得の低い人々に

影響を与えております。こうした低所得者、一層

のしわ寄せを受けている人たちに直接手を差し伸

べて支援するという意味でも行政として動かなけ

ればならない時期に私は来ていると感じておりま

す。本市として低所得者、高齢者、生活保護者、

障害者への今後の対応と施策について理事者の御

見解をお願いいたします。

現在灯油価格は昨年の需要期に比べ４０円以上

も高くなっております。昨年よりも大変なことが

わかると思いますが、オイルショック時には収入

がふえたため大差はほとんどありませんでした。

しかし、今回は、収入がふえればよいのですが、

その状態ではなく、逆に収入が下がっております。

そのため高齢者、母子家庭、低所得者への福祉灯

油の本市の取り組みをどうするのか、理事者の御

見解をお願いいたします。

続きまして、大きい項目、農商工連携による地

域活性化対策についてお尋ねいたします。食品の

産地や品質を偽装して検挙された事件は、ことし

１月から６月に９件あり、昨年１年間の４件を大

きく上回っております。今庶民は安心、安全の食

材と食料を求めております。名寄の農産物は、こ

のニーズに合ったものと私は自負しております。

しかし、単に農産物をつくって売るだけでは経済

的な波及効果に限界があります。付加価値をつけ

て、農業の新たな試みをしなければならないとい

うふうに思っております。本市の中山間農業関係

の加工品加工グループの状況についてお知らせい

ただきたいと思います。

本市にはすばらしい食材がある中で、付加価値

をつけた農産加工がなかなか出てこないというふ

うに思われています。安定的に売れる商品づくり

が今後の地産地消も含め必要となると思いますが、

行政として農業加工の取り組み状況についてお知

らせいただきたいと思います。

農商工連携は、商業者、生産者、農業者がサー

ビスや商品の開発など連携し、地域活性化を促す

取り組みで、単に農林水産物をつくって売るだけ

では経済的な波及効果が生まれない、農業者が中

小企業と連携して相互の経営資源を活用、新商品

や新サービスを生み出すほか、工夫を凝らして取

り組みを展開することでそれぞれの経営の改善が

見込まれます。地域の活性化を促して、ひいては

雇用にも反映されております。地域を支える中小

企業と農業者が連携した事業に対し、税制面でも

支援されているそうです。農商工連携促進法がこ

とし成立し、支援措置や予算も計上されておりま

すが、本市の取り組みの状況と理事者の御見解を

お願いいたします。

最後に、総合的な危機管理体制の整備について

お尋ねいたします。いつ発生するか予測できない

自然災害やテロ、事件や事故に備えるため、危機

管理体制の整備や各自治体の体制づくりが進めら

れております。地震等のハードやソフト面での基

礎整備について理事者の御見解をお願いいたしま
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す。

平常時から危機管理体制を強化し、市民が安心

して暮らせるまちづくりのため、事前準備の一番

最初の必要なマニュアル体制、また職員の連絡体

制についてどのようになっているかお知らせいた

だきたいと思います。

続きまして、事後措置で、まず災害が起きた場

合現状住民への周知方法についてお知らせいただ

きたいと思います。

我が国は、これまで地震、台風、豪雨、津波な

ど多くの災害に見舞われております。近年北海道

では、平成１２年、有珠山の噴火、平成１５年８

月、台風１０号の直撃、９月の十勝沖地震、平成

１７年の連続した台風、ことしに入りゲリラ豪雨

など、生命や財産に甚大な被害を及ぼす大規模な

自然災害により多くの被害が発生しております。

市町村防災行政無線は、災害における通信のふく

そうや発信規制が行われることがないことから、

自治体と住民及び防災関係機関相互間の災害情報

伝達の手段として有効に活用されております。本

市としても連絡システムのＩＴ化と音声通信シス

テムの導入ということで防災計画に書かれており

ますが、本市の御見解をお願いいたします。

以上をもちましてこの場での質問を終わらせて

いただきます。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

高橋議員から大〇福祉事務所長（中西 薫君）

きく３つの項目について御質問をいただきました。

大きな項目１番目の原油価格の高騰に対する支援

策については私から、大きな項目２番目の農商工

連携による地域活性化対策については経済部長か

ら、大きな項目３番目の総合的な危機管理体制の

整備については総務部長からそれぞれお答えをさ

せていただきますので、よろしくお願いをいたし

ます。

お尋ねのございました原油価格の高騰に対する

支援策についてでありますが、その中のまず最初

に生活者の影響についてお答えをさせていただき

ます。原油価格高騰に端を発しました諸物価の値

上がりにつきましては、名目賃金が一向に増加し

ない中、まさに経済状況が低迷しているにもかか

わらず物価の上昇が続くという状況を呈しており

まして、市民生活に深刻な影響を与えるものと感

じております。特にこれから需要期を迎えます灯

油価格は、きょう現在昨年８月期の市契約価格で

比較し４５円１５銭高の１２９円１５銭、同１２

月期との比較でも２９円４０銭高く、高どまりの

状況となっております。市民の灯油購入価格につ

きましても、市契約価格と多少差はあるにいたし

ましても同程度と推定されることから、灯油需要

期を迎え、さらに家計負担の増加が見込まれると

ころでございます。また、原油は現代社会の基礎

資源となるものであり、食品、交通、医療などの

諸物価に大きな影響を与え、原油価格が高どまり、

あるいはこのまま高騰が続くと家計負担への影響

ははかり知れないものと危惧しております。

次に、低所得者、高齢者、生活保護者、障害者

への今後の対応と施策についてと福祉灯油の考え

方について一括してお答えをさせていただきます。

原油高騰を背景とした諸物価の値上がりに加え、

暖房灯油の需要期を迎え、家計への負担に大きな

影響を及ぼすことが十分予想されております。し

かし、残念ながら現在の状況は一自治体の施策で

根本的に解決できるようなものでもございません。

市として特に低所得者の皆様への対応を強く感じ

ておりまして、対処的対応とはなりますけれども、

本年度につきましても平成１９年度と同様な内容

で福祉灯油支援事業を実施してまいりたいと考え

ております。

なお、昨年実施いたしました福祉灯油支援事業

の実績といたしましては、支援灯油量につきまし

ては一般３３１００リットル、施設入所者３５リ

ットル、支援時の単価でございますが、１リット

ル当たり９９円７５銭、実績配布数でございます

が、合計３３２０１３３、うち施設入所者７８３

３にお配りをさせていただいております。合計の
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事業費総額でございますが、１４９万 ２４３円

でございます。時期等でございますが、平成１９

年１２月２５日、歳末助け合い運動義援金配分時

に１８６件を一斉に配布いたしまして、後日それ

ぞれの申し出により追加されたものは２０件程度

ございました。

以上、原油価格の高騰に対します支援策につい

てのお答えとさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目〇経済部長（手間本 剛君）

２であります農商工連携による地域の活性化対策、

中でも本市の中山間農業関係の加工品の加工グル

ープについてのお尋ねをいただきました。

当市における付加価値を高める加工品の取り組

みはかねてからの課題でありますけれども、現状

は低次元加工や素材供給がほとんどで、付加価値

化が低い状況となっております。一方、地元の農

産物など特色ある地域資源を生かしまして、市内

原産原料のよさ、安全性など原料や製法にこだわ

ることによりまして食品の安全性や健康に関心の

高い消費者ニーズに対し取り組む例が徐々にふえ

てまいりました。市内におきましては、地元産を

使用しての農産加工の状況でございますけれども、

企業ベースではもち製造のもち米特産館、それか

らカボチャ、スイートコーンの冷凍加工でありま

す樋口醸造店さん、その他市内の製めん製造、菓

子製造の業者が一部地元産の農産物を使用いただ

いております。また、農業サイドにおきましては、

農村女性グループ３グループが漬物、みそ、カボ

チャ、芋だんごなどの取り組みをしておりまして、

新規就農者が合同会社を設立いたしましてにニト

マトのジュース加工にも取り組んでいる事例もご

ざいます。今後さらに推進してまいりたいという

ふうに考えているところでございます。

次に、行政としての農業加工の取り組みはとの

お尋ねでございます。行政としての直接的な農産

加工の取り組みはございませんけれども、平成１

７年度からアスパラガスのブランド化を目指しま

して名寄アスパラのまちプロジェクトを立ち上げ、

アスパラの粉末加工の試験研究をし、アスパラ粉

末を使用した新たな商品開発、販売に向けた商品

化を促すため、今年度はアスパラ粉末加工振興事

業を創設いたしまして、名寄産アスパラパウダー

利用組合のもとで取り組んでいるところでござい

ます。利用組合は、市内１１の食品加工業者で設

立して、プリン、焼き菓子、大福、冷めんなどこ

れまで８種類を商品化、販売し、好評を得ている

というふうに聞いております。今後さらに商品化

に向けた振興を図ってまいりたいと思っておりま

す。

アスパラパウダーに関してのさらなる研究開発

につきましては、北海道立花・野菜技術センター

が重点領域特別研究事業や札幌市の株式会社ツカ

モトにルズさんが経済産業省の地域資源活用型研

究開発事業の採択を受け、アスパラパウダー低コ

スト化粉末化技術の開発、粉末の機能性、加工食

品の施策を名寄大学や名寄市内加工業者とプロジ

ェクトを組んで取り組んでおりまして、その成果

に期待をしているところでございます。

また、市では地場農産物の高度利用による特産

品の開発と地域住民の食生活の向上を目的に名寄

地区にはあぐりん館、風連地区にはグリーンハウ

スと農産加工施設を設置しておりまして、ここか

ら生まれた加工食品もございます。さらには、実

行委員会を組織いたしまして、毎年１２月の第１

土曜日に地産地消フェアのイベントを開催いたし

まして、農畜産物を使用した加工品や料理の展示

即売会を開催し、多くの市民の御来場をいただい

ているところでございます。

次に、農商工連携促進法の推進をとのお尋ねで

ございます。中小企業と農林漁業者の連携による

事業活動を促進するため、本年５月に成立いたし

ました農商工等連携促進法は、地域間格差の拡大、

進んでいない産業間連携を背景として制定された

農林水産省、経済産業省それぞれ１００億円、合

わせて２００億円を超える予算措置をされている
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ところでございます。想定される事例といたしま

しては、新商品の開発、農業レストランの開設、

農産物の新規流通ルートの開発等々が考えられ、

基幹産業農業のまちとして、モチ米、アスパラ、

カボチャ、バレイショ、豆類等、多数の地域資源

があり、可能性を秘めているというふうに考えて

おります。現実には交流の機会が少ない農商工の

連携を図るために、今後一層ＪＡや商工会議所、

商工会とも協議検討を進め、特に若い農業青年、

商業青年の異業種交流を通じて本事業の可能性を

探ってまいりたいというふうに考えているところ

でございます。

以上、お答え申し上げました。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから３点目の総合的な危機管理体制の整備につ

いて御答弁させていただきます。

（１）のハード、ソフト両面の基盤整備につき

まして、ハード面に関しましては北海道から大雨

警報や洪水警報などの気象情報が即時的に市役所

に送信されてくる北海道防災行政無線システムが

整備されております。災害対応に関する指揮命令

につきましては、名寄市地域防災計画に基づいて

市長を本部長とする名寄市災害対策本部を設置し

て対応することになっております。災害対策本部

におきましては、気象に関する警報の発令や地震

の場合は発生した震度など具体的な基準を設けて

準備、警戒、出動の３段階の配備体制をしく中で

職員配備の内容や出動する職員の範囲などを定め

ております。

（２）番目のマニュアルに成、職員の連絡体制

につきましては、風水害や地震などの災害の種類

に応じた市民向けの対応マニュアルといったもの

はに成しておりません。災害時の行動マニュアル

というものではありませんが、洪水などの発生し

た場合の避難所や被害防止の自己防衛手だてなど

について記載してある洪水ハザードマップはに成

して、市民周知を図っております。災害時におけ

る市職員の出動に向けた連絡体制につきましては、

職員向けの災害初動マニュアルをに成して全職員

に配布しており、その中で職員配備指令の連絡系

統を定めております。具体的には勤務時間中と夜

間や休日等の勤務時間外に分けて連絡ルートを定

め、その上で各職場の所属長を通じて職員一人一

人に非常招集等の緊急連絡が行き渡るようにして

おります。

（３）の現状の住民への周知方法につきまして

は、災害対策本部の設置や避難勧告の発令に関す

る市民周知方法につきましては、災害対策本部の

指示のもとに市役所、名寄庁舎内に設置しており

ます緊急割り込み装置を使ってのエフエムなよろ

の緊急放送、消防車両等における広報、町内会ル

ートを使った電話連絡などを行うことにしており

ます。

（４）の連絡システムのＩＴ化と音声通報シス

テムの導入につきましては、防災情報の緊急連絡

システムのＩＴ化につきましては人工衛星を使っ

て市町村の同報系防災行政無線を自動起動するこ

とにより、住民に緊急情報を瞬時に伝えることの

できる全国瞬時警報システムと言われる通称Ｊア

ラートと呼ばれるようなデジタル防災無線を整備

することが求められておりますが、このシステム

は市役所に端末を設置しても街頭放送や公共施設

での緊急放送システムなどを使って市民に伝達す

る手段がないと意味がないものになってしまいま

す。また、街頭放送を緊急時の情報伝達に活用す

る形での音声通報システムがある近隣自治体もあ

りますが、名寄市にはこうした市民への伝達手段

がありません。Ｊアラートにしても音声通報シス

テムにしてもこれを整備するには億単位の費用が

かかるものと思われますので、そうしたシステム

の導入につきましては将来的な課題として検討し

てまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

御丁寧な答弁をあり〇１５番（高橋伸典議員）
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がとうございます。再質問と要望をさせていただ

きます。

まず、福祉灯油は、今名寄も実施されるという

ことで、４日前の道新には名寄市の名前が載って

いなかったものですから大変心配しておりまして、

先ほど答弁にあったように去年八十何円からいき

なり１２５円という灯油の上がりようで、本当に

もう低所得者だとか生活保護者だとか、あと障害

者、高齢者の方も大変この部分は心配をされてい

たのではないかなというふうに思いまして今回出

させていただきました。去年も２０１３３の一般

の方に、また施設の方７８３３ということで、よ

り多くの方々にこの福祉灯油というのが活用され

たのですけれども、現状やっぱり若干その範囲で

漏れた方もいて、大変な方が何人かというか、相

当おられたかというふうにもお聞きしているもの

ですから、今回もこの大体２０１３３、また７８

の施設に住んでいる方々ぐらいの配布になるのか、

そこら辺をちょっと教えていただきたいというふ

うに思います。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

昨年の福祉灯油〇福祉事務所長（中西 薫君）

につきましては、十何年の間隔を置いてとり行っ

たものですから、周知等についてもなかなか市民

の方々に伝わっていないのかなというふうに思っ

ておりまして、ことしにつきましては昨年のベー

スができましたので、そのほかに新聞等々の報道

もかなりあったというふうに理解しております。

これから予算につきまして財政とも相談しなけれ

ばならないと思っておりますが、福祉サイドとい

たしましては昨年度よりも少なくても１００件程

度はふえるものというふうに推測をしております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に１００件ふえ〇１５番（高橋伸典議員）

れば大体４００３３の方々にこの福祉灯油が配布

していただけるということで大変安心なのですけ

れども、道のほうでもこの福祉灯油の補助に関し

て９月の補正予算で２億円を計上していただける

ということで、昨年まであった１自治体１００万

円程度というのが上限枠が撤廃されるというふう

に書かれておりますけれども、まだ補正ですから

どんな形になるかわかりませんけれども、この上

限枠１００万円を撤廃されれば、名寄も半分半分

ですから予算がふえるのですけれども、ある程度

の金額というのは大体本市としても考えておられ

るのかちょっとお聞きさせていただきたいと思い

ます。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

北海道の地域政〇福祉事務所長（中西 薫君）

策総合補助金につきましては、従前３万円から５

万円の自治体につきましては１４０万円という上

限縛りがございました。上限枠は撤廃するという

ふうに北海道のほうから伝わってまいりましたけ

れども、全道平均におきまして昨年度１３３当た

り ０００円という額が１７６自治体の実績の平

均でございました。名寄市の場合につきましては、

先ほど申し上げましたように１００リッターとい

う単位で出させていただきましたので、１万円で

ございます。今回の部分につきましては、上限枠

を撤廃するかわりに１３３当たりの上限枠を ５

００円というふうに提示しております。名寄市が

従前と同じように１００リッターを支給しますと

１万 ０００円程度の額になってまいりますので、

ここの部分での持ち出し額も多くなってまいりま

す。それから、もう一点は、その上限枠の２分の

１しか支援してまいりませんので、去年よりも持

ち出し額は相当ふえると思っておりまして、名寄

市単独分だけでも持ち出しだけで約２００万円を

超えるというふうに思っております。全体事業費

といたしましては、３５１万円ぐらいの積算をし

ております。ただ、ここはまだ財政のほうと調整

が終わっておりません。したがいまして、支給量

になるのか、額になるのか、それとどこまで支援

するのかについてはこれから、今回はことしにつ

いては昨年と同じ内容で福祉灯油を考えていると

いう内容でございまして、予算措置を伴いますの
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で、これから内部調整を行った後、議会のほうに

提案してまいりたいというふうに思っております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

よろしくお願いしま〇１５番（高橋伸典議員）

す。これから冬に向かって必要な灯油、本当にも

うこれだけ高騰した中で低所得者、または生活保

護者、また障害者の方々が本当に希望を持てる正

月が迎えられるのでないかなというふうに思いま

すので、全力で支援のほうをよろしくお願いいた

します。

続きまして、農商工連携についてお聞きしたい

のですが、まずアスパラ等のパウダー、利用組合

で８種類のものが今推進されております。先ほど

部長が言われたように経済産業省と農林水産省で

共同で１００億円ずつということで、農業者の方

々は自分のところでつくった安心、安全な食材を

商業、または工業関係の方々と連携して新しい商

品、または新しいサービスを進められるという部

分で本当にこれからの名寄には必要な部分ではな

いかなと。先ほど若干お聞きしたところ、やっぱ

り新商品といいますか、このすばらしい食材があ

るのになかなか加工品だとかそういうものに入っ

ていけていないというのが名寄市なのかなという

ものも感じておりますし、今現状名寄市として先

ほど土曜日に名寄の食材を使って市民の方にアピ

ールしていると言われましたけれども、毎週土曜

日どちらのほうでやられて、どういう団体で進め

られているのかちょっとお聞かせいただきたいと

いうふうに思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうの説明が〇経済部長（手間本 剛君）

ちょっと足りなかったのでしょうか。毎年１２月

のことでお話しさせてもらったのですけれども、

地産地消フェアというのを毎年やらさせていただ

いております。この中で、地元でとれたものをど

ういうふうに地元の食材を認識していただくか、

そして加工、即売というようなことで、合併して

毎年開いていますから今回で３回目ということに

なります。この中でもそういった取り組みの事例、

あるいはこういったすぐれた商品があるのですよ

というようなものをそのフェアを通じて皆さんに

広く知っていただこう、それから関心を持ってい

ただこうというようなこと、安全、安心について

理解をしてもらうと、こんなようなことのフェア

をしていると、取り組みをしているということで

ございます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

昨年ですか、私経済〇１５番（高橋伸典議員）

産業のメンバーと藤花でこの名寄市の食材を使っ

た農業フェアといいますか、加工したものを、本

当に名寄でとれた食材を使ってのパーティーにお

誘いいただきまして、名寄の食材が入ったものを

ふんだんに食べさせていただいて、こんなにすば

らしい食材があるのになぜもっともっとアピール

できないのかなという部分を私も考えまして、あ

あいうパーティーを市民にぶつけたら、この名寄

の食材のすばらしさ、そのときにはお刺身も出て

いない、何も出ていなかったのですけれども、本

当に名寄の食材だけでつくった食べ物を食べさせ

ていただきました。本当に私はああいうことが必

要ではないかなと。今の地産地消を含めての部分

でもああいう部分が必要でありますし、ぜひ計画

的に市民にアピールする部分でもああいうことが

できないのかどうかというのもちょっと後でお聞

かせいただきたいというふうに思いますし、今農

商連携がずっと進められて、江別では農業の方と

地元の企業の方、そして行政が有機的に連携して

取り組んだ結果、江別小麦めんというのをつくり

出したそうなのです。それは、本当に最高級の小

麦ハルユタカをベースにして、市内の粉末会社が

北海道小麦をブレンドして、市内の製めん会社で

めんを仕立てて、そしてラーメンだとかパスタだ

とかいろんな部分にそれをつくっているわけなの

です。そして、やはり農家の方も会社の方も行政

もそれをやったことによって年間１６６万食の食

材が販売し、０５年で１６６万食、０６年で２６
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０万食売れたと。そして、経済波及効果が２８億

円とれたというのです。やはりそういういろんな

農産物の付加価値をつけてやることがこれからの

農業を助けていくだろうし、雇用も生まれるし、

後継者も夢を持てるというふうに感じております。

そして、これは新しい生産方式の販売方式を開発

したＩＴ企業の方々なのですけれども、４６０戸

の農家の方々とカット野菜だとか冷凍加工野菜を

取り扱って、年商１０億円の売り上げをつくって

いる。また、福岡県の地元農家の方は減農野菜を

つくって、その地域にあるホテルと連携して、そ

の野菜を使ってジャムだとか加工品をホテルがつ

くり、それをホテルで販売する。月５０万円から

１００万円の売り上げがあるというのです。これ

は、やはりその地域の商工業の方の努力と農家の

方の努力と行政の方の努力が私は重要かなという

ふうに思うのですけれども、その辺名寄市として

はどのように考えるかちょっとお聞かせいただき

たいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

冒頭高橋議員のほ〇経済部長（手間本 剛君）

うから御紹介いただきました昨年たしか農業セに

ナーの後にホテルで行った食事会のことだと思っ

ておりますが、たしか私も参加させていただきま

した。種類は決して多くなかったのですけれども、

地元の食材を使って料理にして、そして地元の新

鮮さ、そういったおいしさをふんだんに皆さん方

に食べていただいた。そこにあったのは、飲み物

は地元のものではなかったのですが、食べ物のほ

とんどが、ほとんどって全部だったというふうに、

地元にこだわった食事会というふうなメーンでや

ったというところでございます。大変好評を博し

ておりました。そんなことでできないかというよ

うなお話をことしの２０年度も検討していたので

すけれども、今私のほうで考えさせていただいて

いるのは、食育立ち上がりましたし、それから地

産地消も協議会も動き始めましたものですから、

そこら辺との兼ね合いで何かそういった機会を先

ほど申し上げました地産地消フェアとは別にそう

いった皆さん方に触れていただけるようなイベン

トをできたらなと。それは料金をいただくことに

なりますから、行政が直接ということには相なり

ませんけれども、関係機関と連携しながら、取り

組めるものであればこの機会に、１回きりになる

かもしれませんけれども、取り組んでみたいなと

いう思いは正直持っているところでございます。

それから、先ほどお話ありましたように私ども

のほうで今農業者、生産者、それと商いをされて

いる方、商業の方々、こういった方々をどう行政

が場をつくって御理解をしていただいて、そうい

ったものの商品開発をできるのか、既に取り組ん

でいる事例がございますから、それはそれとして

さらに伸ばしていくということが大事なのでしょ

うけれども、新たなチャレンジの機会をつくって

いくというようなことなのだろうと思っています。

実は、ことしの５月だったかと記憶しているの

ですけれども、農業商工セにナーを開催させてい

ただきまして、北海道の食品加工研究所の永田副

所長さんお見えになって、お話をしていただきま

した。常にやっぱりそういうチャンスがあるのだ

よと、そういうものを常に心に置いておかないと

取っかかりを失ってしまうというようなお話でご

ざいまして、１０あるうち１０が成功するもので

はない、１０のうち１つの成功したら、それはも

うすぐれた取り組みだよというようなお話も承っ

ております。私どものほうの力不足かもしれませ

んけれども、できるだけそういった集まりのとき

に私どものほうから生産者あるいは商業者、そう

いった方々とも連絡をとり合いながら、こういう

お話を御紹介申し上げながら機会をつくっていき

たいなと、こんな思いをしているところでござい

ます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

私なぜこれを出した〇１５番（高橋伸典議員）

のかというと、ある名寄の商店の方というか、店

を開いている方が来年から農業と連携して加工品
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をやってみたいのだと。思いは持っている方は持

っているのです。ほかの人でも短大生がもちのア

イスクリームもつくったけれども、開発したのだ

けれども、それが販売まで結びつけなかったとい

う部分もあったそうです。やはりその部分で、も

ちのアイスクリームをつくって、おいしかったみ

たいなのですけれども、販売までいけなかった。

それはやっぱり行政として失敗だというふうに私

は思うのです。やはりこの名寄市でとれたすばら

しい食材の部分をどう外の人にアピールするか、

きょうＮＨＫのニュースでやっていましたけれど

も、札幌で各地元で加工した部分の食材を東京の

デパートの担当者が買い付けに来ているというか、

見に来ていたニュースが入っていました。やはり

そういうところにまで出せる商品を開発して、で

き上がるまで私は行政が背中を押していく必要が

あるのではないかなというふうに思いますし、こ

の農商工連携の補助金をもらうのもやっぱり個人

や何かでは無理ですから、行政がお手伝いしない

と進まない部分だというふうに思っておりますの

で、しっかりとその辺行政としてやっていただき

たいのと、そしてこういう部分があるのだという

部分をやはり広報だとか何かに出して私は進めて

いく必要があると。これだけの補助金をいただく、

きっと ０００万円だとかそれぐらいまでいただ

けるような話ししていましたので、ある程度の設

備投資してもいいのでないかなと。先日経済常任

委員会でにニトマトの工場に行ったら、手づくり

でやっていて、やはり高島屋さんと契約するには

ちゃんとした工場が必要なのですと、ジュースの

機械が必要なのですと。そこら辺はやっぱり農家

の方々と名寄の関係者が一緒になって連携するこ

とによってその補助金もいただけるでしょうし、

どんな方法でもいいから私は名寄からこういう何

とかのトマトジュースだ、すごいのが出たよ、下

川や何かもあそこのトマトは糖度が高くてどうの

こうの、テレビにも出て販売が間に合わないと言

われている、やっぱり悔しいですよね。名寄でこ

んな地元でいいものがとれているのに、そして加

工もしているのに、販売ルートまで何とか持って

いけないということが何か寂しいなという感じが

するのですけれども、その辺広報を含めて、やっ

ぱりこれから付加価値をつけて、少しでも農業野

菜が安い中でどれだけ農家の方々に反映できるか

というのが必要だと思うのですけれども、その辺

ももう一点よろしくお願いします。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員の御質問を〇経済部長（手間本 剛君）

聞いて感じたのですけれども、風連地区でもちの

特産館、これをここまで今きておりますけれども、

最初のつくりから、思いから、かけたエネルギー

とか、お金もそうなのですけれども、大変な年月

がかかったのだな、そしてここに至ったのだなと

いう思いをしておりますし、今は情報の部分でい

きますと、おかげさまで４月２０日の日にオープ

ンさせてもらいましたけれども、道の駅がいい意

味で刺激になっているのかなというふうな思いを

しております。そんな意味からすると、もっとも

っと道の駅を生かした形の中での情報、商品を売

る、販売するというだけにとどまらないで、そう

いった優良な考え方の思いがあの中にたくさん詰

まっているのだなと、そんな思いをしております。

それから、今お話ありましたようににニトマト

につきましても先般見せていただきましたし、ご

らんをいただいたと思っています。私どものほう

はその部分がどうも今越えられなかった部分なの

かなというふうな思いをしております。今ここの

農商工の部分につきましては、ソフト事業とハー

ド事業と２つに分かれておりますけれども、ハー

ドの中でも決して少ない支援ではないなというふ

うな思いをしておりますから、こういったものは

どんどんこれから皆さん方に、生産者あるいは農

家の方々、商いをされる方々のほうに情報提供す

ると同時に、何とかできないのかというようなこ

とをむしろ私どものほうから後ろを押し続けるぐ

らいの思いで取り組めたらなと、そんな思いを強
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くしています。いずれにしても、すぐれた農産物

があるのは間違いありませんので、これにどう付

加価値をつけていくかということの話になると思

いますから、それらにつきましては今後もやっぱ

りしっかりとした気持ちで取り組んでまいりたい

というふうに思っております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひよろしくお願い〇１５番（高橋伸典議員）

します。食料自給率がこれだけ低い中、北海道は

２００％を超えております。そういう安心、安全

の食材がある中で少しでも付加価値がついて、農

家の方々に反映できる制度でありますので、しっ

かりと広報のほうよろしくお願いいたします。

最後に、災害について、危機管理についてちょ

っとお尋ねいたします。先ほど答弁いただきまし

た。本当になかなか厳しいなというふうに思いま

す。その中でマニュアルがに成されていないとい

う部分が、洪水ハザードマップや何かはあるのだ

けれども、マニュアルがに成されていないという

ふうに言われましたが、やはり名寄は災害は本当

にないというのに近い幸せなまちであります。地

震もほとんどない。何年か前に震度３になったぐ

らいでほとんどないのですけれども、去年、おと

としですか、台風１５号が直撃して多大な災害を

受けました。そういった意味でも絶対ないという

のはないというふうに私は思いますし、防災計画

の中にどうすればこういう初動態勢、または足の

不自由な方々を守るだとか、体制が整えるのかを

しっかりマニュアルはに成していただきたいなと

いうふうに思いますし、このマニュアルに成につ

いていつぐらいやられるのか。防災マニュアル、

言いましたけれども、こういうふうになったとき

にこうするという部分がやはり先ほど佐々木総務

部長言われたように少ないというふうに私は思い

ますし、一番大事なのは市民をどう安全に誘導す

るだとか、どう対処するというのが一番重要では

ないかというふうに思いますけれども、その辺ち

ょっとお聞かせいただきたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど答弁させて〇総務部長（佐々木雅之君）

いただきましたのは、風水害とか地震とか災害の

種別に応じた対応マニュアルというか、住民を誘

導するマニュアルというものについては現時点で

つくっておりませんが、直接的には洪水ハザード

マップということで、名寄は名寄の歴史が始まっ

てから大震災に遭って重大な被害を受けたという

経験がない反面、天塩川、名寄川に挟まれた地域

に存在しておりまして、川の増水による洪水が発

生するというのは私が市役所に入ってからも数回

ありまして、ぎりぎりの警戒水位だということも

ありました。そういう過去の経験も生かしまして、

洪水ハザードマップということでに成させてもら

って、市民のほうに周知をさせてもらっています。

それと、実際数年前からやっております防災訓

練につきましてもそのハザードマップ、それから

名寄で想定されるであろう災害について実際に町

内会の方々をいかに誘導するかという誘導訓練等、

それから市役所の機構の中でそれぞれ役割分担等

を行って、訓練を行っています。これはちょっと

別な観点からいいますと、最近の異常気象の関係

もありまして、今まで東南から来る風が逆の方向

から風が来て、ここ数年大きな樹木が倒れて市民

生活に支障が出るということで、実際の地震では

ないのですけれども、暴風雨による樹木の倒木と

かということに対する災害は実際に訓練をしまし

て、訓練というか、実際に対応させていただきま

して、職員もそれぞれ現場対応、それから樹木の

撤去に業、それからということも含めて、ある意

味住民の方については避難してもらうことはなか

ったのですが、職員レベルではそういう部分の暴

風雨におけるときの職員の出動については経験さ

せていただきましたので、各職場に現場に出ると

きにはヘルメットかぶって出ろとか、車で出ると

きは２人体制で出ろとか、そういう具体的なカメ

ラ持っていけとかということも含めて、実際の地

震ではないのですけれども、暴風災害、台風につ
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きましては訓練が実際に起きたことに対しまして

できたのかなというふうに認識しています。

いろんな災害を想定するときにどこまで災害を

想定するかについては、例えば本州の地震多発地

３と想定される部分とほとんど経験していない部

分のところについては住民の感覚も多少温度差は

あろうかと思っています。ただ、最近でも活断層

がわからないと言われた場所の活断層が地震が起

きてから発見されたという例もありますので、慎

重に取り組んでいかなければならないと思ってい

ますが、もう少しこの厳しい財政状況の中、住民

の理解を得られる形で新たなマニュアルについて

必要性があるとすればその辺についても研究して

まいりたいと思っています。現時点では名寄の災

害は、洪水を想定したハザードマップで一定の役

割は果たせているのかなというふうに考えており

ますので、御理解賜りたいと思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ハザードマップのマ〇１５番（高橋伸典議員）

ニュアルのほうはわかりました。

まず、市民へ周知の部分で、今は何かがあると

消防からサイレンを鳴らす、また先ほど言ったよ

うにエフエムなよろですか、に緊急割り込みをし

て伝えると。また、町内会に連絡体制をしくとい

うふうに言われていますけれども、この災害起き

た場合エフエムなよろにやる、しかしエフエムな

よろが通じない地域も名寄にはあります。そうい

った部分はどうするのか。地震があって、電気が

とまったと。そうしたら、電話も通じないといっ

たときに町内会との連携をどうするのかだとかと

いう部分も私は出るというふうに思いますけれど

も、このエフエムなよろが通じない地域の対処と

いうのはどうなされるのかちょっとお聞かせいた

だきたいというふうに思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

地元のエフエムな〇総務部長（佐々木雅之君）

よろ放送がベストかどうかということについては、

聞いていただけない地域が風連の東側地域のほう

に一部あると聞いています。私は情報伝達手段の

関係につきましては、現在のところまず市民の多

くの国民の方々というのはＮＨＫのラジオとかテ

レビとか、それを中心に聞いているのでないかな

と思っています。それで、一部市外のところでは、

近隣市では街頭放送を設置しているところも聞い

ております。名寄も昔放声社というところあった

のですけれども、今はそれなくなっていますので、

また逆に言うと携３電話が相当各家庭に普及して

いるとか、それから農村地域については、ちょっ

と話が古くなるかもしれませんけれども、農村フ

ァクスが入っていて、農協から情報が一斉に流れ

るというシステムもあるやにちょっと聞いており

ます。近隣市のそのものも２０年以上前に１億数

千万円かけてつくった施設だということで、実際

には定時にチャイムを鳴らしていて、本当に防災

になったときにどういう活用ができるのか、まち

のすべてを網羅するわけでなくて国道沿いの商店

街を中心にして縦横に若干入っているという部分

で、１つは農村地区の関係のそういう緊急のファ

クス関係が有効に使えるということで、複数の伝

達手段を活用していかなければ今の時代は難しい

のかなと。それから、ハード環境でも地震が起き

た場合に今現在の通信手段が可能かどうかという

面で見ると、家庭の普及状況考えると携３電話と

いうのがかなり有効なのかと思っていまして、財

政状況厳しい中でハード環境の整備にお金のかか

るシステムを採用するか、もう少し今ある携３電

話の普及されている状況を踏まえて、それにダイ

レクトに情報を流せる方法も検討する必要がある

のでないかなというふうに考えておりますので、

御理解賜りたいと思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

携３電話、有効な手〇１５番（高橋伸典議員）

段だというふうに思います。消防団のほうもやは

り火事の折は携３のほうで通信されているみたい

で、でも若干時間がかかって連絡来るので、それ

が心配ですけれども、防災行政無線を私はつけて
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ほしいと。今現状、先ほど谷内議員も言われまし

たけれども、やっぱり今ついている部分では旧型

のものですからなかなか発信できないという部分

もありますし、本当にデジタル化の防災無線、ま

たは先ほど言ったようにスピーカーで何々が起き

たというのを連絡するだとかという部分でも使わ

れていますし、ほかにも地震発生の警告、災害の

避難命令、火災発生の知らせ、戦争犠牲者の追悼

のためのサイレン、朝昼晩子供が帰宅するときに

流す放送だとか、行方不明の捜索の依頼だとか、

交通安全月間、食中毒の予防だとか、架空取引の

振り込め詐欺に遭わないようにだとか、誘拐防止、

変質者出没のときに使うだとか、運動会の延期連

絡だとか、クマ、猿の出没だとかにもこの防災無

線は使われているというのです。だから、防災の

ときだけに使うのだったらきっと相当高い金額に

私はなるのでないかなというふうに思いますし、

今現状消防署にある連絡網であれば本当にやっぱ

り古いですし、連絡するにも時間がかかる。連絡

もつけられないという状況も出ているというふう

に思っております。本当にこの防災無線、防災が

あるからではなくて、災害がある前にやらなけれ

ばならない。先ほど言ったようにマニュアルもそ

うですし、こういう緊急システムを私は災害があ

るないにかかわらずやはり配置する部分ではない

かなというふうに思います。今北海道では恵庭市

だとか天塩町、えりも町、幕別、むかわ、鹿部、

小平、浜中、釧路市、そして札幌市という形で防

災無線が配置されていますけれども、ことしに入

りましてまた個別に防災無線配置事業ということ

で２４の市と町と村がやられます。やるためには

お金が必要ですし、財源が十分ないというのもわ

かりますけれども、市民の安心、安全のためにや

はり事前処理というか、それをやっておかないと、

いつ何があるかわからないというのがやっぱり防

災でありますし、ことし先ほど部長が言われたよ

うにゲリラ豪雨だとか本当に異常な気象になって

おります。市民の安全のためにやはりこの無線機

は私は必要だと思いますので、計画的な部分にな

ると思いますけれども、ぜひ推進していただくよ

うお願い申し上げまして、私の質問を終わらせて

いただきます。

以上で高橋伸典議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

名寄市の行政財政運営からについてを、大石健

二議員。

議長より御指名をいた〇５番（大石健二議員）

だきましたので、これより順次質問を行います。

最初に、名寄市の行財政運営から生活福祉行政

についてお聞きをいたします。昨今の物価高騰の

ありようは、まるで７０年代に２度にわたって引

き起こされたオイルショックを想起させ、当時店

頭の陳列商品の何もかもが値上がりしたあの狂乱

物価の時代をほうふつとさせます。この物価高騰

とも相まって不慮の病気やけが、不測の失業や事

故などさまざまな事情を抱え、日常生活のありと

あらゆるところで大幅に切り詰めざるを得ない、

文字どおりつめに火をともすそうした生活を余儀

なくされる市民も少なくありません。とりわけ支

給額の薄い年金生活を送る高齢者、入院、通院に

伴う治療費の出費で生活が圧迫されている障害者、

また就労の機会に恵まれず収入が途絶している中

高年の方々の中にはもはや節約、倹約の域を超え

た容易ならざる厳しい生活に直面しています。こ

うしたそれぞれに異なる不遇な事情を抱えた生活

弱者となった、あるいはなりつつある市民の皆さ

ん、いわば駆け込み寺、あるいは最後のよりどこ

ろとなるであろう名寄市の生活福祉行政における

救済施策、あるいはセーフティーネットの対策に

ついてお知らせをください。

次に、名寄市の行財政運営から行財政改革等に

ついてお聞きをいたします。第２回定例市議会で

は、島市長より名寄市行財政改革推進実施本部を

設置したという行政報告を拝聴いたしました。こ

の行政報告では、島市長を本部長とする同実施本

部は、組織機構、使用料、補助金、負担金、公共
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施設のあり方の３つの検討部会を設け、効率的な

行政運営、健全な財政運営推進に向けて事業の見

直しに取り組むと述べておられます。しかしなが

ら、この７行２００字足らずの行政報告からは名

寄市行財政改革推進実施本部の設置の背景や組織

の構成、機能と権能などが一切が不明で、私は第

３回を数えた今定例会の行政報告において詳細な

報告があるものと期待をしておりましたが、残念

ながら片言隻句、一言半句たりとも触れておられ

ません。名寄市行財政改革推進実施本部とは一体

どのような組織なのか、これまで回を重ねて行わ

れたであろう協議経過と今後の日程、各検討部会

におけるそれぞれの推進項目の要点についてお知

らせをください。

以上、この場での質問を終えます。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

議員から名寄市〇福祉事務所長（中西 薫君）

の行財政運営に関し大きく２つの項目について御

質問がございました。１点目の生活福祉行政につ

いては私から、２点目の行財政改革等については

総務部長から答弁をさせていただきますので、よ

ろしくお願いをいたします。

まず、生活福祉行政についてお答えをさせてい

ただきます。原油価格の高騰は、次々と市民生活

に大きな影響を及ぼしており、今までの物価の優

等生の代表と言われた卵などでも例外ではなくな

っております。一方、市民の所得はこれに見合っ

た増加が伴っておらず、家計への影響は厳しさを

増しております。これから灯油の需要期を迎え、

この地に暮らす者の必需品である暖房灯油代はさ

らに家計負担を増すものと考えており、このこと

は生活弱者と言われております低所得者層に与え

る影響はより深刻なものと危惧をしております。

御質問のございました生活福祉行政におけるセ

ーフネットでございますが、市では各地域の民生

委員児童委員を名寄市福祉委員に委嘱いたしまし

て、地域の皆様の御相談、見守りなど、地域福祉

のかなめとして御活動をいただいております。内

容によりまして福祉委員では対応ができない場合

や行政事務にかかわる部分につきましては担当部

局、例えば高齢者の場合は高齢福祉課あるいは地

域包括支援センターで、障害者の場合は障害福祉

課、生活保護、子育ての場合は社会福祉課で御相

談をいただき、それぞれの窓口での適正な対応に

努めているところでございます。また、市ととも

に地域福祉の中核を担う社会福祉協議会において

も町内会行政区ネットワーク事業などを通じまし

て、特に高齢者に対し地域福祉サービスの提供や

ニーズの把握を行っているところでございます。

さらに、障害者自立支援法の施行に伴いましてＮ

ＰＯ法人や社会福祉法人が地域に暮らす障害者等

の生活相談窓口に取り組んでおりますので、それ

ぞれの専門性やノウハウを活用しながら、連携し

て役割を担ってまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから（２）の行財政改革等についてお答えしま

す。

名寄市は、平成１８年７月に社会の変化に対応

した簡素で効率的な行財政運営を推進するため名

寄市行財政改革推進委員会を設置し、委員長に当

時の副市長が当たり、１９年２月に新名寄市行財

政改革推進計画を策定し、合併による事務事業、

制度の一元化、業務の質、量に応じた職員の配置、

民間活力の導入等の行財政改革に取り組んできま

した。また、昨年６月には地方公共団体の財政の

健全化に関する法律が成立し、財政健全化の判断

指標である４つの指標、１つは実質赤字比率、２

つは連結実質赤字比率、３つは実質公債費比率、

４つ、将来負担比率の公表と比率に応じた健全化

計画等の策定が義務づけられました。平成２０年

度予算は、財政健全化法を念頭に置きながらも新

名寄市総合計画の具体化を最優先にしたため、６

億円を超える基金に大きく依存せざるを得ない予

算編成となり、一、二年で財政調整基金がほぼ枯
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渇してしまう状況になりました。合併後１０年を

経過すると、合併算定がえで財政支援されてきま

した４億 ０００万円の普通交付税の減額が始ま

り、合併１５年後はこの金額はゼロになり、さら

に名寄市の財政状況は大変厳しいものになってく

ることが想定されました。この危機的な状況を打

開すべく、よりスピード感を持って行財政改革を

推し進めるため４月に新たに市長を本部長とする

名寄市行財政改革推進実施本部を設置し、組織の

スリム化、使用料、手数料、負担金、補助金の見

直し、公共施設のあり方など、既得権や既成概念

にとらわれずに実施すべく以降３つの検討部会を

設け、議論を進めているところです。

組織・機構検討部会では、合併に伴い一部肥大

化した組織を市民サービスを考えながら簡素で効

率的な組織機構にスリム化を図る、使用料・手数

料及び負担金・補助金見直し検討部会では各種事

業の見直し、一定の見直し、基準の取り組み、公

共施設のあり方検討部会では民間活力の導入、重

複している施設の統廃合、老朽化した施設のあり

方等の検討を進めているところであります。各部

会では、それぞれ新名寄市行財政改革推進計画の

個別課題推進計画７２項目の推進状況の検証、負

担金評価調書、補助金評価調書、使用料手数料評

価調書、公共施設の管理調書の資料の提出を各担

当課に求めて、部会で見直しの議論、判断を行っ

ています。補助金につきましては、５月下旬に交

付をしている団体に対し、見直しに業を進めてい

る旨通知をさせていただきました。これまでの間

組織・機構検討部会は３回開催し、事務局案を提

示しました。９月１６日に４回目の部会を開催後、

再度職場会議を開催する予定でおります。使用料

・手数料及び負担金・補助金見直し検討部会は４

回開催し、負担金及び補助金の内部協議がほぼ終

わり、使用料及び手数料の協議に入っています。

公共施設のあり方検討部会は１回開催し、各職場

から意見を集約しましたので、それをもとに部会

で検討を進めてまいります。部会の進捗状況につ

いては、８月７日に開催されました総務文教常任

委員会で説明をさせていただきました。各部会と

もあと数回開催する予定であり、実効のある見直

し案をつくり上げ、実施してまいりたいと考えて

います。

当然ながらこれら見直しは、市民の理解、協力

がなければ進められるものではありません。一定

の整理がついたもの、固まったものについては該

当する各団体と市民にお知らせをし、理解を得て

まいりたいと考えています。３つの部会では年内

までに取りまとめを行い、行財政改革に取り組ん

でまいります。まとめにつきましては、整理をし

てお示しをしてまいりたいと考えておりますので、

御理解賜りたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇５番（大石健二議員）

だき、ありがとうございます。

それでは最初に、福祉行政のほうから再質問を

させていただきます。それぞれ事情によって窮地

に陥った市民が生活福祉行政のそれぞれの御担当

される窓口に訪ねて、相談に乗っていただくとい

うようになっていくのであろうと思うのですが、

取り急ぎどうしても先ほど最初の質問でも申し上

げたように不測の事態、あるいは不慮の事故、あ

るいは病気、けが、そういったものでよんどころ

なき事情におかれて生活が非常に困難だというよ

うな場合については、やはり生活福祉部の中でも

緊急的に資金の援助が得られるかなというふうに

考えられて、市民の大半の方が生活保護の窓口を

訪れるのではないかと思うのですが、いかがでし

ょうか。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

議員おっしゃる〇福祉事務所長（中西 薫君）

とおり、私どもことしの４月から社会福祉課のほ

うに生活保護の相談員を配置をさせていただきま

した。現実に御相談をいただきまして、実際に生

活保護に至らない場合も数多くございまして、そ

ういった場合につきましては担当者の知識力とい
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いますか、持っている今までの経験をもとにそれ

ぞれの担当課のほうに違う制度で救済できないか

ということで、そういう相談をさせていただいて、

いろいろな窓口に行くのではなくて、まずそこで

相談を受けるような体制を現在構築させていただ

いている次第でございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、焦点がぼけ〇５番（大石健二議員）

ないように今回は生活保護にテーマを絞って質問

させていただきたいのですが、以前の定例会の中

で私保護費の支合いについて相談に訪れて、申請、

そして支給というような、そういう手続に入ろう

かと思うのですが、その際に、ちょっと記憶でお

話をするので、大変恐縮なのですが、またテーマ

がテーマで非常にデリケートなところがあるので

すが、生活保護費の支給の決定の際に、８つの扶

助があろうかと思うのですが、それぞれ扶助額、

数種類の扶助額が合計されて支給されるというケ

ースにおいて、本来加算しなければならない扶助

額の支給を失念をして、後日さかのぼって支給を

したなんていうケースはあるのでしょうか。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

生活保護の内容〇福祉事務所長（中西 薫君）

につきましては、今お話のありました生活扶助で

すとか住宅扶助、それから教育扶助とかいろんな

部分の中で構成をされているというふうに思って

おります。生活保護の申請を受けて、その申請者

に対してどういう決定がなされるかという部分に

つきましては、ケース会議の検討の結果に基づき

まして保護費の決定がされる状況になっておりま

す。その後いろんな調査なり、家庭訪問等々をケ

ースワーカー行っておりますので、そういった中

で未支給の部分があるのであれば更正がされるで

しょうし、過支給がある場合についてはその事実

があった日からさかのぼって返していただくよう

な手続についてはあるというふうに判断をしてお

りますが。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

以前先ほども申し上げ〇５番（大石健二議員）

たように生活保護に伴って道内の自治体で、医療

扶助でなかったかなと思うのですが、とんでもな

い金額が支給されていたなんていうケースがあっ

たと。本州のほう、あるいは九州のほうで職員に

よる、言葉が適当かどうかわかりませんが、流用

あるいは着服というケースがあったというような

事例も用いてお話をしたケースがあったのですが、

こうした不に為の事故からに為に変わるなんてい

う想定はありませんか。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

現在私どもは生〇福祉事務所長（中西 薫君）

活保護システムという電算化によって生活保護の

支給を行っております。担当者、担当しているケ

ースワーカーが行って、先ほど議員がおっしゃっ

たようにどういう費目に該当して、幾ら支給する

かという決定をした後、係長が決裁をし、支出担

当のほうの庶務係のほうに流れてまいります。こ

の一連の流れにつきましては、最初に決定する段

階では紙ベースと、それから電算化の中にデータ

を送り込んでまいります。そこら辺の部分につき

ましては、人の手が加わる要素というのは非常に

少ないというふうに思っております。

一方、滝川のお話が出たかと思いますが、移送

費に関しまして非常に大きな額での不正がござい

ました。これは、保護受給者の方が輸送会社と結

託をいたしまして保護費の不正受給があったわけ

でございますけれども、内容につきましてはタク

シー会社の会社の口座に入るのではなくて会社の

代表者の個人の口座に入ったというふうに調査が

なされておりまして、そういった面ではちょっと

支給のあり方そのものについても滝川市は少し責

任を問われたのかなと思っております。現在私ど

ものほうで移送費に関する目立った高額なものは

ないというふうに聞いております。

現状私どもの保護費の支給のあり方について問

題や課題となるようなものについてはないという

ふうにお答えをさせていただきたいと思います。
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大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、生活保護の〇５番（大石健二議員）

ところへ市民の方が相談に来られたと。申請まで

の間に相談に乗っている際に就労の可能性のある

方にはやはり就労の指導を行っていますよね。い

かがですか。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

現在の保護費の〇福祉事務所長（中西 薫君）

流れというのは、自立支援ということを基本にし

ております。したがいまして、就労の可能性のあ

る者につきましては就労をまず優先にして、そこ

に足りないものを保護費として支援をしていくと

いうふうに理解をしております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

昨今ちょっと札幌でも〇５番（大石健二議員）

あったかなと思うのですが、相談者に対して、名

寄の場合です、ちょっとあれなのですが、ちょっ

と長いので、あれなのですけれども、一般労働派

遣事業者あるいは有料職業紹介業を名指しで紹介

している事例はありませんでしたか。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

特にどこにも就〇福祉事務所長（中西 薫君）

労を求めるというような場所が見出せない、例え

ば職安に行くつもりもないとかという場合のこと

もございまして、そんな場合について日々そうい

うところ派遣している会社も名寄にありますので、

そういった部分について新聞等に記載があって、

募集はしていますよというお話はさせていただく

ことがあるというふうに思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それは、名寄市の職業〇５番（大石健二議員）

紹介、事業所名を出して紹介するというのは職業

安定法には抵触はしないのですか。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

うちのほうがあ〇福祉事務所長（中西 薫君）

っせんするということではなくて、こういうこと

で日々の求人募集が出ていますよということでお

話をさせていただいているつもりでございますの

で、御理解をいただきたいと思いますが。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

重ねて、しつこいので〇５番（大石健二議員）

すけれども、名寄市自体が厚労大臣の許可を得な

いで特定の事業者名を出すということ自体が職業

紹介というのは本来的な適切な指導になるのでし

ょうか。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

基本的には公共〇福祉事務所長（中西 薫君）

職業安定所さんと、ハローワークさんとつながっ

て、就労支援という形の中で求職をしていただく

ことが適切かというふうに思っております。しか

しながら、そこにも行かないという方もいらっし

ゃいますので、そういった場合どこにも職がない

ではないかというときの話の一環としては、こう

いうところもあって、募集して、仕事が全くない

というのは違うのではないでしょうかということ

はお話しすることがあると思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

重ねてしつこいなと思〇５番（大石健二議員）

われるかもしれませんが、本当に問題はないので

しょうか。無届けという形、あるいは許可をいた

だかないで紹介ということで問題はないのですか、

本当に。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

担当者と協議を〇福祉事務所長（中西 薫君）

して正式にお答えをさせていただきたいと思いま

すが、こういうところがありますよ、ここに行っ

てくださいではない、ここで働いてくださいと言

っているわけではなくて、保護者の抗弁としてど

こにも働くところがないではないかと、だから私

は働けないというようなお話があったときに、こ

ういう記事も載っていて、実際に求職もしていま

すよという情報を提供しているというふうに私は

理解をしております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間だけ過ぎてしまい〇５番（大石健二議員）

ますので、次に移らせていただきます。
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次に、行財政改革等にかかわる再質問を行いま

す。先ほど佐々木総務部長よりお答えをいただき

ましたが、名寄市の定例会は３カ月刻みのタイム

スパンで開会をされていると。ですから、年４回

開会をされているのですが、その都度定例会では

島市長から行政報告が行われている。ただ、残念

ながらことしの４月２８日設置されました実施本

部、４カ月が経過した中で本来であればこの第３

回定例会で口頭で報告を、質問されたから報告す

るのではなしに行政報告の中で中間報告というも

のがあってしかるべきだろうというふうに考える

のですが、いかがでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

４月の末に市長を〇総務部長（佐々木雅之君）

本部長とします行財政改革推進実施本部を立ち上

げまして、その後６月に行政報告の中で一定の説

明させていただきまして、他の議員から質問があ

りまして、そこには市長をなぜ本部長にしてやら

なければならなかったのかとのことにつきまして

も、例えばことしの予算編成の１月時点でなかな

か合併したことによる事務事業の一元化も進まな

いという状況の中で、市長査定という手順を踏み

ながら、議員の皆さん方のほうにも今後事務事業

の統一の方向性についてすぐ取り組めるものと多

少時間かかるものと、保育料のように合併してか

ら１０年かけて一定の完結を見るものと、そうい

う通常の行財政改革よりは合併したことによって

それぞれ１００年の歴史を持つまちづくりをやっ

ていた中でなかなか即事務事業の一元化はできな

いという部分もありまして、それが先ほど言いま

したように１０年たつといや応なしに、合併を選

択したことによりましていや応なしに合併算定が

えという財政支援がだんだん、だんだん消えてい

って、１５年ではゼロになると、こういう状況の

中で市長を本部長にした理由も含めまして３部会

の設置した経過とどういう議論を展開させるのだ

ということも含めまして、一定の説明を６月の一

般質問の中でお答えさせてもらうことにしました。

その後ちょっと組織的な諸課題もありまして、そ

れ以降の進展状況がちょっと進みが弱かったこと

もありまして、９月の議会では６月の議会でお示

しした内容よりも余り進んだ状況でなかったので、

もう一つは根っこには中期財政の状況が予算編成

の時点でも市広報等で周知しましたが、相当予想

外に大きく収支不足が出てしまって、６億円を超

える状態になってしまったと。それにつきまして

は、１９年度決算委員会に新たな中期展望の財政

計画をお見せしたいと。そういう時期の中で、９

月の行政報告の中では特に６月の時点から大幅に

進んだ状況なかったものですから、財政計画はこ

ういう状況になって、相当ひどくなっていると。

それに向けて一定の行財政改革はこのようにした、

組織改革の関係についてはこのようにスリム化を

図ってきましたということを、今日程決まりまし

たけれども、１０月末の決算委員会に日程の報告

はさせてもらおうと思っていました。全体的にい

いますと、年内、１２月までには一応組織、それ

から補助金、それから公共施設のあり方について、

場合によってはちょっとすべてのに業がおくれぎ

みでしたので、年度内には一定の取りまとめをし

て、最終的に予定では１２月、結果的には年度内

に報告できるような取りまとめ方をしようと考え

ておりましたので、そういう面ではちょっと６月

議会で質問があって一定程度お答えしたとはいい

ながら、説明が不十分だったことについてはおわ

び申し上げたいと思っています。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

佐々木部長の丁寧な答〇５番（大石健二議員）

弁を聞いてしまうと次の質問の矢を放ちづらいの

ですが、あえて質問を続けさせていただきたいの

ですけれども、この中間報告がないということも

さることながら、そもそもこの名寄市の行財政改

革推進実施本部というのがようわからないと、正

直申し上げると。先ほど御説明はいただいている

のです、市長を本部長とするという。ただ、この

結果として、既存の委員会なりございますよね。
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行財政改革推進委員会、こちらは先ほど佐々木部

長のほうから御説明があったように副市長を委員

長とすると。これは、行財政改革の推進と進行管

理を行うと。もう一つの委員会が行財政改革実施

委員会、これは佐々木総務部長を委員長とする各

部の課長さんを委員とした構成で組織をされてい

る委員会があると。これら２つの既存の委員会、

どちらも委員会ですね、委員会とこの本部、この

本部と委員会の関係、位置関係が不明であるのと

同時に、そもそもが先ほどから６月の定例会でも

質問があったので、お答えをしたという丁寧な御

説明をいただいたのですが、基本的にアナウンス

が不足しているなという感じがいたします。以上

の２点いかがでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど実施本部を〇総務部長（佐々木雅之君）

つくったことにつきましては、１つは市長の意気

込みも示すこと等ありまして、このような組織立

てをしました。中身については、行財政改革推進

委員会のトップに本部長であります島市長が就任

したということで、事実上は中身は変わっており

ません。それから、行財政改革実施委員会につき

ましては、当時の総務部長と、それから指定する

課長職を委員にして、こういうふうな推進項目の

調査研究、それから事務事業の見直しを行うとい

うことになっていましたが、これにつきましては

総務部長だけの一部長だけの推進体制では十分議

論を含めてなかなか難しいということもありまし

て、そこにつきましてはカテゴリー別に、さっき

言ったように組織機構と、それから補助金、使用

料と、それから公共施設のあり方について３つの

部会を設置して、そこにそれぞれ総務部長、生活

福祉部長、教育部長をはめまして、そういうふう

な形での組織を再構築しました形で実施させてい

ただいております。確かにその辺の部分も総務文

教常任委員会に８月７日には説明させていただき

ましたけれども、今までの取り組み状況がＰＲも

含めて十分だったかどうかについては、不十分だ

ったなという認識をしております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

くどいというふうに言〇５番（大石健二議員）

われそうなので、恐縮しながらもちょっと質問す

るのですが、この２つの委員会に今回の本部、実

質的な機能を果たしていないというような、聞き

間違いかどうかわかりませんけれども、そういっ

たものを含めて新たにこの本部を起こしたという

ことで、少なくてもやっておられる業務の内容が

行財政改革ですよね。２つの委員会に新たに本部

を設置するということは、だれが見ても屋上屋を

重ねることにならないかと思うのですが、いかが

ですか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

当時の手続的なこ〇総務部長（佐々木雅之君）

とちょっと私よくわからなくて申しわけないので

すが、現実的には行財政改革推進委員会と行財政

改革実施委員会につきましてはこの実施本部のほ

うに移行したというふうに私考えておりまして、

ダブって両方で審議をしているというのではない

というふうにして理解しています。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

この１９年２月に日付〇５番（大石健二議員）

が入っている新名寄市行財政改革推進計画という

のがあるのですが、これは全部で７２項目ござい

ました。今回３つの検討部会でそれぞれ各部長を

充ててやって、年内にまとめていきたいというこ

となのですが、７２項目というのはこの３つの検

討部会の中ですべてが網羅しているわけではない

のですか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

これもちょっと説〇総務部長（佐々木雅之君）

明の仕方が不十分かもしれませんけれども、６月

の他の議員の御質問の中で組織・機構検討部会と、

それから使用料、公共施設のあり方の関係につい

てすべてをそこに網羅する形で役割分担としてき

ちっと張りつけをしましてに業を進めるようにし

ておりますので、漏れている部分についてはない
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と考えております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

事ほどさように不明な〇５番（大石健二議員）

点が結構ございますので、遅まきながらでも結構

ですので、ぜひとも次月の広報等で周知を図って

いただきたい。あるいは、名寄市のホームページ

を使って、目と耳だとかいろんな視聴覚に訴える

ような広報をお願いしたいと思います。

１つ、最後になるのですが、名寄市の行財政運

営に関連をして島市長にちょっとお尋ねをしたい

点がございます。今定例会は、１日に開会をして、

最終日が１２日になっています。うちこの本会議

場で審議をやっているのが４日間、残り８日間は

休会となっています。私一般質問初日に通告をい

たしました。一般質問の通告は９月１日から３日

までというふうになってございましたが、ごらん

になっていただいているのだろうなと思うのです

が、お手元のこの質問文書表というのがあるので

すけれども、拝見をすると同僚議員の質問は微に

入り細にわたって書いてございます。では、あな

たはどうなのだと言われると、４番目の大石はた

った３行しか書いていないと。これは、前回第２

回定例会も実は３行足らずの質問の通告なのです、

私。一般質問の答弁書をつくる担当の皆さんには

大変申しわけないなと思いながらも、今回６月の

定例会と９月の定例会、これは意図的に実は簡潔

な文章で質問をさせていただきました。何でだと

いうと、私一般質問を通告をしてから翌日あるい

は翌々日ぐらいに一般質問の通告に対する部課長

さんになるのでしょうか、こちらの方がヒアリン

グと称して質問の内容について詳細を聴聞される

という時間が設定されておりました。お手元の質

問表を見ていただいてもおわかりになるように、

ここまで詳細に質問の内容をブレークダウン、落

とし込んでいて、なおかつ質問の通告に対するヒ

アリングというものが果たして必要なのかと。こ

れは、忙しい職員の皆さんが３日から４日、５日

と土曜日、日曜日を挟んで答弁書をに成しておら

れるようですけれども、こういった行財政改革の

一環からも一般質問にかける時間がかなりとられ

ているように思われます。仄聞するところによる

と、一般質問の通告に従ってヒアリングを行いた

いというのはどうも執行者の側のほうから議会に

対して申し入れがあったという話なのですけれど

も、いかがですか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

旧名寄市の過去の事例〇市長（島 多慶志君）

をちょっとお話をしたいと思いますが、第２代目

市長、３代目市長の時代はこのようなことはやっ

ておりませんでした。本会議で一たん答弁が食い

違いますと、半日ぐらいは日程が完全に議事進行

がかかって進まないと。ですから、議会の日程が

定まらないと、こういうことがしばしばあったと

いうふうに記憶をしております。桜庭市長時代か

らそれまでの反省も含めて、議員の皆さんが質問

をする場合にはその質問の趣旨について答弁する

のに遺漏のないように、あらかじめ議場でお伺い

する前にそのような聞き取りと申しましょうか、

させていただくと、こういう運びを続けておりま

すから、もう２０年以上になりました。このこと

は、一面的には議会の議員にとりましてはこの議

会日程がスムーズに１人持ち時間１時間の中で空

白時間のないやりとりができると、こういうふう

に私も思っておりまして、新市になりましてから

も以降そのように私どもは部長会議、庁議でその

ような議会対応を真剣にさせていただいておりま

す。

今までの議員の中で、もう退任した議員も含め

てこのような２行か３行というケースはありまし

た。実際に聞き取りをしてもなかなか聞かせても

らえないと。これは、その議員の持ち味ですから、

それ以上のことは追及はできません。できません

が、私は市民の皆さんがどの議員がどういう質問

をするのかと、それに対して理事者がどういう答

弁をするのかと、このことがしっかりと監視をさ

れているのではないかと、こんなふうに思ってお
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ります。それだけに事前にこのような通告を受け

た事案に対して私どもは相当の時間を持って答弁

をさせていただいておりますし、私が答弁をしな

いケースであっても名寄市行政体の全体の意見統

一を図って答弁をしていると、こういうふうに受

けとめていただきたいと、こんなふうに思ってお

ります。

大石議員、今の質問〇議長（小野寺一知議員）

に対してまた再質問ですか。

くどい質問ではないで〇５番（大石健二議員）

す。

私から申し上げます〇議長（小野寺一知議員）

けれども、名寄市議会の今までの経緯の中で一般

質問については具体的に質問を通告してください

ということを議会要覧の中に申し合わせ事項で述

べております。それは、今までの経緯の中でそれ

が最大の進め方だというふうに理解をして今まで

きているわけでして、それに対して不都合を述べ

るということはちょっと差し控えていただきたい

し、これからも一般質問するときについては具体

的な通告をしてやっていただきたいというように

思いますので、それらを御理解して質問するので

あればやっていただきたいと思いますが。

大石議員。

決して今まで積み上げ〇５番（大石健二議員）

てきたものに対して昨年の選挙で当選した私がと

やかく言うものではなくて、今までこう行われて

きていること、一般質問の通告制度に倣って、さ

らに追加で担当職員によるヒアリングが行われて

いるということ自体が果たして時代にマッチして

いるのだろうかという私の素朴な疑問と、それに

対してかつて行政の執行側のほうからヒアリング

に対して議会に対して申し入れを行われたと。そ

れが時間が経過していて、かなり高位にある職員

の方がほぼ８日間近くですか、それが全部とは言

わないのですが、今定例会で見ても８日間近く一

般質問に対する時間が割かれているということ自

体にいま一度立ち返って、振り返ってみて、いか

がなものだろうというふうに反省をする、反省と

いう言葉が当たっているかどうかわかりませんが、

見直す観点は、余地はあるだろうというふうに考

えて、今回島市長にお話を聞いています。よろし

いですか。

それで……

ちょっと待ってくだ〇議長（小野寺一知議員）

さい。日程のことについては、議会運営委員会で

議論をして、市長の都合であるとか、あるいは名

寄市の行事であるだとか、そういうものをかんが

みながら日程を決めているという、そういうこと

がございますので、ですから一概に間が８日間あ

いているから、それをもっと詰めるべきだという

ことにはなっていかないだろうというように考え

ますので、それらを含めて、これからもそういう

ことがあり得るということを理解するのであれば

答弁をいただいても結構だというふうに思います

が。よろしいですか。

よろしいですか。〇５番（大石健二議員）

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、会期について云〇５番（大石健二議員）

々は申し上げていないのです。一般質問の通告に

従って行われているヒアリングについてそろそろ

見直してもよろしいのではないかと。議会と執行

者の側に緊張感を欠くような一般質問の場であっ

てはならないという、そういう私なりの思惑はあ

ります。午前中の吉原生活福祉部長が緊張してと

いうお話をされていました。今回第３回定例会で

初めて一般質問の答弁に立っておられる。こうい

う緊張感というのはなかなか入念に準備をされた

答弁書を手にしていても答弁漏れがあるという、

そういう緊張感というのはある意味で議会と執行

者の側で、大変ちょっと語弊があろうかと思いま

すが、お互いのシナリオを読むという、そういう

ことではなしに議場でやはりかんかんがくがく１

時間という６０分の持ち時間の範囲内で緊張感を

持った質疑応答が行われてしかるべきだと。その

ためにはあらかじめ入念なヒアリングが行われて
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いては緊張感を持った質疑応答というのが果たし

て可能なのかどうかという、それが私の真意でご

ざいます。

（「議長」と呼ぶ者あり）

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまの大石議員〇１８番（黒井 徹議員）

の質問については、議会側と執行者側の一つの立

場の違いがあって、それぞれの考え方で今まで運

営してきたというふうに私も考えているわけで、

今大石議員の質問については、質問のそのことに

ついては議会改革、あるいは議運で協議すべき事

項ではないかというふうに考えますので、ちょっ

と休憩をとって調整をさせていただきたいと思い

ます。

暫時休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ２時４６分

再開 午後 ２時５７分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

ただいま大石議員の発言に対して黒井議員のほ

うから議事進行がかかりましたけれども、議会の

今までの経緯について協議いたしましたところ大

石議員には理解をいただきましたので、再開をし

て議事を進めたいというように思います。

なお、大石議員から発言を求められております

ので、これを許します。

大石議員。

長い間の慣行と習慣に〇５番（大石健二議員）

基づいて行われている議会の運営について多少抵

触するところがあるというお話でございました。

ただ、私の今回この質問の中の要旨としては、

会期中に一般質問にかかわる業務の中で非常に高

位にある職員の方の消費されるであろう、使われ

るであろう労働時間、執務時間がかなり一般質問

にかかわる時間に費やされているのではないかと、

そういった意味で今回の行財政改革の中でその執

務労働時間の短縮、縮減にかかわって見直しの対

象となる必要があったのではないかと、あるいは

業務時間の短縮に向けて何らかの見解、検討の余

地があるのではないかという私の趣旨でございま

した。

以上で大石健二議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１５時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５９分

再開 午後 ３時１５分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

農業振興施策について外２件を、植松正一議員。

議長より御指名をいた〇２番（植松正一議員）

だきましたので、通告順に従いまして、順次質問

をさせていただきます。

まず、大項目の１点目は、農業振興施策につい

てでございます。名寄市の基幹産業である農業を

取り巻く現状は、農家人口の減少、高齢化、農産

物価格の高騰を初め肥料、飼料、農業生産資材価

格等々、農業経営はかつてない危機的状況であり、

今後さらなる状況の悪化も大いに予想され、来年

以降の農業経営が成り立っていくかいかないか、

本当に危機にさらされていると思っております。

名寄市も新名寄市農業・農村振興計画を１９年か

ら２８年度まで樹立していますが、このままでい

くと農家経営者、担い手不足が大いに予想される

ことはほかならず、夢の抱ける農業づくりはでき

ないのではないかと思っております。今後は国、

道の農業施策は施策として、生産者、ＪＡ、行政

の役割を明確にして、新しい独自の名寄市の農業

ビジョンをに成する必要があるのではないかと思

っております。

そこで、１つ目に、燃料、資材高騰への行政と

しての支援対策について、価格高騰の影響と支援

策の内容についてお知らせを願いたいと思います。

２つ目に、農業労働力の確保と法人化について

でございます。今後農家戸数や家族労働力の減少
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により、他に農業労働力を確保しなければ営農が

難しい状況にあり、農業労働力の確保対策と法人

化の推進についての考え方をお聞きしたいと思い

ます。

３つ目に、土づくりについてでございます。農

業の基本である土づくりがないがしろにされてい

るような感じしております。近年家畜ふん尿処理

施設などが整備されており、耕畜連携を含め土づ

くり推進をすべきではないかと考えております。

考え方をお伺いしたいと思います。

４つ目に、市営牧野母子里地区、名寄地区の統

一についてでございます。両牧場の管理運営の内

容と統一に向けての課題について伺いたいと思い

ます。

次に、大項目の２点目、市有地の現況について。

現在合併後の制度の統一や新名寄行財政改革推進

計画の推進に伴いまして４点ほど質問させていた

だきます。１つ目に、遊休地の保有状況について。

現在遊休地となっている土地総体の面積とその中

でも緑丘第２団地跡地のような面積も広く未活用

の土地はどの程度あるのかお知らせ願いたいと思

います。

２つ目に、遊休地の活用計画は。遊休地をその

ままにしていると雑草などが生えてくるため景観

上も好ましくない、早急に遊休地の利活用を検討

すべきと考えるが、返答をお願い申し上げます。

３つ目に、現在予定されている遊休地の活用に

ついて。現在予定されている遊休地の活用経過は

あるのか伺いたいと思います。

４つ目に、遊休施設、旧職業訓練校に陳列され

ている農機具などの一般開放について。市民から

寄贈を受けた文化財でもあり、整備と活用方法が

どのようになっているのかお聞かせを願いたいと

思います。

大項目の３点目、公営住宅ストック総合活用計

画についてでございます。１つ目に、公営住宅の

年次計画と北斗地区建てかえ計画についてでござ

います。昨年の１０月に策定した公営住宅ストッ

ク総合活用計画が平成２０年より新たにスタート

しましたが、今後の公営住宅設備計画がどのよう

に進められるのか、また北斗団地の建てかえによ

る入居者への対応はどのように進めているのかお

知らせ願いたいと思います。

２つ目に、今後の環境整備、維持管理に関する

基本的な考え方について。今後計画に基づいて団

地の建てかえが進められますが、建設後において

周辺の緑地などの管理や除排雪の管理はどのよう

になっているのか質問をさせていただきます。

以上をもちましてこの場での質問を終わります。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま植松議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で３点にわたり御質問がございま

した。１点目につきましては私のほうから、２点

目につきましては総務部長から、３点目につきま

しては建設水道部長からのお答えとなりますので、

よろしくお願いをいたしたいと思います。

初めに、農業振興施策についての燃料、資材高

騰への行政としての支援対策についてのお尋ねで

ございます。名寄市における農業関係への影響の

見込みにつきましては、ＪＡ道北なよろが平成１

９年度実績に基づきまして平成２０年度見込みを

試算したところでは、燃料関係で１億 ８００万

円、肥料で約４億 ４００万円、温円資材、包装

資材、配合飼料関係で約 ２００万円、合計で６

億 ４００万円の影響と試算されているところで

ございます。特に肥料高騰の影響が心配されてい

るところでございます。飼料関係は、ホクレンが

メーカーとの交渉、早期手配等で値上がりを圧縮

しても平成１９肥料年度、これは平成１９年７月

から平成２０年６月までの分でございますけれど

も、その当初対比で約６０％の値上がりというふ

うになっているということでございます。このこ

とを受けまして、ＪＡ道北なよろでは組合に対し

て早期取引奨励で化成肥料、それからＢＢ肥料、

それから単肥、単独の肥料、燐安これらの価格低

減をすべく対策を行い、約３０％の値上がりに抑
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えられる模様でございまして、申し込みの状況に

もよりますけれども、約 ０００万円ないし ０ 

００万円の支援となるのではないかというふうに

伺っているところでございます。

国、道が講じる対策では、省エネルギー技術設

備及びバイオ燃料、バイオマスエネルギーの開発

導入促進に対する補助事業あるいは融資事業、燃

料等に関する税制措置、経営の維持安定に必要な

資金の融資が予定されておりますが、直接的な対

策は現在のところ示されておりません。市の支援

分につきましては、燃料、資材高騰の影響で農業

関係だけではなく他産業分野や市民生活全般への

影響も懸念されておりまして、そうした中で今後

の国、道の総合的な対策を見きわめる必要がある

と考えているところでございます。

次に、農業労働力の確保と法人化についてお尋

ねをいただきました。市内における農業従事人口

は、農家戸数と同様に年々減少してきており、平

成２年に ７８７人の従事者に対しまして平成１

７年には ３３２人と３ ４％も減少しており、 

平成２８年には ０５４人程度に減少するものと

見込まれております。農業も機械化が進んだとは

いえ、野菜や畑に、酪農等は農業労働力を要しま

す。労働力確保につきましては、即効的な対策が

見当たらない状況であります。現状の対策といた

しましては、１つ目にはコントラクターや酪農ヘ

ルパーなど農業支援組織の育成、活用の推進、２

つ目には農に業の共同化、外部委託による労働力

の軽減、３つ目には外国人研修生の受け入れ態勢

の充実、４つ目には新規学卒、Ｕターンなど担い

手育成支援の充実、５つ目には積極的に新規参入

者を受け入れる地域支援体制等々さまざまな対策

を地道に進め、何よりも若い担い手に魅力ある農

業、農村づくりが必要と考えております。

法人化の推進につきましては、法人志向農家に

対する相談活動や経営指導などを通じて法人化を

促進するとともに、現在進めている家族経営協定

により発展していくことを期待しております。ま

た、農地の受け手、農に業の受委託者、高齢者な

どへの雇用の場の提供など地域農業の中核として

広域的な役割を担う地域連携型法人について関係

団体と協議を進めてまいりたいというふうに考え

ております。

土づくりについてお答えをいたしたいと思いま

す。土地利用型農業にとって地力の維持向上は農

業経営維持のためにも最も重要なことであり、従

前農家は圃場残渣や刈り草などと飼育していた牛

馬、豚、鳥などの家畜ふん尿と敷料による堆肥を

施用して経営内の有機循環システムをつくり上げ

ていました。しかし、規模拡大や機械化が進展し

た昭和４０年代以降無畜化による化学肥料依存度

が高まり、畜産系も多頭化時代に入り、経営内の

有機循環のシステムは崩れてきました。この結果、

堆肥など有機質が極端に欠乏することにより耕地

がやせたり、家畜ふん尿の耕地への還元過多など

弊害も出てきている状況にあります。

当市における家畜排せつの発生量は、年間約９

万９４７トンと推定され、うち７７％が堆肥化処

理、８％がスラリー処理、約３％が放牧処理され、

残り１２％が浄化処理されています。家畜排せつ

物の利用につきましては、約８８％が堆肥、液肥

として農地に還元され、その約６６％が経営内の

利用、残り約３４％が経営外利用されていて、経

営外利用では多くの畜産農家で耕種農家への堆肥

を供給しております。残り１２％は、尿、雑排水

を浄化処理後河川に放流されております。これま

では、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促

進に関する法律に対応すべく家畜排せつ物の管理

に重点を置いた施設整備が進められ、管理基準適

正対象農家は法で定められた管理基準を遵守して

いる状況となっております。家畜排せつ物は、適

正に処理を行うことで堆肥として有機質資源とな

ることから、今後は畜産農家から耕種農家へ堆肥

の供給及び適正な利用拡大を推進することで耕畜

連携を図り、資源循環型畜産、クリーン農業、有

機農業の促進に向けた家畜排せつ物の利用促進を
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図ることが必要となります。

こうした中、北海道は平成１９年度に北海道家

畜排せつ物利用促進計画の見直しを行っておりま

す。我が名寄市も本年度７月に計画を見直し、家

畜排せつ物の利用促進を図ることとしております。

昨年畜産担い手育成総合整備事業で完成いたしま

した養豚農家の処理施設は、年間のふん尿処理量

が ６４４トンで、年間の堆肥製造量は ６２０ 

トンとなっていまして、良質な堆肥が製造されて

おります。また、稼働したばかりでございますの

で、十分な堆肥量とはなっておりませんけれども、

今後の供給が期待されているところでございます。

当市には家畜排せつ物の適正管理のために整備さ

れた堆肥盤等が多くございます。堆肥やスラリー、

液肥の有効利用のためにも耕畜連携のシステム化

が必要と考えており、良質な堆肥の製造や運搬、

散布、機械の導入やオペレーターの確保を含め関

係機関、団体、農家と連携した調査研究を進めて

まいりたいと考えております。

次に、市営牧野母子里地区、名寄地区の統合に

ついてのお尋ねをいただきました。名寄市営牧野

と名寄市母子里地区共同牧場は、それぞれの条例

があり、運用されております。料金も異なってい

まして、基本的な部分で申し上げますと市営牧野

の放牧料は乳用牛１６カ月未満で２２０円、１６

カ月以上では２４１円、母子里牧場の放牧料は牛

が１８カ月未満で１８０円、１８カ月以上では２

００円と設定をされております。管理運営につき

ましては、両施設ともＪＡ道北なよろが指定管理

者として運営をしていただいております。平成１

９年度の利用状況では、市営牧野が２４８頭、下

川サンル牧場への預託が２８頭で、農協の専門職

員と臨時職員、常時２名による管理体制をとって

おります。使用料収入では７８５万円、指定管理

者への委託費が９６４万円となっております。一

方、母子里牧場では牛１００頭、馬７頭で、臨時

職員１名と臨時的にＪＡ職員による管理体制で牛

の牧区移動、予防注射、線虫駆除等においては生

産者、市、ＪＡが出役し、に業しており、使用料

収入では２７１万 ０００円、指定管理者への委

託費が２２６万 ０００円となっております。

現在合併後の制度の統一や新名寄市行財政改革

推進計画の推進に伴いまして、両牧場の使用料や

運営方針について協議検討を進めているところで

ございます。課題といたしましては、１つには使

用料金の統一、２つ目には指定管理者であるＪＡ

の管理運営の一元化、３つ目には両牧場の施設の

整備、草地更新、４つ目には両牧場の将来の方向

等が課題でございます。

いずれにいたしましても、生産者、ＪＡ、市に

よる牧場の運営についていましばらくの協議が必

要であろうというふうに考えているところでござ

います。

以上、お答え申し上げました。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大項目の２、市有地の現況についてお答え

します。

（１）の遊休地の保有状況につきまして、市の

普通財産として管理している宅地分譲や施設建設

などが可能な遊休地はおよそ５万 ０００平米あ

り、そのうち面積が ０００平米以上の区画の大

きい遊休地は、土地開発公社所有地を除いて７カ

所あります。内訳は風連地区で３カ所、旧風連幼

稚園跡地、旧役場跡地、北栄町宅地分譲地、名寄

地区では４カ所、緑丘団地第２団地跡地、そよか

ぜ館左土地、徳田団地跡地、文化大ホール予定地

となっております。

（２）番目の遊休地の活用計画につきましては、

御指摘のように遊休地をそのままにしておくこと

は衛生面からも好ましくなく、年一、二回の草刈

り、見回りなどを実施し、十分とは言えませんが、

定期的な管理に努めております。これらの遊休地

が計画的に効率よく利用されることは、まちづく

り全体の視点からも大変重要なことでありますが、

過疎化の進行、厳しい財政状況などから具体的な
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利用計画は立てられないまま現在に至っています。

今後新たな事業展開などの際には地域で皆さんの

意見を聞き、利活用を図ってまいりますので、御

理解を賜りたいと思います。

（３）番目、現在予定されている遊休地の活用

について。次に、現在予定している遊休地の活用

計画についてでありますが、面積の広い遊休地７

カ所のうち、大まかではありますが、計画されて

いるのは文化センター大ホール建設予定地となっ

ております。また、緑丘第２団地跡地につきまし

ては、広い区画割りを持った宅地分譲ができない

かという構想を持っております。その他の５区画

については、現段階では明確な活用計画を持って

おりません。

以上、３点についてお答えしました。

（何事か呼ぶ者あり）

大変失礼しました。〇総務部長（佐々木雅之君）

役割でもう一カ所ありました、済みません。

（４）番、遊休施設、旧職業訓練校に陳列され

ている農機具等の一般開放についてお答えします。

旧職業訓練校の校舎につきましては、廊下でつな

がれた北側の電気工事科実習場と南側にあります

塗装科実習場の２棟の建物が昭和５８年３月に北

海道より市に譲与を受けました。その後一部は高

見区の町内会館として利用されておりました。平

成９年からは、その大部分を北国博物館に収容し

切れない大型資料の収蔵庫と一部は交通安全機材

等産業振興課の資材置き場として活用してまいり

ました。平成１５年には北海道の緊急地域雇用創

出特別対策推進事業を導入し、老朽化の著しい南

側の建物から北側の建物に資料を移動し、資料の

清掃と展示棚などの整備を行ったところです。平

成１６年以降は、展示を兼ねた収蔵施設として観

覧が可能となりました。期間は、４月から１０月

までの間、火曜日から金曜日の９時から５時まで

利用できます。農林業と生活用具を中心とした大

型の資料を約 ０００点展示しております。現在

まで小中学校での総合学習や体験学習のために主

として学校教育への活用を呼びかけてまいりまし

た。しかし、立地的なこと、利用の際は博物館か

ら職員が出向いての開場となることなどの利用の

しづらさから観覧が少ないのが実情です。今後は

少しでも多くの方に観覧をいただくため、地域の

福祉施設に団体入り呼びかけるなどＰＲを工夫し

たく考えておりますので、御理解のほどをよろし

くお願いします。

大変失礼しました。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目で３番目の公営住宅ストック総合活用計

画の２点についてお答えをさせていただきます。

最初に、公営住宅の年次計画と北斗地区建てか

え計画についてであります。昨年度住宅マスター

プランによる公営住宅ストック総合活用計画を策

定し、今年度より新市の計画としてスタートをさ

せました。この計画は、老朽化した団地の建てか

え計画及び既存団地の適正な維持管理を年次ごと

の具体的な整備方針を定めたものであります。こ

の計画の実施につきましては、名寄市総合計画及

び北海道住生活基本計画との整合を図りながら、

事業を進めてまいります。

北斗団地、新北斗団地の建てかえ計画及び改善

計画につきましては、住みかえ住宅として今年度

より着手いたします、仮称でありますが、南団地

と地区全体の建てかえ計画の入居者説明会をこと

しの１月に開催をし、計画期間が１０年を超え、

長期にわたることから、住宅買いかえ年次の早い

入居者からアンケートや個別に訪問をさせていた

だき、今後の意思の確認と建てかえ計画について

の御理解をお願いいたしました。今後も住みかえ、

建てかえ対象となる入居者には、これまでどおり

早い段階で対応をしてまいりたいと考えておりま

す。

次に、環境整備、維持管理に関する基本的な考

え方についてであります。公営住宅は、建設後に

おける住宅の廊下などの電灯料金及び周辺の緑地
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部分、いわゆる共用の部分の費用は公営住宅法に

より入居者の方が負担することとされております。

名寄市におきましては、住宅使用料以外の共益費

の徴収は行っておりませんので、今後も自治会で

自主管理をしていただくことを基本に考えており

ます。しかし、屋外の管理につきましては、これ

までにも各自治会と協議をしておりますが、団地

ごとの共用部分には差があることから一定の基準

を定め、自治会管理区分と市管理区分を明確にし

ていきたいと、このように考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、農業振興施〇２番（植松正一議員）

策のほうからちょっと質問をさせていただきたい

と思います。

今説明の中で燃料高騰を含めて大変だというこ

とでございますけれども、実は先日農協の本所の

ほうにちょっと行ってまいりました。そして、担

当者などにお会いしましたけれども、今私のペー

パーというのは、これは先ほど若干説明してござ

いましたけれども、やはり燃料の高騰ですとか、

肥料が６０％以上、これは８月４日現在というこ

とですけれども、６０％以上、また温円資材など

も５％以上、包装資材が ６％以上、特に配合飼

料、牛と豚の配合肥料関係が２ ５％ということ

でございまして、１９年度の実績では１８億 ０

００万円ぐらいのものが２０年の見込みで２５億

５００万円ぐらいだと。それで、その影響額と

いうのは６億 ０００万円と、こういうようなち

ょっと資料もいただいたわけですけれども、また

先ほど説明されましたけれども、ＪＡのほうで肥

料の関係、在庫整理も含めてということで、そし

て継続奨励に上乗せをして今注文を含めてやって

いるということで、農協は農協サイドでやられて

いるわけでございますけれども、やっぱりこれは

当然上乗せの部分ですから早く注文して、来年の

春に向けての肥料なども確保しているということ

で、最終的には１億円ぐらいになるのでないのか

という話もしていました。それも含めて、問題は

原油やら、それから原油、肥料の高騰がこのまま

続きますと当然生産費も、労働費を除いてです、

生産費も当然これは上がっていくと思うのです。

それで、このアップを続けられているということ

と、これからことしの恐らく来年の組勘を含めて

来年の営農計画などにいきましたら、営農計画含

めてこれは続けられるかどうか死活問題の面も出

てくるのでないのかと、私もそういう考え方は持

っております。

そこで、今答弁もいただきましたけれども、あ

えて農業関係でいきますと今の現時点で農業施策

の中でどう考えているのか。また、農協のほうも

毎年要望というか、お願いは出しているのですけ

れども、１０月の下旬ぐらいだと、そういうよう

な話もしていましたけれども、ちょっと遅いので

はないのか、生産者のことも考えながら、また行

政としても今そんなに裕福ではないわけですから、

それも含めて最低限どこまで農業サイドで支援策

ができるのか、まずその辺ちょっと１点お願いを

したいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員お尋ねいた〇経済部長（手間本 剛君）

だきました部分でございますが、ちょっと政府の

支援策、あるいはきのうから道議会始まっており

ますけれども、道議会の支援、あるいは各市の支

援、あるいはＪＡを中心とした支援というような

ことで私のほうで情報収集をさせていただいてお

ります。今収穫を目の前にして、こういった燃費

含めての高騰、大変深刻な事態だなというふうに

思っておりますし、日々報道されているわけでご

ざいます。来年の営農計画がどうなるだろうかと

いう、ことしのに物をとっても組勘どうなるだろ

うか、来年の営農計画どうなるだろうかと、こん

なような状況なのかなというふうに思っておりま

す。

基本的には私どものほうの行政としての考え方

といたしましては、農家の来年度の再生産に向け



－88－

た体制をどう組むのかと、どういうふうな支援が

あるのか、どういうふうな応援ができるのかとい

うことが原則になろうかと思うのです。したがい

まして、これから先ほど言いましたように国を初

めとするそういった機関の支援の内容にもよりま

すけれども、基本的にはそういった形に沿ってい

くのだろうとは思っていますけれども、名寄独自

のものというのはなかなか考えづらいのかなと思

っております、農業に向けての支援は。したがい

まして、ここら辺は注視していきたいと思ってお

りますし、あわせて農協とも今後十分話をしてい

きますし、ＪＡのほうは生産者の実情をしっかり

と把握されるものというふうに思っておりますの

で、ぜひともそんなことでは今後連携とって、し

かるべき支援の方向で進めてまいりたいなと、こ

んな思いをしているところでございます。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひその辺も含めて、〇２番（植松正一議員）

やっぱり生産者、それから農協、それから行政と

一体となった、そんなに今行財政を含めて何もか

にも減らしている中でどれぐらいのあれはできる

か別にして、３広市のほうでは、あそこは平らな

ところですし、そして農家一本ですから、ある程

度の支援策、土壌診断を含めてやっていますけれ

ども、この辺は水田、畑に並びに野菜農家なども

ありますので、やはりこの辺のそれぞれのあれと

いってもなかなか大変ですから、農協含めて一括

した中でぜひその辺の支援策含めて十二分に検討

されて、早急にお願いをしたいなと思っておりま

す。

続きまして、農業労働者の確保の関係ですけれ

ども、これは今東地区や何かもこれから水田含め

て大型機械、当然水田もでかくなるわけですから

今以上の大型機械なども導入されるのだろうと思

うのですけれども、先ほどからも言っているよう

に資材高騰などで、赤字経営と言ったらおかしい

ですけれども、今こういう状況になってくるとや

はり生産費の伴っていない、先ほどちょっと言い

ましたけれども、やはりこの辺の対策も含めて赤

字になったらもう本当に担い手も含めて今大ピン

チに至っているわけですから、そこで今ちょっと

説明ございましたけれども、私も農業委員会にい

ますので、家族協定ですか、家族経営協定、それ

とあと進めようとしている地域連携型法人ですか、

この辺を簡単でよろしいですからちょっとお願い

申し上げます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど地域連携と〇経済部長（手間本 剛君）

いうような言葉を使って御答弁をさせていただき

ましたけれども、基本的には農業生産法人、法人

化ということで私ども受けとめさせていただいて

おります。農業生産法人に向けてはなかなか進ま

ない、遅々として進まないというのがこの地域の

実情かなと思っていますし、地域性もあるのかな

というふうに思っています。議員も既に御承知だ

と思いますけれども、今経営もなかなか厳しいと

いうようなことでございまして、あるいはまた厳

しいがゆえに、あるいは高齢化の部分も手伝って

か離農される方も予定されているというようなこ

とで、大変厳しいなと。あるいはまた、新規就農

につきましても、紹介はあるのですけれども、な

かなか米に、畑に、そういったものに対するもの

というのちょっと薄いのかなというような感じを

しておりますけれども、いずれにしてもこういっ

た農業環境の条件にございます。したがいまして、

私どものほうとしましては、地域連携型の法人化

を模索するといいましょうか、これは去年の段階

でもちょっとお話しさせてもらったと思うのです

けれども、また引き続き地域の中に御相談をしな

がら、農協とも連携をとりながら、地域がどうい

うふうに連携しながら法人化、いわゆる遊休地含

めた、耕に放棄地も含めたものの受け皿になり得

るのか、ここら辺については十分考えていかなけ

ればならないし、あわせてそういった考え方を持

ち合わせたリーダー育成にも力を注いでいかなけ

ればならないのかなと思っております。
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いずれにしても、総花的な話はできませんけれ

ども、しっかりした思いで、場合によったら法人

化の部分を全面的に取り組んでいくというような

話になっていくのかなと、そういうふうな受けと

めをしているところでございます。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

何十年前かに生産法人〇２番（植松正一議員）

協同組合とかなんとか、共同化みたいなものあり

ましたけれども、いずれにいたしましてもこの辺

もやっぱりこれからかなりの面積もだんだんふえ

てくるわけですし、畑には別にしまして水田なん

かも大分ふえてくるわけですから、ですからその

辺もやっぱり進めて、大型機械を含めて共同利用

ですとかできるどころからやっていって、そして

効率化を図っていかないと、例えば今これから生

産費が上がっていくとやはりなかなか大変な時期

に来ると思うので、その辺も行政含めて一生懸命

改革含めて新しい農業ビジョンをつくっていただ

きたいなと思っております。

続きまして、土づくりでございますけれども、

実に今あえてこの土づくりに対しては根本的に早

くからやるべきですけれども、今まで完熟堆肥だ

とかそういうのも余りなくて、これからやっぱり

求められるのは完熟堆肥ですよね。それで、今下

川ですとか士別のほうでやっております。たまた

まこの間私の４５年ぶりで名農のクラス会をやっ

たのですけれども、士別の方も来ていました。そ

れで、自分は水田野菜農家なのですけれども、隣

近所牛もいるということで、それでそれぞれの完

熟堆肥をつくって、そしてあとはつくった分を搬

出してまくのがやっぱり手間だと思うのです。と

ころが、よく聞いてみますとある運送会社にその

工程をみんな任すのだと。そして、うちの土地は

これだけあって、ここのところは何ぼぐらいまい

てくれということであれば、自分がいなくてもち

ゃんとそこの面積のところに行ってまいてくれる

と。ですから、今度私の畑や何かも去年みたいに

干ばつのときや何かでもやっぱり堆肥の効果があ

るぞと、今度名寄のほうもそういう形で進めても

いいのでないのかと、いや、ちょっと今回一般質

問もするのでという話もさせていただきました。

問題は、私は何でこの完熟堆肥これからやらなけ

ればならぬというのは、やはり今農薬の問題、そ

れから減肥料の化学肥料の問題なども含めまして、

消費者のニーズというのは必ず今変わってきます

から、ですからそういうものをつくって、そして

農業の基本であるやっぱり堆肥づくりをするべき

だと私は思っているのです。それによって生産費

も上がってくるだろうし、そして消費者もこれ減

農薬ですか、安心、安全なものですねということ

でやっぱり購入すると思うのです。ですから、そ

の辺が化学肥料をたっぷり使って、農薬使ってい

るものを大体みんな名寄市の生産者と言ったら語

弊ありますけれども、やはり長野みたいにああい

うみずみずしさ、レタスですか、ああいうような

ものがみんな求められているわけですから、です

からそのためにもこの堆肥づくりというのは大事

ではないかと思います。

それで、またこれも耕畜連携を含めてですけれ

ども、ちょっと堆肥づくりに対してもう一度お聞

きしたいと思うのですけれども、今説明ありまし

た２恵文の北名、豚の関係、あれもちょっと見さ

せてもらいましたけれども、堆肥を熱処理やって、

循環しながらやって、製品を、一部ありましたけ

れども、見たとおり、あのものも本当に手でさわ

っても全然臭くないと。ただ、ことしから始めた

わけですから、ですからまだ成分表や何かも、成

分、あれや何かもまだやっていないと。ですから、

当然この関係も売り口に困る、あれだけの堆肥つ

くっているわけですから、やっぱり売り口も行政

としてどうなのだとか、それから今朝日地区のほ

うでも、これはちょっと角度が変わった式で、ガ

ス化させて今やろうとしているわけなのですけれ

ども、そしてその残った分の、浄化してあとかす

や何か残った堆肥というのはくれたところに還元

するとか、そういう余り大がかりなあれではない
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のですけれども、来年から始めようとしているわ

けですけれども、ですからそこもあの内容も農協

も入っていますし、ですからそこも含めてやはり

中身総体的に把握して、そしてさっき言ったよう

に堆肥をあちこちに業者を頼んでやるとか、それ

から中身をちょっと改良してあげるとか、やっぱ

りそういうのもこれから大切でないのかなと、こ

う思っております。その辺もちょっと一たん軽く

お伺いします。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

土づくりにつきま〇経済部長（手間本 剛君）

しては、先ほどお答えをさせてもらいましたよう

に農業の基本であるというふうな受けとめをさせ

ていただいております。普及所のほうでも特徴的

に今モデル地区をつくって、名寄地区のほうなの

ですけれども、稲わら堆肥の土づくりというよう

なことでテストケース越えてモデル地域として今

取り組んでいる優良事例もあります。そんなこと

も講習会等々ありましたら御紹介をさせていただ

いているのが実情でございます。

それから、今お話ありましたように２恵文地区

の施設をごらんをいただきました。あそこは供給

契約をされて、地域の方々に使っていただくとい

うようなことで、完熟の肥料でございます。御案

内のとおり、私どものほうで先ほどお話ししまし

たように９万トンほどの家畜排せつ物が出ている

という現状でございますので、これを少なからず

やっぱり生かさない手はないだろうというふうな

思いをしておりますから、ぜひとも全部が全部と

いうことの勢いはならないまでも、常にやっぱり

そういった視点を持って土づくりに取り組んでい

くと、有機肥料をきちっとつくるというものが大

切だろうというふうに思っております。

また、今後につきましてもそういった機会ある

ごとに、普及所のセンターのほうでもお話をする

と思いますけれども、行政あるいはＪＡとも連携

とりながら、土づくりの基本に原点にもう一回立

ち返りまして、お話をする機会があったらしてい

きたいなという思いを強くしているところでござ

いますので、御理解をいただきたいと思っており

ます。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういうセンターを含〇２番（植松正一議員）

めて、普及所を含めて今後、いいことはわかって

いるわけですから、その辺も流れだけをして、実

際に農家の生産者も含めてやっぱりそういう協議

会みたいというか、そういうあれも新たな設置も

いいのでないのかと思っていますので、その辺は

よろしくお願いいたします。

続きまして、市営牧野と母子里地区の名寄地区

の統一でございますけれども、これは経済常任委

員会の付託はなっていませんけれども、これから

議論するわけでございますので、一応答弁ももら

っていましたけれども、これは今後経済常任委員

会でいろいろとあろうかと思いますので、ちょっ

とこれは再質問は割愛させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願い申し上げます。

続きまして、遊休地の関係でございまして、今

回 ０００平米以上の方で５万 ０００ぐらいあ 

るということでございまして、この中には ００

０平米以下の面積もあろうかと思いますけれども、

それはそれにして、この計画が固まっている、総

体では７カ所ということでございますけれども、

計画が固まっているのが文化大ホールだと。そし

て、これは予定ですけれども、緑丘第２団地跡地

は分譲構想と、こういうようなことでございまし

て、まだ目的外の土地もあるわけですから、７カ

所のうちに何カ所かちょっと聞き落としたのかど

うかわかりませんけれども、この財産、市民の財

産を今まで公売含めてしているのか。こんな目的

もないものをいつまでも荒らして、そして草刈り

などの管理をかけているわけですから、その辺の

一般公募をかけている実績があるのか、また今後

これをどういうふうにして持っていくのか、どう

いうぐあいに持っていくのか、ちょっとわかる範

囲でよろしいですからお知らせ願います。
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佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

大きな面積のもの〇総務部長（佐々木雅之君）

を除きまして、従前は公共用地、市有地であいて

いる土地の関係につきましては公共事業の代替用

地というか、そういう形でできるだけ保持をしよ

うという体制でいた時期も一時期ありました。現

在は、歳入確保するという観点から可能なものか

ら売却処分をして売っていこうと。売り方は公募

です。それで、１８年度につきましては、９区画

公募をしまして売れたのは２区画です。それから、

１９年度については７区画公募をしまして、売却

は１区画です。２０年度、今現在は６区画公募を

しておりまして、１区画が申し込みがありまして

現在手続中であります。これらはなかなか今の経

済情勢の中で、名寄でいいますと大橋とか緑丘に

商工団地的なものを過去につくった例もありまし

て、そこに大量の住宅が建てられたこともありま

して、なかなか売買の動きが鈍いと思うのですが、

できるだけ財産管理委員会との協議もしまして、

公募制によりまして名寄に住んでもらえる方に住

宅用地として公募を今後もかけて、処分を進めて

まいりたいと考えております。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

芦別市さんのほうでも、〇２番（植松正一議員）

財源不足になってくるとこの辺が、少ない額かど

うかはちょっとわかりませんけれども、こういう

のをちゃんとしてこないで行財政改革だ云々とい

っても、やはり足元からちゃんと固めておかなけ

ればならないのかなと、こう思っているわけでご

ざいまして、それであとこれからそうしたらこれ

を公募を含めて、現況も含めてこれから実施をし

なければ私はだめだと思いますけれども、しかし

ながら公募してもなかなか売る区画のところも満

杯にならないというような状態だろうと思うので

すけれども、今後どういうふうになされていくの

かもう一度お願いします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

遊休土地の処分の〇総務部長（佐々木雅之君）

関係につきましては、従前は固定資産評価の ７

で割り返した数字が売買実例価格イコールだとい

うふうになりまして、そのような形で売っていた

のですが、最近では相続税倍率は税務署のほうで

決めるのですが、 ８で割り返した部分というも

のもありまして、財産管理委員会と協議させてい

ただいて、最近では固定資産評価額の ８で割り

返して少しでも安く、市が遊休地として持ってい

るよりは名寄に住まわれる方に住宅用地として買

っていただいて、家を建てていただくと固定資産

税も入ってくるところもありまして、できるだけ

価格に、余り高値でつり上げるのではなくて、公

募制によって価格も比較的買いやすい価格を設定

しての公売をこれからも続けていきたいと思って

います。

なお、土地の関係につきましては、現在教員住

宅も過疎化の進行に伴いまして空き住宅も出てき

ますので、名寄の考え方はコンパクトなまちづく

りということで、高齢化に伴って中心部のほうに

出やすい、医療機関とか買い物をしやすい状況も

勘案しますとできるだけ町場のほうにある公共用

地の遊休地、将来は教員住宅の出るであろう空き

地の関係についても計画的な公売を進めてまいり

たいと考えております。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

その辺も今後よろしく〇２番（植松正一議員）

お願い申し上げたいと思います。

それでは、今の遊休地にかかわりまして、第２

団地の跡地の関係でちょっと皆さん方に理事者の

考え方をもう一度お願い申し上げます。私も１５

年のときと、それから昨年の第２定例議会にもこ

この第２団地跡地の利用を含めて一般質問をさせ

ていただきました。そこで、現在残土の整地、そ

れから改良工事なども改良いたしまして舗装工事

なども完了いたしまして、住民、そよかぜ館、そ

れからあそこを利用している丘の上学園なども非

常に道路も散歩などしてよくなっていると、その

辺はお礼を申し上げたいのでございますけれども、
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これは８年からですからもう１２年ぐらいあのま

ま整地をされまして、整地をしたら、よくなりま

したね、今度何ができるのですかという話になる

わけです。そうしましたときに、去年の第２定の

ときに御質問をさせていただきました。そしたら、

前からの構想どおり基本的には宅地化だと。宅地

をして分譲をするのだと。そして、私の提言から、

あそこに福祉施設ありますから、福祉関連の施設

もどうなのだと提言をさせていただきました。そ

の後、振興計画含めて何ものっていないような関

連ございますけれども、この辺が早い段階で実施

すべきと私は思っておりますし、私の町内会でも

それは早急にだれでも望んでいるわけでございま

して、そして一般公募を含めて、もしあれでした

らこういう年度で、そして何を目的で何年に何を

するというのを早く打ち出さないと、業者を含め

て、それから各施設含めて市からはっきりした物

申さないとなかなか進んでいかないと思うのです。

ところが、このまま終えていくのかどうなのか、

私どももちょっと心配でならないわけでございま

して、その辺も含めてこの早い段階での方向づけ

がどうなっているのか、ちょっと質問させていた

だきたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員御案内のとお〇総務部長（佐々木雅之君）

り、緑丘第２団地の土地利用計画につきましては、

平成８年度の用途廃止以降庁内でいろいろ検討し

てまいりました。１７年度以降については、宅地

造成をして、比較的面積の広い住みやすい住宅地

としての提供も含めて、お金のかからない段階で

の整備をしてきました。これは、公共残土を入れ

て、できるだけでこぼこであった部分のものを平

たん地にして、今現在は議員おっしゃるとおり一

部道路もメーン道路はきれいに整備されまして、

横に入っていく道路についても一定の仮道路的な

ものを整備させてもらいまして、素掘り側溝ぐら

いまではつけました。問題は、そこから一般に公

募するときには現在の価格で数千万円近い造成費

用がかかることが見込まれておりまして、その中

では当然東京なよろ会とかそういう市外の方、道

外の方々に対して一定のアプローチ、調査させて

いただいて、具体的に土地の価格はこの程度とい

うことも含めて御希望を聞いた事例が実はありま

す。その事例で、それはすばらしいことだねとい

うことでの意見はありましたけれども、では具体

的に私が買ってそこへ行きましょうかというとこ

ろまでは結びついていないのが現状です。それか

ら、福祉関係のものにつきましても２つの施設が

ありまして、市のほうで一定的な財政支援の一環

として行ったものはありますが、なかなか民間の

福祉事業者も新たな事業展開、進出ということに

つきましてもできるだけまちの中の遊休地を活用

するということも含めて現在のところまでについ

ては問い合わせ来ていません。市のほうとしまし

ては、具体的に企業進出が見込めるような場合で

すと何千万円かかる分譲用地の敷地造成をしたり

なんかして対応できるのですが、現時点では民間

企業の進出も企業立地補助金等を用意していろい

ろ画策しておりますけれども、現実のところ来な

い状況にありまして、逆に言うと名寄に住んでい

る方々の住宅対策については先ほど言いましたよ

うに大橋、緑丘の中小企業の方々の住宅対策につ

いても既にもう終わっているということもありま

して、現時点では整備に要する費用と、それから

実際に来てくれるものについての見通しが立たな

い状況ですので、いましばらく時間をいただきた

いと思っています。

なお、地域振興課のほうでは定住促進、移住促

進ということも含めまして、さまざまな機会を通

じて全国に情報発信したり取り組んでおりますの

で、そちらとの関連も含めて、できるだけ売却処

分の方向でできるようにさらに進めてまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

しばらくお待ちと言う〇２番（植松正一議員）
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けれども、そんなに待っていられませんので、よ

ろしくお願いします。

それでは、続きまして旧職業訓練校の跡地の関

係は一定の理解をさせていただきました。ただ、

施設、それから学校のそういう情操関係も含めて

その辺はお願いしますけれども、それとあえて言

えば市が実施している公共施設含めてのバスや何

かもございますので、その辺も利用してやられた

ほうがいいのかなと、これはお願いをしておきた

いと思います。

時間になりましたので、その次に北斗地区建て

かえの計画の中ですけれども、これは年次計画と

建てかえ計画は１０年を超える長期計画でござい

ます。これはまだ質問はいたしません。それとあ

と、整備管理、維持管理についてですけれども、

これは東光団地がやはり今になりましてから、二、

三年前から維持管理だとか草刈り、それから除雪

の問題だとかいろいろ出ています。この辺もしっ

かりと検証して、今の北斗団地を壊して建てかえ

になる前に私がいればこの関係ではしっかりと質

問させていただきたいと思っております。

ただ、１つだけ質問させていただきますけれど

も、この公営住宅ストック総合活用計画の中にシ

ルバーハウジングの住宅といいますか、その関係

がのっていないわけです。それで、今高齢者に優

しいまちづくりといいますか、その関連で当初か

ら計画をしていなかったのか、これから入れよう

としているのか、ちょっと疑問な点がございまし

て、この辺を予定はあるのかないのか、あるので

したら当初から入れたほうがよかったのでないの

かと、そういうようなこともございますので、こ

の辺は中西福祉事務所長でよろしいですか、お願

いします。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

平成１９年１２〇福祉事務所長（中西 薫君）

月に新しい名寄市の住宅マスタープランをに成さ

せていただきました。御質問にありますシルバー

ハウジングにつきましては、バリアフリー化など

を施しました高齢者に配慮した仕様となっている

公的賃貸住宅と、高齢者向けの住宅の中でもそう

いう位置づけがされておりまして、名寄市におき

ましては市営住宅と道営住宅が従前整備をされて

おります。現在緑丘第１団地に１４戸、それから

マーガレットヴィラ、道営住宅でございますが、

２３戸、それから東光団地に１５戸、計５２戸準

備しております。先ほどの計画の中に平成１８年

から平成３０年までの予定で北斗、新北斗団地の

建てかえ計画が入っております。この際計画の中

に３０戸をお願いしております。現実的には当然

北斗、新北斗団地は従前高齢者の方々が非常に多

い住宅でございますので、バリアフリー化につき

ましては住宅的な対応についてはなされるものと

いうふうに聞いております。もう一方、ＬＳＡの

方の確保と救助施設の確保と、さらには安否確認

ですとか生活相談等を行うことが求められており

ますので、こういった施設を追加することになり

ます。この状況につきましては、今平成２１年か

ら始まります第４期の高齢者保健医療福祉計画と

介護保険計画を今現在やっておりまして、そのた

めにアンケートも実施しております。この住宅の

建設自体の動きが来年度ぐらいから始まってくる

と思っておりますので、第４期ではなくて第５期

の計画のときにシルバーハウジングが何戸適切な

のかを含めて御審議をいただいた上で計画を進め

てまいりたいと、このように考えております。

以上で植松正一議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまです。

散会 午後 ４時１７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ
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とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 佐々木 寿

署名議員 川 村 正 彦
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平成２０年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２０年９月１１日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君



－96－

昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

の会議を開きます。

本日の会議に谷内司議員より遅延の申し出があ

りましたので、御報告をいたします。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

８番 岩 木 正 文 議員

１７番 田 中 好 望 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

中心街活性化事業について外２件を、黒井徹議

員。

おはようございます。〇１８番（黒井 徹議員）

議長よりお許しをいただきましたので、通告に従

い、質問をさせていただきます。

まず、１番目に、中心街活性化事業について伺

いたいと思います。中心市街地とは、商業、業務、

居住等の都市機能が集積し、長い歴史の中で文化、

伝統をはぐくみ、各種機能を培ってきたまちの顔

のことを指しますが、社会構造の変化に伴い都市

機能の拡散、大型店の郊外立地、居住人口の減少

など、中心市街地のコミュニティーとしての魅力

低下や商店街が顧客、住民ニーズに十分対応でき

なかったことにより中心市街地の衰退が進んでき

ました。当市も平成１２年に中心市街活性化基本

計画を策定し、各種事業に取り組んでまいりまし

たが、消費行動の二極化には歯どめをかけること

ができませんでした。さらに、ことし大型商業施

設の開店で活性化の意欲が減退しているのは事実

だというふうに認識をしております。しかし、今

こそ人口減少、少子高齢化社会を迎えて、多様な

都市機能がコンパクトに集積した子供や高齢者を

含めた多くの人にとって暮らしやすい歩いて暮ら

せるにぎわいあふれるまちづくりを総合的かつ一

体的に推進することが必要です。これはある意味

でまちの再生であり、さきに述べた顔を取り戻す

事業です。市民とともに民間との共同作業で実効

性の高い基本計画を期待しますが、策定作業が当

初スケジュールよりおくれているようですが、３

項目について伺います。

まず、１番目に、各委員会が設置されていまし

たが、その協議経過について伺います。

２つ目に、商店街の整備やまちなか居住など再

開発事業がありますが、地権者や関係団体の理解

と課題についてお伺いをいたします。

３つ目に、２１年度スタートに向けて間に合う

のか、今後のスケジュールについて、以上３点を

伺い申し上げます。

次に、２番目ですけれども、名寄大学について

伺います。この件につきましては、３月の議会で

も質問がありましたが、改めて質問をさせていた

だきます。前回の答弁にありましたように、１８

年に開学以来志願状況は募集人員を大きく上回る

１８年度、 ９５１、１９年度、 ０１、本年は 

６９１と高水６を６持しており、６６学生６理

も適正であり、日ごろの教職員の努力に敬意を表

するものであります。明年の入学生を迎えて完成

年となりますが、気になるのは財政面です。確か

にまちの中には女子学生のバイトの姿やボランテ

ィアを多く見ることができるようになりました。

本当に好ましいことだというふうに思います。し

かし、４大化に向けての議論の中では、人口３万

人のまちでは財政的に心配が常にありました。ま

だ３年程度で判断はできませんが、当初の財政シ

ミュレーションと比較して現状を伺いたいと思い

ます。また、開学に向けて投資は最小限に抑えた

経緯から見て、施設整備を含めた将来構想につい

ても伺います。

次に、教員の確保ですが、完成年をもって定年

退職者が多いと聞いています。現状の教員数と確
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保に向けた対策等を伺います。

３つ目に、大学の地域連携ですが、久保田学長

は一般的な大学の使命に加え、地域貢献と地域と

の連携を大きな柱と位置づけています。どのよう

な取り組みを行っているのか伺います。

３つ目ですけれども、農業政策について伺いま

す。ことしも収穫の秋を迎えました。近々の９月

１日の普及センターの作況によりますと、水稲、

畑作物はおおむね平年作から良と発表されていま

す。農業者としては大変喜ばしい、安心するとこ

ろでございますが、心は曇り後雨の心境です。既

に承知のとおり、昨年よりの原油高騰で生産資材

等の経費が大きく経営を圧迫しています。さらに

は、消費者物価が上がっていますが、野菜の生産

者価格は一向に上がらず、逆に低迷している状況

です。農林漁業金融公庫が１９９６年度から行っ

ている農家の景況感調査によりますと、０７年は

前年に比べてよくなったと答えた農家の割合から

悪くなったと答えた農家の割合を差し引いた景況

ＤＤはＤイＤス１８で、前年のＤイＤス ９から

大幅に低下したとの発表がありました。この景況

感の悪化は３年連続で、悪化の度合いでいいます

と酪農、畑作、水稲の順だそうでございます。０

８年度の見通しは推して知るべしで、もう限界に

来ているというふうに感じます。今農協系統が各

レベル、いわゆる全国、北海道でいいますとホク

レン、あるいは単一農協単位で高騰対策を行って

いますが、長くはもちません。根本は、生産費に

見合った生産者価格をつけることが最良ですが、

現状では困難です。せめて国産、地産の商品に強

い意識を持ってもらうことだけでも農家の窮地を

救うことになるだろうというふうに考えておりま

す。

そこで、３点質問させていただきます。まず、

１番目に、燃料、肥料等の農業資材高騰における

影響と対策についてですが、昨日の植松議員への

答弁では６答 ４００万答の影響とありました。

では、一般的標６的経営規模の酪農、畑作、水稲、

野菜での個別経営での影響額を伺います。また、

対策については、直接は農家への支援は困難とあ

りましたが、期限つきでもよろしいので、中国研

修生事業対策あるいは良質米生産技術対策、それ

などのさらに農家負担軽減対策の考え方について

の有無を伺います。

２番目に、自給率向上等の新政策の認識につい

てですが、私は以前から思っていましたが、国は

自給率を４５％に上げる目標を立てていましたが、

何ら対策もせず、米の生産調整や農産物の輸入を

行ってまいりました。農水省は、０７年度の自給

率が１３年ぶりに１ポイント上昇して４０％にな

ったと公表いたしました。要因はいろいろあるよ

うですが、１３年間で１ポイントです。今度の数

値目標は５０％です。現状より１０ポイント上げ

なければなりません。経営者の高齢化、担い手不

足、不作地、経営の悪化、まとまらなかったＷＴ

Ｏの行方、中途半端な政策や予算で目標が達成で

きるとは思いませんが、市理事者の認識について

伺いたいというふうに思います。

最後に、地産地消の推進と特産品のＰＲ戦略に

ついて伺います。さきにも述べましたが、国産、

地産地消の運動はこれからの農業支援対策で重要

な位置を占めてくると思っています。これも昨日

の高橋議員の発言にありましたようにどう付加価

値をつけるか、安心、安全をどう表現するか、生

産者、市民を巻き込んだ対策が必要と思われます

が、考え方を伺います。また、特産品のＰＲ状況

はどのようになっているのか、新しく示された名

寄ふるさと大使の活用についても伺いたいという

ふうに思います。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございま〇経済部長（手間本 剛君）

す。ただいま黒井議員から大きな項目で３点にわ

たり御質問がございました。１点目と３点目につ

きましては私のほうから、２点目につきましては
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大学事務局長からのお答えとなりますので、よろ

しくお願いをいたします。

初めに、中心市街地活性化についての各種委員

会の協議経過についてのお尋ねをいただきました。

これまで市と商工会議所とそれぞれの会議に担当

者が出席し、連携を持った中で協議を重ねてまい

りました。商工会議所では、商工業の考えをまと

め、基本計画に対する提言を行うことを目的に中

心市街地活性化特別委員会が昨年８月に設置され、

１１月まで６回の会議をもって結審されたところ

でございます。内容は、１つ目には複合交流セン

ターの設置、２つ目にはまちなか居住の促進、３

つ目には商店街の活性化を重点的に取り組みを行

うべきとの方向性を示したものでございます。ま

た、中心市街地活性化設立検討会として、商工会

議所と私ども事務レベルでの基本計画策定に向け

た進め方の会議を持たさせていただきました。さ

らに、活性化基本計画の民間事業を中心に、事業

化の議論、推進体制について具体的に検討を行う

まちづくり委員会として今年５月から８月まで６

回の会議を開催し、健康をテーＤに２８事業の今

後の取り組む事業として検討を加え、確認された

ところでございます。一方、市では庁舎内におい

て横断的な会議として調整会議を設け、議論を行

うとともに、懇談会、民間有識者によるプロジェ

クト会議を立ち上げ、事業のたたき台を中心に協

議し、取りまとめを行ってきたところでございま

す。これらを受けて、商工会議所は現６個別事業

の事業主体とその内容及び受け皿等について中心

になる方々による会議を行っているところでござ

います。

次に、地権者、関係団体の理解と課題について

のお尋ねでございますが、地権者には夏以来権利

変換を含め事業説明をしてきております。３・６

ビルを中心に建物名義者等に意向確認をしてきて

おります。権利者の意見といたしましては、１つ

目には年齢的なものもあり、あと三、四年はこの

まま営業したい、またある方は開発事業に協力は

いたしますけれども、また決まれば場合によって

は廃業すると、３つ目には権利変換で営業を継続

していくなど、おおむね了承の内容となっており

ますけれども、これからも一層理解を得る努力を

していかなければならないものというふうに考え

ているところでございます。

課題につきましては、土地、建物名義の部分と

確認作業をしておりますが、亡くなられた方もあ

りますので、追跡調査を要すること、権利関係で

の事務処理に一定の時間がかかりそうであること、

また出店予定がない店舗での保留床の活用につい

ても検討がなされるものと思っております。各事

業による事業主体での会議議論を経て、まちづく

り会社設立、法定協議会設立の動きになってくる

ものというふうに受けとめております。

今後のスケジュールについてのお尋ねをいただ

きました。これまで認定された中心市街地活性化

基本計画の状況は、全国で５３市で５４区画を認

定されております。道内では４市が認定をされて

いるところでございます。提出から認定まで熟度

の違いはあるものの早いところで８カ月、平均し

て１４カ月かかっております。富良野市でもこと

し３月提出、まだ認定を受けていないことを考え

ますと、年度内の内閣府認定は難しい状況に入っ

ているというふうに考えております。しかし、事

業主体が整えば並行して協議会の議論に入れるこ

とになりますが、ここ一、二カ月の判断になって

くるものというふうに考えているところでござい

ます。

今後のそれぞれの役割として、商工会議所では

まちづくり会社の設立、法定協議会の設立、運営、

中心市街地活性化に向けた取り組みへのコーディ

ネーター役などが考えられます。市といたしまし

ては、基本計画の策定、まちづくり会社、法定協

議会組織への協力、法定協議会への参加などが考

えられると思われます。内閣府からは、官民協働

で実効ある計画が求められております。今後の日

程につきましても事業主体の決定が基本計画策定
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に大きく左右するものと考えられますので、そこ

を見据えて作業を進めてまいりたいというふうに

考えているところでございます。

次に、大項目３つ目の農業政策についての燃料、

肥料等の農業資材高騰における影響とその対策に

ついてお尋ねをいただきました。原油、肥料、飼

料等の高騰は、生産費の拡大や所得の減少など農

業経営に大きな影響を与えており、当市における

農業関係への影響の見込みにつきましては、ＪＡ

道北なよろが平成１９年度実績に基づき平成２０

年度見込みを試算したところでは、燃料費関係で

約１答 ８００万答、肥料で約４答 ４００万答、 

温床資材、温温資材、配合飼料関係で約 ２００

万答、合わせまして６答 ４００万答の影響と試

算しているところでございます。

営農類型ごとの影響額につきましては、１つに

はモチ米が２０ヘクタール規模の水稲専業経営で

は、１９年度に対しまして２０年度の見込額は約

６１万答、２１年度見込額では１７３万答の影響

を受けるものというふうに試算をしております。

次に、麦、大豆、バレイショ、カボチャ、てん菜、

コーンの３８ヘクタール規模の畑作専業経営では、

２０年度見込額は約９８万答、２１年度見込額で

は約２５５万答というふうに試算しております。

次に、コーン、タＤネギ、大根、白菜、アスパラ、

てん菜、カボチャ、レタス２２ヘクタール規模の

野菜専業農家では、２０年度見込額では約１２８

万答、２１年度見込額は３１４万答であります。

次、米、秋まき小麦、花卉１８ヘクタール規模の

施設園芸専業経営では、２０年度見込額は約２０

０万答、２１年度見込額は３３４万答であります。

次に、乳牛飼育頭数１１０頭、草地７３ヘクター

ル、うちデントコーン８ヘクタールですが、規模

の酪農専業経営では、２０年度見込額は約５６６

万答、平成２１年度の見込額は何と約７００万答

と試算しているところでございます。

支援策についてでありますけれども、全農など

ＪＡ系統では既に対策を発表しており、ＪＡ道北

なよろの独自対策として早期手配等で値上がりを

圧縮し、組合員に対して早期取引奨励で約３０％

の値上がりに抑え、総額約 ０００万答ないし 

０００万答の支援となるのではないかというふう

に聞いているところでございます。国、道が講じ

る対策では、省エネルギー技術設備及びバイオ燃

料、バイオＤスエネルギーの開発導入促進に対す

る補助、融資事業、燃料等に関する税制措置、配

合飼料価格安定制度の補てん金積み増し等、経営

の６持安定に必要な仕組みの融資等が予定されて

おりますが、直接的な対策は現６のところ示され

ておりません。市の支援につきましては、原油価

格高騰は他産業や市民生活にも大きな影響を与え

ることが想定されますので、今後国、道の総合的

な対策を見きわめながら、関係団体と協議をして

まいりたいというふうに考えております。

また、農家への普及指導については原油高騰影

響を最小限に抑えるため、施設園芸ではハウス加

温の設定温度の変更だけではなく暖房効率の向上、

被覆資材の適切な選択利用、適正な生育環境整備

が必要でございます。肥料高騰に対しましては、

土壌診断を奨励し、診断に基づき蓄積している肥

料成分の有効利用、成分が農作物に効率的に吸収

されるような施肥法の導入など、肥料コストの軽

減に向けた取り組みを促してまいりたいと考えて

おります。飼料高騰に対しましては、適切な飼養

６理の徹底、自給飼料の増産、未利用、低利用資

源の活用などに取り組む必要がございます。今後

とも関係機関、団体と連携して、対処してまいり

たいというふうに考えているところでございます。

次に、自給率向上の新政策の認識についてのお

尋ねをいただきました。今日我が国の食料自給率

は、２００６年度にはカロリーベースで３９％、

約４０％というふうになってございまして、極め

て深刻な課題でございます。加えて世界的な気候

変動や中国、インドなど経済成長が著しい国の所

得向上、バイオ燃料の大幅増産に伴う世界的な穀

物の逼迫と価格高騰は、我が国の食料自給率が低
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水６であることから、現６及び将来にわたる食料

の安定供給の不安要因となっております。国の食

料自給率の目標４５％を早期に達成し、将来的に

は５０％以上を国内生産でできるようにしていく

ことが重要であり、北海道、そして当名寄市は国

内の食料基地として最大限貢献できるよう関係者

と一体となって努力しなければならないというふ

うに考えております。

国ではこれらの背景を踏まえ、国内における食

料自給率の向上と食料供給の強化を図るため、２

００９年度の０算要求に約 ０００答答を０り込

んでおります。主な施策といたしましては、１つ

目には産地づくり交付金に転作の新規拡大分に米

粉、飼料米や麦、大豆、飼料作物を新たに支援す

る策、２つ目には耕作放棄地など再生利用のため

障害物除去、施設補完整備、営農定着活動に対す

る支援、３つ目には粗飼料の生産拡大により飼料

自給率の向上を図るため生産体制の整備支援に対

する支援、４つ目には面的集積、水田汎用化関連

基盤整備に対する支援、５つ目には食料自給率向

上、食品廃棄物の発生抑制等に対する関心が深ま

るように消費者に向けた情報発信に対する支援、

以上のような施策が出されておりますけれども、

まだ具体的な内容については示されておりません。

次に、地産地消と特産品のＰＲについてお尋ね

をいただきました。当市における地産地消の取り

組みにつきましては、平成１８年度末に名寄市地

産地消推進計画を策定し、生産者、農協、行政を

初め、消費者や商工業者の連携により安全、安心

で良質な農畜産物を基本とした産地づくり、地元

農畜産物を利用した加工品づくりを推進するとと

もに、都市と農村の交流を促進して観光客も含め

た地域内の農畜産物の消費拡大を図ることを目指

し、各種事業を実施しております。各イベントで

は地元農畜産物の販売、活用をしておりますが、

さきに開催されました第３０回産業まつりでは名

寄産モチ米を副原料としたもちビールの販売や餅

若衆によるもちつきなど、もちにこだわった取り

組みを行ってきております。米どころ名寄を広く

市内外にＰＲをしてきたところでございます。直

売グループによる直売所開設では、直売所Ｄップ

の作成をしております。それから、それを全戸配

布をさせていただいております。新鮮で安全、安

心なものを求める市民への情報提供を引き続き行

ってまいりたいと思っております。

また、特産品のＰＲにつきましては、作付日本

一であるモチ米やウルチ米の消費拡大に向けて、

米プロジェクトが中心となって市内外のイベント

におけるもちつき実演、ウルチ米試食、サンプル

配布を実施、作付全道一であるグリーンアスパラ

ガスにつきましてはアスパラのまちプロジェクト

が取り組んでいますアスパラパウダーを利用した

加工品の開発等に対し支援を行い、地道なＰＲ活

動によって名寄の知名度が着実に上がってきてい

るものというふうに受けとめております。ＰＲに

対する支援では産地づくり交付金を活用し、産地

ＰＲや地産地消を推進する団体に対してＰＲ用資

材作成費用を農畜産物ＰＲを主体としたイベント

開催に要する費用の助成を行い、産地ＰＲを通じ

た販路拡大の推進を図っております。今後におき

ましては、インターネットなどを活用した情報提

供活動の強化、直売グループの拡大、学校、福祉

施設、市内飲食店における地場農畜産物の利用促

進、農業体験、料理講習を通じた生産者と消費者

との交流など、生産者、農協、行政が連携をして、

地産地消を生かした産地づくりを目指してまいり

たいというふうに考えているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

大きな項目の２点目、名寄市立大学についてお答

えをさせていただきます。

まず、財政面の運営６理の現状と将来構想につ

いて御質問をいただきました。大学開設３年目を

迎え、本学の運営にかかわる収支について平成１

９年度の実績から見ますと、歳入の主なものは授
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業料、入学料、入学検定料等であり、本学の運営

費に占める自主財源の割合は３５％前後となって

おり、残りは一般財源で、そのうちの大部分は地

方交付税となっております。授業料等については

条例で独自に定めておりますが、国立大学の標６

額に６じたものであり、この水６を超えて高く設

定することについては公立大学という性格上極め

て困難であります。また、その他の納付金につい

ても他の公立大学より高く設定していることから、

これ以上の自主財源の確保は困難な状況にあると

思われます。このような中で大学運営の財源とし

ての地方交付税については、学科の分野ごとによ

る単価の算定から学部ごとの単価算定となったこ

とにより１答 ０００万答ほどの当初計画を上回

る交付税の算入額となり、収支状況も同額の上方

修正となっているところでございます。しかし、

今後は当初予測できなかった本学特有の実験実習

に伴います経費や新カリキュラム編成に伴う人件

費などの支出が見込まれるとともに、地方交付税

が削減傾向にあることは何ら変わらないため、厳

しい運営を余儀なくされるものと考えております。

また、教育目標を実現する上で必要な施設整備に

ついては、開学時及び学年進行に合わせての必要

最小限の整備計画となっており、４年制大学完成

時の学生数に見合った施設整備が完備されていな

い状況にあります。そのため大講義室を含む新図

書館の建設や教育機器の整備、そして学生の福利

厚生面での食堂の狭隘化やテニスコート、クラブ

ハウスの確保など、多くの課題に早急に取り組む

必要があります。当然これらの課題の取り組みに

は多額の費用が見込まれますので、しっかりとし

た年次計画を策定し、計画的に進めていかなけれ

ばならないと考えております。

次に、教員の確保についてでございますが、平

成２０年４月１日現６、教授３４名、准教授１５

名、講師８名、助教、助手１２名の計６９名の教

員が６６しております。このうち短期大学部を除

いた保健福祉学部は６１名でありまして、職位構

成は教授２９名、准教授１４名、講師６名、助教、

助手１２名で、講師以上の専任教員は４９名の配

置となっており、大学設置基６の定める必要教員

数と講師以上の専任教員に占める教授の割合は満

たしているところでございます。しかしながら、

教員の転出等に伴います後任の確保が難しく、授

業担当科目において教員の負担に偏りを生じてい

る実情が続いているところでございます。このた

め欠員の補充と現６進めている新カリキュラムの

再編に伴う新たな教員の確保対策として、年内及

び来年度採用に向け教員審査などの手続を進めて

いるところでございます。

また、平成２２年３月の学年完成年度をもって

１３名の教授が定年退職を迎える予定となってい

ますので、学内に専門委員会を立ち上げ、教員体

制の検討を進めております。看護学などの専門領

域担当の教員につきましては、近年の栄養系、看

護系大学の新設や学部の増設の影響を受けて不足

状態にありまして、適任者がなかなか得られない

といった厳しい状況でございますが、必要な人材

の確保に向け、なお一層の努力をしてまいりたい

と考えております。

次に、大学と地域連携についてでございますが、

地域との連携、社会貢献に大学として組織的に取

り組むため地域交流センターを設置し、実施でき

るところから順次取り組みを進めてきております。

保健医療福祉分野においては、個々の教員が地域

や社会からの要請を受け、地域と連携し、貢献を

果たしてきております。平成１９年度の実績では、

道及び市町村などの審議会への委員派遣は３９名、

講演会等への講師派遣は１９２名となっており、

７０名足らずの教員の規模から見れば決して少な

い件数ではなく、地域の政策形成に関する連携支

援や地元住民への教育文化活動の支援に対しては

一定の評価をいただいているところでございます。

これからも教育研究に支障がない範囲でできるだ

け地域の要請にこたえていかなければならないと

考えております。
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また、年３回の開催が標６となっている公開講

座につきましては、大学と地域、大学と保健医療

福祉の専門職に対する方とを結ぶ重要な活動と位

置づけ、平成１８年度は名寄で考えるスローフー

ド、食育カントリーライフ、平成１９年度は子育

てで考えることをテーＤに実施し、１回当たりの

受講者数の平均は５０人となっています。

また、高大間連携や産学連携の取り組みといた

しましては、平成１８年度からの名寄農業高校学

校給食センターとの食育をテーＤとした研究、ま

たアスパラ残渣を活用しての食品化に向けての企

業等との共同研究、ことし３月に協定を結びまし

た地元の素材を生かした農業関連のビジネスの事

業化を支援するための北星信金との産学連携、そ

してそれに伴う地域シンポジウムが地域資源の掘

り起こしと産業化の課題をテーＤに１１月１日に

開催する運びとなってございます。

このように社会に還元する取り組みを進めてき

てございまして、人材の育成や地域貢献に一定の

役割を果たしてきていると考えております。今後

も大学としての教育研究水６の一層の向上を図る

とともに、広い分野での地域との連携を進めてま

いりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１８番（黒井 徹議員）

ただきました。ありがとうございます。

まず、順番でいきますけれども、中心街活性化

事業について再質問させていただきたいと思いま

す。一生懸命いろんな委員会等を通じてこれから

の中心街、あるいはまちづくりについて真剣に協

議をされているというふうに思います。冒頭申し

上げましたように、ただ商店街につきましては二

極化といいますか、郊外型で押されて縮小をした

り、あるいはことしオープンした中ではかなり意

欲が落ちているのかなという雰囲気を持っていま

す。今現６進められている協議についても２８事

業、広大な事業でございますので、そこにはちょ

っとなという雰囲気があるのかなというふうな懸

念もしているわけですけれども、やはりこれは民

間が主体でございますけれども、そこら辺の意識

的なものは行政がきちっと指導をしながら前へ進

めていかなければならぬのでないかなというふう

に思います。今一番市民で、いわゆる市民、消費

者といいますか、徳田にあれだけの大型店がある

中で、以前駅横といいますか、昨日もちょっとお

話ありましたのですけれども、いわゆるコープさ

っぽろの出店が行政側の土地というようなことが

あってどうなっているのだというのが一番今のと

ころ関心、それを核としてまちは活性化、再生さ

れるのかなという意識があるのでないかなという

ふうに思うのです。そういった意味で、多分商工

会議所はそこら辺についてまだ答えは出していな

いと思うのですけれども、何回か商店街あるいは

消費者に対してのアンケートあるいは調査を行っ

ているような気がするのですけれども、そこら辺

の結果について理事者側は承知しているのか伺い

をしたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今コープさっぽろ〇経済部長（手間本 剛君）

のお話がありました後のお話だと思いますけれど

も、実はかなりお話をいただいてから経過をして

おります。私どもも早くというふうな思いはあっ

たのですけれども、中活の議論があったものです

から、名寄に営みをされている方、そういった方

々が今後中心市街地を形成していく上で大きなや

っぱり役割を持つだろうというような思いもあっ

たものですから、そういった方々の思いがどこに

あるのかというようなことで、ちょっとコープさ

っぽろの御返事はずっと時間を置いてきたところ

でございます。その経過の中で、商工会議所の中

でも営業されている方ばかりではなくして別の角

度からもアンケート調査を実施をされておりまし

た。その中では、憂慮される方もいらっしゃいま

したけれども、総じて商工会議所の結論は結論を

出すに至らずというふうなことの判断をされたよ
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うでございます。その後特別委員会あるいはまち

づくり委員会、そちらのほうに議論の中身を預け

たといいましょうか、そんなような経過をたどっ

ているというふうに理解をさせていただいており

ます。と同時に今コープさっぽろのお考えなので

すけれども、先般もちょっとお話をお持ちをいた

だいた方々とも接触をさせていただきました。コ

ープさっぽろのほうは思いは変わっていないとい

うような受けとめをされているということで、私

どものほうもやっぱり行政としてもそんなにそん

なにほうっておくわけにはいかないなと、お返事

をしなければなという思いでございます。先ほど

お話しさせてもらったように、ここ１カ月、２カ

月が山場といいましょうか、局面をつくっていく

のかなというような思いをしておりまして、それ

らの判断を十分に受けとめながら、今後計画書を

つくる作業に入るのか入らないのか、ハードルを

下げるのか、そういったものの判断をしてまいり

たいというふうに考えているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

関係者といいますか、〇１８番（黒井 徹議員）

商工会議所では出店については結論は出さぬと。

いわゆる今の中活においての事業の組み入れの中

で取り入れるか取り入れぬかという判断という考

え方でよろしいのでしょうか。

コープさっぽろについては、やっぱり以前から

名寄市で町中で出店をしたいというのは変わって

いないということなので、行政側としても長い間

塩漬けになった遊休土地を活用できるのであれば

一番いいわけですけれども、これは商店街の意識

を余り無視するわけにはいかないと。行政側とし

てはそれはありがたいことなのだろうというふう

に私も判断します。そこで、１つ伺いたいのです

けれども、中活とは全く関係なく民間の土地を買

収をして、出店するというような予測はできるの

でしょうか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

大変失礼をいたし〇経済部長（手間本 剛君）

ました。コープさっぽろさんとのお話をいただい

てからかれこれ１年ぐらいたつのかなというふう

に記憶をしておりますけれども、その段階でコー

プさっぽろのほうの思いは駅横というふうに絞っ

てお話を持ち込まれたというふうに受けとめてお

りますから、その後それがもしだめであれば別の

土地というふうな考えはまだ確認はとっておりま

せんけれども、コープさっぽろさんは駅横に出ら

れるものというふうな思いを今も持ち続けている

というふうに承っておりますので、そういう考え

方はないのかなというふうに思っております。民

間の土地を買って、そちらにという考え方はない

のかなというふうに思っております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

余りそこを追及する〇１８番（黒井 徹議員）

と限定されてくるとは思うのですけれども、出店

したい意向を持っているものはどんな形でも出て

くるという認識を持ったほうが私はいいのでない

かなと。いつまでも結論を出さないでいるという

のは、行政側にとっても名寄市にとっても余り得

ではないのでないかなと思います。やっぱりそれ

はもうきちっと認めて、それは確かに５丁目、６

丁目等には影響はあることは間違いないというふ

うに思うのですけれども、今の中活をいってもや

っぱりその駅横、駅前というのは重要な場所であ

りますので、そこに民間の資本が入るということ

は決してＤイＤスではないなと、将来的において、

一時的な問題は別。それをきちっとしておいて、

３・６ですとか、あるいは南広場ですとかという

ものをどう位置づけるかという、そういう方向で

いったほうが私はいいのでないかなと。どっちも

こっちも結論出さぬで、地権者あるいは関係団体

にどうする、どうすると言っても、これははっき

りしないものを結論は出せないと。中にはもうそ

ういうことになればやめて出ていきますという人

もいるということなのですけれども、それはきち

っと協議をしていったほうがいいのでないかなと
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いうふうに思います。そういった意味で、本当に

中心街の活性化をやる気があるのかないのか、あ

るいはだめだったら次のことも考えているのか、

そこら辺がどうも不透明だなというふうに思いま

す。細かなこともう少し伺いたいのですけれども、

このぐらいにしたいと思いますけれども、このこ

とについて島市長の考え方を改めて伺いたいなと

いうふうに思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

部長のほうからも答弁〇市長（島 多慶志君）

をしておりますけれども、昨年の夏以降熱心に商

業者の皆さん方が町中のにぎわいを取り戻す策に

ついてこの機会に国が支援する活性化事業を導入

してやりたいと、こういうような意気込みを持っ

て協議をいただいております。名寄市の市有地と

いうことで、３条６丁目に約５００坪程度、ある

いは南広場、駅の横と、こういう大きな３地点に

公有地、あるいは土地開発公社の土地があるわけ

でございますから、私はこの土地も含めて活性化

の中で再生をしっかりと組み込んだ計画をつくっ

てほしいと、こういう期待をしてこれまで関係者

の協議を見守ってまいりました。なかなかこのよ

うな国の支援もいただきながら、再生事業を組み

立てるというのはそうたびたびチャンスがあるも

のではないと。ですから、少し時間がかかっても

というスタンスを持って眺めておりましたけれど

も、今議員の御指摘のようになかなか当事者だけ

で方向づけができないという状況が続いていると

いうことであります。このことは、日本の経済、

とりわけ地方都市における共通の悩みだというふ

うには思っておりますけれども、しかし先送りを

していい条件が出てくるということはないと。や

はりどこかできちっと決断をつけるべしと、こう

いうふうに思っております。

協議の中で多く出てきていますのは、まちなか

居住と、こういうことが非常に多いわけでござい

まして、建設業者あるいは行政が町中に住宅を建

てて、住みよいコンパクトなまちを形成していき

たいと、してほしいと、こういうような願いであ

りますが、こちらのほうも当然人口の動向が一つ

ありますけれども、皆さんそれぞれ持ち家等を持

っているわけですから、計画どおりにそのような

事業をやっても例えば埋まらないだとか、こうい

うことも想定をされるわけでございまして、私は

この中活事業が建物をつくって目的を達したとい

うことではないと。あくまでも商業者を中心にし

た知恵と頑張りで市民の皆さんがその中心地にい

ろいろなものを求めているものが実現できること

と、その中に行政がどう応援をするのかと、こう

いうことに集約されるものと、こんなふうに期待

をしております。コープさっぽろの進出等につき

ましても、あのゾーンについては私ども行政その

ものが複合交流施設ということでバス停も含めて

のもともと計画を持っているわけですが、それ以

外の利用方法の提言はやはりまちなか居住と、こ

ういうことに特化をしてきているということがあ

りまして、今回の御意見も含めて、残された限ら

れた時間でありますけれども、しっかり商業関係

者と協議をしたいと、こんなふうに思っておりま

す。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

風連の再開発事業も〇１８番（黒井 徹議員）

いよいよ着工するということで、合併して名寄、

風連ともに発展、ともに寂れない、にぎわいを持

つまちづくりを目指していく中では、今名寄市の

中心街については非常に重要なまちの施策の一つ

だというふうに思いますので、しっかりと関係者

あるいは民間レベルで協議をしながら進めていた

だきたいというふうに思います。

次にまいります。次に、名寄大学の件ですけれ

ども、交付税で１答 ０００万答当初よりふえた

というようなことで、非常に心配している中でも

よかったなというふうに思います。ただ、申し上

げましたように施設なんかはまだまだ４年制大学

としては不足している状況でないかなと思います。
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そこで、財政的にもあるわけですけれども、いわ

ゆる独立行政法人化を含めて、当初そういうお話

もありました。含めて自主運営を目指していくと

いう方針の中で、今後授業料等の見直し、先ほど

答弁にもありましたけれども、公立でございます

ので、なかなか難しいと思いますけれども、いわ

ゆる国等の見直しの中で名寄大学についてもその

見直しに乗って、その可能性はあるのか。それか

ら、施設設備をするとすれば最優先順位、あるい

は新名寄市総合計画での整合性からいって、いわ

ゆるローリングの中で早めてやる可能性もあるの

か、この３点を伺いたいというふうに思いますの

で、よろしくお願いいたします。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

１つは、独〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

立法人化に向けての取り組みかなと思いますが、

御案内のとおり平成１６年４月に地方独立行政法

人法というのが施行されまして、国立大学に引き

続いて公立大学についても法人化が進んできてご

ざいます。現状を申しますと、公立大学今全国に

７５ございます。そのうちの約半分近くが法人化

になってございます。公立大学の中には都道府県

立、あるいは市立大学、さらには事務組合等の大

学と、こういうことに区分されるのですが、大体

３区分も半分ぐらいの法人化の取り組みと、こう

いう状況になっています。それで、議員からお話

ございましたように本学につきましてはまだ完成

年度を迎えていないということもございますし、

教員の問題、あるいは設備の部分につきましても

まだ未整備の部分がたくさんあると、こういう状

況の中ではやはりきちっと基盤づくりをまず進め

るということが大事なのかなというふうに思って

おりますし、法人化の取り組みをするとなると学

内はもちろんでございますけれども、議会との関

係もいろいろ出てきますので、まず法人化の部分

についてはやっぱりきちっと基盤づくりをしてか

らその後の課題と、こういうことで受けとめてい

るところでございます。

それで、施設の整備の関係につきましては、先

ほど今後予想される主なものをお答えをさせてい

ただいたところでございますが、前期、後期合あ

わせてハード面あるいはソフト面入れますと２０

本ぐらいの部分を実は想定をしてございます。当

然厳しい財政状況ということでございますので、

それを踏まえての計画ということになろうかと思

いますし、またきのうもお話ししましたように全

国から学生さんたちが本学にお越しをいただいて

いると。そういう中では学生さんたちが勉学をす

る教育環境が十分整っているのかと、こういうこ

ともやはり大事でないかなと思っております。そ

ういう部分では学内の中できちっと協議をして理

解をすることも大事なのかなということで、その

部分については今後進めてまいりたいと、このよ

うに思っております。

さらには、当然事業の優先度というのが出てく

るわけなのですが、内部で今詰めている部分もご

ざいますが、今月から総合計画のローリングが始

まってきますので、その中で説明をさせていただ

いて、できるだけ早く、当初後期であるものにつ

いても例えば前倒しでなるような、そんなことで

取り組めればいいなと、こういうことで意見反映

をしていきたいと、このように思っているところ

でございます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

（何事か呼ぶ者あり）

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

申しわけご〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

ざいません。授業料の見直しの関係につきまして

は、先ほども申しましたように当時は国立大学に

６じて設定をしてきてございます。国立大学は国

立大学法人に変わってございまして、法人化とい

うのはその趣旨というのは柔軟な経営をしていく

といいましょうか、そういう発想のもとに法の中

で上限だけを定めてございまして、その中で各大

学個々に授業料等を定めることができると、こう

いう仕組みになってございます。そういうことか
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らいきますと、公立大学もそれに６じるという部

分あるのですが、私どもまだ法人化になってござ

いませんので、当初の標６額というのがそのまま

推移していくのかなと、こういうふうに考えてお

りまして、先ほど答弁させていただいたと、こう

いうことでございますので、御理解いただきたい

と思います。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。魅力〇１８番（黒井 徹議員）

ある大学というのは、優秀な学生で、最終的には

希望の持てるところに就職して、社会貢献をして

いただくというのが大事で、さらには施設設備、

そして優秀な教授陣と、いわゆる教員というのが

一つの要素でないかなというふうに思います。先

ほど１３名の退職がいずれ出るというようなこと

ですけれども、そこはしっかり大学と行政と連携

をしながら、人員の確保に努めていただきたいと

いうふうに要望しておきたいというふうに思いま

す。

最後になりますけれども、農業政策について伺

いたいと思います。まず、１つは、支援対策です

けれども、直接はできないということですけれど

も、農家負担軽減のためにさまざまな政策をやっ

ていますけれども、この経費かかる数年間につい

ては、私冒頭申し上げました研修生事業ですとか

良質米生産の技術対策ですとか、そういったもの

に少し農家負担軽減になるような予算措置をして

いただけるように農協と内部協議を進めていただ

きたいというふうに要望をしておきたいと思いま

す。

自給率向上については、なかなか難しい問題で、

この地方議会で云々ということにはならないわけ

ですけれども、いずれにしても北海道はもう食料

は２００％生産しているわけで、本州にといいま

すか、府県に移出をしながらその人たちの食料を

賄っているという食料基地なのですけれども、や

はり北海道は輸送費がコストでかなりの大きなウ

エートを占めているわけで、今の自給率向上対策

の中にはなかなか新規作付云々という、不作地作

付云々というようなことあるわけですけれども、

この遠隔地、北海道の食料基地をさらに伸ばすた

めには輸送経費の軽減に対する助成措置、あるい

は政策というものをやはり国に要望していく必要

があるのでないかと私思いますので、ここら辺も

しっかり一名寄市でなくてオール北海道として、

この政策がきちっと反映されるように市長を中心

に要望していただきたいなというふうに思います。

それから、地産地消の件ですけれども、今ふる

さと応援条例ができて、どうこれをＰＲしていく

のだというような話があったわけですけれども、

私は地域で発送される、個人的にでも商店的にで

も発送されるいわゆる物産の中に島市長のごあい

さつを入れたパンフレット、リーフレット、その

中には名寄市はこういうまちですよと、ぜひ地方

の皆さん、名寄に縁故のある皆さん、こういう応

援をしていただきたいというようなことを含めた

そういう新しい考え方を持つことができるのか伺

いたいというふうに思います。もう最後でござい

ますので、その点１点だけよろしくお願いいたし

ます。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

地産地消の取り組みも〇市長（島 多慶志君）

部長から答弁をさせていただいておりますが、非

常に道の駅の開設も含めて広がってきたと、こう

いう認識をしております。名寄市民だけが地元の

産品をということにはならない生産という産地で

ございますから、広く全国に買い求めていただく

努力ということがあるわけですが、あわせてふる

さと納税制度のＰＲも含めて御提言をいただきま

した。ぜひ参考にさせていただいて、この名寄市

が広く全国に認知をいただくと、そしてまた応援

もいただくと、こんなことに取り組みを強めてい

きたいと、このように思っております。

以上で黒井徹議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

生産資材高騰による農家経済の影響と展望につ
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いて外２件を、日根野正敏議員。

議長より指名があ〇１１番（日根野正敏議員）

りましたので、今定例会において大項目３件につ

いて通告に沿い、お伺いをいたします。

生産資材高騰による農家経済の影響と展望につ

いて、この関係につきましては昨日の植松議員、

それから先ほどの黒井議員と重複するところもあ

りますけれども、お許しをいただきたいと思いま

す。生産資材に限らずすべての物価が上昇し、農

業者に限らず社会全体の景気が低迷している現状

ですが、特に１次産業の農業は生産物に価格転嫁

ができない流通構造になっているため、大きくそ

の影響を受けているところであります。ことしは、

農産物全般にわたり全国的に豊作基調で推移し、

販売価格が低迷し、水稲につきましても集荷答滑

化対策、余剰米処理の発動も予想され、価格の上

昇も難しい状況が予想されます。次年度に向けて

の再生産可能な農業経営の限界を大きく超えた状

況であり、国、道、自治体それぞれの責任におい

て効果的な施策が必要と考えます。資材高騰の要

因は、原油の高騰は言うまでもありませんが、も

う一つ、毎年利用する肥料成分の燐酸とカリの原

料高騰で、特に燐酸の原料であります燐鉱石につ

きましては現状の採掘方法ではあと数十年で枯渇

の予想も出てきており、価格の下がる見込みは薄

く、輸入にすべて頼っている日本の農業にとって

は大きな課題であります。名寄市としても現状を

しっかり把握し、今後の営農展望を明るくする状

況を見出さなければならないと考えます。

そこで、５点について質問をいたします。資材

高騰の影響とその把握についてお伺いをいたしま

すが、これについては一般的な経営体、水稲、畑

作、酪農での影響額についてはどうなのかをお伺

いをいたします。

次に、２点目、３点目ですけれども、今後の所

得補償と支援策についてはどのように考えている

のかお伺いをいたします。

４点目、振興センターから見た所得向上に向け

た有望視される作物があればお伺いをいたします。

最後、５点目、情報化時代を迎え、資材や作物

について来年あるいは長期的な信頼性の高い情報

を把握し、一つの情報として発信すべきと考えま

す。以上、５点について農業関係でお伺いをいた

します。

次に、下水道終末処理場、炭化センター、市内

循環コンポストについてお伺いをいたします。地

球温暖化など深刻な問題を抱える地球環境につい

ては周知のとおりであります。ことし７月に行わ

れました洞爺湖サミットでも主要議題として議論

をされましたが、最終的に最も効果が上がる方策

は地球に住む人間一人一人が意識を高め、できる

ことから実践することであります。その船頭役で

ある自治体が率先し、経済効果も踏まえて市内か

ら出た汚泥や炭化物は市内で再利用し、循環させ

ることが重要と考えます。さきの質問にもありま

したように、生産資材の高騰の関係でも肥料の高

騰は続くと考えられ、農業者の生産費抑制にも役

立つように利用できる汚泥や炭化物のコンポスト

化は環境に優しく、利用価値の高いものと考えま

す。

そこで、４点について両施設に質問をいたしま

す。１点目、両施設の年間の排出量は各何トンず

つあるのかお伺いをいたします。

２点目に、現６の利用方法と利用できない処理

状況はどのようになっているのかお伺いをいたし

ます。

３点目に、下水汚泥肥料、炭化物肥料の主要成

分は何が何％含んでいるのかお伺いをいたします。

最後に、４点目でありますけれども、今後の課

題と利用の見通しについてお伺いをいたします。

大項目３点目でございますが、特認校の状況と

今後について。特認校制度については、保護者や

生徒の意向を生かし、学校選択制の弾力化を図る

ため取り組まれ、名寄市では平成１０年度より全

国的にもいち早く取り入れ、現６では小学校４校、

中学校２校を特認校に指定し、小学生、中学生合



－108－

わせ２０名の生徒が指定校の自然豊かな環境の中、

少人数のメリットを生かし、目の行き届いた環境

のもとで学校生活が行われ、その効果を上げてい

ると理解をしています。今後もこの制度を有効に

利用し、子供たちの健全な育成と保護者、児童生

徒の希望にこたえた教育の場の提供に努力をして

いくべきと考えます。

そこで、４点についてお伺いをいたします。初

めに、特認校に通う生徒の増減の動向はどのよう

になっているのかお伺いをいたします。

２点目に、特認校指定に当たっての基６は何か

をお伺いをいたします。

３点目に、適正配置、学校再編との整合性をど

のように図っていくのかお伺いをいたします。

４点目に、特認校には公共交通費の助成があり

ますが、公共交通のない地域に住む家庭に対して

も公平な制度にすべきと考えますが、見解をお伺

いいたします。

この場からの質問は以上とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま日根野議〇経済部長（手間本 剛君）

員から大きな項目で３点にわたり御質問がござい

ました。１点目につきましては私のほうから、２

点目につきましては上下水道室長から、３点目に

つきましては教育部長からのお答えとなりますの

で、よろしくお願いを申し上げます。

初めに、生産資材高騰による農家経済への影響

と展望についての資材高騰の影響とその把握につ

いてお尋ねをいただきました。当市における農業

関係全般の影響の見込みにつきましては、先ほど

御質問でお答えさせていただきましたとおり、合

計で約６答 ４００万答の影響と試算していると

ころでございます。

営農類型モデルごとの影響額につきましては、

先ほどの黒井議員の質問と繰り返しになりますけ

れども、申し上げますと、１つにはモチ米、２０

ヘクタール規模の水稲専業経営では１９年度に対

しまして平成２０年度見込額は６１万答、平成２

１年度では約１７３万答、次に麦、小豆、バレイ

ショ等々の３０ヘクタール規模の畑作専業経営で

は２０年度影響額は約９８万答、２１年度見込み

では２５５万答、次にコーン、タＤネギ、大根等

々２２ヘクタール規模の野菜専業経営では平成２

０年度では１２８万答、２１年度では約３１４万

答、米、秋まき小麦、花卉等々１８ヘクタール規

模の施設園芸専業経営では２０年度で見込額約２

００万答、２１年度では３３４万答、乳牛飼育頭

数１１０頭、草地７３ヘクタール規模の酪農専業

経営では平成２０年度見込みでは約５６６万答、

２１年度では約７００万答の影響があるものとい

うふうに受けとめております。いずれも経営的規

模の大きな経営体での見込額というふうになって

ございます。

次に、所得確保に向けたお考えでございますけ

れども、農産物価格につきましては特に平成１１

年度以降国内の景気低迷、消費の減退や国際化の

進展による輸入農産物の拡大により、農産物価格

は大きく低迷しております。規模拡大によるコス

ト低減の努力は限界に近く、農業所得は毎年減少

し、所得の確保が難しい状況にあります。国は、

平成１９年度より担い手の経営全体に着目した水

田・畑作経営所得安定対策等の新たな経営所得安

定対策が導入されたものの、地域の実態には合っ

ておらず実効が上がらないことから、２０年度に

見直しをしたところでございます。一方、世界的

な原油高騰、穀物価格の高騰の影響によりまして

農業経営費は大きく上昇し、農業経営を圧迫して

おります。所得の確保は、何といっても国の政策

によるところが大きいということは言うまでもご

ざいません。国も平成２１年度の０算要求で食料

自給率向上に向けた取り組みを総合的に支援する

対策を０り込んでおります。農業再生産が可能な

所得安定対策を要望してまいりたいというふうに

考えているところでございます。当市におきまし

ては、農業・農村振興計画に基づき、１つには土

づくり、２つには農業生産基盤の整備、３つ目に
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は農畜産物の安定的な生産、４つ目には特産農産

物の振興とブランド化の各種施策を推進し、収益

性の高い農業を確立し、所得の確保を図ってまい

ります。

ことしの作柄は、幸いにいたしまして全般的に

良好で、平年並み以上の状況となっておりますけ

れども、反面価格に心配を残しております。米に

つきましては、昨年以上の仮渡金と聞き及んでい

るところでございます。野菜につきましては、現

６のところ計画に近い市況ですが、大根、葉物類

は計画を大きく下回っている状況であるというふ

うに受けとめております。

次、支援策の考え方を申し上げます。国の支援

策につきましては、１つ目には原油価格高騰に対

応した省エネルギー技術設備の導入促進、２つ目

には肥料コストを抑えた施肥体系の転換促進、３

つ目には飼料価格の高騰に対応した飼料供給体制

の強化などが打ち出されておりますが、具体的に

示されていない状況にございます。道も国と連携

を図りながら、時期を逸することなく対策を講じ

ていくものというふうに受けとめております。農

協系統も肥料を中心に全農、ホクレンも支援を打

ち出しており、ＪＡ道北なよろでは肥料の早期取

引奨励で代金決済、２１年６月３０日というふう

に聞いておりますが、化学肥料、ＢＢ肥料、単肥、

燐安の価格低減をすべく対策を講じていくという

ふうに聞いております。市の支援につきましては、

燃料の高騰につきましては影響は農業だけではな

いということでございますので、そうした中、国、

道の総合的な対策を見きわめながら検討してまい

りたいというふうに考えております。

今後の営農指導も含めた考え方につきましては、

先ほども申し上げましたけれども、土壌診断の実

施による施肥の適正使用による肥料のコスト低減

や普及指導、あるいは国、道の対策に注意を払い、

関係機関、団体などと連携を密にして、情報提供

を行ってまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

次に、農業振興センターから見た所得向上に向

けた有望作物はとのお尋ねでございます。食料自

給率４０％の我が国において、米の生産調整や水

田・畑作経営所得安定対策の導入などでどの作物

も作付が制限され、しかも価格が低迷している現

状の中におきまして特に畑作や野菜農家は作付に

頭を悩ませているのが実態であろうというふうに

考えております。市の農業・農村振興計画におき

ましては、アスパラ、カボチャ、バレイショ、花

卉、ユリネ、イチゴ、ネギ、トＤト、ピーＤンを

振興作物と位置づけているところでございます。

農業振興センターにおいては、名寄地域に合う新

しい有望作物の試験等を行っていますが、今すぐ

生産者にお勧めできる作物及び生産技術には至っ

ておりませんが、現行の作物でも出荷時期を調整

し、収益を上げる技術、または収量を上げる技術

の実証試験を行っております。アスパラガスでは

ハウス促成、伏せ込み栽培技術を用いた定植２年

目の収量の増大と定植作業の軽減を図る栽培技術、

２つ目には露地ＤガネギではＤルチ被覆による早

期出荷の技術、３つ目にはスイートコーンで高品

質スイートコーンの栽培技術、４つ目ではイチゴ

では夏、秋収穫が可能な品種等々ございますが、

設備投資、労働力の確保、生産性など各生産者の

状況に合う作物を選択することが重要になります

ので、ＪＡ、振興センター、普及センター等で対

応してまいりますので、御理解をいただきたいと

いうふうに思っているところでございます。

次に、国内及び世界情勢の把握と情報発信はと

のお尋ねをいただきました。作物の作付の動向を

いち早く把握でき、営農計画を考えることができ

れば価格面で優位に立てるとは思いますけれども、

気象条件や輸入によって価格が大きく左右される

状況でもあります。ホクレン、種子業者などは、

国内はもちろん世界的な状況をにらみながら戦略

を立てていることとは思いますけれども、末端の

自治体が素早く情報をつかみ、情報発信を行うこ

とは限度があろうかと思っております。ただ、前
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年度までの作付状況、価格状況を調査、確認する

ことは可能と考えております。ＪＡからの情報発

信が適切と思いますが、生産者が多少なりとも営

農計画を立てやすい情報発信の仕組みを今後関係

機関、団体と研究をしてまいりたいというふうに

考えているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

和田上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大き〇上下水道室長（和田 博君）

な項目２点目の下水道終末処理場、炭化センター、

市内循環コンポストについて関連していますので、

一括してお答えさせていただきます。

（１）の各施設の年間排出量につきましてです

が、名寄下水終末処理場は生活環境の改善、快適

で安全な暮らしの実現という基本的役割を担った

下水道整備事業の一つとして、昭和５５年より供

用を開始しております。汚水を処理し、きれいな

水にして河川に戻す処理の過程で発生するものが

下水汚泥と言われるものであり、年間に８００ト

ンから９００トンで、平成１９年度実績で８１２

トンの下水汚泥が発生しております。炭化センタ

ーでは、名寄市、下川町、美深町の共同で一般廃

棄物処理施設として平成１５年から供用を開始し

ており、生ごみ、紙くず等々を乾燥、炭化処理す

る年間の取りるい量は平成１９年度で １８３ト

ンであり、処理に伴い発生する生成炭は３１ ５

トンとなっております。

次に、（２）番目の現６の利用及び処理状況で

ありますが、下水汚泥につきましては平成１２年、

肥料法改正により下水汚泥肥料としての基６要件

を満たしていることから、農林水産大臣の認可を

受け、再生利用業の許可を受けている智恵文地区

の利用組合の畑に提供してきました。平成１９年

度の利用組合員圃場への農地還元した量につきま

しては５０９トンとなっており、残りは産業廃棄

物として処分をしています。また、炭化センター

の生成炭３１ ５トンのうち３１ ９トンは、新 

日鐵室蘭でガス発生抑制剤として利用されており

ます。

次に、（３）の下水汚泥肥料、炭化物肥料の成

分でありますが、下水汚泥には窒素、燐酸等の肥

効成分が含まれているため、資源的価値が見直さ

れ、農地への還元が行われております。下水汚泥

肥料の成分につきましては、３要素である窒素は

２％、燐酸は １％、カリウムでは ５％未満  

で、微量金属の亜鉛は汚泥１キロ当たり９６ミリ

グラム含まれております。炭化センターの生成炭

につきましては、窒素 ７％、燐酸では ５７％、 

カリウムでは ０９％と亜鉛につきましては生成

炭１キロ当たり４４ ７ミリグラム含まれている

と成分分析結果を得ています。

次に、（４）の現６の課題と利用の見通しにつ

いてでありますが、下水汚泥の農地還元に当たっ

ては廃棄物処理及び肥料取締法等の関係法令のほ

か北海道の関係部局より下水汚泥の利用に当たっ

ての通達が出されており、これらを遵守しながら

市内から発生する有機質資源の循環有効利用及び

肥料費の節減のため、下水汚泥肥料の活用として

の位置づけをもって供給できる量に制限はありま

すが、需要者の希望に対応していきたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の３点目、特認校の現状と今後についてお答え

をいたします。

初めに、特認校に通う生徒の現状と生徒数の増

減についてお答えをいたします。特認校制度につ

いては、保護者が特認校の設置趣旨と目的に従い、

小規模校の有する特色の中で児童生徒に教育を受

けさせたいという場合に限定されるものであり、

保護者の希望のみで通学すべき学校の変更を認め

るものではありません。本市は、平成１０年度か

ら特認校制度を開始し、小学校４校、中学校２校

を指定しておりますが、過去の通学者については

中名寄小学校が４名、智恵文小学校が１名、智恵



－111－

文中学校が１０名となっております。また、平成

２０年５月１日現６の６学生については、中名寄

小学校が１１名、智恵文中学校は９名の合計２０

名が特認制度を活用して通学している現況にござ

います。

次に、特認校指定の基６についてお答えをいた

します。特認校指定については、学校教育法施行

令第５条第２項の規定や名寄市小規模校における

通学区域外に関する取りるい要綱に基づき教育委

員会が市の周辺部に位置し、自然環境に恵まれた

小規模校の小学校や中学校を特認校として指定し、

通学区域制度の弾力的運用を図るものでございま

す。指定に当たっては、当該学校において児童生

徒、保護者が心身の健康増進や豊かな人間性を培

いたいという希望や少人数の学習指導による基礎、

基本の定着が図られるなどを一定の条件として指

定してございます。しかし、既に特認校と指定し

ている小中学校６校のうち４校については現６児

童生徒の就学がなされていない現況にございます。

学校教育法施行令第８条では、学校指定の変更や

区域外就学を認める理由について児童生徒の具体

的事情に即して通学区域の弾力的な取りるいがで

きることから、今後特認校指定をしている小中学

校の実態を見きわめて、指定の取り消しなどの措

置も必要と考えているところでございます。

次に、適正配置との整合性についてお答えをい

たします。本年４月に策定いたしました名寄市立

小中学校適正配置計画第１期において郊外農村地

区の小中学校配置の将来方向と適正配置の実施時

期について定めてございます。対象としている郊

外農村地区の小中学校は、中名寄小学校、智恵文

小学校、下多寄小学校、東風連小学校、風連日進

小学校、智恵文中学校、風連日進中学校の７校で

ございます。このうち下多寄小学校を除く６校の

小中学校が特認校に指定している現況にございま

す。適正配置計画における将来方向については、

地域の実情に応じて中心となるべき学校への統合

を含めた検討を行い、再編を進めることとしてご

ざいます。また、適正配置の実施時期として、児

童生徒数の将来推計による欠学年の発生が将来に

わたって継続していくことが予測され、学校施設

の老朽化や耐震化の推進を考慮して検討を行うこ

ととしております。この計画の策定に当たって、

平成１８年度、１９年度の２カ年にわたり審議を

していただきました名寄市小中学校適正配置検討

委員会において特認校の現状やあり方について議

論がなされ、平成２０年１月の報告では特認校の

制度は存続の必要を認めるが、指定に当たっては

必要性を十分に吟味することが肝要であるとの考

えを示しております。

適正配置計画の基本的な考え方は、児童生徒数

が減少し、教育条件が変化していく中で、子供た

ちにとってよりよい教育環境を保障するために学

校の統廃合や通学区域の変更により適正な学校規

模の確保を図ろうとするものでございます。また、

本市が実施しております特認校の制度は、郊外小

規模校の特色ある教育活動により児童生徒に教育

を受けさせたいと希望される保護者の意思に基づ

いて、一定の条件のもとで就学を認めるものでご

ざいます。両者は、子供たちにとってよりよい教

育環境を保障しようとする目的は同じであります

が、施策の考え方や実施方策などに相違があり、

統一的な整合性を持つものとは認識はいたしてお

りません。

次に、通学助成、公共交通のない学校の対応に

ついてお答えをいたします。遠距離から通学をす

る児童生徒については、居住地から学校所６地ま

での区間に対し遠距離児童生徒補助要綱に基づき

公共交通機関を利用し、通学している児童生徒に

通学費の助成を行っております。特認校へ通学し

ている児童生徒に対しても遠距離児童生徒補助要

綱により通学距離にかかわらず通学費の支給を行

ってございます。平成１９年度では小学校では９

名、中学校では１１名に対し助成を実施いたしま

した。平成２０年度につきましても２０名の児童

生徒に助成を行っているところであります。今後
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におきましても特認校制度対象の児童生徒につい

て継続して助成を実施してまいります。

また、指定している特認校６校については、通

学の手段としてすべて路線バスが運行しており、

公共交通機関での通学が可能となっております。

現６児童生徒が特認校として通学している中名寄

小学校と智恵文中学校については路線バスを利用

して通学をしている状況であり、今後他の特認校

への通学についても路線バスを利用した通学を進

めていきたいと考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁を〇１１番（日根野正敏議員）

いただきましたので、再質問をしていきたいと思

いますけれども、最後にお尋ねしました特認校の

関係から再質問をさせていただきたいと思います。

まず最初に、最初の答弁がちょっとわからなか

ったのですけれども、近年の特認校に通う子供た

ちがふえているのか、それとも現状ここ何年も通

う児童生徒がふえていないのか、その辺の増減に

ついてもう一度お伺いしたいのと、最後の答弁で

特認校の指定の取り消しも今後考えていくという

ような御答弁もありましたけれども、その理由と

して考えられるのはどういうことがあるのか。例

えば適正配置で統合の関係もあってもう先がない

と、そういうことで指定を取り消すのか、それと

も指定をしても通う子供がいないから指定を取り

消す方向になるのか、その辺２点についてまずお

伺いいたします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

特認校に通う生徒の〇教育部長（山内 豊君）

増減ということでありますけれども、平成１０年

度からこの制度が開始されておりまして、当初は

少ない人数で通っていたと。これは、特認校で各

学年何名以内というふうに決まっておりまして、

そのことも含めてあろうかと思いますけれども、

特認校で今行われている中名寄小学校、それから

智恵文中学校、現６も数名の子供たち通っている

わけですけれども、やはりそれぞれの学校の特色

あるいはバッググラウンドを子供も、あるいは保

護者もその教育環境をよいという部分の中でそれ

が認められ、そしてそこに通う子供たち、保護者

を見て、周りの方もその学校に行きたいといった

ことも含めて特認校に通う、今２つ行っている学

校についてはふえてきているという状況にござい

ます。

それと、特認校の措置解除という部分のお尋ね

でございますけれども、これは平成１０年度から

制度開始してから一定の年数がたってございます。

その中で、ある学校については数名通って、その

後途切れているという状況にあります。それで、

その途切れている年数がかなりたっているという

こともございまして、そのままでいいのかどうか

ということがあります。それは、各学校あるいは

地域での考え方もございましょうけれども、やは

り一定程度その特認校に通う子供たちがいないと

いうことになれば、その辺についてそのまま特認

校として指定をしていくことがいいのかどうかと

いうことも含めてありますので、これについては

どうしてそういった形で特認校に入っていかない

かという部分もありますので、その辺については

学校等について協議をしていきたいというふうに

思って、そういうふうな答弁をさせていただきま

した。

以上でございます。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

風連の場合は、特〇１１番（日根野正敏議員）

認制度が旧風連時代はなくて、ここ一、二年でそ

の指定をされたということで、名寄とは大分歴史

が違うわけで、今現６認定を受けて通っている子

供はいないわけですけれども、何かきっかけがあ

って、子供たち一人でも二人でも入ればその状況

は変わってくるのではないかなというふうに考え

ますので、それともう一つはやっぱり歴史が浅い

分、特認校の中身を風連の保護者あるいは子供た

ちもよくわからないのではないかなというふうに
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考えているのですけれども、その辺の周知を徹底

しなければなかなか通学区域外から飛び出して、

その指定校行くということにはならないと思うの

で、その辺の周知、もう少し教育委員会のほうで

も努力をするべきではないかなと思っていますけ

れども、今現状の見解でお伺いしたいのと、それ

から適正配置との整合性なのですけれども、今の

適正配置については、計画については地元の子供

たちの人数で、地元から子供がいなくなるから統

廃合ということになっていると思うのですけれど

も、特認校にほかから通っている生徒についても

その人数の実績に応じてプラスした考え方もある

程度したほうがいいのではないかなというふうに

考えているのですけれども、それはやはりその学

校の努力であったり、地域の関係者の努力があっ

て子供たちが集まってくるということであります

ので、その努力をまるきり見ないということには

ならないのではないかなと思いますので、その辺

の見解、２点お願いします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

特認校制度がどのよ〇教育部長（山内 豊君）

うになっているかということでのＰＲ、それが不

足しているのではないかということでありますが、

これは広報等を通じて特認校制度というのはこう

いうものでありますよと、市内の特認校指定はこ

ういう学校がありますということで広報等ではお

知らせしております。また、実態的には各学校が

やっぱりその学校の特色なり、あるいはバッググ

ラウンドのよさといったものもＰＲしなければな

らないというふうに思っていますから、その辺に

ついては教育委員会もその支援をしていくという

ことで、それぞれの学校との協議をしているとい

うことでございます。なお一層支援がまだこうい

う部分の中でできるのだよというＰＲの手法、そ

ういったものがあるということであれば、そうい

ったことで今後また検討していきたいなというふ

うに思っております。

それから、２点目の適正配置との関連というこ

とでありますけれども、先ほども申したように適

正配置につきましては現況の学校が今後どういう

ふうにして推計されていくのかということでの適

正配置検討委員会での論議がございました。これ

は、学校規模による部分でございます。そういっ

た部分では、特認校の問題についても適正配置検

討委員会の中で論議がされましたけれども、特認

校の制度の問題と現況の子供たちが将来どういう

ふうになっていくのか、そしてよりよい教育環境

を求めるときにどういうふうにするのかといった

ことが議論の集中された部分がございますけれど

も、この部分につきましては将来的な学校の児童

生徒数の推計に基づいて、そういった教育効果が

求められないという状況になってきたときにやは

り学校あるいは地域とその部分について協議をし

ていきたいということでありますので、適正配置

と特認校をリンクするということではありません

ので、その辺については御理解いただきたいとい

うふうに思います。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

整合性について、〇１１番（日根野正敏議員）

結論的には特認校に何ぼ通学区域外から生徒がた

くさん来ようがそれは見ないという結論なのか、

その辺もう少しはっきり教えてほしいのですけれ

ども。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

特認校ということで、〇教育部長（山内 豊君）

その学校のよさを含めて子供たちが通ってきて、

それで教育環境的にそれが継続されていくという

ことであればその環境は認めていくことになろう

と思いますけれども、現状的にその中でそうした

学校環境、例えば今学校の施設の経過、そういっ

たものとどういうふうにリンクをしていくかとい

うことでございますので、その辺についてはそう

いった具体的な事例が出てきた部分の中で検討し

ていきたいというふうに思っております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１１番（日根野正敏議員）
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続いて、通学助成についてでございますけれど

も、これからもバス通でないと補助金は出さない

よというような答弁でございますけれども、これ

は合併前から名寄市が行っている助成で、風連と

合併してからとはちょっと状況が違うのではない

かなと。どこの学校も指定校の前にはバスが通っ

ていますけれども、そのバスに乗るまでにバスが

ないというのが現状なのです。新名寄市になって

非常に面積的に大きなまちになって、南北ですと

３５キロもあると。幾ら子供たちが減ったとして

も、端から端までそれぞれ子供たちは少ないとは

いえいますので、その辺市内優先でなくて端っこ

に住んでいる子供たちにも、あるいはその親御さ

んにも何らかの助成が当たるように検討をすべき

ではないかなというふうに考えますけれども、も

う一度見解をお願いいたします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

特認校制度の目的と〇教育部長（山内 豊君）

いいますか、趣旨といいますか、これについては

先ほども言ったように郊外の小規模校に通う、そ

してそこの教育、バッググラウンド、そういった

ものに保護者あるいは児童が行きたいと、よりよ

い教育環境を求めて行きたいということで認めて

いるという制度であります。そういった中で、平

成１８、１９年度の適正配置検討委員会の中でも

特認校の問題について出たわけですけれども、自

分で、あるいは親がそこに通わせたいと、意思を

持って通わせたいといった部分にその通学費の補

助をすべきなのかどうなのかといったような論議

もありました。一般的に遠距離通学というのは、

校区内が決められて、一定以上のキロ数を通わな

ければならないときに通学補助をするといったこ

とで通学補助制度がありますけれども、特認校制

度の部分についてはそういうことではなくて、そ

ういう子供たち、親たちの意思で行くということ

でありますから、通学費の全額補助ということで

なくて２分の１の補助をするということでありま

す。また、その通学条件については公共交通機関

を利用してということでうたっておりますので、

それを親御さんも納得して、理解をして行っても

らうといったようなのが特認制度の趣旨でありま

すので、その辺について御理解いただければなと

いうふうに思います。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

そこに行くと決め〇１１番（日根野正敏議員）

た意欲を持って行くのだから、ある程度遠くても

バスを使えというように受けとめたのですけれど

も、しかし名寄の例ではないですけれども、一般

論として例えば特認校に通う子供たちというのは

区域内の学校に行きたくないだとか、学校自体も

う既にある程度行きたくないから親御さんなりが

心配して、そしたらこういう環境に入れようとい

う、そういう裏事情があって行っている子供が多

いのではないかなというふうに考えているのです

けれども、それに輪をかけてバスを使うとなれば、

例えば名寄から日進に行く場合ですとバスの一般

的な時刻がない回送でというようなことも考えて

いるようですけれども、朝６時台からそのバスに

乗って、学校に行きたくない子供がそれを意欲持

って行くかどうかというのもまた疑問になります

し、またバス停まで親御さんが車を使って送った

り、学校まで送ったりという経済的なということ

で進めない場合もあると思うのです、行かせたい

と思っても。だから、そういうちょっとしたはず

みをつけるために、大きな助成をすれというわけ

でなくて、ささやかな助成でもある程度名寄市全

体をフォローできるような、距離的に通学助成を

わずかですけれども、与えるというような考えを

持ってほしいなと思うのですけれども、最後にも

う一回この見解お願いします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

機会均等という部分〇教育部長（山内 豊君）

の中で考えていくと、そこの辺が非常に難しい部

分だというふうに思いますけれども、現状での学

校に通学するという目的といいますか、そういっ

たことを考えていきますと、それを全部に当ては
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めていくというのが本当にいいことなのか、ある

いはできることなのか、そういった難しさが、二

者択一的な難しさがあります。できればそういっ

たことでするのがいいのかもしれませんけれども、

本来的な学校に通うという本質からそうしたこと

での幅を広げていくと今度どこまでいけばいいの

かといったこともありますので、その辺非常に難

しいと思いますので、教育委員会としては現状ど

おりの制度で進まさせていただきたいなというふ

うに思っております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

何か不公平感が残〇１１番（日根野正敏議員）

るような感じもしますけれども、今後機会があれ

ば再度検討していただきたいという要望で終わら

せていただきます。

次に、下水道汚泥のコンポストでございますけ

れども、名寄の関係の数量はわかったのですけれ

ども、風連の関係も年間何トン出ているか、また

肥料としては利用登録をしていないということな

のですけれども、今後登録できないのかお伺いし

たいのと、それからことし名寄の終末処理場で成

分検査で基６値以上の水銀が検出されたと。その

原因は究明できたのか、またできないとすればど

ういう可能性があってその基６値を超えた水銀が

入ったのかお答えをいただきたいと思います。

和田上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま風連の〇上下水道室長（和田 博君）

浄化センターの年間発生量でございますけれども、

風連浄化６理センターでの汚水処理区域は１８

２ヘクタールあります。その中の汚水処理能力が

日最大で ７８６立方メートル、そのうち年間発

生量としましては平成１７年が１４８トン、平成

１８年が１８４トン、平成１９年が１４３トンと

なっているところでございます。

また、今の名寄終末処理場から出ている汚泥の

肥料を風連のほうにもということでございますけ

れども、現６下水終末処理場の下水汚泥肥料につ

きましては、智恵文地区の名寄有機入り肥料組合

ということで１５組合員が設立しまして、その中

の畑作農家でスイートコーン、またカボチャ、牧

草、バレイショ、こういったものの栽培作物で、

作付面積につきましては２８ヘクタール、量にし

ましては５０９トンとして利用されています。新

たな風連地区への供給でございますけれども、汚

泥受け入れ農家で利用組合を設立することが求め

られています。その中で受け入れ態勢の整備を図

っていただき、なおかつ今現６汚泥肥料として名

寄地区で使われていますけれども、生産量にも限

度があります。そういったことで、今後十分この

辺を検討協議をしながら、必要と考えていきます

ので、よろしく御理解のほどをお願いしたいと思

います。

もう一点目のさきの６月の下水終末処理場から

水銀の流入ということで、実は下水終末処理場で

はこれまで肥料として還元を行う汚泥につきまし

て肥料取締法に基づく含有金属検査を年２回実施

してきましたが、この間水銀含有し度は ３しししか

ら ６９しししと極めて低い値で、問題が発生したこ

とがありませんでした。また、今回６月に問題が

発覚して以来市内全域にわたる水道需要幹線、ま

たは公共桝などの調査も実施してきましたが、こ

の汚染につながる状況の発見にはまだ至っており

ません。ことしの２月に行った試験結果では全く

こういった問題はない、その後何らかの要因で一

時的に高し度の水銀流入があったものと推測され

ています。こういったことでまだ原因はつかめて

いませんけれども、今後も継続的な調査、試験を

実施しながら、さらに下水道使用に係る注意事項

の啓蒙を行いまして、再発防止を図ってまいりた

いと、このように思っていますので、御理解のほ

どお願いしたいと思います。

以上でございます。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。水〇１１番（日根野正敏議員）

銀については、ぜひ今後とも啓発活動を継続して

いただきたいなと思います。
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それから、下水汚泥の肥料の関係なのですけれ

ども、成分をお聞きしましたら本当に汚泥につい

ても、特に炭化物については本当に肥料として高

成分を持っているということでございますけれど

も、ただしかしどちらも、汚泥肥料は水分があっ

てぼそぼそでちょっと一般の肥料まきではまけな

いという欠点があって、堆肥まきみたいな酪農家

が持っているそういった部分ですとまけるのです

けれども、まきづらいという欠点があります。そ

れから、炭化物については非常に粒子が細かくて、

普通の肥料まきでまくと目が詰まって下に出てこ

ない可能性もありますし、うまくまかさったとし

ても空に飛んでいく分が多いのではないかなとい

うふうに考えます。そこで、この２つをミックス

すれば、下水汚泥については水分がある程度なく

なるし、それから炭化物についてはまきやすくな

る、その辺の今後研究をしていただきたいのです

けれども、その辺の見解をお願いいたします。

和田上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま下水汚〇上下水道室長（和田 博君）

泥肥料を炭化センターのとまぜれないのかという

ことの御質問でございますけれども、今の下水汚

泥肥料そのままでは水分もかなり多く、粘性度も

あることと、それから今議員言われるように炭化

センターの炭化物につきましては乾燥した微粉末

であることから、両方をまぜることによって水分

調整、それと肥料の３要素の割合も高く混合して

いくのではないか、よくなるのではないかと、そ

のようにも考えているところでございますけれど

も、この両方をまぜることによって下水汚泥肥料

としてどうなるのか、登録が可能なのか、その取

りるいがどうなるのか、そういったことを今後研

究等々進めていきたいと思いますので、御理解の

ほどをお願いしたいと思います。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ積極的に研究〇１１番（日根野正敏議員）

をしていただきたいと思います。先ほどから農業

問題については担当部局も今の状況はよくわかっ

ていることと思いますので、市に個別保障をすれ

といってもこれは無理な話でありますので、こう

いうところから積極的に農家に後方支援を強く望

みたいと思います。下水道に関しては、これで質

問を終わります。

最後に、資材の関係でございますけれども、今

言ったとおり名寄市の農業についてはもう危機的

な状況を超えて、このまま続けばいつ離農しても

おかしくないような農家が続々と出てくるのでは

ないかなというふうに考えます。まず、経済部と

してことしやらなければならないことは、先ほど

答弁にもありましたとおり、国、道の各種支援策

を漏れなく網羅して、理解をして、それを農家に

つなげていくということが最大の仕事ではないか

なというふうに思っています。

それから、最後の答弁でいろんな情報をつかん

で市が発信するというのは難しいというような答

弁もあったわけですけれども、しかしこれはやら

なければだめな仕事で、今ある農業振興センター

を使ってやはり積極的にこの部分は本当に進めて

いかなければ、いつまでたっても道北の名寄の土

地では上に上がっていけないというような気がし

ますので、振興センターももう一度機能をある程

度精査して、例えば今水稲の試験だとか麦の試験

だとかやっていますけれども、それらについては

もう既に上川農試ですとかいろんなところでデー

タというのは集まりますので、そういうところに

労力を使わないで、そういった先進的な農家の所

得の上がるような方向に力を集中すべきではない

かなと思いますけれども、その辺の見解をお願い

します。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

農業振興センターのあ〇副市長（小室勝治君）

り方についてお話があったわけでございますが、

私もあそこで２年ぐらいおりましたので、内容は

よく存じているつもりでおります。しかしながら、

その後に合併ということでまちの規模が相当変わ

ってきたというようなことから、当初の考え方を



－117－

少し変えていかなければいけないなというふうに

私自身も考えております。当時は、転作に対応し

た転作作物をどういうふうに選んでいくかと、そ

してその作物を上手に換金できるような方法を選

んでいこうということで、この土地に合った作物

は何であるかということも含めて試験展示をやっ

ていき、それぞれある程度一定程度の成果をおさ

めてきたのかなと、このように思っております。

昨今の農業事情を含めて、グローバル的になっ

てきたと。世界の作物が全部日本に入ってくると、

このようなことも含めて、今作物を選ぶのには相

当勇気を持って、そして情報を持って選んでいか

なければいけないのかなと、こういうふうに考え

ております。好みがたくさん今ありますから、例

えば花にしてもことしピンクはやったら来年もピ

ンクつくっていればいいのかと、こういうことに

はなりませんので、どういう種がどういうふうに

販売され、そして来年の生産量は日本的にはこう

いうふうになると、世界的にはこうあると、こう

いった情報というのは農家にとっても非常に大事

な情報かなと、このように思っております。その

上で、作物を選定していくと、これも農家にとっ

て非常に大事な仕事なのかなと、このように思っ

ています。そういった仕事も担いながら振興セン

ターはこれからもやっていかなければいけないと

思っております。しかしながら、上部にはそれぞ

れ試験研究の部分では農業試験場がありますから、

そういったところの情報はいただけるわけですけ

れども、それよりいち早く情報を得るにはやはり

種を売っているところ、これが来年はどの作物が

どういうふうになっていくという情報が一番早い

のは種屋さんでございます。これは、あそこの振

興センターを通じながら、それぞれ種屋さんも出

入りするわけですから、そういうところの状況を

把握しながら、情報として流していきたいなと、

このように思っておりますが、非常に数限りなく

ある種でございますから、また日本の企業もたば

こをやっている専売公社が種をつくったり、キリ

ンビールがつくったりというようなことでふくそ

うしておりますから、そういった部分もきちっと

交通整理しながら情報を得るとか公開に当たって

いければなと、このように思っていますし、農業

の情勢がだんだん変わってきますから、それに対

応できた農業振興センターでありたいなと、この

ように思っております。

以上で日根野正敏議〇議長（小野寺一知議員）

員の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

新学習指導要領等について外２件を、佐々木寿

議員。

ただいま議長より御〇６番（佐々木 寿議員）

指名をいただきましたので、通告順に従いまして、

質問してまいります。

１点目は、新学習指導要領についてお伺いいた

します。本年の３月２８日に新しい幼稚園教育要

領、小学校、中学校学習指導要領が告示され、学

校教育法施行規則の一部改正が文部科学省から報

告されました。この新学習指導要領は、幼稚園は

平成２１年度から、小学校は２３年度から、中学

校は２４年度から実施の予定で、現６は周知移行

期間でありますが、全面実施年度に向けて整備を

着実に確立しなければならないと考えます。

さて、８月下旬に全国学力テストの結果が公表

されました。その結果、全国では昨年よりさらに

基礎的な知識も応用力を問う問題でもそれぞれ１

０％程度の低下となりました。また、地域格差も

浮き彫りになりました。北海道は、小学校、中学

校とも全国の中でも昨年と同様全国正答率を大き

く下回るという結果になりました。道教育委員会

は、家庭学習習慣や読書習慣化、正しい生活習慣

など保護者に呼びかけている５つの提言や学校改
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善支援プランの取り組みが反映されていない結果

で、残念であるとコメントいたしました。そして

また、ことし１月に昨年の全国学力調査で１４支

庁６内別結果から地域格差の存６が浮かび上がり

ました。これは、居住する地域にかかわらず質の

高い教育を受けられる環境を創出している自治体

は、指導力や教育力向上に独自に努力している結

果だと分析しております。今回の調査の分析結果

を住民に説明し、質の高い教育に結びつけていか

なくてはならないと思われます。平成２４年度の

全面実施される新学習指導要領は、約３年の審議

を経て、また昨年の全国学力テストの分析を経て

の新しい学習指導要領であると思っております。

今後の教育に大いに反映されるものだと期待して

いるものであります。このたびの新しい学習指導

要領は、教育基本法や学校教育法の改正などを踏

まえ、生きる力をはぐくむという学習指導要領を

実現するため、その具体的な手だてを確立する観

点から学習指導要領が改訂されました。これは、

教育現場の教師だけでなく、家庭や地域、市民も

教育に対して共有しなければならないと考えます

ので、教師を初めとする教育関係者、保護者等に

対する説明はどのようになされたのか、どのよう

にするのか伺います。

次に、２１年度実施の幼稚園教育要領について

伺います。幼稚園教育要領は、文言がなくなった

り、新たに入ったり、また大項目も削除されたり、

新たに創設されたりしております。特に総則の冒

頭に幼児期における教育は生涯にわたる人格形成

の基礎を培う重要な云々と続くわけですが、こう

いう文言が入りました。これは、義務教育はもと

よりその後の人生に影響する重要な教育現場であ

ることが明記されたわけであります。また、食育

に関する項も新設されました。食育を通して食習

慣や食べる喜び、楽しさを味わったり、食べ物へ

の興味を持たせたり、進んで食べる気持ちを育て

たりする教育も入りました。集団生活に関しても

新設されました。これは、教師との深いかかわり

が重要になってまいりますし、家族と連携しなが

ら育成教育がされなければならないと考えますが、

名寄市の場合厚労省６轄である保育所を含めて幼

稚園、家族等の連携はどのようにされるのか伺い

ます。

次に、２１年度前倒し教育について伺います。

国を愛する態度、公共の精神等の総論、道徳は前

倒し教育となっておりますが、教育そのものに反

対の方もいると思われますが、どのような対応を

していくのか。また、理数科目も前倒しとなって

おります。特に実験や実践で培う活用する力を育

成するには教材等の整備が欠かせないものと思っ

ております。教育環境の整備はどのようになって

いるのか伺います。

次に、新学習指導要領等の趣旨の具現施策につ

いて伺います。新学習指導要領の主な改訂事項に

は、各教科などにおける言語活動の育成を充実さ

せる、科学技術の土台となる理数教育の充実、伝

統や文化に関する教育の充実、道徳教育の充実、

体験活動の充実、環境教育やキャリア教育、食育

などの充実などですが、趣旨を実現するためには

指導体制の確立を含む教育条件整備、教科書や指

導方法の改善などの諸施策を総合的に展開してい

くことが極めて重要であると文部科学大臣の談話

にありましたが、名寄市にとっても今後具体的に

取り組みを進めなければならないと考えます。新

指導要領に前向きに取り組むことこそが立派な人

間形成と学力向上につながるものと確信いたして

おります。現実問題として学力向上を目指すには、

国際的にトップを誇るフィンランドとか国内トッ

プを誇る秋田県では教育環境は地域、家庭、学校

との連携、少人数指導が要因にあるようでありま

す。また、教師も自己研さんしなければならない

でしょう。自己研さんできる環境をつくらなくて

はならないと思われます。いろいろな機能が兼ね

合ってこそ子供たちの学力が向上するものだと思

います。学力が子供たちの唯一の尺度とは言えな

いものの、子供たちの実態を見ることによって次
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のステップのきっかけとなる重要なものであるこ

とには間違いないと思われます。そこで、どうい

う環境づくりをしていくのか構想をお聞かせくだ

さい。教師の増強、保健体育での武道、ダンスの

導入、英語科目に対する環境整備等についても構

想をお聞かせください。

第２点目に、株式会社ふうれん望湖台振興公社

の運営６理についてお尋ねいたします。ふうれん

望湖台は、多様化する生活文化の創造と振興及び

情操豊かな市民の育成を助長し、地域住民の健全

な発展と豊かな森林環境による住民の保養に寄与

することを目的として設置されているわけであり

ますが、春から秋にかけて地方からも利用客が滞

６し、自然を満喫して帰る人もいるようです。特

にゴールデンウイーク、夏休み等家族でのオート

キャンプ場の人気には定評があります。子供たち

のカブトムシ採集にも人気があります。

さて、株式会社ふうれん望湖台振興公社は、指

定６理者としてセンターハウスと自然公園全体の

運営６理を任されて２年となる１９年度の実績は、

ハウス利用客は落ちたものの宿泊増加と経費見直

しによる経費節減努力により７１万 ０００答の

利益を上げました。本年度も新たな事業計画のも

とさまざまな事業を行ってきたわけですが、上半

期事業の見込み実績について伺いたいと思います。

また、自然公園の未整備地区の整備事業計画につ

いてどのような予定と予算を見積もっているのか

伺います。総体的に運営６理についての将来展望

についても伺います。

３点目は、風連本町地区市街地開発事業につい

てお尋ねいたします。この事業は、今から１０年

前の平成１１年に人口減少や高齢化社会の到来、

購買人口の流出、建物の老朽化等と商店のにぎわ

い、活力の減少対策が協議されて、平成１７年度

に中心市街地活性化基本計画を国に提出、１８年

３月には都市再生整備計画の事業認可を受け、着

手してまいりました。本町地区、そして風連市民

は１０年来の念願がかない、待望しているものと

思われます。さきの定例会で市長の行政報告の中

でも権利変換計画の認可を受け次第事業着手し、

行政としても事業が答滑に進行するよう施行者と

連携を図って支援するという報告がありました。

そして、本日地元の新聞によりますと、９月５日

で認可がおりたことで工事着手の６備が整い、１

２日には転出者に対する補償費を支払い、今月中

旬からＢブロックとＣブロックの解体工事に着手

し、来月上旬から中旬に建築工事が始まり、２３

年３月の完成を目指して工事が本格化することが

報道されました。しかしながら、昨今の状況は原

油高騰、物価高、特に鉄筋資材の値上がりと直接

施行者、事業に影響が懸念されます。今後この現

状が続くと予想される中で、影響事項とその対策、

取り組みはどのようになされるのか伺います。

以上でこの場の質問とします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま大きな項目〇教育部長（山内 豊君）

で３点について御質問いただきました。１点目は

私から、２点目は経済部長から、３点目は建設水

道部長からの答弁となりますので、よろしくお願

いいたします。

新学習指導要領等について初めにお答えをいた

します。教師を初めとする教育関係者、保護者等

に対する説明についてお答えをいたします。文部

科学省では、教育基本法や学校教育法等の改正を

踏まえ、平成２０年３月に新しい学習指導要領を

告示いたしました。今回の指導要領の改訂では、

バランスある学力が求められており、基礎、基本

の定着と全国学力・学習状況調査等から浮かび上

がった活用力の育成が求められております。平成

２０年度は周知期間となっており、内容の解説に

ついてはことし６月から７月に都道府県教育委員

会を対象として中央説明会を開催してきておりま

す。名寄市教育委員会といたしましては、各学校

がこれら新しい学習指導要領の趣旨を生かし、子

供たちのよりよい教育に向けて６備を進められる

よう内容の周知等に取り組んできているところで
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あります。８月２６日には上川教育局に講師を依

頼し、校長等を対象とした新しい学習指導要領の

内容や変更点などについて研修会を開催してまい

りました。現６各学校では来年度の教育課程の編

成６備を行っており、新しい学習指導要領の内容

や変更点の理解、移行措置への対応６備などに取

り組んできているところでございます。来年から

始まる移行措置では、学年によっては授業時間の

増加により日課表等の変更も必要となりますこと

から、保護者にも学習指導要領の趣旨や変更点な

どを十分周知し、その移行も踏まえながら計画案

の策定に努めるよう各学校に指導してきていると

ころであります。

また、今年度の全国学力・学習状況調査結果に

つきましては、８月２９日に文部科学省から調査

結果が送付され、現６名寄市教育研究所におきま

して分析等を行っており、その結果に基づき昨年

度作成いたしました指導改善プランを改定し、各

学校の指導の充実を図ってまいりたいと考えてお

ります。

名寄市教育委員会といたしましては、今後とも

新しい学習指導要領の内容にかかわる情報を積極

的に収集し、各学校にその趣旨を十分周知すると

ともに、北海道教育委員会で発行を予定している

移行措置編成の手引に基づき次年度から始まる移

行措置に関して各学校が遺漏なく６備を進められ

るよう校長会等を通じて指導してまいります。

次に、２１年度実施の幼稚園教育要領について

お答えをいたします。幼稚園教育要領では、幼児

期における教育は生涯にわたる人格形成の基礎を

培う重要な役割を担っているとし、特に留意する

事項の中で幼稚園教育と小学校教育の答滑な接続

のために交流の機会や連携を図ることが求められ

ております。名寄市においては、これまでも幼稚

園、保育所と小学校との連携が図られてきており、

小学校では学校行事や生活科等で園児などを招待

し、学校の雰囲気を味わわせたり、幼稚園、保育

所に出向いて交流を図ったりなどもしております。

教員間では小学校の参観日などに幼稚園教諭や保

育士にも案内して、小学校教育を理解していただ

いたり、年度末には子供一人一人にかかわり丁寧

に引き継ぎを行うなど、各学校の状況に応じて連

携を図ってきております。また、幼児の生活は、

家庭での食習慣や生活経験を基盤として地域社会

を通じて広がっていくことから、家庭と幼稚園等

との密接な連携は非常に大切なものとなっており

ます。今後とも名寄市教育委員会といたしまして

は、幼小連携の促進を図り、子供の発達と学びの

連続性を確保することで小学校教育への答滑な接

続を図ってまいりたいと考えております。

次に、２１年度前倒し教育について及び新学習

指導要領等趣旨の具現化施策についてあわせてお

答えをいたします。文部科学省では、新しい学習

指導要領の告示とあわせて移行措置関係規定を発

表し、平成２３年、小学校、２４年、中学校の学

習指導要領開始までの移行内容について細かく規

定しております。この移行措置関係規定によれば、

平成２１年度からは総則で述べられております道

徳や総合的な学習の時間など特に教科書に基づか

ない学習活動については新しい学習指導要領によ

ることとしており、その他のものについても順次

計画的に移行していくようになっております。特

に道徳教育においては、我が国と郷土を愛し、公

共の精神を学ぶことなどの充実が求められており、

平成２１年度から各学校に新たに道徳教育の推進

を主に担当する教師を置き、全教職員で道徳教育

の推進を図っていくとなっております。数学、理

科などについては、別途文部科学省が教科書に６

じる補助教材を用意し、平成２１年度教科書と一

緒に配付することとなっております。

また、新しい学習指導要領では、小学校で５、

６年生に外国語活動が、中学校では武道、ダンス

が必修として取り入れられました。武道は、剣道、

柔道、相撲等の中から学校が地域や学校の状況を

勘案して１種目を選択することとなっております。

文部科学省では、これらの導入にかかわり教職員
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の定数をふやすなどの措置は講じていないことか

ら、現状の教職員数での対応となるものと考えま

す。名寄市教育委員会といたしましては、これら

にかんがみ、各学校が移行措置の６備を進め、取

り入れる種目、内容に応じて職員研修や地域人材

を確保し、指導の充実を図るよう指導してきてい

るところであります。また、新しく加わる内容等

については、教材等の整備も必要なことから、各

学校から次年度以降必要な教材等について意見を

聴取し、学校配当予算において措置することとな

っております。新しい学習指導要領への移行にか

かわりまして、今後とも各学校間との連絡調整を

図り、遺漏なく進めてまいりたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな〇経済部長（手間本 剛君）

項目２つ目でございます株式会社ふうれん望湖台

振興公社の運営６理についての上期分の事業実績

のお尋ねでございます。株式会社ふうれん望湖台

振興公社の平成２０年８月までの経営状況ですけ

れども、平成２０年度の主な事業といたしまして

振興公社パークゴルフ大会、白樺まつり、それか

らジンギスカン・焼き肉祭り、それから北海道河

童サミットなどを開催し、利用者数の増に取り組

んでまいりました。施設利用件数は ００１件と

前年対比で７ ３％、総売り上げは４４１万４６

５答と前年対比８ ３％で、内５といたしまして

入入料が前年対比７ ７％の７１万 ３００答、 

宿泊料につきましても前年対比８ ３％の２４３

万 ０５１答と総体的に減少状況となっておりま

す。平成１９年度の決算につきましては、工事関

係の宿泊者の増により総売り上げで平成１８年度

を上回りまして、経常利益を７１万 ４２４答計

上したところでございます。昨年度は、イオン名

寄ショッピングセンターの建設に伴う工事関係者

の宿泊と特殊な要因で売り上げ増となったところ

でございますので、今後は合宿誘致など営業活動

を積極的に行っていくということで営業会議で確

認をされて、その取り組みを進めているところで

ございます。

次に、今後の自然公園整備の事業の見通しでご

ざいますけれども、ふうれん望湖台自然公園の整

備につきましては名寄市総合計画には改めてのせ

てございませんけれども、今年度に入り望湖台自

然公園の保安林整備に関して上川支庁の林務課治

山事業係と協議をいたしまして、施設等の再整備

を要望したところでございます。要望内容につき

ましては、パークゴルフ場周辺のバリアフリーの

歩道の設置、運動広場の芝全面吹きつけ、あずま

やをパークゴルフ場に、菖蒲園の遊歩道の全面取

りかえなどでございまして、北海道が取りまとめ、

秋には国のほうに補助申請を行うことというふう

なことで取り進めているところでございます。事

業が認可されますと北海道が事業主体となりまし

て、共生保安林統合補助事業として平成２１年度

以降事業が実施されるということになります。こ

の事業は全額国費のため、今後も上川支庁を通じ

まして要望活動と情報収集に努めてまいりたいと

いうふうに思っているところでございます。

次に、運営６理に関する将来の展望でございま

す。望湖台自然公園には、議員御承知のとおり、

スズラン、ミズバショウ、ハＤショウブ、シベリ

アアヤメ、クロフネツツジなど四季折々の花が楽

しめる遊歩道が設けられておりまして、バードウ

オッチングや自然散策、森林入などに最適であろ

うと。また、カブトムシなど昆虫収集にも多くの

家族連れが訪れ、憩いの場となっております。自

然を満喫した後にはセンターハウスのおふろでお

くつろぎいただき、心身のリフレッシュにも適し

ているというふうに考えているところであります。

センターハウスは、昭和５７年に建設されたもの

でございまして、昭和６０年に増築して以来２３

年経過しております。その間の施設の改修は特に

されておらず、施設の老朽化により宿泊者を初め

施設利用者が年々減少してきているところでござ
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います。軽微な修繕は直営で行っておりますけれ

ども、今後引き続き水道光熱費など６持費の節約

を含めた経費削減を努めながら、お客様に満足し

て御利用いただけるような施設に合った各種企画、

プランを立て、社会人、大学生、高校生、中学生

の合宿誘致の営業活動を行い、地域の観光資源を

ＰＲしながら、顧客の獲得のため一層力を注いで

まいりたいというふうに考えております。

平成１８年度からふうれん望湖台振興公社が指

定６理者として６理運営をしてきております。一

定程度収益のあるセンターハウスと収益の出ない

自然公園との６理体制を今後どのようにしていく

のかということが今抱えている課題というふうに

受けとめているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目で３番目の風連本町地区市街地再開発事

業について、原油高、物価高の現状における事業

影響事項及び対策についてお答えをさせていただ

きます。

平成２０年度に入ってからの油類、鋼材など建

設資材の価格高騰により、３月に完了した実施設

計で建設工事を積算した場合事業費が増加する可

能性がありました。施行者である株式会社ふうれ

んでは、工事の施工業務を受託している特定業務

代行者と対策を検討し、施工の簡素化や設計の工

夫などでコストの削減をできるよう技術的な提案

や独自の流通により安価な資材の仕入れなど品質

を下げないで同じ効果を得る提案を受けながら、

権利者と幾度となく協議を重ね、低コストの設計

内容に見直しをし、現時点では当初の事業費を変

えないで施工できる見通しがつきました。先日知

事認可がおりましたので、解体から工事に着手で

きる見通しにあります。市としましては、民間施

工で風連地区市街地の住環境の整備とまちの活性

化を図る事業であるという観点から、施行者と連

携を図り、事業完成に向け支援をしてまいりたい

と考えておりますので、御理解を賜りたいと思っ

ています。

以上、お答えとさせていただきました。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまそれぞれ御〇６番（佐々木 寿議員）

答弁をいただきました。私のほうからは、再質問

と要望をしてまいりたいと思います。

まず初めに、新学習指導要領についてでござい

ますけれども、これにつきましては教育基本法あ

るいは学校教育法等、それを踏まえて、さらに昨

年度の全国学力テストを踏まえて学習指導要領が

出されたわけなのですけれども、またことしも、

昨年度はちょっと遅く出て、ことしは早目にこの

学習指導要領の調査結果が出たわけなのですが、

名寄市としても先ほどの御答弁で改善プランを出

しているということでございますが、この学習指

導要領と全国学力テストというのは表裏一体なも

のだと私は思っておりまして、この評価で分析で

はかなり違うものがなってくるのではないかと。

それで、今回の学力テストではトップクラス、あ

るいは最下位の都道府県ででもそれぞれ教育長の

考え方というのが、評価というのが違ってきてい

るわけです。例えば秋田では成績トップにもかか

わらず、全員ができる問題がまだあったのだとい

うような厳しい評価をしておりますし、また沖縄

では子供たちは頑張ったのだと、全国平均に大分

近づいたので、子供たちは頑張ったからというこ

とでいい方向に評価していると、こういうところ

で、名寄市も教育長としてこの今回の学力テスト

についてはどのような評価をしていられるのか、

まず冒頭にお伺いいたしたいと思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

８月２９日に全国一斉〇教育長（藤原 忠君）

に行われるこの学力・学習状況テストの結果が私

たちのほうに戻ってきたわけでございまして、先

ほどの答弁にあるようにこの内容の分析について

いま少し時間をいただきたいと。北海道の結果に

ついては、報道等で示されているとおりでござい
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ます。昨年と大きな違いはなく、しかもそれぞれ

個別に見ますとさらに広がったところもあると、

こういう受けとめ方をしております。名寄市の場

合はどうなのかは、これから名寄市教育研究所に

お願いしてまた分析をしっかりしていかなければ

ならない、その中でやはり明らかになった点は今

後の施策としてしっかりと明示する必要があると、

こう思っております。

特に私は、名寄の学力のとらえ方として大きく

何点か押さえているわけでありますが、たまたま

全国学力・学習状況調査にも関連するところでは

学習環境の把握、このことを大切にしていきたい

と。この実施では学力そのものと、それから学習

環境についても同時に調査をしております。昨年

は名寄市も学力を中心にさまざまな分析をし、そ

の改善プランを立てさせていただきました。今年

度はさらに一歩踏み込んで学習環境がどうなって

いるのか、この辺各学校の実態をしっかりと踏ま

えた上で、名寄市挙げての確かな学力の定着を図

っていく必要があるのではないかと、こう思って

いるところであります。あたかも新しい学習指導

要領が時数の増加とか、それから確かな学力の一

層定着を図る、そういう内容が示されていること

から、まさに今議員のお話のとおり両者をしっか

りとリンクさせながら、これからの名寄の教育に

ついても構築してまいりたいと、こう思っており

ます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇６番（佐々木 寿議員）

す。やはり名寄市の学習指導要領というのは、先

ほども申しましたように学力テストだけでは評価

できないと、今教育長も言っておりましたが、今

教育長が言われている各学校においてもこの名寄

市内で学校の格差というものがやっぱりできてき

ているのではないかと私は思うのです。それで、

各学校の格差をどのように指導していくのか、こ

の改善プランの中にそのあれというのはどういう

ふうに反映されているのか、その辺を聞きたいと

思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

その年、その年により〇教育長（藤原 忠君）

ましてそれぞれの子供たちがいるわけでございま

して、１回、２回の全国学力テストの中で多少の

違いが出てきたことをその学校のランクというふ

うにはつけにくい、そういう要素は当然あるわけ

でございますが、まずもって新しい学習指導要領

についても先生方がその内容をしっかりと理解す

ることが大切でございます。先ほどの議員のお話

のとおりでございます。名寄市としましても、こ

れはせんだっての新しい学習指導要領が告示され

たときの名寄市が作成した冊子でございます。こ

の冊子は、これは小学校用でございますが、全教

職員に配付しておりまして、この中できめ細かに

例えば算数の指導ではこうあるべきだと、新しい

学習指導要領ではこういうふうに教えていこうと

いう、こういう共通理解を図っているところであ

ります。こういう指導も今後ともしっかりと設定

する中で、仮に学校によって教える内容とか、あ

るいはその他のレベルに差が生じるということは

あってはならないことでございますので、そうい

うことに努めていきたいと思っています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

その学習指導要領も〇６番（佐々木 寿議員）

かなり厚いもので私もびっくりしたのですが、国

で発行している学習指導要領、これについては大

変内容も難しいというか、理解できない部分も教

師の中にはしっかりと、先ほど言われましたよう

に内容をしっかりと把握してからの指導ではない

と本当の指導ができないのではないかと思うので

すが、特に国で出している指導要領、これは生き

る力というものを出しております。前面に出して

いるこの生きる力というのもなかなか理解できな

い部分もありますけれども、これは理念ですから、

基本とか基礎等をしっかり身につけて、それでい

かなる社会にも変化しようとみずから課題を見つ

けて、主体的に判断して行動し、よりよく問題を
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解決していく能力と資質、これはなかなか教師に

とっても、若い教師にとってもなかなか難しい問

題ではないかと私も思うわけでありまして、その

中でこれはやっぱり先生に対する研修会とか、あ

るいは名寄としてもいろいろとそれを配付したと

してもそれを研修する場、あるいは認識を統一す

る場というのはこれはどういうふうなことに計画

されているのでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今教員の資質と言っ〇教育部長（山内 豊君）

てはあれですけれども、指導力という部分だとい

うふうに思いますけれども、新しい学習指導要領

では理数科や体育などでも新しい内容が付加され

ているということであります。その新しい内容に

ついて、やはり教師もそれについて研修もしてい

かなければならないということでありますから、

これらについては北海道教育委員会の中でもそう

いった研修をするということでありますから、そ

うした研修に教師を参加をさせるということが必

要なのかなというふうに思っています。また、各

学校においても定期的なそうした研修の場を設け

て、教員同士が研修を積んでいくといったことも

必要でありますから、そういったことも教育委員

会から各学校にそうした指導もしていく必要があ

るのかなというふうに思っております。

また、教育委員会にはいろんな文書等も参りま

すので、それらについて各学校にこうした研修会

等が、あるいは講座等があるということも含めて

お知らせをしていきたいなというふうに思ってお

ります。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

やはり先生方が本当〇６番（佐々木 寿議員）

にこの内容を熟知して、そして教えるということ

は、なかなか熟練が要ることなのかなと私も思い

ます。あるところでは各企業に就職した後に例え

ば学校の先生になるとか、レベルが高いところは

大学院終わってきて先生をやるとか、そういう本

当に教師の資質というか、能力といいますか、そ

ういうものを高めて教えているというふうになっ

て、先生に負担がかかってくるのではないかと思

うのですが、私は先ほどの先生に対する取り組み、

これはやっぱり自分でも研さんしなければいかぬ

と思うのです。それで、その自分でも研修する場、

例えば名寄あたりでは余りないのですけれども、

大都会では自分でもそういうような研修の場とい

うのは、例えば設定されているところに教師同士

がお互いにその科目を勉強するためにそういうと

ころにみずから行って勉強をする、研修をすると

いうふうなことが取り組まれているわけなのです

が、名寄も今後やっぱり先生のこの影響というの

が物すごく大きくある、もちろん家庭とか地域と

かしっかりと連携しなければならないにしても、

最初に当たるのがやっぱり先生でありますので、

そういう研修の場というものをぜひ設定していた

だきたいと、こういうふうに思います。

それと、全国学力テストでいろんな課題が見つ

かってきたわけであります。これは、子供たちの

生活と学力が大分影響していると、こういうこと

で、規則正しい生活、あるいは食生活をやってい

る学校のほうは学力テストの成績もいいと。ある

いは、例えばテレビを３時間以上見ている子供は

成績が低いとか、学校のことで家庭に持っていっ

てきょうあったことを家庭で話すとかという、そ

ういう子供、これが少ないところとかというふう

になるとやっぱり１０％ぐらい学力の差があると

いうことなのです。これは、名寄としても非常に

重要な問題だと思うのですが、名寄市としてのこ

の実態とか家庭に対する連携、指導というものは

どういうふうになされているのでしょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

最初に、教員の資質の〇教育長（藤原 忠君）

向上についてのお話がございました。これは、教

員には自主研修と、それから校内研修と校外研修、

この３つの大きな研修の制度がございまして、そ

れぞれ例えば自主研修では長期休業中、夏休みと

か冬休み等には研修の権利が与えられております。
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そういうものをフルに活用して、名寄でもそれぞ

れの先生方が自己の目標に応じてこれまでも研修

をしてまいりました。これからもそういう研修制

度は大いに生かして、先生方の資質を向上させて

いきたいと、こんなふうに考えています。

さて、今のお話でございますが、お話のとおり

でございます。基本的な生活習慣、ひいては家庭

での学習習慣、これがやはり総合的な子供たちの

学力に大きな影響を及ぼしているということは、

これは名寄市ばかりではございません。昨年も名

寄市の分析の中にやはり家でテレビを見る時間が

長かったりとか、あるいは家庭でほとんど学習し

ていないとか、こういう傾向の部分も見受けられ

たところであります。そういうところに着眼して、

今年度はこういう学習環境についてしっかりメス

を入れてみようと、こういうことに考えておりま

す。家庭学習の平均時間、道教委の調査によりま

すと小学校で約３０分だと。それから、中学校で

約４０分、全国から比べると半分以下だという、

そんな道教委の調査もあるくらいでございます。

また、ある調査によりますと宿題の量、中学校で

出す宿題の量というのは北海道の場合は全国の下

位グループであると、こんな調査の結果もあるこ

とから、やはりこういう家庭学習を重視したこれ

からの名寄の教育のあり方というものもしっかり

と考えていかなければならない。あわせて読書に

ついても、これまでも進めてきておりますが、こ

れからもしっかりとそういう習慣づけを図る、こ

ういう取り組みを進めていきたいものだと、こう

考えております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

学習指導要領が今年〇６番（佐々木 寿議員）

度始まったばかりですので、次代を担う子供たち

の教育というのは本当難しいものだと思っており

ます。物をつくるとかというのは本当に簡単に、

ある程度設計どおりつくればいいというものだと

思いますけれども、教育というのはなかなかそう

いうふうにはいかないのではないかと思います。

それで、やっぱり学校と教師と家庭と、それから

地域と、地域の人も先ほど答弁でもございました

けれども、地域の人材がいっぱいいるわけですか

ら、一生懸命活用して、学校に来てもらって授業

をしてもらうとか、あるいは学校も地域の人に多

く来てもらって授業態度を見ろとか、そういう環

境もつくっていただいて、しっかりと一致団結を

して、教育活動に取り組んでいただきたいと、こ

ういうふうに思います。

それでは次に、ふうれん望湖台についてお伺い

をいたします。ふうれん望湖台は、合併をして去

年で２年目ちょっと過ぎましたのですが、合併し

たときに損益といいますか、赤字というのが解消

されたと私は聞いております。それで、その額は

幾らぐらいになっているのでしょうか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

合併は平成１８年〇経済部長（手間本 剛君）

に合併したということでございまして、合併後の

経営の分につきましては、細かくは覚えていない

のですけれども、約２３０万答ほどの赤字があっ

たということでございます。合併のときには全部

清算してしまって赤字はないと。１８年度スター

トしたのですけれども、２３０万何がしの赤字が

あったということでございます。１９年度につき

ましては、その分のうち７１万答先ほど申し上げ

た利益が出ましたものですから、２３０万答から

７１万答を差し引きますとその分の残りが赤字と

してまだ残っているというふうに理解をしている

ところでございます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、合併前の１８〇６番（佐々木 寿議員）

年度までは １９０万答ぐらいの赤字があったと

聞いております。それをゼロにして、それで指定

６理者として始まったわけなのですけれども、さ

らにこの１年を過ぎてもやっぱりそれぐらいの赤

字の額になるということは、先ほどの御答弁でも

ありましたけれども、何ぼ自助努力をしても歳出

を努力してもなかなか利益につながらないという
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ことは、将来にもかなり影響してくるのではない

かと私は思うのですが、これは後で副市長さんし

っかりと御答弁をお願いしたいと思いますが、私

はこれは深刻な問題だと思います。今後赤字をや

って本当に努力してもサービスが伴わないとか、

やはりこれはいろんな努力しても現場にいた人が、

やっている人が本当に困るのではないかと私は思

っているわけです。この間も春ごろ視察に行って

まいりましたけれども、本当に大変だなと現場を

見て感じたところであります。副市長さんの前に、

ところで整備の関係が出ました。整備は、要する

に公共保安林事業で道に認可がおりれば公園整備

には進むということで答弁をいただいたのですけ

れども、そのほかのあそこにあるテニスコートと

か遊具場、これは先回の竹中議員も質問したので

すが、そういうところの整備というのはどういう

ふうにお考えでしょうか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

望湖台自然公園に〇経済部長（手間本 剛君）

つきましては、旧風連町の時代に１３０ヘクター

ルほどの区域が望湖台自然公園として指定をさせ

ていただきました。あそこに忠烈布湖というのあ

りますけれども、それの南側といいましょうか、

こちらから見ると対岸ということになりますけれ

ども、道有林なのですけれども、それらも含めて

の望湖台自然公園というふうなエリアの設定をさ

せていただいております。あの自然公園につきま

しては、保安林という指定をさせていただいてお

ります。したがいまして、一定の規制、制約があ

るのですけれども、６理につきましては市が主導

で、市といいましょうか、旧は町が主導で整備を

進めてきたということでございます。それぞれ事

業起こしは幾度となくやってきたのですけれども、

公園の整備です。公園の整備の事業起こしは、上

川支庁を通じて道のほうに、あるいは国のほうに

要請をして、再整備事業は取り組んでまいりまし

た。しかしながら、今お尋ねの望湖台センターハ

ウス周辺のテニスコート、ローラー滑り台等々だ

と思いますけれども、これらにつきましては今道

のほうの事情も、それから国の事情もありまして、

森林整備にかかわる分につきましては特に再整備

事業につきましては取り組んでいただけるような

環境にはありますけれども、テニスコートだとか

ローラー滑り台だとかという、そういう施設とい

いましょうか、そういったものについては余り手

厚いような支援といいましょうか、整備補助とい

いましょうか、主体的に取り組む事業の中には薄

いというふうに判断をしております。先ほどお答

え申し上げましたようにかなり１０年、１５年と

いうふうにたっている森林公園の中での花を中心

とする、樹木を中心とするそういったたぐいのも

のにつきましては、整備計画のお話をいただきま

したものですから、ぜひともこの機会にお願いを

しますということで、来年度に取り組んでいただ

けるようなことで私どものほうも現地踏査を立ち

会わせていただいて、今事業計画にのせていただ

いて、応分の応援をお願いしようというふうなこ

とで取り進めているところでございますので、御

理解賜りたいと思っております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

やはりあそこら辺の〇６番（佐々木 寿議員）

整備も振興公社でやるとなったらますます金もな

いわけでありまして、この運営に関しては、自然

公園のこれからの運営に関してはある程度それは

希望があるかもしれません。しかし、センターハ

ウスにつきましては赤字の決算が完全に予想され

るわけですよね。それで、始まったばかりですけ

れども、指定６理者で ８００万答ぐらいいって

いるのですけれども、それは５年間ですから幾ら

もないのですけれども、そのあれも使い果たして

全部なくなった場合なかなか難しい運営になって

くるのではないかと思います。そこで、指定６理

者である副市長に、やはり株主の方も立派な企業

の方がいっぱいいる中で、そういう将来に向かっ

たことを余り亀裂が開かないうちに議論をして、

しっかりと現実を受けとめなければいけないと私
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は思っております。見解を伺いたいと思います。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

望湖台のセンターハウ〇副市長（小室勝治君）

スと、それから公園の委託料を入れまして、年間

８００万答程度の委託料いただいているわけで

ございます。先ほど部長のほうから答弁ありまし

たとおり、自然公園については利益の生む場所が

ないと、ただ６理のしっ放しと、こういう部分も

含めて指定６理料をいただいているわけでござい

まして、今センターハウス等についても苦しい状

況にはあります。しかしながら、この指定６理を

受けるときにきちっと清算をしていただいたと。

そして、前々からありました赤字の分は一回会社

のほうに補てんしますということでゼロから始ま

った仕事でございまして、残念ながら１８年度に

ついては２３０万答ほど赤字を出してしまったと

いうことで今きているわけでございまして、昨年

は何とか原油高等々の高騰にありながらでも条件

が少しよかったのかなと思って、七十数万答黒字

を出させていただきました。その差額分が今現６

として会社としての赤字分として残っております。

今年度については、先ほどお話あったとおり上半

期まだ締めておりませんから、９月いっぱいまで

ありますので、これらの情勢を見ていくわけです

けれども、８月段階では８２％程度の売り上げが

伸びていないという状況になっております。しか

しながら、大事な市の財産を預かっているわけで

すから、きちっと努力をして、何とか赤字を出さ

ぬようにということで従業員含めて努力してまい

っております。ことしのこういう状況というのは

当初から見込まれた部分でございますから、年々

利用者は減ってくるだろうという予定の中で、そ

れではどこを切り詰めていけばいいのかというこ

とをきちっと論議しまして、それに基づいた計画

を立てながら当初計画をつくっておりますから、

計画からするとやや計画どおりいっているのかな

というふうに思っております。これからまだ半分

ありますから、このままでいきますと、石油高、

重油高ありますけれども、その分をカバーしなが

らでも何とか赤字にならぬようにということで努

力してまいっておりますから、ことしの決算を見

ない限りちょっとどうしても赤字になるというよ

うなことではないのかなと思うわけでございます

けれども、先ほど申し上げましたとおりかなり築

後年数をたっておりますから、今の施設が本当に

宿泊施設としてふさわしいのかどうかということ

については非常に問題があるのかなと思っており

ます。合宿等についても小部屋を要求してくる時

代になってきましたから、今の施設は何人か一緒

に泊まるというような施設でございますから、ち

ょっと今の時代には合わないのかなと思いますが、

でもあそこでは老人クラブ等の人たちが毎月例会

をやりながらやっておりますから、その方向性を

出すのにはただ単にもうからぬから切り捨てると、

こういうことではなく、やはり住民の意見を聞き

ながらやっていかなければならないなと、このよ

うに思っております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

では、しっかりと取〇６番（佐々木 寿議員）

り組んでいただきたいと思います。

あと、風連市街地につきましては今始まったば

かりで、つまずきがないように進めていただきた

いと思います。住民がみんな待望しておりますの

で、しっかりと進めて、何かあったら情報を流し

てもらいたいというふうな気持ちでおります。

以上で終わります。

以上で佐々木寿議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

農業振興施策について外２件を、渡辺正尚議員。

議長から御指名を受〇１４番（渡辺正尚議員）

けましたので、さきの通告順に従って、質問をい

たします。

まず最初に、農業振興施策について伺います。

私は、ＪＡとの連携は不可欠だと感じていますが、

行政の立場からはどのような問題点があるでしょ

うか。正直にお答えください。
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次に、地産地消について伺います。私は、理想

的なのは地産地消だと思います。見方を変えれば、

規格外品を地元で売って、規格品を地方に売る方

法もありますが、現実はそうはなっていません。

ＪＡの職員は、規格外品を市場に出せば規格品の

値段が下がると言いますが、現実は規格品を地元

で売られていてもごくわずかです。農産物も生き

物ですから、育ちのよいものがあれば育ちの悪い

ものもあります。それをうまく販売できれば上出

来なのですが、何とかして第１次産業、農業者の

所得を上げることが必要だと考えます。それが将

来の名寄市の未来につながると思いますが、お考

えがあればお答えください。

次に、これからの地域農業について伺います。

私は、抜本的な見直しが必要だと感じています。

例えばデンＤークの奇跡のような取り組みです。

敗戦により土地を失った資源のない小国デンＤー

クがダルガス親子の植林事業からの半世紀の努力

により、デンＤークの人々の心が耕され、希望が

生まれ、敗戦で失った以上のものが国内に生み出

され、豊かな福祉国家を実現しました。その結果、

エネルギーの自給率が２％から１３７％に、日本

は２３％から４％です。デンＤークの食料自給率

は３００％ですが、日本は皆さん御存じのとおり

約３９％です。これからは、有畜循環農業や有機

農業の推進を進めていかなければならないと思い

ますが、お考えがあればお答えいただきたいと思

います。

次に、バイオＤス事業について伺います。バイ

オＤス利活用の現状は、建設発生木材に関してい

えば発電、熱利用などで約４０％であり、未利用

は約６０％であると推測されています。未利用バ

イオＤスにはほかに稲わら、もみ殻、間伐材など

がありますが、そのような中で名寄市における未

利用バイオＤスの現状についてお答えください。

２つ目に、土地の有効利用について伺います。

バイオＤス事業を始めることによって遊休土地の

有効利用が実現します。市の遊休土地の現状をお

知らせください。

３つ目に、バイオＤスのメリットについて伺い

ます。バイオＤスには地球環境に優しいメリット

がありますが、具体的にはどのようなものなのか

をお答えください。

４つ目に、他市町村との連携について伺います。

お隣の下川町ではバイオＤス事業に取り組んでい

て、さまざまな成果を上げておりますが、連携し

た取り組みができないかをお聞きします。

次に、中心市街地の活性化について伺います。

空き店舗の有効利用の問題点について行政として

はどのようにとらえているのでしょうか、お答え

ください。

次に、空き地の有効利用について伺います。市

有地の現状についてはどのようなものなのでしょ

うか。それに御答弁いただくこととそれの有効活

用の論議は進んでいるのでしょうか。これについ

てもお答えいただきたいと思います。

商店街のユーザーターゲットはどのようなもの

でしょうか。目標がなければ具体的な施策や行動

がとれません。行政から仕掛ける方法もあると思

いますが、お答えいただきたいと思います。

法的な中心市街地活性化協議会のようなもので

なく、ミニ版的なものを設置すべきと考えますが、

市民を巻き込んだものでないと消費者の動向はわ

かりません。直接生の声を聞くような環境を整備

すべきと考えますが、お考えがあればお答えくだ

さい。

以上でこの場からの質問を終わります。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま渡辺議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で３点にわたり御質問がございま

した。私からのお答えとなりますので、よろしく

お願いをいたしたいと思います。

初めに、農業振興施策についてのＪＡとの連携

についてお尋ねをいただきました。ＪＡは自主的

に設立した協同組織として、営農指導事業、信用

事業、共済事業、経済事業等事業を行い、農家、
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組合員の経済的、社会的地位の向上や地域農業の

振興はもとより地域経済社会の発展に貢献をいた

しております。道北なよろ農協も広域合併して３

年半余りたち、この間農業情勢は必ずしも好転の

材料はなく、組合員の減少、農畜産物価格の低迷、

さらには原油、肥料、飼料の高騰により取りるい

高は落ち、経営環境は厳しく、経営の効率化、合

理化を進めております。また、平成１９年度から

大きな農政改革が導入され、農家経済が逼迫して

いることからも経営体質の強い農協を進める必要

があろうというふうに思っております。広域合併

し、ロットの拡大や販売力の強化など期待される

ものも大きい反面、広域化によるサービスの低下

や組合員との結びつきの希薄化の懸念もあります

が、組合員ニーズに的確に対応し、地域農業に密

着した農協であるよう期待しているところでござ

います。

現６の農業は、国内外の競争力に勝たなければ

生き残れないほど国際化が進んでいます。そのた

めにもＪＡ、行政の役割を明確化し、協調、連携

を図らなければなりませんし、産地づくり対策や

担い手対策などＪＡとは常に連携の上、農業施策

を推進しているところでございます。役割の明確

化につきましては、生産者は土づくりを基本に地

の利を生かした作付と消費者に目を向け、安全品

質の高い農畜産物の生産に努めることであろうと

思っています。ＪＡは、販売や流通において消費

者、実需者が何を求め、価格がどう推移している

のか的確に把握し、敏速に対応できる有利販売の

体制により農業所得の向上の貢献に努め、行政は

基幹産業である農業を守り、農業、農村の振興を

図るための基盤整備、近代化施設の支援、農業技

術の普及を図っていくものというふうに理解をし

ているところでございます。

次に、地産地消についてのお尋ねをいただきま

した。規格外品の販売ですけれども、野菜につき

ましては、かなりの量規格外品やすそものが出ま

す。これらについては、ＪＡにおいてもできるだ

け販売につなげるよう努力をしているところでご

ざいます。市場では値段がほとんどつきませんの

で、加工、業務用で販売しておりますけれども、

おおむね市況価格の２０ないし３０％であり、収

穫、運搬、販売手数料を差し引くと採算に合わな

いケースもあり、採算を考えながら販売している

状況にございます。例えばバレイショの加工向け

につきましても、規格品はサイズや形が整ってお

り、加工工場の生産ラインは大きさや形が整った

バレイショの皮をむき、切断するようになってい

るため、規格外品は生産ラインにならせないので、

人力でするしかなく、結局時間と経費がかかる状

況にあり、加工業者も歓迎いたしません。しかし

ながら、もったいないと思う気持ちはそのとおり

でございますので、優良事例に規格外農産物の有

効活用をし、野菜の粉末やカット野菜、野菜ジュ

ースなど地元で加工する仕組みをつくり成功し、

所得向上や生産意欲の向上につながっている優良

事例もあり、調査してみたいと考えております。

既に御案内のプロジェクトで取り組んでおります

アスパラ粉末につきましてもアスパラの切り下や

規格外のアスパラを活用しての取り組みであり、

規格外品の活用は地産地消を念頭に置いて進めて

まいりたいと考えているところでございます。

これからの地域農業についてお尋ねをいただき

ました。畑作野菜農家にとって地力の６持増進は

農業経営６持のため重要でございます。従前から

農家は飼育していた牛、馬、豚、鳥などの家畜ふ

ん尿と敷料による堆肥を施用して、経営内の有機

循環農業をしてまいりましたが、規模拡大や機械

化が進展した昭和４０年代以降は家族労働力にも

余裕がなくなり、小規模複合養畜経営は衰退し、

耕種経営においては無畜化による化学肥料依存度

が高まりました。一方、畜産経営も多頭化時代に

入り、経営内の有機循環農業はほとんどなくなり

ました。議員御紹介のデンＤークは、国土面積の

６２％が農地で、従来の穀物生産から畜産に転化

し、畜産主体の集約的農業を展開しております。
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２０００年で農家戸数５万 ０００戸、平均経営

規模では４６ヘクタールで、１９７５年以降農家

戸数の減少と規模拡大が急速に進んでおります。

畜産と耕種作物を組み合わせた複合経営が多く、

ほとんどが家族農業経営でございます。農業の労

働生産性は他産業と遜色がなく、農産物の３分の

２が輸出向けとなっており、デンＤーク経済の重

要な地位を保っております。農産物の自給率は３

００％、エネルギーは１３７％であり、国民１人

当たりＧＤＰ世界第４位と世界一住みよい国と言

われ、まことにうらやましい限りでございます。

議員おっしゃるとおりデンＤークは有畜循環農業、

有機農業を推進して今日があるのではないかと思

っております。日本農業につきましても持続可能

な農業、環境保全型農業の取り組みが徐々にでは

ありますが、取り組んでおります。長い年月がか

かると思いますが、国、道の要望も含め、推進し

てまいりたいと考えております。

次、大項目２つ目でございますが、バイオＤス

事業の中の未利用バイオＤスの現状についてはと

のお尋ねでございます。バイオＤスには生ごみや

家畜排せつ物、建設廃材などの廃棄系バイオＤス、

稲わらや間伐材などの未利用バイオＤス、飼料作

物、トウモロコシなどの資源作物に分類されます

が、当市における主なバイオＤスについての賦存

量と利用状況のお尋ねでございます。お尋ねの部

分につきましては、推定値で申し上げますと農業

関係では家畜排せつ物が９万 ０００トンでほと

んど堆肥化で利用されております。稲わらは２万

０００トン、もみ殻は ５００トン、麦わらは 

３００トンをそれぞれすき込み、家畜飼料、堆

肥で約９０％は利用されております。林業関係で

は、除間伐材、製材工場の残材、建築廃材等で１

万９００トンは堆肥化、家畜敷料が中心ですが、

建築廃材は廃棄がほとんどと考えております。ま

た、家庭ごみのうち生ごみ、紙くず、これにつき

ましては １００トンは炭化センターで炭化処理

し、生成炭として約３１０トンがガス発生抑制剤

として利用されております。下水汚泥は約９５０

トン発生し、その半分、５００トン余りは土壌改

良材として農地還元に利用されております。ほと

んどのバイオＤスは、堆肥や敷料を中心に活用さ

れておりますが、稲わらやもみ殻はすき込みによ

っての障害もあり、水田から搬出して堆肥化を促

しているところでございます。

次に、土地の有効利用についてのお尋ねでござ

います。バイオＤス資源作物を作付可能な市の遊

休土地についてのお尋ねですけれども、植える作

物にもよりますが、農地として活用となれば限ら

れると思っております。普通財産の市有林は ４

８８ヘクタール、原野、雑種地５４０ヘクタール

ほどの市有地がございますが、遊休の土地で作付

可能な土地となると調査が必要ですので、この場

での具体的な場所、面積は申し上げることはでき

ませんが、未利用地のうち智恵文の北山の肉牛繁

殖センターの跡地約１５０ヘクタールで植林を進

めておりますが、現６まで２１ヘクタールを植林

したところで、まだ１２９ヘクタールの植林予定

地がございます。また、市有地ではございません

が、当市には農林業センサス上農地５０ヘクター

ルが耕作放棄地という数値も出ておりますので、

これらも含まれるものかなというふうに受けとめ

ております。

次に、バイオＤスのメリットについてのお尋ね

でございます。バイオＤスは、生物が合成した有

機物で、生命と太陽がある限り枯渇しない資源で

ございます。また、バイオＤスを燃焼する際に放

出される二酸化炭素は、生物の成長過程で光合成

により大気中から吸収した二酸化炭素であるため、

大気中の二酸化炭素を増加させないという特性を

持っております。バイオＤスの利活用は、地球温

暖化を引き起こす二酸化炭素の排出削減に貢献で

き、循環型社会の形成に役立つと言われ、農林水

産業の新たな領域を開拓するとともに、エネルギ

ー問題にも対応できるメリットがあると言われて

おります。国は、地域の関係者連携のもと食品残
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渣や家畜排せつ物を堆肥化したり、建設廃材や林

地残材などを発電するなどバイオＤス資源の循環

利用の促進を図るため、バイオＤスタウン構想に

より推進をしているというふうに理解をさせてい

ただいております。

次に、他市町村との連携についてのお尋ねをい

ただきました。下川町は、森林林業を基盤として

発展してきており、地域内で地場のエネルギーを

活用することでこれまで取り組んできた循環型森

林システムが生かされ、林産業の活性化を図り、

地球温暖化防止に寄与するとして木質バイオＤス

資源を中心に取り組んできております。これまで

も五味温泉等に木質バイオＤスボイラー、あるい

はペレットストーブを導入し、成果を上げており、

バイオＤスタウン構想も構築しており、先進的に

取り組んでおられるというふうに理解をしており

ます。当市においてもアグリエネルギー研究会や

そのもとに資源原料検討部会が設立され、農業振

興を基本としたアグリエネルギーの可能性、企業

化の調査研究をしているところであります。また、

名寄市立大学道北地域研究所においても今年度か

ら地域資源、これにつきましてはひまわり、亜麻

でございますが、活用による道北地域のアグリビ

ジネス企業化戦略の基礎的調査研究を実施してお

ります。他市町村との連携につきましては、アグ

リエネルギー研究会等もございますので、関係者

と協議しながら対応してまいりたいというふうに

考えているところでございます。

大きな項目の３つ目でございますが、中心市街

地活性化の空き店舗の有効活用の問題点はとのお

尋ねでございます。空き店舗の有効活用につきま

しては、地域活性化の点からも大いに推進すべき

ものと考えております。市といたしましても中小

企業振興条例において支援制度をもって対応して

いるところで、制度の内容につきましては店舗、

商店を営むこととしており、家賃年額の２分の１、

限度額６０万答と定めて支援してきているところ

でございます。平成８年に制度ができて以来これ

まで１０件の利用がございました。また、商店街

区における空き店舗情報は、商工会議所のホーム

ページでも紹介しており、これまで本人の了解を

いただいている物件についてのみ掲載をしていま

したが、不動産企業の協力をいただいた中で幅を

広げるような取り組みと現６なっております。さ

らに、経済産業局におきましては、空き店舗を使

った施設設置、運営について中小商業活力向上事

業によって補助支援がつくられているところで、

一層の情報発信をしていかなければならないもの

であろうというふうに受けとめております。

中心市街地の空き店舗は、かなり年数を経過し

ている物件が多いように見受けられます。そのよ

うな中、家賃が高いとの批判も受けておりますが、

中心市街地の活性化が行われることによりにぎわ

いや集客が進み、商店街全体として活気が出て、

地価や店舗価格にもよい影響が出るものと思われ

ます。今回の中心市街地活性化事業は、官民一体

のところに意義があると思っております。官だけ

でやり得る事業では後々続いていかないというふ

うに考えているところで、そのためにも議論をし

ているというふうに御理解をいただきたいと思っ

ております。

次に、空き地の有効利用についてのお尋ねでご

ざいます。中心市街地エリアにある市有地の現状

は、主なものとして南広場、旧北洋銀行跡、３・

６市営住宅跡、花園公園、なかよし公園、南保育

所、市立総合病院があり、駅横には土地開発公社

所有地がございます。旧北洋銀行跡地、３・６市

営住宅跡地、駅横用地の一部につきましてはお客

様駐車場として使われており、それぞれ有効に活

用されているものというふうに思っております。

現６中心市街地活性化基本計画策定で協議を進め

ていますが、中心市街地に魅力を持たなければ幾

らまちなか居住を推進してもにぎわいは生まれま

せん。まちづくりに関するいろいろなかかわりの

ある方々が連携し、一体となって推進していかな

ければ事業の進展はなく、民間活力とあわさった



－132－

取り組みがぜひとも必要であるというふうに考え

ているところでございます。前段お話をいただき

ました市有地につきましても、現６中心市街地活

性化基本計画策定作業の中でも議論となっている

ところで、駅前複合センター、３・６ビル、名よ

せビル、南広場の緑地化事業などが事業として挙

げられているところでございます。市有地ばかり

の事業ではなく、民間所有地とともにまさに官民

一体となった取り組みが今回の中心市街地活性化

事業に求められているところでございます。

次に、商店街のユーザーターゲットについてお

尋ねをいただきました。商店街のターゲット層を

明確にしていくことの重要性は認識をさせていた

だいております。その中にあって郊外の大型店に

はない中心市街地の強みは、公共公益的施設やこ

れまで社会資本を投入してきた建物など価値ある

施設があり、祭り、イベントなど地域の歴史、文

化活動、地元食材を使うおいしい食べ物屋さんな

どの地域資源に恵まれていることではないかと思

っております。商店街と生活者が協働し、こうし

た地域資源を強力に情報発信していくことと同時

に中心市街地の魅力、価値を高める取り組みとし

て、商店街との結びつきを強めることが必要だと

考えております。

人口の多い地域ではユーザーターゲットを絞っ

た形での店づくりはできやすいというふうに思っ

ておりますけれども、名寄規模ではなかなか絞り

込めないのではないかというふうに認識をしてお

ります。総花的な品ぞろえで、お客様の層につい

て絞り込めない店が多いように思っております。

ユーザーターゲットではありませんが、商店街と

してはスローガン的なものがあったほうがいいよ

うに感じております。例えば高齢者に優しい商店

街、あるいは若者が集う商店街など、それぞれの

商店街の現状の業種構成を考え、進むべき道しる

べを立てることで特色ある商店街づくりができる

と思いますし、商工会議所とも連携して、商店街

区に働きかけを行っていけるものというふうに考

えております。このことにおきましても空き店舗

対策にもつながり、方向性が導かれる要因を多分

に持っているというふうに感じているところでご

ざいます。

次に、活性化協議会のようなもの、ミニ協議会

的なものを設立すべきというようなお尋ねでござ

います。前回の定例会におきまして議員から商店

街のやる気はというお尋ねでございますが、私ど

も対話ということでお答えをさせていただきまし

たし、その考え方に変わるものはありません。消

費者との懇談、商店街に対する批判もあると思い

ます。しかし、その中から一緒に取り組めるもの

を探し、実行することが大切なところと思ってお

ります。中心市街地活性化協議会のミニ版はまさ

にコミュニティー機能の充実にあると思います。

地域の方々、生活者の方々に中心市街地に対して

関心を持っていただかないと商店街区として取り

組みは行き詰まるというふうに思っております。

日ごろからいろんな機会を生かして交流をはぐく

むことが大切だろうと。年に１回程度の集まりで

は印象に残りにくく、町内会や老人クラブ、大学、

農協などにも参加してもらい、小規模なものでも

継続的に行うことが求められております。商店街

としては、会議の内容について出席者だけでなく、

回覧として街区に配布し、情報を街区全体として

共有することも大切だろうと思っております。商

業者は、商店街に来られる方が何を求めたいのか、

受けたいサービスは何なのかを把握し、それをタ

ーゲットに個性ある商店街、店づくりが求められ

ていると考えております。まちづくりについての

御意見ができる場の必要性は、商業者、消費者双

方にあると感じておりますので、会議所とも連携

し、意見交換の場について協議をしてまいりたい

というふうに考えているところでございます。

以上、お答えを申し上げました。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、ＪＡとの連携〇１４番（渡辺正尚議員）

について質問しているのであって、抽象的な答弁
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は求めていません。言いづらいかもしれませんが、

具体的な答弁をお願いします。この答弁でＪＡと

の関係が悪くなるかもしれませんが、私の感じて

いるＪＡは組合員があっての農業協同組合だとい

うことを忘れているような気がします。組合員の

所得が上がればＪＡの力がつきますし、安定経営

にもつながります。この件についての答弁を求め

ます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄の基幹産業は〇経済部長（手間本 剛君）

農業だというふうに私は理解させていただいてお

ります。そうした地域農業の中枢を担っているの

がＪＡだろうというふうにも思っております。地

域経済にもたらす影響も極めて大きいものがあろ

うというふうに思っております。先ほどの御答弁

でも申し上げましたけれども、農家組合員の経済

的、社会的地位の向上というのが大きな目標とし

て掲げられておりますし、組合員のための農協で

あって、農協のための農協ではないのではないか

というふうに思っております。今後組合員の所得

向上を目指して、農協一丸となって努力をしてい

くもの、目標に向かっていくものというふうに理

解をさせていただいております。行政といたしま

してもそこら辺の連携を十分これから図りながら、

地域農業、地域の発展に貢献し、寄与していきた

いというふうに考えているところでございます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

ＪＡの悪口ばかり言〇１４番（渡辺正尚議員）

っていると思われても困るので、職員の中にも組

合員のことを考えている人はいるとは思いますが、

ごくわずかだと感じています。農協に何が足りな

いかといえば営業Ｄンです。私も過去に話したこ

とがありますが、名寄地区の農家の方から聞いた

ところ、Ｄガネギを出したところ初めはまあまあ

の価格だったのに急に価格が下がったとお聞きし

ました。自信を持って生産しているのに何とかな

らないかと言っていました。もし営業Ｄンがいて、

即対応していればこのような結末にはならなかっ

たと思いますが、今の話を聞いて部長はどのよう

に受けとめますか、お答えください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

営業Ｄンの必要性〇経済部長（手間本 剛君）

ということでございますけれども、これまでＪＡ

農協、青果連を中心としながら努力をしてきてい

るものというふうに思っております。実は、２０

年ほど前になるのでしょうか、私ども四国のほう

に研修で出向かせていただきました。四国の香川

県でございました。そこは大阪市場が大変近うご

ざいまして、そういった今渡辺議員のおっしゃる

ような営業Ｄンという方々を置いて、市場に張り

ついて、情報提供しながら対応している事例を目

の当たりにしたこともございました。しかし、今

名寄のＪＡが取り組んでいる部分につきましては、

御案内のとおり青果連を中心としながら情報の収

集に努め、価格動向も把握しながら取引をされて

いるというふうに思っております。営業Ｄンを置

くべきということにつきまして、私どもの立場で

申し上げる立場にはございませんけれども、要は

農家所得の向上に向けての一つでも二つでも上向

きになるような取り組みはされるものというふう

に期待をしているところですし、これからも機会

あるごとにそういった心を旨としながら職員と接

してまいりたいと思っております。時代的にはど

うかというふうなことでございますが、これらに

つきましてはまたそういったお話があったという

ことも先方さんのほうに伝えながら、連携をとっ

て進めていきたいと思っているところであります

ので、御理解をいただきたいと思っております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

十数年前だったと記〇１４番（渡辺正尚議員）

憶しているのですけれども、帯広のＪＡでは価格

を交渉する担当者を決めていて、３０代の方に計

画生産や東京の市場に打ち合わせに行かせている

とお聞きしました。なぜかというと、出荷先の担

当者の年齢に合わせていると話が合うし、計画的

な生産ができるというものです。何月にこれぐら
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いの量、何月にはこれぐらいの量というように頼

まれるらしいのです。そうなると、計画栽培がで

きるのではないでしょうか、お答えください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員おっしゃい〇経済部長（手間本 剛君）

ますように、そういうふうな計画的な出荷ができ

るのではないかということでのお尋ねですけれど

も、まさにそのとおりだと思っておりますが、た

だその体制をどういうふうに組むのかというよう

なことが今後の課題であろうと思っておりますか

ら、今議員がおっしゃった部分につきましては私

どものほうからもＪＡのほうとも機会があればお

話をさせていただいて、そういう方法もお話とし

てございましたというようなことでお伝えをして

まいりたいと思っております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

それなら農協と消費〇１４番（渡辺正尚議員）

者と行政担当者との地場産品の検討会議のような

協議会ができないでしょうか、お答えください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと答弁ずれ〇経済部長（手間本 剛君）

るかもしれませんけれども、先ほど副市長のほう

からお話ありましたように農業振興センターのど

ういうふうに振興していくかと、運営していくか、

どういうふうに振興しようかというようなことで

運営委員会というものがございます。それに同じ

ような形になるのかどうなるのかわかりませんけ

れども、今後ＪＡとも相談をしていきたいと思い

ますし、それから普及センターにもアドバイスを

いただきながら、お話をしてみたいなというふう

な受けとめをさせていただいております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

安定供給も大事です〇１４番（渡辺正尚議員）

が、私は農業従事者の所得を上げることが最大の

課題だと思っています。規格外品でもお金にかえ

るとか、地元の人間は曲がっていようが細かろう

がおいしいことはわかっています。手をかけて料

理をすれば何ら変わりはないことの理解はできて

います。トＤトの加工をしている下川町に風連地

区から規格外品が持ち込まれていることは御存じ

だと思いますが、それこそが農業従事者の所得ア

ップにつながっていると思いますが、お考えがあ

ればお答えください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今渡辺議員おっし〇経済部長（手間本 剛君）

ゃるのは、一元集荷というか、集荷の部分でなく

して地元でとれた規格外品をどういうふうに皆さ

ん方に新鮮なものを規格外品として提供していっ

て、所得の向上を上げるかというふうなお尋ねだ

と思っております。おかげさまで風連も名寄地区

も直売といいましょうか、産直といいましょうか、

そういった機関といいましょうか、取り組みをさ

れる方ふえてまいりました。名寄では６カ所、７

カ所ぐらいあるのかなというふうに記憶をしてお

りますし、４月２０日にオープンした道の駅でも

地物のものが、製品ですけれども、これらについ

てもるわさせていただいております。規格外品の

部分につきましては、生産農家の方々の認識とい

うか、意識といいますか、そういったものに頼る

ことが多いのかなと思っておりますが、お母さん

を中心としたグループの中ではそういった取り組

みをされている方もいらっしゃいますので、今後

また御相談をしていきたいなと、こんなふうに思

っているところでございます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

次に、バイオＤス事〇１４番（渡辺正尚議員）

業について伺います。

化石燃料が高騰する中、バイオＤスの熱供給施

設への利活用は環境対策だけでなく重油等を大量

に消費している公共施設、温泉、プール、福祉施

設などのコスト削減にもつながります。この点に

ついて名寄市の可能性と公共施設のコスト削減策

についてどう考えているのかお答えください。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

重油価格がこれほ〇総務部長（佐々木雅之君）

ど高騰しますと、燃料のコスト削減というのが非
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常に大事な部分だと思っておりまして、現６名寄

市が進めておりますのはこういう地球温暖化対策

も含めまして建物の改修、改築時により燃料効率

のいい、それから断熱、防音も兼ね備えた建物全

体のリニューアル等を考えた形での燃料コストの

削減ということを考えておりまして、下川町が取

り組んでいるようなバイオＤスを使ったものにつ

きましては、木材チップの保６場所等、輸送等も

含めて現時点では技術革新の部分によりまして公

共施設のコスト削減対策を考えておりまして、今

後は間近でそういう実例がありますので、さらな

る調査研究が必要だというふうには考えておりま

す。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

バイオＤス導入によ〇１４番（渡辺正尚議員）

り下川町の成果としては、五味温泉に至っては重

油の高騰もあり、平成１７年度、３００万答、１

８年度、４００万答、１９年度、５００万答の削

減となっています。今後は公共施設に随時導入す

ることを検討していますと担当者が言っていまし

たが、これについてどう考えますか。下川町との

連携が必要だと思いますが、これは島市長に伺い

ますので、お答えください。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

日ごろ上川北部の自治〇市長（島 多慶志君）

体、首長会議等でこのような話題も聞かされてお

ります。確かに下川町さんの客観情勢と申しまし

ょうか、木材資源あるいは未利用資源も含めて名

寄と比較をいたしますと豊富にあるというふうに

認識をしております。私は、五味温泉のほうも今

お話がありましたけれども、保育所のボイラーも

実は見せていただきました。保育所の暖房にチッ

プの自然にボイラーまでコンベヤーに乗って供給

されるシステム、これは林野庁のモデル事業だと

いうふうに聞きました。確かに暖かさも遜色がな

いと。むしろやわらかな暖かさといいましょうか、

そういう実感を受けました。これからは、限りあ

る資源、特に化石燃料が限られているということ

でありますから、コストの比較だけでなくて、や

はり未利用資源をしっかりと使い込んでいくと、

利用していくということが公共団体にも、あるい

は一般の家庭にも、事業主にも求められているの

でないかと、このように受けとめております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

公共施設のコスト削〇１４番（渡辺正尚議員）

減の観点からも積極的な検討が必要であります。

ただし、バイオＤス導入は現６重油等を販売して

いる業者への影響もあることから、重油販売業者

がバイオＤス事業に参画するなどにも配慮が必要

と考えますが、お考えがあればお知らせください。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

バイオＤスに限ら〇総務部長（佐々木雅之君）

ず、今名寄市ではソフトセルロースを使った代替

燃料、それから毎日毎日各家庭から出てくるプラ

スチックごみの油化施設をつくったらどうだとい

うような検討も実は民間の業者の方々も入りまし

ていろいろと調査研究をしてまいりました。その

中で、一定程度地の利というか、名寄に合ったよ

うな条件のところが比較的やりやすいのかなと。

そういう面で見ると炭化センターの重油削減のた

めに名寄の焼却場を解体をして、そこに油化施設

をつくって供給するとなれば、搬送距離も短くな

って搬送費用も少なくなると、そういうふうな動

きのあるものもありますので、できるだけそうい

うところに参画できるような、そういう仕組みを

調査研究してまいりたいと思っています。現時点

ではそのグループには重油販売している業者の方

々は入っておりませんので、具体的に６持６理の

コストの関係、それから６持修繕費にどれだけの

お金がかかるという部分について大きなネックに

なっている問題もありますので、その辺の調査研

究と業者の参画の関係についても調査研究してま

いりたいと思っております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市バイオＤス新〇１４番（渡辺正尚議員）

用途研究会のようなものを設立して、研究や調査
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の６備を進める時期だと思うが、お考えがあれば

お答えいただくこととメンバーにはＪＡ、商工関

係者、ＪＣ、燃料販売業者、消費者協会やさまざ

まな関係機関で構成されなければならないと思い

ますが、それについてもお答えください。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

既に新たなエネルギー〇副市長（中尾裕二君）

を求めるという意味ではアグリエネルギー研究会

なり、あるいはプラスチック油化還元研究会等、

選択肢を持って今研究を進めております。御指摘

のありました部分につきましてもあわせて研究の

テーブルにのせて、今後進めてまいりたいと考え

ております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

私の言っている研究〇１４番（渡辺正尚議員）

会の目的は、地域に眠るバイオＤス資源や新たな

資源の新用途に関する調査研究を行い、北海道に

おける地域資源循環利用と新たな産業の創造によ

りこの地域の活性化に寄与することだと思います

が、お考えがあればお答えください。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

当然それぞれの研究会〇副市長（中尾裕二君）

で研究をしている内容につきましては、地域の振

興ということで対応しているわけでありまして、

実用化が果たしてどれが一番効率的で効果的なの

かという実証の部分も当然一定の研究が進めば対

応せざるを得ないと、こういうことになってまい

りますので、ぜひそれも含めて前段の検討研究か

ら入っていきたいと考えております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

質問を変えます。〇１４番（渡辺正尚議員）

中心市街地商店街には市有地、空き地対策が必

要です。例えば西３条南６丁目にある市営住宅跡

にある駐車場にしているところをほかの地域で行

っている屋台団地などに変えるとか、幾らでも方

法はあります。そうすれば、夜になるとにぎやか

になるのではないでしょうか。まちづくり協議会

的なものの設置を検討してみる価値は十分あると

思いますが、お考えがあればお知らせください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今中心市街地の商〇経済部長（手間本 剛君）

店街活性化の部分についてお尋ねをいただきまし

た。３・６の屋台ということでございますが、今

中心市街地活性化の議論がされております。３・

６の部分につきましてもその検討の中に入ってお

りますし、提言の中にも入っております。今主体

的な事業に取り組む方々の中での議論に移行して

いるわけでございまして、今御提言ありましたよ

うな方法がよくこういったことがあったらなとい

うようなお話は耳にするわけでございます。その

中での議論の中に持ち込んでいきたいと思ってお

りますが、またまちづくりの観点からも私どもの

ほうでにぎわいがどうつくれるのかという部分に

つきましても今御提言いただきました部分を旨と

して、その中で議論をさせていただきたいという

ふうに思っているところでございます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

それから、足の確保〇１４番（渡辺正尚議員）

です。高齢者の方たちは、交通の便が悪いところ

には集まりません。私が以前提案したデＤンド交

通システムの検討が急務だと感じておりますが、

デＤンド交通システムとはドア・ツー・ドアで予

約制ですが、乗り合いタクシーです。お年寄りの

方たちの行動範囲が広がった実績もあることから、

ぜひ検討すべきですし、昼間のタクシー会社の利

益にもつながります。この件についてお考えがあ

ればお知らせください。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

渡辺議員にたびた〇総務部長（佐々木雅之君）

びデＤンド交通システムの導入について御提言を

いただいているところであります。かつて買い物、

病院への通院、通学などで路線バスににぎわいを

見せておりましたが、車の普及などで客足が減る

などの要因により便数が減ったり、公共交通とい

う役割にも陰りが出てきました。このような状況

の中でデＤンドバス、乗り合いタクシーなど新し



－137－

い交通システムは、利用者の利便性を重視する交

通手段で、特に高齢者などの住民の行動範囲が広

がることからも地域の活性化につながるものと考

えています。名寄市としましては、昨年市民組織

であります住民ニーズに基づいた公共交通のあり

方研究会が発足をしまして、７月に研究会、こと

しの３月だと思うのですが、アンケート調査をし

て、現６集約をしておりまして、今議会終わった

後もう少し突っ込んだ内容の検討をしたいと思っ

ています。現状といたしましては、近隣市町村を

結ぶ交通機関であります地方バスの運営が年々厳

しくなって赤字になってきて、市町村負担が年々、

年々ふえてきている状況になっています。そうい

う中で、少子高齢化の中で特に高齢化の進展によ

りデＤンド交通を必要とするであろう高齢者の方

々のニーズも高まっているものというふうに考え

ておりまして、今回とりましたアンケートの関係

につきましては地域の老人クラブ、町内会、行政

区などを対象にして行いましたので、その分析結

果と、それから構成メンバーがほとんど民間ベー

スで、各交通機関の代表者の方とかも入っており

ますので、忙しいスケジュールの中調整させても

らって、迅速に今後進めてまいりたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

地元の商店街は、部〇１４番（渡辺正尚議員）

長おっしゃるとおり高齢者たちにも愛されている

のではないでしょうか。高齢者の方たちは大型店

は嫌います。子供たちに連れていってもらっても

大型店は歩くのにも大変ですし、お店の方との会

話はないわ、何かしらせがまれるわ、その点地元

の商店街は好きに買い物ができるから好まれてい

るようです。

それと、地元の商店街の意識を変えなければい

けないと思います。以前にもお話ししましたが、

ある商店街の男の人が北洋銀行跡地のところで、

渡辺さん、レンタルのハウスをそこに展示させて

あげるから、その間ただで使わせてほしいと言わ

れました。その男性はまるっきりお金を出すつも

りはないと感じましたので、断りましたが、商店

街の女性は前向きに考えていると思いますので、

商店街の女性を対象に活性化協議会のようなもの

を発足させてはいかがでしょうか。やる気があれ

ば地元の商店街も何とかなるはずですが、私が以

前から提唱している商店街と一緒に月に１回市内

循環バスの無料化を実現すべきと思いますが、お

考えがあればお答えください。以前名士バスに聞

いたところ、１日３万答の保証でしたら燃料高騰

の折でありますが、交渉すれば何とかなると思い

ます。それと、商店街に来て買い物をしてきてく

れた場合１５０答のバス乗車券を出すとかいろい

ろな方法があると思いますが、お答えください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今御提言ありまし〇経済部長（手間本 剛君）

たコミュニティーの買い物という理解をさせてい

ただいております。私どもこの中心市街地ばかり

でなく、まちづくりの中でもよくお年寄りの方含

めてそういったお話を伺うことができます。会話

をしている中での買い物、ショッピングをしたい

のだと、それから時々の情報交換をしながら、そ

ういった血の通うといいましょうか、温かみのあ

るそういう商店街を求めているのだということは

常に耳にするわけでございます。今御提言ありま

したように、そういったものを旨としてまちづく

り委員会の中でも御議論をしてきましたし、また

あわせて今お話ありましたように商店街の方々の

みならずそういった御婦人の方々を中心に集えて、

情報交換しながら、新たなショッピングを創造す

るというようなお話も今現６あることはあるので

すけれども、なかなか活動がされていないという

ようなことでございますから、今後また機会があ

りましたらそういった方々にもお集まりをいただ

く、あるいは若い方々にも集まっていただく、そ

ういった先ほどお話しさせていただいているよう

な話し合い、パブリックコメントも含めたそうい

った議論を市民を巻き込んでしていきたいなとい
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うふうな思いをしているところでございます。

交通体系につきましては、先般新聞にも載せさ

せていただいておりました８月の上旬の循環バス

でございますが、大変好評いただいております。

３年間実施した分の実績を踏まえて検証して、そ

してさらにどういうふうにするのかというふうな

段階に来ていますので、それらについては時間を

ちょっといただいて、検証させていただきたいと

思っていますし、取り組めるものがあれば検討し

たいというふうに思っているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

きょう見たのですが、〇１４番（渡辺正尚議員）

フリーペーパーはーべすとの１０面に今月のお勧

め賃貸物件の中で西２条南６丁目１階ワンフロア

５坪で２０万答と敷金は２カ月分と出ていまし

たが、これの支援策については今現６補助金のよ

うなものはないのでしょうか、お答えください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどお答えをさ〇経済部長（手間本 剛君）

せてもらいました商店街づくりの部分の中で６０

万答を限度としてという制度はございますけれど

も、今それに合致するのか、合うのか、そこら辺

はまだわかりませんけれども、そういった制度で

御相談できるものがあれば御相談させていただき

たいなというふうに受けとめているところでござ

います。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

最後に、市立病院喫〇１４番（渡辺正尚議員）

煙環境の整備について１２月の定例会で質問する

ことを市長に伝えて、私の質問を終わります。

以上で渡辺正尚議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１５時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５５分

再開 午後 ３時１５分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

場内の気温が上がっておりますので、上着を脱

いで進めたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

児童生徒の携帯電話対策について外１件を、持

田健議員。

ただいま議長より御指〇７番（持田 健議員）

名をいただきましたので、通告に従い、質問させ

ていただきます。

大きい項目の１つ目、児童生徒の携帯電話対策

について、１点目、携帯電話の保有の現況と教育

委員会としての考え方についてであります。昨年

の秋、道教委の調査によりますと子供に携帯電話

を持たせている家庭は、小学生が１５％、中学生

が３７％、高校生になりますと９２％持たせてい

る。理由は、学年を問わず緊急連絡に必要と安全

面を第一に挙げております。使用に関するルール

は、使用時間を決めている、料金の上限を設定、

利用サイトを親が確認するが多かったようであり

ます。また、有害サイトなどへのアクセスを制限

するフィルタリング機能を設定している家庭は１

４％にとどまっております。保護者への啓発活動

を進める考えだとしておりますが、ことしの４月、

政府の教育再生懇談会においてある政治家の一人

が子供が携帯電話を持つとろくなことがない、悪

い大人に利用されるだけだし、人間関係にもＤイ

Ｄスだ、教育上もよろしくないと答えております。

そういう持論をぶってからにわかに小中学生の携

帯電話規制論が勢いづいてきました。ある政党の

一部の議員は、小中学生の携帯電話所持を禁止す

る立法まで目指していますが、モニター ０００

人にアンケートした結果、小中学生の携帯電話禁

止すべきと答えた人が６０％であり、その理由と

しましては携帯依存になる、アＤログなコミュニ

ケーション能力が衰える、いじめの温床になる、

有害サイトへアクセスする、時間を浪費する、親

がコントロールできない等々であります。また、

小中学生の携帯電話を持たせるべきと答えた人が
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４０％であり、その理由としましては安否や居場

所が確認できる、政府が干渉するべきものではな

い、フィルタリング等で有害サイトへの遮断はで

きる、子供にも必須のツール、子供の成長や勉強

に役立つ、責任感が養える等であります。結果に

よりますと小中学生の携帯電話禁止のほうが若干

上回っておりますが、どちらにいたしましてもメ

リット、デメリットはございますが、携帯電話の

健全な利用、使用についての親子の間でのルール

が確立されていれば、論争の種にはならないと私

は思います。そこで、名寄市において小学生の間、

また学校と家庭との間に携帯電話を保有したこと

により問題等が発生したのかどうか、もし問題点

等があるとすればどのような指導をしておられる

のか、教育委員会としての考え方をお知らせくだ

さい。

次に、２点目、ネットいじめについてでありま

す。少子化により児童生徒の数が減少している現

６、学校においても町中を歩いてみても公園等に

行っていても子供たちがたむろし、直接暴力や集

団暴行といったようないわゆる昔で言うけんか、

いじめ等は見かけなくなっております。また、ゲ

ームセンター、ショッピングセンター、コンビニ

等に行っている生徒を見かけるのも数は少なくな

っておりますが、学校の帰りやショッピングセン

ター等で見かける光景は、携帯電話でメールを一

生懸命打っている姿であります。私の子供が学校

に通っている時期は、まだ携帯電話等もありませ

んでしたので、子供たちが携帯電話に夢中になる

その心境はわかりませんが、新聞やテレビの情報

によりますと携帯電話は表面化しにくい陰湿ない

じめに利用できる産物だと思っております。道教

委によると、２００６年度道内小中高校いじめの

うちパソコンや携帯電話での誹謗中傷、これは３

３３件で全体の４％だった。専門家は、実態はも

っと多いと指摘しております。ネットいじめは匿

名で行えるため、書き込んだ者の罪の意識が薄く、

過激になりやすい。現実の世界のからかい、無視

とは違い、インターネットや携帯電話を使って言

葉によるいじめがはびこっています。帰宅後毎日

のようにメールが来る、無視するといじめられそ

うで仕方なく返信をする、するとまたメールが来

る、女子生徒はうんざりした表情を見せた。それ

を見ていた母親がどこかで断ち切らないとと心配

しております。現実にそのような事態が発生して

も、学校側としては保護者の通報や被害者生徒の

教師に対する相談がない限り表面化しにくいと思

っております。全国どの自治体においても大なり

小なりこのような問題は抱えることと思いますが、

名寄市においても小中学生の間にネットいじめの

実態があるのかどうか、どの程度承知されている

のか、また学校や家庭にどのような指導をされて

いるのかお知らせください。

次、３点目、不登校の増加についてであります。

文部科学省の全国学校基本調査によりますと、昨

年度に病気や経済的な理由以外で年間３０日以上

休んだ小中学生は全国で約１３万人と聞いており

ます。２年連続して増加しておりますが、特に中

学生に至っては３４人に１人が不登校という状況

であります。不登校のきっかけは、友人関係、親

子関係、学業の不振等が上位を占めており、いじ

めも ５％と前回より微増しており、学校、家庭、

友人関係など子供をめぐる環境が複雑に絡み合っ

て、学校に行けない、行かないの状況をつくって

いるのが現状であります。

そこで、まず考えたいのは、学校に行きたくて

も行けない事態に追い込まれてあえいでいる子供

たちの苦しみをどう救うかにあると思います。登

校しても保健室にいるか、特定の授業以外は保健

室で過ごすいわゆる保健室登校、教室の息苦しさ

が心苦しく感じても担任の教師には心を開かれな

い、子供たちも保健室の養護教諭なら悩みを打ち

明けやすい、養護教諭が家庭での虐待やいじめを

把握した例は多く報じられています。そのことが

きっかけで解決した話も聞きます。最近では携帯

メールによる誹謗中傷、また陰湿ないじめなど、
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子供間のトラブルが表面にあらわれにくい状況に

あることはよく認識して、教師が子供の微妙な変

化に素早く気づき、しっかり向き合える体制が必

要だと思います。名寄市の小中学校において不登

校の実態についてお知らせください。教育委員会

は、現状に対しどのような措置、指導をされてい

るのかお尋ねいたします。

次、４点目、学校裏サイトについてお尋ねいた

します。卒業生や６校生が立ち上げ、情報交換す

る掲示板、学校裏サイトをのぞいた。裏切り者、

うぜえ、死ねなどの中傷と実名や顔写真が公開さ

れていた。ほどなく不登校となった少年を複数の

同級生たちが心配してくれたが、サイトでの中傷

は続いた。少年は、目に見える実際の世界とネッ

ト世界のどちらが本当なのか信じられなくなった

との新聞記事を読んで思ったことは、昔はよかっ

た、いつの時代でもいじめはあるけれども、不満

や中傷をするようなことがあれば、暴力はいけな

いが、子供のけんかで済ませた。けんかをするこ

とにより痛みを分かち合い、仲よくなり、お互い

の気持ちも晴れ晴れしたものです。しかし、現６

はインターネットや携帯電話を使って、言葉によ

るいじめがはびこっている。インターネット上の

掲示板は、学校裏サイトを立ち上げ、相手の実名

を挙げて、死ね、きもいなど悪質な書き込みが行

われていることがあります。だれが書き込んだか

わからないためみんなで悪口を書く、集団いじめ

の温床にもなっております。時には教師が標的に

なって、体調を崩した例もあります。問題は、学

校側がこうした実態をつかみ切っていないことで

あり、裏サイトを見つけることは難しい、教師や

親が気づいてもすぐ別のサイトを開設してしまう。

道教委によると、いじめの当事者でない子供が見

て見ぬふりをする、そういうケースもあります。

いじめは悪いが、傍観も許されない、このことを

父母や教師は子供によく伝えてほしい。まさにそ

のとおりだと思います。記憶に新しいところでは、

稚内の高校生が携帯サイトで複数の生徒の中傷を

したことが校内でうわさになり、学校側が生徒か

ら事情を聞いたその日の夜に生徒は自殺を図った、

その件は皆さん御存じだと思います。このような

裏サイトは、子供を不登校や自殺、犯罪へ導くや

みに潜む悪魔のように思えてなりません。名寄市

において裏サイトでの書き込み、携帯サイトでの

中傷するような実態があるのかどうか、あるとす

れば教育委員会としてどのような指導、対策をな

されているのかお聞かせください。

次、大きな項目の２つ目、学校、公共施設の耐

震についてお尋ねいたします。１点目、学校の耐

震について。道内にある公立小中学校の建物の耐

震性が極めて弱いことが明らかになった。文部科

学省によりますと、道内での耐震性がないと判定

された建物は３割を超えた。耐震診断の実施率も

７割強にとどまり、全国で最低水６であります。

学校は、子供の安全を守ることが最優先でありま

す。中国四川地震で校舎が崩壊し、多くの子供た

ちが犠牲になったことも記憶に新しいところであ

ります。また、学校は災害時に住民の避難場所に

なる大切な公共施設でもあり、名寄市は過去大き

な地震の体験や形跡等もありません。市史などを

見ても震度５以上の地震に見舞われた記録はあり

ませんが、地震経歴がないからといって安全とは

限りません。児童生徒の安全確保に向け、耐震診

断の結果に基づいて校舎の改修、補強などの整備

を進める対策が必要であると思います。

名寄市立小中学校の適正規模及び適正配置に関

する基本方針の現状と課題の中で、学校施設の老

朽化と耐震化事業の推進の項目があり、それによ

ると建築後４０年以上経過した学校施設、屋内運

動場を含むが２校、同じく３０年以上経過した学

校が６校あり、昭和５６年以前の旧耐震設計基６

により建築された校舎及び屋内運動場を有する学

校は１２校あり、学校施設の安心、安全の面から

耐震化に関する対応が求められています。さきの

国会で学校施設の耐震化事業に対する国庫補助を

３年間の時限措置で拡充する改正地震対策特別措
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置法が成立しました。自治体にとっては、補助が

拡大されたとはいえ、財政負担が伴うだけに全対

象校で補強工事は難しいのではないかと思います。

少子化に伴う学校の統廃合計画に基づいて優先順

を定めた校舎の補修、改修、学校の適正配置と連

動させる計画等があればお知らせください。

次、２点目、公共施設の耐震についてでありま

す。学校については、直接児童生徒の安全にかか

わるため対策は講じられますが、学校以外の場所、

災害時において住民の避難難所ともなる公共の施

設、例えばスポーツセンター等名寄市の防災計画

に記載されている１８カ所の一時避難場所に指定

されている施設の耐震性は大丈夫なのか。万が一

のとき子供や住民が近くの指定された公共場所に

避難して安全なのか住民が知りたいのは当然のこ

とであります。私は、名寄市の防災計画で示され

る一時避難場所の公共施設でも一度は耐震診断を

行い、安全性の確認をする必要があるのではと思

います。名寄市として学校と同じように耐震診断

をされたのか、今後において耐震診断をされる計

画があるのかお知らせください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま大きな項目〇教育部長（山内 豊君）

で２点にわたり御質問いただきました。２点とも

私から答弁をさせていただきます。

児童生徒の携帯電話対策についての項目の１点

目、携帯電話の保有の現状と教育委員会の考え方

についてお答えをいたします。児童生徒の携帯電

話の保有状況については、平成１８年度に全児童

生徒を対象に市内の教育関係団体が実施した調査

結果では、小学校で８３０名の回答者のうち６５

名、中学校では２２２名の回答者のうち１１２名

が携帯電話を持っているとの報告がされておりま

す。この調査では、半数以上の児童生徒が未回答

のため実態を的確にとらえていないことから、今

後名寄市小中学校生徒指導連絡協議会において実

態の調査を実施してまいりたいと考えております。

２点目、ネットいじめについてでございます。

ネットによるいじめについては、平成１９年度で

１件、平成２０年度で１件となっております。発

生後は直ちに各学校より報告を受け、実態の解明

や生徒への指導など即時に対応しております。ま

た、ネットによるいじめに対する根本的な防止策

はないものの、児童生徒や保護者に携帯ネットに

関する知識やＤＤー、モラルについて専門家によ

る講習会などを通じて指導していくことが急務と

考えております。

３点目、不登校の増加について。文部科学省が

発表した学校基本調査の速報によれば、不登校の

児童生徒数は２年連続で増加しているとのことで

ございます。道内におきましても不登校者の割合

は小学校で ３％、中学校では ３％に上り、増 

加しているとのことでございます。新聞記事等に

よりますと、要因としては人間関係が築けない子

の増加、家庭の教育力の低下、保護者の意識の変

化などが挙げられております。名寄市におきまし

ては、平成１９年度の学校基本調査では不登校者

は小学生で９名、前年８名で横ばい傾向にござい

ます。中学生では同じく９名、前年度１４名とい

うことで減少傾向にあります。原因においては、

生活習慣や無気力など本人にかかわる問題や一部

いじめを含む友人関係の問題などが主な要因とな

っておりますが、保護者の意識の変化から登校に

積極的になれず長期欠席となっている場合や他市

町村でいじめに遭い転入してきたが、登校できず

にいる場合もございます。各学校においては、原

因となる問題を解決するとともに、定期的に家庭

訪問を行い、保護者や本人と面談したり、行事へ

の参加や保健室登校を促すなど登校への対応を行

うとともに、休んでいる間は学習課題を与えるな

ど子供の状況に応じながら辛抱強く登校への取り

組みを行っております。

名寄市教育委員会としましては、市内中学校３

校に心の教室相談員を配置し、子供たちの心のケ

アをすることで不登校等の問題への予防対策を行
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うとともに、ほっと２１において教育相談センタ

ー内にハートダイヤルや適応指導教室を設置し、

専門相談員及び指導員による不登校児童生徒への

対応を行ってきており、成果を上げてきておりま

す。今後とも不登校児童生徒の減少に向けて、子

供たちが元気に登校し、楽しく学校生活を送れる

環境づくりに取り組んでまいりたいと考えており

ます。

４点目、学校裏サイトについて。新聞等の記事

によれば、宗谷６内の高校生が携帯電話サイトの

掲示板に同級生の誹謗中傷を書き込んだことが発

端となり、自宅で自殺を図ったとのことで、大変

心が痛む事件であります。８月に上川教育局で行

われました上川いじめ不登校等対策本部会議にお

きましても、子供たちの携帯電話メールや学校裏

サイトなどを利用し、ネット上で他人を誹謗中傷

する新しい形のいじめが深刻化していることが議

題として取り上げられております。現６名寄市に

おきましては、各学校の生活指導担当教員を中心

として、学校裏サイト掲示板などの監視を行って

いるところですが、ここ３年間では数件の不適切

な書き込みが発見され、削除させるなどの指導を

行ってきたところであります。しかしながら、携

帯電話等によるサイトは膨大なこともあり、その

実態などは十分につかむことができない状況にあ

ります。このことから、各学校には子供たちの道

徳観、倫理観を養い、正しい携帯電話の使い方や

ネットの利用の仕方を指導するとともに、保護者

に子供が使用する携帯電話における利用ルールや

フィルタリングなどの必要性を強調するよう指導

してきております。また、今年度から組織いたし

ました生徒指導連絡協議会などを通じて学校間の

情報交流を行うとともに、携帯電話等における問

題について研修会を開催するなど対応の仕方につ

いて検証をしてきてございます。教育委員会とい

たしましては、今後とも情報教育の充実を図り、

子供たちがネット被害などに遭わないよう努めて

まいりたいと考えています。

次に、大きな項目の２点目、学校、公共施設の

耐震についてお答えをいたします。初めに、学校

の耐震について。市立小中学校の老朽化の状況で

ありますが、現６建築後３０年を経過している校

舎や屋内運動場などの学校施設は全１６校中８校

あり、このうち建築後４０年を経過している学校

施設が２校ございます。また、全１６校、３０の

学校施設のうち、昭和５６年以前の旧耐震基６に

より建築され、耐震性能が現６の基６を満たして

いない施設が１２校、１８施設となっております。

文部科学省が本年４月に調査を実施し、６月に公

表した公立学校施設の耐震改修状況調査結果で名

寄市の状況は、耐震化率３ ４％、耐震診断実施

率８ ７％、昭和５６年以前の建物で耐震化を実

施する必要のある建物の割合は６ ６％となって

おります。北海道全体の耐震化率は４ ４％とな

っており、本市はこれを下回る状況にございます。

国は、平成１８年４月に義務教育諸学校等の施

設費の国庫負担等に関する法律を改正し、耐震化

関連経費を一括して交付する安全・安心な学校づ

くり交付金制度を創設するとともに、公立義務教

育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針

及び同基本計画を定めました。これにより、公立

小中学校の設置者には施設整備に当たり目標耐震

化率を設定し、耐震化を図ることや教育環境の質

的な向上を図ることが求められております。また、

本年６月には地震防災対策特別措置法が改正され、

公立小中学校の建物については耐震診断の実施及

び診断結果の公表が義務づけられるなど、学校施

設の耐震化の加速を求めております。名寄市教育

委員会では、平成１８年度に風連中学校を除く昭

和５６年以前に建築された１１校、１６施設につ

いて学校施設耐震化優先度調査を実施いたしまし

た。この調査結果などに基づいて、緊急性、優先

度の高い施設から計画的に耐震化を進める考えで

あります。庁内に耐震化計画の策定検討委員会を

設置し、優先度調査結果に基づく優先順位の検討

などを行い、本年度中に耐震化計画を策定して、
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学校施設の計画的な耐震化を進めてまいりたいと

考えております。

学校施設は、児童生徒が日常の大半を過ごす学

習と生活の場であるばかりでなく、地域の皆さん

にとっては生涯学習活動やスポーツ活動に利用さ

れる身近な公共施設であり、災害の発生時には応

急的な避難場所ともなる施設として重要な役割を

担っております。名寄市地域防災計画において本

市のすべての小中学校の校舎及びグラウンドは一

時避難所に指定されており、屋内運動場は収容避

難所として指定されてございます。これらを踏ま

えて耐震化計画の策定に当たっては、北海道学校

施設耐震化推進指針を基本に新名寄市総合計画第

１次との整合や本年４月に策定しました名寄市立

小中学校適正配置計画第１期などを考慮し、改修、

または改築などの事業手法や優先順位の検討を行

い、中長期的な計画を策定して学校施設の耐震化

を進めてまいりたいと考えております。

次に、公共施設の耐震についてお答えをいたし

ます。名寄市では、災害時の一時避難場所として

屋外については各学校のグラウンドや公園を指定

するとともに、屋内の収容避難場所として学校体

育館２１施設のほかに名寄市総合福祉センターや

地域のコミュニティセンターなど名寄地区と風連

地区合わせて全部で１８施設を指定してございま

す。これら１８施設のうち、耐震改修促進法によ

る耐震改修の対象となるのは名寄市スポーツセン

ターだけでありまして、残りの１７施設につきま

しては同法に規定された特定建築物以外の建築物

ということになっております。なお、これらの収

容避難所は、地震の際に限定したものではなく、

地震以外の洪水や台風などの災害時にも対応した

収容避難所と位置づけております。したがいまし

て、大規模地震の発生に伴う避難所につきまして

は、被害状況にもよりますが、基本的には各学校

の体育館を充てることになるものと想定しており

まして、スポーツセンターを含めてこれら１８施

設の全部を収容避難所に当てるということではあ

りませんので、この点につきましても耐震化との

かかわりにおきまして御理解いただきたいと思い

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁をいただ〇７番（持田 健議員）

きました。さらに理解を深めるために若干再質問

をさせていただきます。

まず、第１の携帯電話の保有についてでありま

すが、携帯電話をもはや電話ではなく高性能なネ

ットの端末としてとらえるべきだと指摘しており

ます。一例が時間を忘れてネットやゲームに夢中

になるゲーム依存症であります。中学校の養護教

諭、これは保健室の先生でありますが、生徒が睡

眠不足になる原因のトップは携帯電話を使ったゲ

ームとメール、携帯ネットにはゲームなど遊びサ

イトが満載であり、寝ないで遊び続けた生徒が翌

日頭痛などを訴え保健室に来る。メールでは返信

しないと相手から嫌われるという不安感から夜中

でも着信音で目を覚ましてしまう。同じように体

の不調を訴え保健室に来る。携帯電話による現象、

興味本位から依存症に発展し、学力低下、いじめ

につながる、そのような実態についてお知らせく

ださい。教育委員会として現状に対してこのよう

な措置、指導をされているのかお尋ねいたします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

子供たちが携帯電話〇教育部長（山内 豊君）

をどのように使っているかというのはそれぞれだ

と思いますし、今おっしゃられたとおりゲーム等

で夜中までやっているという実態も耳にしており

ます。その中で、今学校の保健室にどのぐらいの

子供たちが行っているかということでございます。

名寄市の教育委員会での調べでありますけれども、

平成１９年度の保健室の延べの利用者ということ

でお答えをさせていただきたいと思いますけれど

も、小学校では内科的理由で ２２９人、外科的

理由では ５１０人、その他の理由では４８７人

ということになっております。中学校であります
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けれども、内科的な理由では ８０７人、外科的

理由は ５０５人、その他では１９９人という利

用者数ということになっております。御質問にあ

りました体調不良の理由ということでの来室であ

りますけれども、これについてはなかなか特定で

きないということがありますし、その他の理由の

中では一部実態として先ほど議員がおっしゃった

部分でそういったことでの来室もあろうかと思い

ますけれども、実態的にはなかなかそれをつかむ

ことは難しいというふうになってございます。

また、そういったことがあるということになれ

ば、児童生徒の体調６理の上でも非常に厳しい部

分がありますから、これらの使用方法などについ

ては機会あるごとに学校あるいは関係機関との連

携をとりながら、家庭からのことも当然大事なこ

とでありますから、そうした連携をとりながら、

子供たちが学校に来るときにはやっぱり学業に励

むということを優先させたような指導をさせてい

ただきたいなというふうに思っております。

以上です。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

今御答弁いただいたよ〇７番（持田 健議員）

うに、保健室の利用等は相当な数、全部が携帯と

かそういうあれではないとは思いますが、そうい

うのも一部あるということをお聞きし、これは本

当にいかぬことだなとつくづく思う次第でありま

す。

教育委員会とされましてもその実態の把握、学

校、家庭との連絡、そういうのを密にして、事前

にそういうことが早く見つかれば、ぜひそれの解

決の方法、また携帯電話を正しい利用で有効に使

っていただくような指導を家庭、学校あわせてや

っていただきたいと思います。

次に、２番、３番、４番の点については、共通

しているところもありますので、一括してお尋ね

いたしたいと思います。名寄市において平成１９

年度１件、平成２０年度に１件、これはネットい

じめであります。いじめの件数としては最小限で

あり、喜びたいところではありますが、被害を受

けた子供は楽しいはずの学校生活を暗い人生とし

て送る結果となります。学校がいじめを知ったき

っかけは、担任の情報、子供へのアンケート、本

人からの訴え等が大半であり、親からの報告は皆

無に近いと思います。子供にとって一番身近であ

るはずの親がいじめに気づいていない。また、地

域の住民からの通報もほとんどない。いじめの実

態が住民に見えてこなくなっているからだと思い

ます。いじめの兆候をできるだけ早くつかむこと

が対策の基本であり、学校、家庭、住民が協力し

て情報を共有し、対処できる仕組みが欲しいもの

であります。

そこで、お伺いいたします。教育委員会あるい

は教職員でネットパトロール隊なるものを発足し、

定期的にサイトを監視し、子供のブログやアドレ

スを把握して、子供たちのＳＯＳのサインを見逃

さず、状況に応じて保護者や学校に連絡する、そ

のような考えはないかお知らせください。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

ネットいじめについ〇教育部長（山内 豊君）

ては、非常に難しい問題がありまして、何日か前

の新聞にも学校裏サイトが１０万件ぐらいあると

いう、そんなような新聞記事もありました。そう

いった意味では、この学校裏サイトの中では児童

生徒の誹謗中傷ということで非常に子供たちが心

に傷を負っているといったことがありまして、い

ろんな事件に発展している部分もございます。そ

ういった意味ではそうした掲示板などを早期に発

見をして、それを削除するような、そういったよ

うな仕組みが必要だろうというふうには思ってお

ります。ただ、膨大なこの学校裏サイトというこ

とでありまして、名寄市においては児童生徒がよ

く利用するサイトについては各学校に通知をして

きているといったような状況も一部ございます。

また、インターネットでそういった巡回も実施し

ておりますけれども、なかなか全体まで目が届か

ないという状況にございます。このインターネッ
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ト巡回をしている中で発見をした際には、インタ

ーネット対応Ｄニュアルといったものもございま

すので、そうしたもので対応したり、あるいは学

校における危機６理の手引といったものがありま

すから、そうしたものを参考にしながら、速やか

に保護者に連絡をしたりなど、そういったことで

対応しているというのが実態でありますし、また

警察、あるいはブログを立ち上げているといいま

すか、そういった電磁気事業者、そういった方、

関係機関と連携をとりながら削除依頼などをする

といったことも進めていく必要があるなというふ

うに思っております。

御提案のありましたネットパトロール隊の関係

でございますけれども、これについては児童生徒

のプライバシーという部分も非常に壁としてある

ということがありますが、ことし各小中学校で結

成をいたしました小中学校生徒指導連絡協議会と

いうのがあります。これは、毎月１回研修会、会

議を開くということになっておりますので、そう

した御提言もこの中で協議をさせていただきたい

なというふうに思っております。

以上です。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇７番（持田 健議員）

た。ただいま御答弁いただきましたように裏サイ

トを見つける、またネットでいじめる、その現状

をつかむというのは非常に難しいことだと思いま

す。でも、何からの方法で学校や家庭への指導が

できるよう、またそういうサイトを見つけるよう、

これからもいろいろ努力していただきたいし、ま

た指導されることを強く要望します。

先ほど部長から言われましたように、きのうの

北海道新聞には学校裏サイト１０万 ０００件が

特定されましたと新聞に出ております。そのうち

道内関連が ５００件と発表され、一日も早くこ

ういういじめとか、そういう不登校とかにつなが

るような誹謗中傷するようなネットをなくし、本

来の学校生活に戻してやりたいものだとつくづく

思うところであります。

次に、学校の耐震についてでありますが、御答

弁をいただいた中に耐震化についてかなり計画さ

れておりますし、今後の少子化の進む中において

統廃合等計画される中で耐震化計画は０り込まれ

ております。このことについては、名寄市のため、

また児童生徒の安全のためにできるだけ早くそう

いう耐震化を進めていただきたい。ことしの４月

に示されました小中学校の適正規模及び適正配置

に関する基本方針によりますと耐震化優先度調査

による優先度が示してありますが、耐震化計画の

早期実現に向け、できるだけ早い安心した、また

生徒や住民たちが安心して避難できる、そういう

場所の確保の実現に向けていただきたいことを要

望しておきます。

名寄市民が万が一の災害時でも、市の防災計画

の中に公共場所として１８カ所記載されておりま

したが、該当するのはスポーツセンターのみとい

うことを聞き、非常に私自身安心した状況にあり

ます。市民が一番安心できるのは、災害はいつ起

こるかわかりません。万が一のとき安心して本当

に避難ができるということに確信が持てたことに

対し、今回この質問をさせていただいたことに意

義あったなとつくづく思うところでございます。

市民の安全のため、また児童生徒の安全確保のた

めに耐震化を計画する学校、３０年、４０年たっ

た学校もありますが、できるだけ早い耐震化計画

を望んで、私の質問として終わりたいと思います。

以上で持田健議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時００分
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上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 岩 木 正 文

署名議員 田 中 好 望
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平成２０年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２０年９月１２日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第２７号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第４ 意見書案第１号 「特例一時金」を５

０日分に戻し、季節労働者対策の強化

を求める意見書

意見書案第２号 生活品の物価高騰に

対する緊急対策を求める意見書

意見書案第３号 社会保障関係費の削

減方針の撤回を求める意見書

意見書案第４号 勤労貧困層の解消に

向けた社会的セーフティネットの再構

築に関する要望意見書

意見書案第５号 太陽光発電システム

のさらなる普及促進を求める意見書

意見書案第６号 ヒトＴ細胞白血病ウ

ィルス１型（ＨＴＬＶ―１）関連疾患

に関する意見書

意見書案第７号 道路財源の「一般財

源化」に関する意見書

意見書案第８号 学校耐震化に関する

意見書

意見書案第９号 生産資材高騰等に関

する意見書

意見書案第１０号 投機マネーの抜本

的規制強化に関する意見書

意見書案第１１号 介護保険計画の見

直しに関する意見書

意見書案第１２号 新たな過疎対策法

の制定に関する意見書

意見書案第１３号 北海道開発局の存

続に関する意見書

日程第５ 報告第５号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第６ 委員の派遣報告

日程第７ 委員の派遣について

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第２７号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第４ 意見書案第１号 「特例一時金」を５

０日分に戻し、季節労働者対策の強化

を求める意見書

意見書案第２号 生活品の物価高騰に

対する緊急対策を求める意見書

意見書案第３号 社会保障関係費の削

減方針の撤回を求める意見書

意見書案第４号 勤労貧困層の解消に

向けた社会的セーフティネットの再構

築に関する要望意見書

意見書案第５号 太陽光発電システム

のさらなる普及促進を求める意見書

意見書案第６号 ヒトＴ細胞白血病ウ

ィルス１型（ＨＴＬＶ―１）関連疾患

に関する意見書

意見書案第７号 道路財源の「一般財

源化」に関する意見書

意見書案第８号 学校耐震化に関する

意見書

意見書案第９号 生産資材高騰等に関
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する意見書

意見書案第１０号 投機マネーの抜本

的規制強化に関する意見書

意見書案第１１号 介護保険計画の見

直しに関する意見書

意見書案第１２号 新たな過疎対策法

の制定に関する意見書

意見書案第１３号 北海道開発局の存

続に関する意見書

日程第５ 報告第５号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第６ 委員の派遣報告

日程第７ 委員の派遣について

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

１番 佐 藤 靖 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

の会議を開きます。

本日の会議に佐藤靖議員より欠席の申し出があ

りましたので、御報告をいたします。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

７番 持 田 健 議員

１８番 黒 井 徹 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

名寄市特別養護老人ホーム清峰園及びしらかば

ハイツの運営状況について外２件を、木戸口真議

員。

皆さん、おはよう〇１２番（木戸口 真議員）

ございます。議長のお許しをいただきましたので、

通告順に従いまして、一般質問をしてまいりたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

私は、今定例会に３件の質問を島市長、藤原教

育長にしておりますので、まずは先般８月２１日

に原油、肥料価格などの高騰により生産コストが

大幅に増大するなど、農業経営を取り巻く環境は

極めて厳しい状況にあることから、農業経営の環

境実態を広く周知していくとともに、政策的な対

応を強く訴えるべく消費者団体、経済団体等も含

めたオール北海道として、全道農業危機突破総決

起大会が起起市で開起されました。 ０００人規

模の農業者を中心とした大集会が開かれました。

現状の農業情勢では来年度の再生産がままならな

い状況にあり、農業者の努力ではしのげない現状

にあります。国策による打開しか解決の道はない

ものと考えるものであります。名寄市においても

市長を先頭に上部機関に働きかけが必要と考える

ものであります。市を挙げての対応が必要と考え

るものであります。

質問に入りたいと思います。まず、名寄市福祉

施設の運営状況についてお伺いいたします。国が

定める医療適正化計画、２００８年から１２年度

の５カ年の概要が示されました。現状慢性疾患の

高齢者が長期入院する療養病床約３５万床につい

て１２年度末に１５万床まで６割削減する当初目

標を緩和して削減を４割にとどめ、約２２万床を

存続させる方針に転換することになりました。こ

の地域においても高齢者の施設介護を中心に取り

進めている地域にとって影響は少なくないとも聞

くが、どのようなものかお尋ねいたします。

高齢者にとって０６年の医療制度改革がされ、

長期入院を解消し、医療費年間約 ０００長長を

抑制する制度改革がなされました。ことしは後期

高齢者制度が始まり、１年間の据置期間となって

います。今後高齢者の医療費負担がふえる傾向に

あり、行く当てのない高齢者、介護が必要な方に

とって施設に入りたくも現状では順番を待つ待機

者でいっぱいと聞くものです。介護員の不足等に

より利用施設の定員が満たされていない状況にあ

るとお聞きしますが、両施設の現状をお聞かせ願

います。

１つ目に、特別養護老人ホーム清峰園、しらか

ばハイツの現状の運営状況をお知らせ願います。

２つ目に、両施設の利用定員数に対する考え方

をお聞きいたします。

３点目に、両施設の課題、問題点と今後の対応

についての考えをお聞きいたします。

４点目に、両施設運営の住民理解を高める方策

も必要と考えますが、考え方をお聞きいたします。

５点目に、行政としての今後の両施設に対する

支援策の考えがあればお聞かせ願います。

次に、名寄市公民館活動のあり方についてお伺

いいたします。早いもので新名寄市がスタートし

て２年半がたとうとしております。名寄市の中に

風連公民館、分館６、名寄公民館、分館６、智恵
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文公民館、分館４の３つの公民館がそれぞれの活

動をなされております。合併協議においてもお互

いの活動の違いを理解し、協議事項では協議され

ていないものと考えるものです。風連地区では現

在住民自治組織の検討が進められており、地域お

こしの原動力ともなっている分館活動を含めた新

たな組織づくりに苦慮しているものです。名寄地

区では、今検討が進められている自治基本条例の

策定においても地域自治の確立には地域おこしの

役割を担う人材育成が必要と考えます。こうした

ことから、特に名寄市の公民館の分館活動は私は

重要と考えています。このことから、教育長に名

寄市公民館活動のあり方についてお伺いいたしま

す。

１つ目に、現状の地域性を持つ公民館活動の違

いなどの認識をどうお持ちか。

２点目に、風連地区の住民自治組織移行に伴う

公民館のあり方について。

３点目に、今後の名寄市公民館活動のあり方に

ついて。

次に、風連地区住民自治組織移行への状況につ

いて。昨年６月、合併協議に基づき長年にわたり

旧風連町で進めてきた行政区制度から住民自治組

織への移行について諮問機関ができました。風連

区長より委員の委嘱を受け、風連町住民自治組織

移行審議会での論議がスタートいたしました。８

月の第４回審議会では、区割りの再編見直し素案

が示されました。市街地は４行政区、町内会１３

を５組織へ、農村地区は１３行政区を５組織へと

の素案が示され、地域での検討が進められている

状況にあるとお聞きしております。手持ちの資料

の移行スケジュールでは、移行年月日を平成２２

年４月１日とし、平成２０年１０月、審議会が特

例区長へ答申、１１月から１２月、住民説明など

を予定しているが、現状についてお知らせ願いま

す。

さらに、地域自治区について合併協定でも合併

特例区設置期間終了後は合併前の風連町に地域自

治区を設置することに決まっています。同様に名

寄地区でも設置が決まっています。第２回定例会

で同僚の佐藤勝議員の地域自治区に対する考え方

では、当分の間地域連絡協議会でとの考えであっ

たが、合併の日から５年間の猶予があり、自治基

本条例によるところの地域自治を高める意味でも

私は地域自治区の設置は必要と考えます。今の時

点での地域自治区の設置を延期する考えに理解に

苦しむものであります。このことから、風連地区

の住民自治組織移行への状況と地域自治区につい

ての考え方をお伺いいたします。

１点目に、新たな区域の再編見直し素案に対す

る住民自治組織の進捗状況と課題等について。

２点目に、住民自治組織移行審議会での論議経

過について。

３点目に、今後の住民自治組織審議会の役割、

予定、答申を受けての考え方について。

４点目に、合併特例区終了後の地域自治区の設

置の考え方について。

５点目に、地域自治区設置に向けて政策転換の

考えは。

以上を申し上げて、壇上からの質問といたしま

す。どうかよろしくお願い申し上げます。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようござい〇生活福祉部長（吉原保則君）

ます。ただいま木戸口議員から大きく３点にわた

り質問がございましたので、１点目は私から、２

点目は教育部長、３点目につきましては総務部長

からの答弁となりますので、よろしくお願いいた

します。

それでは、名寄市特別養護老人ホーム清峰園及

びしらかばハイツの運営状況についてお答えをい

たします。御質問がそれぞれ関連がございますの

で、一括してお答えをさせていただきます。既に

御案内のこととは存じますが、まず両施設の概要、

沿革などについて申し上げます。清峰園につきま

しては、昭和４８年６月に定員５０床で開設し、

昭和５０年には定員を１００床に増床し、現在に
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至っているところでございます。平成１４年に現

在の施設を開設し、ユニット型の個室体制に整備

をいたしました。平成７年からは定員２床で短期

入所者も受け入れし、現在の定員は１５床となっ

ております。一方、しらかばハイツにつきまして

は、昭和６３年４月に定員５０床で開設し、平成

４年には定員を８０床に増床し、現在に至ってい

るところでございます。短期入所者は、昭和６３

年の開設当時は定員６床、現在の定員は１０床と

なっているところでございます。

次に、運営体制でございますが、清峰園は開設

当初から名寄市社会福祉事業団に経営を委託し、

平成１８年からは指定管理者として同事業団を指

定しております。また、しらかばハイツにつきま

しても本年５月から同事業団を指定管理者として

おります。しらかばハイツの経営が事業団に移管

し、１つの経営体制にはなりましたが、長年それ

ぞれ事業所としての歴史、経過があり、施設的な

違いからも細部のサービス内容などに違いがあり

ますが、運営につきましては当分の間今までどお

りの体制で続け、段階的に統一を図ってまいりた

いと考えているところでございます。

両施設の利用状況でございますが、清峰園につ

きましては平成１９年度の年間利用者は １７８

人で、月平人利用者は９ ２人となっております。

また、短期入所者は５７６人となっているところ

でございます。平成２０年度の状況につきまして

は、８月末現在で利用者は４７７人、月平人利用

者は９ ４人、短期入所者は１８３人という状況

となっているところでございます。一方、しらか

ばハイツにつきましては、平成１９年度の年間利

用者が９５１人で、月平人利用者は７ ３人、短

期入所者では１５１人となっているところでござ

います。また、今年度８月末現在での利用者は３

８３人で、月平人利用者は７ ６人、短期入所で

は６５人となっているところでございます。

次に、両施設の利用定員数に対する考え方につ

いてでございますが、この８月末での待機者数に

つきましては清峰園は１０８人、しらかばハイツ

では６６人となっているところでございます。利

用状況の数字だけを見ますと両施設であきの状態

があることになりますが、上位ランク待機者の体

の都合や空きベッドの性別の状況等もございまし

て、あきが生じても直ちに入居していただくこと

ができないこともありますことを御理解いただき

たいと考えるところでございます。今後におきま

してもあきが生じた段階で、入所判定委員会の結

果、担当ケアマネジャーとも連絡を密にし、適切

に対応してまいりたいと考えているところでござ

います。

次に、両施設での課題や問題点についてでござ

いますが、最大の課題は何といっても介護職員な

どの不足にあります。現在介護福祉専門学校への

入学率は５０％にも満たない状況であるとの報道

もあり、介護職員の不足は一名寄市だけの問題で

はなく、全道、全国的な問題となっているところ

でございます。現在両施設とも加盟しております

全国老人福祉施設協議会などを通じて介護職員の

確保に対する取り組みを強化しているところでご

ざいます。名寄市におきましても介護職員の確保

は喫緊の課題として両施設で積極的に行っており、

職員の公募につきましては名寄市社会福祉事業団

からの要請に基づき新聞の広報欄などを活用し、

募集の支援をしているところでございます。介護

職員の確保に向け、引き続き必要な支援をしてま

いりますが、市民の皆様にも両施設の介護職員確

保に対し御支援、御協力をいただきますよう改め

てお願いを申し上げるところでございます。その

ほか両施設への支援策では、運営経費や建物等の

維持補修などがございますが、運営経費につきま

しては今後とも予算要望に対し適切に対応してま

いりたいと考えるところでありますし、施設等の

維持補修や備品の補充等についても適宜対応して

まいりたいと考えているところでございます。

市民の皆様におかれましては、両施設の現状を

理解していただくとともに、入所者、さらには今
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後入所される方々が安心して健やかな生活を送っ

ていただけるよう努力を重ねてまいりますので、

御理解をお願いいたしたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の２点目、名寄市公民館活動のあり方について

お答えをいたします。

初めに、現状の地域性を持つ公民館活動の違い

などの認識についてお答えをいたします。現在名

寄市には３つの公民館本館があり、名寄地区を対

象区域とした名寄市公民館には６つの分館、智恵

文地区を対象区域とした名寄市智恵文公民館には

４つの分館、風連地区を対象区域とした名寄市風

連公民館には６つの分館があり、それぞれの地域

において独自の活動と事業展開をしております。

名寄市公民館は、趣味、教養と生活課題、社会課

題をテーマとした市民講座の実施と文化活動への

支援、芸術、文化鑑賞の機会提供や青少年を対象

とした書き初め広場や冬休み児童生徒作品展など

を行っており、農村地区で開設している分館にお

いては料理や手芸、しめ縄づくりなどの講習会の

ほか、地域内の交流のためのレクリエーションや

スポーツ大会を行ってございます。智恵文公民館

においては、高齢者学級を事業主体としながら、

地域のふるさとまつりや健康まつり、子ども会事

業に協力をしておりますし、分館では料理や手芸、

お菓子づくりなどの教室やオセロやレクリエーシ

ョンの大会を行っているところであります。風連

地区におきましては、名寄地区や智恵文地区と違

い、地区全体に分館を設置し、分館ごとに地域に

根差した独自の事業展開を行っております。各年

代に対応した活動や地域における四季それぞれの

行事としての歴史のあるふるさとまつりや運動会、

他地域の産業視察を実施しており、地域活動の核

となっていることを認識しております。

次に、２点目の風連地区の住民自治組織の移行

に伴う公民館のあり方についてお答えをいたしま

す。風連地区の公民館分館につきましては、地域

活動の核として長年にわたって地域に根差した活

動を展開していただいているところでございます。

そのようなこともあって分館が住民自治組織移行

との関連でどうなるのかといったことについては、

地域住民の大きな関心事になっております。住民

自治組織移行に際しての区域再編の中では、現在

の分館区域と住民自治組織再編の区域と違うとこ

ろがありますので、余り分館にこだわりますと区

域の再編にも影響を及ぼすのではないかとの懸念

もございます。これまで風連地区のそれぞれの分

館は、地域住民の連帯感の醸成、教育、生活、文

化の向上などに大きな役割を果たしてきたことに

ついては十分理解をしておりますので、前倒しで

きるものはしながらも、その活動内容については

基本的に特例区期間中については現行の形を継続

していきたいと考えてございます。

なお、その後については、議員御承知のように

両地区の公民館分館制度に大きな差がありますの

で、それを統一しなければならない課題もありま

す。活動については、これまでの実績から支援は

必要と考えておりますが、周辺の自治体では自治

組織への移行の際に分館活動を自治組織へ切りか

えているところもありますので、それらを参考に

しながら今後各関係機関と協議し、対応してまい

りたいと考えておりますので、御理解願います。

次に、今後の名寄市公民館のあり方についてお

答えをいたします。公民館は、社会教育法の中で

市町村その他の一定地域内の住民のために実際生

活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事

業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、

情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の

増進に寄与することと規定されてございます。そ

の事業は、現実的な生活に役立つ教育的、文化的

なものとされております。言うなれば地域単位に

住民の生活を教育的、学習的手法で高める施設で

ございます。生涯学習の意識を高め、事業を推進

していくための中核施設としての公民館は、今後
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も各種学習要求に対応できる機関として整備が必

要であり、施設や事業を住民のまちづくり活動を

支援する性格のものとし、まちづくり情報を含め

た学習、生活情報の提供や相談機能を備えること

が必要と考えてございます。分館につきましては、

現在の事業展開を推進しながら、３つの公民館本

館が情報を共有し、事業の連携をとるなど、それ

ぞれの公民館運営審議会に意見を求め、公民館と

しての質の向上を目指してまいる考えでございま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから３点目の風連地区住民自治組織移行への状

況についてお答えします。

まず、１点目の新たな区域の再編見直し素案に

対する住民自治組織の進捗状況と課題等について

ですが、議員御承知のように住民自治組織の取り

扱いについては旧名寄市と旧風連町とでは組織形

態が違うところから、旧風連町の行政区制度を新

たな住民自治組織に移行するために特例区では昨

年の６月に風連住民自治組織移行審議会を設置し、

審議をいただいております。その審議会では、行

政区長や市街地の町内会長等と意見を交換しなが

ら、将来の人口動向等を見据え、既存の行政区単

位や小学校校区、公民館分館の区域を重要視しな

がら、具体的な区域割りを素案としてまとめ、昨

年９月の地域の意見等を集約するために行政区長

や町内会長を通じて地域協議をお願いしてきまし

た。地域協議の内容につきましては、区域の再編

案はもとより組織の名称、移行年月日等について

もあわせてお願いをいたしました。それらに対し

て地域では組織の名称、移行年月日については特

に異論がございませんでしたが、区域の再編の素

案に対しては大筋では理解を得たものの中には現

行の行政区をそのまま新組織へ移行したい地域、

素案よりも大きな枠組みでの再編を希望している

地域、もう少し協議に時間が欲しい地域、また関

連では公民館分館あるいは地域施設の管理は今後

どうなるのかといった意見が寄せられたところで

あります。審議会といたしましては、地域の意向

を基本的に尊重することとしておりますので、審

議会の正副会長と協議し、大きな枠組みで再編を

希望している地域の考えを隣接する地域に意向を

伝え、再編に理解を求めるとともに、別の枠組み

での再編の道がないかなど一部の地域と協議をし

ているところでありますので、御理解を願いたい

と思います。

次に、２点目の住民自治組織移行審議会での議

論経過についてですが、審議会が昨年の６月に設

置されて以来先ほど申し上げましたように関係機

関と意見交換をしながら、移行に向けての諸条件

や区域の再編などについて議論を重ねてきたとこ

ろであります。現在は、一部地域の議論の推移を

見守っている段階ですが、近日中には意見の集約

がなされると思いますので、答申に向けての審議

を再開する予定となっております。

次に、３点目の今後の住民自治組織移行審議会

の役割、予定、答申を受けての考え方についてで

すが、新しい組織については行政区制度と違って

地域住民が地域におけるさまざまな取り組みを行

ったり、地域が抱える課題などに自主的に取り組

んで解決したりする仕組みが町内会などの住民組

織でありますので、まずは地域住民の理解を得る

ことが第一と考えております。審議会からの答申

予定は、今一部の地域での結論を待っている段階

ですが、当初の予定どおり１０月中には答申をい

ただけるものと思っております。答申を受けての

考え方についてですが、まだ答申を受けておりま

せんので、踏み込んだお答えはできませんが、内

容は恐らく地域の意向を尊重するとともに、少子

高齢化が進展する今日の状況から近い将来それぞ

れの地域では世帯数の減少と高齢化等により自治

活動が停滞することを想定しての答申をいただけ

るものと思っておりますので、答申を受ける特例

区としては現実を直視しながら、地域の皆さんの
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理解と協力をいただき、再編を進めるべきものと

考えております。

次に、４点目の合併特例区終了後の地域自治区

設置の考え方についてですが、この関係につきま

してはさきの第２回市議会定例会でも御質問をい

ただき、お答えをしておりますが、合併協定書で

は両地区に地域自治区を設置する旨規定されてお

りますが、名寄地区では時期尚早ということで当

面は地域連絡協議会を組織しながら、市民との協

働のまちづくりを進めるとしており、既に準備会

の立ち上げを終えているところであります。そう

した状況を踏まえますと、一自治体の中での二制

度は好ましいことではありませんので、風連地区

におきましても特例区期間終了後当分の間は名寄

地区と同様に地域連絡協議会を組織しながら、地

域の課題等について対応してまいりたいと考えて

おりますので、御理解をお願いいたします。

次に、５点目の地域自治区設置に向けての政策

転換の考えがあるかについてでありますが、現在

名寄地区におきましては７つの小学校区において

地域連絡協議会設置に向け準備会が立ち上げられ

たところであり、年度内には地域連絡協議会が設

置される予定になっております。したがいまして、

当面は両地区に地域連絡協議会を設置していただ

き、広域的なまちづくり活動や地域の課題、問題

等に関して地域住民の意見、要望、提言等を行政

に反映させる役割を担っていただきたいと考えて

おります。このことは、少子高齢化などによる人

口減などの現状を考えますと住民自治機能の充実

において地域連絡協議会の設置は将来的には地域

自治区への発展につながるものと考えておりまし

て、まずは地域での連携を深めてまいりたいと思

っておりますので、御理解を賜りたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきました。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまそれぞれ〇１２番（木戸口 真議員）

御答弁をいただきました。時間の関係もあります

ので、順番とはいかないのですけれども、まず公

民館、そして地域自治組織、そして特養関係の順

で再質問をいたしたいと思いますので、よろしく

お願い申し上げます。

それでは、まず最初に今山内部長より公民館に

ついてのあり方、また今後について御答弁をいた

だきました。答弁の中にも風連地区の公民館のあ

り方というのは地域性もあり、歴史があるという

ことで御理解をいただいたとも思いますし、それ

ぞれ名寄については生涯学習を発展させるべく進

んでいるのかなと考えております。この違いを認

識しながら、しかし今の御答弁ではそういったよ

さはあるけれども、とりあえずというか、合併特

例区の間は今の現状の中で保っていきたいと。し

かし、その後については統一したいと、そんなお

話だったかと思うのですけれども、まずはたしか

１２月だと思ったのですが、１２月の昨年の定例

会の中でも同僚であります中野議員からもそうい

った公民館の関係の御質問をされていたわけです

けれども、そうした中でも今後公民館館長、また

は運営審議会等でそういった論議をして、詰めて

いきたいという答弁あったのですけれども、それ

らについての今現状はどういうお話しされている

か、まずお聞きしたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今御質問ありました〇教育部長（山内 豊君）

ように、それぞれ３つの地区公民館がございます

けれども、それぞれの特色を持って公民館活動を

行っているということであります。それで、現在

一番の関心あるのはやっぱり分館活動の差といい

ますか、地域を盛り上げる活動という部分がござ

いまして、その中でも風連の公民館分館は歴史を

持った活動をしているという状況にあることは認

識してございます。

それで、昨年来公民館の運営審議会、これは風

連地区の運営審議会ですけれども、また公民館の

分館長主事会議の中でも地域の自治区移行に伴っ

て公民館の分館活動などはどうなるのかといった

ような、そういったような話もございました。今
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まで地区再編の部分について余りはっきりしなか

ったという部分があります。その中で、昨年の１

２月にもそうした質問をいただきましたけれども、

その部分についてはまだ再編の形が定まっていな

いということもありまして、公民館分館長、ある

いは主事、あるいは審議委員さんにもそういった

過程の中で分館のあり方についてどうなのだとい

うまた再度の不安の質問等がございました。この

中で、私どもは分館の今までの地域の特性を生か

した活動をやっているということで、それは認め

ているわけでございまして、これはやっぱり支援

をしていかなければならぬということがありまし

て、今後形はどういうふうになるかまだわかりま

せんけれども、そうした支援はしていきたいとい

う話をさせていただいております。このたびこの

特例区の期間中は現行の形の中で進めていきたい

というふうには思っております。その中でもやは

り今この特例期間を過ぎた場合の中でその課題と

いうものがありまして、その課題を解決するため

にも特例期間中の中でも前倒しできるものは前倒

しをしていきたいという考えを持っておりますの

で、それらについても公民館運営審議会、あるい

は分館長主事会議の中でもお話をさせていただき

たいなというふうに思っております。

以上です。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

今答弁にありまし〇１２番（木戸口 真議員）

たように風連地区の公民館長、または主事、また

は運営審議会の中でもそういった論議がされてい

ると。その中では、今答弁あったように特例区の

間は現況の、それ以降についても何らかの形でそ

ういった地域性のあるものを支援していきたいと

いう考え方でよろしいのですね。いいですね、そ

うしたら。

それで、統一するということだったのですけれ

ども、今現況のよさや何かを十分認識されている

というお話だったのですけれども、これは統一す

るに当たっては財政だとかいろんな問題はありま

すけれども、やはり評価しているものを簡単には

切れないとは思うのですけれども、そういった今

の時点で統一するに当たって、支援はしていくと

いう話だったのですけれども、これは全体の名寄

市の中の支援の形をとっていかなければならない

と思うのですけれども、そういった名寄市の公民

館に対してもさらなる支援というか、そういう頭

でよろしいのですか。それとも、かなり風連の今

までの支援から見たら大分支援は落ちていくけれ

ども、そういった統一した考えというのはどうい

うところに置いていますか。その辺のちょっと所

感をお聞きしたいのですけれども。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

特例期間中について〇教育部長（山内 豊君）

は、活動の保証はしていきたいと思いますので、

その辺で差をつくるということにはならないとい

うふうに思っています。ただ、分館長、主事のあ

り方についても、この辺についてはかなり差があ

るということも含めて、その辺が特例期間中に前

倒し、ある程度の前倒しができるかどうか、その

辺もあるというふうに思っていますし、また今ま

での分館に対する活動交付金というものがありま

すけれども、これについては今までの活動を維持

するということであれば、その辺については支援

をしていくということに考えは変わっておりませ

ん。ただ、その活動をやめただとかそういったこ

とになれば、その辺の内容についてはまた精査を

していかなければならないと思いますけれども、

現状の活動が続くということであれば特例期間中

についてはそれについて保証していきたいなとい

うふうに思っております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

大体考え方がわか〇１２番（木戸口 真議員）

り、もう一点ちょっとお聞きしたいのですけれど

も、これはこれから２２年４月にスタートする、

住民自治組織に移行するということで、それで答

弁の中にも近隣の町村の中でも和寒、美深ですか、

自治組織に移行して、公民館分館、公民館のあり
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方というのが変わってきているというお話だった

のですけれども、最後にあったその辺ちょっと御

説明いただければと思いますけれども。どんなも

のなのかという、あり方として。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄地区、それから〇教育部長（山内 豊君）

智恵文地区についての分館活動については、単位

町内会と表裏一体になった活動というふうになっ

ておりますけれども、風連分館につきましては現

状の行政区が幾つか集まった分館活動というふう

になっております。また、今地区再編をやってい

る中でも単一の町内会イコール分館ということで

はなくて、幾つかの町内会と分館という形になろ

うかなというふうに思います。そういったことで

は、非常に分館から自治組織に簡単に移行できる

かどうかというのは、先ほどの答弁の中でもちょ

っと懸念を持っているという部分があるのは、今

までの分館活動的なものがまた裂き状態になるの

ではないかという懸念がありまして、その辺につ

いては十分研究しながら、分館の活動のそうした

形への移行を進めるのであればその辺について検

討していかなければならないのかなというふうに

思っております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

１つ教育長にこの〇１２番（木戸口 真議員）

問題について最後にちょっとお聞きしたいのです

けれども、先ほど特例区の中でも前倒しできる部

分はということで、分館長の手当、主事の手当、

ちょっと名寄地区から見るとかなり違うものがあ

りますし、活動の内容も違うのですけれども、そ

ういった現場で今まで一生懸命取り組んだ中での

そういった報酬、報酬とは言えませんけれども、

そういったものがあったと思うのですけれども、

それもできれば前倒しで調整したいというお話だ

ったかと思うのですけれども、それについてもや

はりよく話し合って、理解を深めながら進めてい

ただきたいのと、これについての考え方と、あと

先ほども山内部長が言われましたように新たな自

治組織ができた中で表裏一体の分館というような

持っていき方が、近隣もそういう体制をとってい

るかと思うのですけれども、そういった中で支援

は何らかの形でしていくというお話で、理解でよ

ろしいかと思うのですけれども、これからはそう

いった支援もその活動だとかそういったものに対

して一律でなくても、いろんな形の支援があると

思いますので、やっぱりその地域の自治組織を高

める、住民のコミュニケーションを高めるという、

そういった使い方に、そういったものに対しての

支援を余り金額にこだわらずそういったものを支

援していくべきだと私は考えておりますけれども、

教育長のお考えをお聞きします、２点。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

せんだって名寄市社会〇教育長（藤原 忠君）

教育中期計画が策定されました。これは、平成２

０年度から２４年度までの名寄市における社会教

育のあり方がるる定めるというか、目標を定めて

いるところでございますが、この中でも学習要求

にこたえる公民館活動というところがございまし

て、公民館というのは地域のそれぞれのニーズに

応じた学習活動を率先的にしていくという、そう

いう目標が掲げられております。これは、１つは

学社融合と大きくかかわるものであって、その視

点から判断しますと特に風連地区の公民館活動は

いわばコミュニティー活動と非常に相通ずるもの

があるのではないかと、こう思っているところで

ございます。そういう視点をまず置いておきまし

て今の前倒しのあり方でありますが、部長も答弁

いたしましたように風連分館のこれまでの活動と

いうのはこういう視点からは非常に根づいたもの

になってきている。それだけに一方的にこれを統

一するということではなくて、よく分館長、分館

主事、あるいは公民館審議委員会の意見なども聴

取しながら、これらの調整を図っていきたいと、

こんなことを考えているところであります。

それから、他の地区のことについても先ほどち

ょっとお尋ねがございましたが、例えば和寒とか
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美深あたりでは行政区から自治組織移行にあわせ

て公民館分館活動は自治組織へ移行されていると

ころでございます。したがいまして、このコミュ

ニティー活動と分館活動が同じような理念を持っ

ているという考え方からすると、将来的には当然

そうなっていくのではないかなと、こういうこと

を想定しているところでございます。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど言った支援〇１２番（木戸口 真議員）

の形もぜひとも参考にしていただいて、自治組織

に移行した中でも部長もそういった支援をしてい

くというお話だったので、そういったものを十分

考慮しながら、そういった支援をしていっていた

だきたいと思います。それでは、余り時間がない

ので、この問題よろしくお願いいたしたいと思い

ます。

それでは、風連地区の住民自治組織移行につい

てということで、先ほど答弁いただいたわけです

けれども、現状ではなかなか、聞くところによる

と２月から審議会が開起されていないと。素案に

対するそういった話し合いがなかなかつかなかっ

たというお話でした。審議会の委員の中にはそう

いった現状が知らされないで、なかなか２月から

開起されないことに対しての不満も私は聞いたと

ころでございます。しかしながら、先ほど答弁の

中では一部今検討して、大体まとまるのだという

ようなお話と、あとこれから審議会がそういった

方向性を見出すのに１０月にはスケジュールどお

り答申していくのだという考え方だったかなと思

いますけれども、もう一度ちょっと確認したいの

は、近日中にいいか悪いか、どういうまとまり方

するかちょっとわからないのですけれども、そう

いった方向性を出していただける、そして審議会

では１０月に答申する、そしてまた移行を早くに、

早くにって申しわけないですけれども、移行しな

いで今の行政区をそのまま進めるというところも

もうはっきりしているところもありますよね。そ

ういったものの理解の仕方、どういうふうにそう

いったものを整理して、答申を受けるのかという

ことをちょっとお聞きしたいのですけれども、ま

ずは今の検討されているもう少しでまとまるよと

いう、その状況はいい方向にまとまっていくのか、

その辺の状況、あとは答申に向けてこれから時間

がないのですけれども、本当に答申が論議されて

できるのかと、２月からずっとあいている審議会

の中で。あとは新しい枠組みに参加しないよとい

う地域がありますよね。そういった地域に対して

今後どう取り組んでいくのか、その３点よろしく

お願いいたします。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

さきに総務部長のほう〇副市長（小室勝治君）

からお答えしたとおり、１０月をめどに一定程度

の答申をしていただくようにお話をしていただい

ております。これは、素案をつくる段階で素案の

骨子、モデルになるようなものをつくって出して

くれということが審議会のほうから出されまして、

それに基づいて公民館と今の行政区との関連を持

たせながら、そしてまた将来の人口等を見きわめ

ながら一つの案として出し、それを審議会の中で

はこれをもって一応住民説明会をやろうというこ

とで、それぞれの地域に出向いてやってきたとこ

ろでございます。したがって、その中には反対、

賛成含めていろいろな意見があったわけでござい

ますが、それらを整理しながら１０月へ向かって

つくっていくと、このように聞いております。し

たがって、その一つの方向性で出るのかどうかと

いうのはちょっとまだわかっていないわけでござ

いますが、それら出た答申を尊重しながら、さら

に検討を加えていかなければいけないのかなと、

こんなふうに考えております。

以上です。

いいのですか、答〇１２番（木戸口 真議員）

弁。私３点聞いたのですけれども、それで答えに

なっていますか。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

大きな流れとしては今〇副市長（小室勝治君）
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言ったとおりそういった流れできております。た

だ、入らなくてもいいとか悪いとかという論議は

今のところ出ておりませんから、その部分につい

ては今の段階では触れておりません。

それと……

（「議事進行」と呼ぶ者あり）

暫時休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午前１０時４９分

再開 午前１０時５７分

再開をいたします。〇議長（小野寺一知議員）

小室副市長。

現在までそれぞれ地域〇副市長（小室勝治君）

において説明会を開きながら、意見を聞いてきた

ところでございますが、当初から大分変更されて

いる部分がございまして、独立していきたいとい

う地域もございます。今までのエリアの中でいき

たいという地域もございますし、また日にちがた

つことによってもうちょっと大きくしてエリアを

つくってみたいというような地域もございます。

それで、拡大してもうちょっと大きなエリアをつ

くりたいという部分については、きょう地域に入

ってその説明会等を開く予定でおりますので、そ

ういった状況を踏まえながら答申が出されるとい

うふうに考えておりますから、その中できっちり

と論議をしていって、やはり組織の変更というこ

とを主眼にしながら、住民の意見を十分に聞きな

がら、そしてまたそれらの結論を出していきたい

と、このように思っているところでございます。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

現状が動いている〇１２番（木戸口 真議員）

という部分もありまして、現状をお聞きしたかっ

たという部分もありますけれども、そういった今

慎重な時期に来ているというお話でもありますの

で、そういった部分大事にしていただき、近日中

にそういった方向が出るという認識を持たせてい

ただきました。また、今の現況のままでいくとい

うところはそれなりに認めていくというか、新し

い住民自治組織に移行していくというとらえ方で

よろしいですね、そうしたら。

それでは、大変そういった現状が動いている中

でこういったデリケートな問題を話すと大変な部

分もあるのかなと思いますけれども、１つそうし

たら現実的な話ちょっとお聞きしたいのですけれ

ども、今までも同僚議員、山口議員、また中野議

員もそういった地域のコミセン、また福祉施設の

管理等にも言及しているかと思うのですけれども、

これあたりも枠組みが決まってからお示ししたい

と。また、今の答弁の中でも今現況で行政区で現

状を維持している４カ所の地域もあるので、そう

いったものもかんがみながらということだと答弁

の中では思うわけですけれども、これは私の地域

においてもやはり大きな問題でありまして、どう

いった方向になっていくのか、住民負担がある程

度の部分もしなければという部分ではやはり大き

な固まりになって、そういった負担軽減にもつな

がるという、そういった意向もあるわけですけれ

ども、この福祉施設について、当初行政が建てた

というか、もちろん地域の希望によって建てた部

分がありますし、古さも違いますし、大きさも違

いますし、そういったものを即維持費あたりはや

ってもらいますよと言われても、いろんな調整が

私はかかると思うのですけれども、これからそう

いったお話をするということなのですけれども、

今私が言ったようなそういった相当な違いがあり

ますし、いろんな時間をかけてやらなければなら

ないというものもありますし、あと資料、そうい

った資料を示して、住民の皆さん方が納得できる

ような方法で私は進めていただきたいと思うわけ

ですけれども、今後のこういった福祉施設の枠が

決まれば、どういう方向で進めるのか。今私が言

ったような方向も加味しながら私は進めていただ

きたいと考えておりますけれども、それについて

はどうでしょうか。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

地域のコミセンの関係〇副市長（小室勝治君）
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と、それから同じような施設としてそれぞれの地

区だけで持っている施設もございます。これらに

ついては、さらにこの枠組みが決まった段階をめ

どに検討していかなければならないのかなと。枠

組みがどういうふうになるかちょっと今のところ

具体的になっていないものですから、それを経て、

コミセンのあり方についても論議していかなけれ

ばいけないのかなと。そのほかにさらに地域には

福祉施設、保育所等々の合併になってあいている

もの等もありますから、それらの問題も含めてそ

の地域と話し合いをしていって、今後の運営に当

たっていきたいなと、このように思っております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、質問の〇１２番（木戸口 真議員）

中にもあったのですけれども、合併協定というこ

とをちょっとお考えをお尋ねしたいと思います。

合併協定で、２年半たつわけですけれども、使用

料、あと保育所のそういった協定に基づいていろ

んなことが目安として定められております。それ

で、質問の中には私は特例区の終了後自治区に移

行するべきだという考え方を示し、また名寄市に

おいてもそういったものを実現をしていただきた

いという考えを示したわけですけれども、この合

併協定書に、今まで議会もそうですけれども、そ

ういったもので進んでいるのですけれども、今回

自治区の設置が当分の間おくれる、まして風連地

区もあわせていただきたいというような今答弁が

あったと思うのですけれども、これについて私は

５年間の時間があって、今はまだ１年ちょっとあ

るわけですけれども、そんな中でなかなか住民の

意識が高まらないとかいろんなお話はあったので

すけれども、これは合併協定で決まっていますの

で、こういったものは政策でやはり進めるべきだ

と。もちろん住民の声というのは大事ですけれど

も、でもこれは法定協議の中で決まっていること

ですので、やはりこれは政策として進めないとこ

れは実現できないと私は考えておりますけれども、

これについて市長はどういう考えを持っています

か。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

合併時における協議と〇市長（島 多慶志君）

その後の地域における自治活動の成熟度といいま

すか、このことについてのお尋ねかというふうに

思っております。旧名寄市も行政委員制度から町

内会自治活動に移行するに当たっていろいろな歴

史がありました。今はそれぞれの地域で町内会活

動が地域コミュニティー活動として脈々と動いて

いるわけでございまして、現町内会を対象にした

説明会等では、現在の町内会活動に対する満足と

いいましょうか、そのことがかなり根強く残って

おります。私どもが小学校区単位でということで

申し上げているのは、その地域、地域の自治活動

はもちろん脈々動いているのですが、込み入って

きた状態で例えば少子化問題、高齢化問題で町内

会単独でどうしても自治活動が完結しないような

事案がふえてきていると。そういう意味では、今

の自治活動のくくりを個別の町内会単位でできる

ものと一定の組織をくくってできるものと、こう

いうふうに段階をつくった活動をしていこうと、

こういうことで提案をさせていただいて、特に防

犯に関するケースですとか、あるいは子ども会の

活動のケースですとか、いろいろなテーマを出し

ながら議論をさせていただいております。まだ熟

度が各地域での懇談等も含めて十分固まっており

ませんから、現在は連絡協議会と、こういうよう

なことに視点を置いて、今協議会の立ち上げをし

ているという答弁をさせていただいております。

ですから、そのことを発展をさせていかねばなら

ないというのは、合併協議の約束でももちろんあ

りますから認識をしておりますけれども、主体の

市民の皆さん、特に町内会の会長さん方の意見も

また十分に受けとめていかねばならぬと、こうい

うことで申し上げておりまして、決してこの地域

の自治のあり方、（仮称）自治基本条例の論議も

していただいておりまして、この条例の制定とあ

わせて地域自治区のありようについては熟度が高
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まってくると、こういう期待をしております。風

連の合併特例区の時間が経過した後、別個のもの

というふうには実は考えておりませんで、同様な

歩みをぜひ積み上げていきたいと、このように考

えているところでございます。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

今御答弁いただき〇１２番（木戸口 真議員）

ました。重要性は十分認識しておられるというこ

とで、ぜひとも後戻りなく、ただ先ほど言ったよ

うに住民の合意ももちろん必要ですけれども、こ

れは政策でやはり進めていかねばならない問題だ

と思っておりますので、ぜひともそういった方向

で進めていただきたいと考えております。

あと、もう時間、ちょっと１点だけあるのです

けれども、福祉関係で……

若干認めます。〇議長（小野寺一知議員）

若干よろしくお願〇１２番（木戸口 真議員）

いいたします。

福祉関係で、今回定数に対しての考え方をちょ

っとお尋ねしたわけですけれども、介護員の不足

等による福祉施設がなかなか補完されないという、

いろんな面で改めるところは改めなければならな

いと思いますし、人の確保となるとやはり名寄市

としてもパートなりをふやしてあげるだとか、そ

ういったいろんな意味で補完していかなければな

らないと私は考えております。それで、５月の広

報なよろですか、その中でも風連の松田先生が今

大変な時期だということを直接お話しされており

ましたし、住民にももう少し施設のあり方だとか

そういったものをＰＲするべきだと思うことと、

それの考えと、あともう一点は来年度に向けてそ

ういった人材に対する支援がやはり私は必要だと

考えておりますので、せっかく定数がある中でこ

ういう高齢者の行く場所がないときに、その定数

を満たせない現状というのを把握して、何らかの

支援が必要だと思いますけれども、ひとつその辺

で御答弁いただければと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

私は、事業団のほうの〇市長（島 多慶志君）

理事長もしているものですから、逐次運営につい

ては理事会等も開起し、内部の協議もさせていた

だいております。所管の部長からも答弁をしてお

りますように、どうしても介護専門職が日本の現

在の介護保険制度の中のひずみかもしれませんが、

処遇等が十分でないということも含めて養成する

学校に希望者が集まらないと、こういうようなこ

とがあるわけでございまして、全国的に介護現場

における悲鳴があるわけでございます。私どもこ

のことにつきましては、やはり国の責任において

介護報酬等の改善をしないと、開設しているとこ

ろだけの努力だけでは解決できない問題と、こう

いうふうに認識をしておりますが、９月には理事

会等を臨時に開起をして、介護現場における職員

の定数の見直し等も図る中で来年の３月卒業する

介護のそれぞれの新卒者と申しましょうか、そう

いう人材の確保にしっかりと努めていきたいと、

このように考えております。

以上で木戸口真議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

食育推進と地場産食材の消費拡大について外２

件を、山口祐司議員。

議長より御指名をい〇１６番（山口祐司議員）

ただきましたので、通告順に従いまして、質問を

させていただきます。

まず初めに、食育推進と地場産食材の消費拡大

について質問をさせていただきます。近年学校給

食の目的が栄養改善から食育の場へと転換されよ

うとしており、文科省も具体的な検討に入ったと

の情報もあります。米飯の目標回数においても、

全国平人全 ９回を全４回に引き上げたいとのこ

とで、回数の少ない自治体へのてこ入れ策も図る

方針とのことですが、名寄市においては現在全何

回の米飯を行っているかお聞かせをください。ま

た、一方で米飯の残食が多いとの話も聞いていま

すが、どのような対策をとられているのかもお聞

かせをいただきたいと思います。
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昨年度の日本の食料自給率は、カロリーベース

で４０％、前年度比１ポイント増とわずかながら

改善を見せたわけですが、国内の小麦消費量の１

割が米粉に切りかわれば食料自給率は２ポイント

上昇するとの試算もあります。最近の小麦高騰に

よりその米粉が見直されてきていますが、名寄市

においても平成２１年４月から供用開始が予定さ

れておりますパン製造施設にあわせて地場産の米

粉によるパンの製造が可能かどうかお伺いをいた

します。

次に、環境行政について質問をいたします。本

年６月、環境省は全国１００カ所の平成の名水百

選を選定し、上川管内では東川町の旭岳源水、そ

れからお隣美深町の仁宇布の冷水、十六滝が選ば

れました。ともに地域住民に愛され、守られてき

たものであり、また住民にいやしと安らぎを与え

てきた結果だと思います。名寄市においても将来

のまちづくりに向け、また次世代を担う子供たち

のためにも現存する市内各地区の優良で将来とも

に保存に値する美観的環境箇所を行政として関係

部署と協議の上、再点検を行い、市民と好環境と

の共生を進めるべきだと私は考えますが、いかが

でしょうか。お伺いをいたします。

また、このことは市民を巻き込んだ市民参加型

の選定が最良と考えますが、そのための市民周知

が重要だと考えますが、このことについてもお尋

ねをいたします。

最後に、クラヌマ川の管理について質問をさせ

ていただきます。クラヌマ川は、風連市街地を通

り、北に向かって流れる全長で５キロにも満たな

い小さな川です。沿線に住む農家戸数の減少、そ

れから高齢化により、毎年行われております草刈

り作業についても体力的にかなりつらい作業と聞

いております。現在市が管理している区間につい

てどのような管理をされているのか、また今後の

管理体制はどのようにされるのかお伺いをいたし

ます。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま大きな項目〇教育部長（山内 豊君）

で３点御質問いただきました。１点目は私から、

２点目については総務部長から、３点目について

は建設水道部長からの答弁となります。

食育推進と地場産食材の消費拡大についてお答

えをいたします。初めに、米飯給食の回数引き上

げについてお答えをいたします。現在学校給食に

おける主食の提供は、全に米飯が ５回、めんお

が１回、パンが ５回となっております。加えて

めんおの提供時には半ライスをつけていることか

ら、米飯給食は全 ５回の提供となっております。

国は、平成１７年６月、食育基本法を制定、それ

に基づき食育推進基本計画が平成１８年３月に策

定され、食料自給率の向上や地産地消の取り組み、

米の消費拡大などの施策展開を図ることとしてお

ります。名寄市の学校給食における米の消費につ

いては、献立の基本を日本型給食としており、全

量風連特栽米を使用、また名寄市はモチ米日本一

を誇る生産地であり、月に１回モチ米を使うなど、

地産地消を学校給食を通して推進しているところ

でございます。

また、一方においては米飯の残食が多いのも課

題となっておりまして、この課題解決のための方

策を図るとともに、現在４月より栄養教諭２名が

配置された２校、これは名寄小学校、風連中央小

学校でございますけれども、この学校において食

育、栄養についての授業を行い、給食時間には食

の大切さや感謝する心を学ぶなど、給食を完食さ

せる取り組みを担任とともに実践しているところ

でございます。

次に、米粉を使ったパンづくりについてお答え

をいたします。現在名寄市の学校給食におけるパ

ンの提供においては、給食の安全、安心の観点に

立ち、すべて道産小麦を使用し、提供していると

ころでございます。しかしながら、近年米粉パン

の需要の高まり、人気から学校給食に米粉パンを

取り入れることができないか学校給食センター内
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で検討してまいりました。北海道学校給食会では、

平成１９年度からパン原料として道産小麦１００

％の供給をしていることから、この点について問

い合わせをしたところ、地元産の米粉を使用する

ことに問題がないことを確認いたしましたので、

現在米粉パンの試作を始めているところでありま

す。これまで米粉はグルテンがなく、コストも高

くつくことから利用されにくい状況でありました

けれども、ことしに入って外国産小麦の高騰、道

産小麦の不足から見直されてきてございます。米

粉パンの製法はいろいろありますが、名寄市の学

校給食においては安全、安心と添加物は使わない

としており、慎重に対応してございます。また、

日本一のモチ米も児童生徒に意識してもらうため

モチ粉を使用したモチ粉パンにこだわりを持って、

旧風連学校給食センターを改修活用する予定の学

校給食用食材供給施設において提供していくこと

を考えてございます。さらには、他の地元農産物、

アスパラ、カボチャ、バレイショ等を活用した特

殊パンの製造も視野に入れ、進めてまいりたいと

考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから２点〇総務部長（佐々木雅之君）

目の環境行政についてお答えいたします。

議員から御提言ありましたいわゆるふるさと再

発見とでも言われるでしょうか、昔からある忘れ

られている地元の自然の美観地は存在しておりま

す。合併後お互いの地域に気づかない場所もあろ

うかと思いますし、魅力ある潜在的な地域資源を

いま一度見直し、また新たな美観地の情報収集も

行い、周知することによって市民のいやしの場と

なることも考えられます。従来からあるすばらし

いものを再発見し、情報を共有していくことも極

めて大切なことだと認識をしております。

具体的に取り組んでいる事例としましては、行

政分野では教育委員会が本年４月に編集、発行い

たしました３、４年生の社会科副読本「なよろ」

の中に四季折々の名寄、風連地区の名勝、自然、

指定文化財などについて記載をしております。ま

た、民間レベルでは合併前の平成１７年１２月な

のですが、市職員労働組合の自治研推進委員会が

編集をし、「名寄のいいとこみーつけた」が５０

０部自費で印刷され、小中学校にはクラスに１冊

ごと、あと公共施設、銀行等多くの市民が集まる

場所に配布されております。２１年度につきまし

ては、今現在風連地区も取り込んだ新しい「名寄

のいいとこみーつけた」を発刊すべく写真撮影等

準備をしていると聞いておりますので、２１年に

は民間レベルでの新しいふるさと再発見のものが

出るかと思っております。

市民の周知方法の関係につきましては、広報な

よろ、ＦＭラジオ、市のホームページ等があり、

ふるさと再発見により忘れられている自然な地域

資源の選定収集ができましたら、市民見学も実施

していることから、関係部局と協議調整を行い、

取りまとめであるとか周知に取り組んでまいりた

いと思っています。

なお、教育委員会のほうが名寄市公民館の活動

としまして、名寄入門ということで５月から９月

１０日まで８回にわたりまして名寄の名所探し、

それから風連の名所についてお話を聞くとか、話

し合いをして情報発信をどのようにしていくかと

か、８回にわたりまして市民３０名の方々を募集

して、このような公民館講座としての取り組みも

しておりますので、議員の提言のありました部分

につきましても市のほうからさまざまな形での広

報活動を行っておりますので、その中に写真を活

用するとか、そういう部分についても検討してま

いりたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目のクラヌマ川の管理について、現在と今

後の管理体制についてお答えをさせていただきま
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す。

クラヌマ川は、全長で ７キロクートルの小ク

川で、１級ク川と言われる北海道の管理区間が約

４キロクートル、名寄市の管理区間、普通ク川

が約 ３キロクートルで、風連が町公園のがより

天塩川水系タヨロマ川に合流するク川であります。

北海道が管理する区間においては築堤も整備され、

名寄市でも要望はしておりますけれども、北海道

が維持管理を行っております。名寄市の管理区間

においては、昭和５０年ごろに農業基盤整備事業

によりかんがい排水事業等で改修し、護岸が施工

されております。名寄市による維持管理体制は、

ク川愛護組合活動による除草作業や名寄市におい

ての床ざらいなどを実施しているところでありま

す。今後の維持管理体制においてもク川愛護組合

における環境整備を継続していただけるようお願

いするとともに、北海道と連携をして床ざらいな

ども適時行ってまいりたいというふうに考えてお

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１６番（山口祐司議員）

ただきまして、大変どうもありがとうございます。

何点か再質問させていただきたいと思いますけれ

ども、まず初めに給食センターの関係ですけれど

も、米飯給食のことですけれども、全に ５回の

提供ということですけれども、全に５日給食があ

るとすれば ５回というとほぼ完全米飯に近いよ

うな形で行われているのかなということを初めて

知りました。

それで、先ほども言われていましたけれども、

残食が多いのだよという話を聞いたわけですけれ

ども、米の残食ですからやはり米嫌いなのか、そ

の子供たちの反応というものがどうなのか把握し

ておられればお聞かせいただきたいと思うのです

けれども。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

残食が多いというこ〇教育部長（山内 豊君）

とで、非常に私どももちょっとがっかりをしてい

るというところなのですけれども、この残食が多

いという部分での分析結果についてはまだ十分に

承知しておりませんけれども、ことし４月からの

教諭２名の配置ということで、それぞれ学級に入

って、食育についての授業を行っています。学校

給食センターの栄養士から栄養教諭ということで

の二足のわらじという形になっておりますけれど

も、それぞれ栄養士の経験を持ちながら、その経

験を現場とどう対峙していくかという、そんなこ

とで今授業展開をやっているわけですけれども、

食育の基本というのがどうなっているのかという

ことでまず栄養教諭については教えていきたいと

いうことで今進めておりまして、例えば主食の米

の茶わん、そして汁物、それからおかずといった

ものが個々の子供においてやっぱりばらばらだっ

たということなのです。教え方としては、ミッキ

ーマウスの顔を反対にして、茶わん、そして汁物、

おかずというものは置くのだよといったような授

業もしているということで、基本的にそういった

ような食の展開といいますか、食べ方といいます

か、そういったものも教えていくということで、

食事をする部分でのきっかけづくりといいますか、

興味といいますか、そういったものを教えて、な

るべく給食を残さないような、そんな取り組みを

今しているところでありまして、今後そういった

成果が出てくることを私どもは期待しているとい

うことでございます。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういうような形で〇１６番（山口祐司議員）

成果が出てくれればなというふうに思いますけれ

ども、栄養教諭２名ということで、市内２校、名

寄小学校と風連中央小学校に配置されているとい

うことなのですけれども、他校についてはどのよ

うな対応をされているのか。それから、中学生、

中学校はどういうふうになっているのかちょっと

お聞かせいただきたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）
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栄養教諭制度、こと〇教育部長（山内 豊君）

し初めて取り入れている部分でありまして、まず

名寄小学校と、それから風連中央小学校に在籍を

しているわけですけれども、そこでの授業展開を

見ながら、どう子供たちに食育を認識してもらう

かということがあります。そういったことで、こ

れからこの１年間の実績を見ながら、今後市内の

小学校あるいは中学校にそうした形での栄養教諭

の派遣といったものも考えていきたいなというふ

うに思っております。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

小学生ですとまだそ〇１６番（山口祐司議員）

ういう話にも耳を傾けてくれる部分があるかなと

思うのですけれども、中学生ぐらいになるとなか

なか難しい部分も出てくるかなというふうに思い

ますけれども、そういう部分では食育という部分

で地道な活動ではありますけれども、ぜひとも続

けていっていただきたいなというふうに思ってお

ります。

続きまして、米粉のパンのことについて１つ質

問をさせていただきたいのですけれども、非常に

近年小麦高騰ということで米粉が注目されて、新

聞、テレビ等で出ているわけなのですけれども、

この米粉の普及という部分ではつかんではいない

ですか。給食センターとはちょっと違いますけれ

ども、全道的でもいいですし、全国的にでも米粉

の普及度というのはかなりあるとは思うのですけ

れども、数字的に何かつかんでいればお願いした

いのですけれども、ないですか……。

（何事か呼ぶ者あり）

ちょっとこれあれで〇１６番（山口祐司議員）

すけれども、そのパンの製造をする場所は風連の

旧給食センターということなのですけれども、新

聞等で見ますとパンの製造だけのように聞かれる

のですけれども、ほかに何かそこでどのようなこ

とにパン製造のほかに使用されるのかちょっとお

聞かせいただきたいのですけれども。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今の考え方について〇教育部長（山内 豊君）

は、今の事業者が持っているパン製造機が非常に

古くなっていると。米飯機器についてはまだ使用

可能といったことがありまして、教育委員会とし

ては今後安定供給ができるようなことということ

で、そのパン製造機を旧風連の学校給食センター

に設置をして継続をしていきたいということであ

りますので、現状においてはパンの製造のみとい

うことで考えてございます。

今学校給食センターの中では先ほども申しまし

たように米粉を使った試作パンをつくっていると

いう状況であります。それで、米粉の配分割合と

いいますか、そんなことも例えば５０対５０だと

か７０対３０だとかといろいろありますけれども、

今試作をしている部分の中では７０対３０ぐらい

の部分が子供たちに提供できるようなそういった

パンなのかなということで、だんだん完成度が高

まってきているということであります。４月の予

定される供給施設でその試作パンが完成したとき

には、その施設でそのパンをつくって、子供たち

に提供していきたいなというふうに思っておりま

す。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

米粉のパンというの〇１６番（山口祐司議員）

は私は食べたことはないわけですけれども、ぜひ

機会があれば食べさせていただきたいなというふ

うに思いますけれども、この米粉のパンというの

はそのときだけですか、今後続けていかれるとい

う可能性はあるのでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今給食センターで考〇教育部長（山内 豊君）

えているのは、モチ粉を使ったパンということで

考えておりまして、これも子供たちの将来の人口

推計といいますか、児童生徒数というのも絡んで

きますけれども、できる限りこの郷土のモチ米を

子供たちに意識を持って食べてもらうということ

も考えておりますので、できるだけ継続をしてい

きたいというふうに考えております。
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山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

継続ということにな〇１６番（山口祐司議員）

りますと、米粉の機械も必要になるかなと思いま

す。その辺の機械を使ってそこで粉にしていくと

いう考えもおありなのでしょうか、ちょっとお聞

かせいただきたいのですけれども。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今ちょっと現場サイ〇教育部長（山内 豊君）

ドとその辺まで詰めておりませんけれども、でき

ればそういったことでその場で全部できるような、

そんなシステムが必要なのかなというふうに思っ

ております。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

給食の関係につきま〇１６番（山口祐司議員）

してはこの辺にさせていただきたいと思いますけ

れども、２つ目に環境行政についてということで

質問させていただきましたけれども、答弁の中で

は前向きに答弁いただいたのかなというふうに判

断をしたわけでございますけれども、合併して２

年半ということでありますけれども、旧名寄市民

と風連町民との一体感という部分がまだまだ見え

てこないというような感じがしているわけなので

すけれども、今回の私が提案いたしましたような

ことでお互いの地域を見直して、情報を共有する

ことによって市民の一体感という部分が生まれて

くるのではないかなというささやかな期待をしな

がらちょっと質問をさせていただいたわけなので

すけれども、先ほども言いましたように民間とい

いますか、市職労でしたか、自治研グループが合

併前にそういうような部分をつくっていたという

お話も聞かせていただきましたけれども、今後も

民間もそうですけれども、教育委員会のほうもや

っていただいているということでございますけれ

ども、これは一つの組織だけがやるのではなくて、

市民全体を巻き込んだ中でいろいろな横断的な部

分でつくっていくという部分が重要なのでないか

なというふうに思っております。一体感という部

分では本当にそういう部分で期待をしたいなとい

うふうに思っております。このことは再質問しま

せん。

それから、最後になりますけれども、クラヌマ

川について質問をさせていただきたいと思います

けれども、５キロにも満たない川なのですけれど

も、風連の市街地から流れて、タヨロマ川に合流

しているわけなのですけれども、やはり市街地の

排水もその川に流れてくるわけですよね。それで、

下流の農地を持っている人たちが草刈り作業です

とかそういう部分をしているわけなのですけれど

も、その上流の人は関係なく、下流の者だけが作

業をするという部分についてちょっと疑問がある

わけなのですけれども、その辺ちょっとお聞かせ

いただきたいのですが。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

川ですから、〇建設水道部長（野間井照之君）

当然長いものですから、下流の方々に迷惑がかか

るということは確かなのかもしれません。ただ、

このクラヌマ川に関しては、が町公園からずっと

線路横を通ってくる部分で、私もこの間見せてい

ただいたのですけれども、前からちょっと気にな

っているのは、１つには改良区が所管している部

分と今言う川サイドが所管するというか、管理を

している部分がございまして、非常に難しい管理

区分を持つ川になっています。線路の横などは非

常に草も生い茂ってしまって、この辺は本当にど

ういうふうな管理体制がいいのかちょっと今検討

中なのですけれども、一番いいのが今議員から質

問受けている２１線、２３線間が状況的にはすご

く一番いい状況で、当然地域の皆様方に協力いた

だいていますから、よくなっているというのは当

たり前なのですけれども、今この辺の管理区分に

対してはそれぞれ上流部は改良区さんにお願いし

て、真ん中部分は町場の方に今何とかできないか

と、市がしなければならぬ部分も出てくるのでし

ょうけれども、いろんな区分は、ちょっと不公平

感はあるのかもしれませんけれども、そこの地域

を流れている部分をできるだけ地域の方に協力を
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お願いしたいというふうに考えています。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

今部長が言われまし〇１６番（山口祐司議員）

たように、その２１線から２３線の間の部分の草

刈りというのはかなりひどいと。これ市の職員の

方も一回見られたほうがいいかなと思うのですけ

れども、かなり背丈ぐらいあるような草刈りをさ

れているのだろうと思うのですけれども、護岸は

されているのですが、２線間の１キロの部分とい

うのが高齢化と農家戸数の減少という部分で本当

に苦労されているというふうに聞いております。

やはり苦労をしてといいますか、先ほども言いま

したように景観というのは、景観、美観といいま

すか、そういうものは簡単にはできないわけです。

やはりその地域の方々の苦労があって、そういう

ものが守られてきているわけなのですけれども、

今後今言いましたように高齢化ですとか農家の減

少という部分を考えたときに、これ一体どういう

ふうになっていくのか。行政としてもお金がない

と、道もない、国もないというような、そういう

ような形でこの環境というのは守られてくるのか

なという疑問が本当に出てきます。疑問と不安で

すね、そういう部分が出てくるわけなのですけれ

ども、これやはり市レベルではどうしようもない

のかなと。これは、クラヌマ川を一つ例にとって

いるだけで、こういうような事態というのはどこ

もあると思うのです。そういう部分で、市長も上

京されることもあるでしょうし、そういうときに

何とかそういうものの現状というものを訴えてい

ただきたいなというふうに思うわけなのですけれ

ども、市長、いかがでしょうか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

日本の少子高齢化とい〇市長（島 多慶志君）

うのは名寄のみばかりでなくて全国的な状況であ

りまして、農水省が農地・水・環境対策というの

が私は大くくりではその点に政策は手をつけてい

ただいたものと、こんなふうに思っております。

しかし、これはその地域の中で実際に管理をいた

だく農業者を含めて一般の市民の皆さん方の力を

出し合わないと、仕組みができているからという

ことですべてが対処していただくことにはなって

いないのでないかなと。しかし、今指摘がありま

したようにク川なり、あるいは道路等に沿ってい

る農業者あるいは市民の皆さん方の高齢化等で、

機械があっても機械を使えないだとか、そういう

悩みがこれから一層強くなってくるのではないか

と。そういう意味ではこの農地・水・環境の向上

事業というものに機動力といいましょうか、そう

いうことをどう組み合わせすることができるのか

というのが課題ではないかと、こんなふうに考え

ておりまして、昨年風連の一地区がテストとして

実行いただいて、評価は十分にいただいていると

いうふうに私ども認識をしておりますから、こう

したそれぞれの地区における景観の維持等も含め

て、そのような事業に差し向けることができない

かどうかということについては今後も取り組みを

十分に図っていきたいと、こんなふうに思ってお

ります。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども言いました〇１６番（山口祐司議員）

ように本当に環境美化というのは一概にできるも

のではございませんで、こういう部分で市街地の

方も御理解をいただきたいといいますか、現状を

知っていただきたいという意味で今回質問をさせ

ていただいたわけですけれども、何とかそういう

部分で、ただ川は流れているわけではないわけで

ございまして、そういう管理のもとに流れている

のだということを御理解いただいて、私の質問と

させていただきたいと思います。大変どうもあり

がとうございました。

以上で山口祐司議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４４分

再開 午後 １時００分
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休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

石油製品の高騰から市民の暮らし、営業を守る

ことについて外２件を、川村幸栄議員。

通告順に従いまして、〇４番（川村幸栄議員）

質問をさせていただきたいと思います。

まず最初に、石油製品の高騰から市民の暮らし、

営業を守ることについてお伺いをしたいと思いま

す。この件につきましては、さきに質問した同僚

議員と重複している部分がありますので、重複部

分については割愛してお聞きしたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

投機マネーの暴走は、アクリカサブプライムロ

ーン問題による金融市場の混乱を引き起こしたの

みならず、原油や穀物市場に流れ込み、生活必需

品の高騰を招き、国民生活と正常な経済活動を攪

乱しています。原油の高騰で石油や関連商品が値

上がりし、国民の暮らしと中小零細業者や農業、

漁業者らを直撃しています。とりわけこれから厳

しい冬を迎える北海道では、灯油価格の高騰が住

民に大きな不安を与えています。ことしの暖房費

のことを考えると不安でしようがない、これでは

凍え死んでしまう、こんな声があちこちで聞かれ

ます。

そこで、福祉灯油の取り組みについてお伺いを

したいと思います。暖房用灯油の需要期が間近に

迫っています。福祉灯油制度の実施、拡充は切実

な要求となっています。昨年度道内では１８０市

町村中１７６市町村が福祉灯油を実施いたしまし

た。これはことしの１月現在ですが、名寄市でも

喜ばれたところです。この記録的な高値に対して

今年度も福祉灯油実施を強く求めるものですが、

先日の同僚議員への御答弁で今年度も昨年度と同

様の福祉灯油実施の考えがあるとのことでした。

実施の方向には歓迎をしたいと思います。昨年度

と同様制度内容で実施の方向とのことですので、

対象の方は民生委員の方々が把握している名寄市

社会福祉協議会実施の歳末助け合い義援金品配分

世帯などとなるわけです。そこで、窓口での自己

申請も受け付けることができるよう配慮をいただ

きたいと思いますが、お考えをお聞かせいただき

たいと思います。

２つ目に、農業の経営を守る取り組みについて

お伺いをいたします。８月２１日、起起で開かれ

たＪＡグループ北海道主起による全道農業危機突

破総決起大会には過破最大規模の ３００人が全

道から集まったと報道されました。名寄からも５

０名を超える方が参加されたと聞いています。こ

のままでは再生産できないという農業の危機を強

く示したものであり、重く受けとめなければなり

ません。そこで、実態調査、直接支援の考え方に

ついてはさきの御答弁でお聞きしているわけです

が、国への対策要望が強く求められているところ

です。地方からの具体的な実情を伝え、強く要請

することが必要かと思います。また、昨日の黒井

議員の質問にもありましたように個別事業への支

援策について大いに知恵を絞っていただきたい、

そう思いますが、いかがお考えでしょうか。

次に、地域経済を守る取り組みについてお伺い

をいたします。原油価格の高騰は、大企業におい

ては製品への価格転嫁が可能ですが、農業や中小

企業などではその高騰分を価格に転嫁できず、自

助努力も限界に達しているという状況です。中小

運輸業者、製造業、クリーニング店など、原油価

格高騰による影響、実態については把握されてい

るのでしょうか。直接支援、また国への対策要望

についてお伺いをしたいと思います。

２つ目に、サンルダム建設についてお伺いをい

たします。自然保護団体などが反対をし、天塩川

下流域の北るもい漁協が不同意の姿勢を変えてい

ないサンルダムについて、国土交通省は本体建設

費を２００９年度予算概算要求に計上いたしまし

た。また、サクラマスの遡上が大きく阻害される

と危惧されているサンル川で魚道実験が始まりま

した。建設の目的が名寄川流域の水害防止、水道

水の確保、水力発電という多目的ダムのサンルダ
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ム建設について、水道水利用者としてかかわり、

また推進している名寄市としてのお考えをお聞き

したいと思います。

１つ目に、サンルダムと自然についてのお考え

をお聞きしたいと思います。日本でこれほどたく

さんのヤマクが見られる川はほかにありませんと

サンル川流域の地元の自然を守る会の方は言いま

す。サンル川がヤマベわく川と言われるゆえんで

しょうか。日本全体のサクラマス資源の維持に貴

重な役割を果たしていると言われている天塩川水

系のサクラマス、このサクラマスを保護するため

にダムに魚道をつけるといいます。しかし、二風

谷ダムが建設された沙流川では、魚道を通ったサ

クラマスは道開発局調べでも年６匹程度です。サ

ンルの魚道は二風谷ダムよりも高低差が大きく、

ヤマクは生き残れないだろうと言われています。

このほかにサンル川には豊かで貴重な自然が数多

く存在しています。絶滅危惧種Ⅰおのコガタカワ

シンジュガイ、絶滅危惧種Ⅱおのカワシンジュガ

イ、１００年生きる長寿の二枚貝だと言われてい

ます。サクラマスのえらに寄生して川を移動する

と言われています。また、準絶滅危惧種のヒクギ

フチョウは氷ク期を生きた種と言われています。

このヒクギフチョウの幼虫の食草、食べる草です

が、オクエゾサイシンがサンルダム関連工事で根

こそぎ削られています。こうしたサンル川の豊か

な環境、自然が守られるという担保なしに本体工

事に着手すべきではないと考えますが、名寄市と

しての考えをお聞かせいただきたいと思います。

次に、サンルダムの治水、利水効果についてお

伺いいたします。開発局は、名寄川や天塩川の下

流域全体にわたって洪水調整の効果があると言っ

ています。さらに、天塩川の水害て害を ９００

長長と見込んでいますが、サンル川は流域のわず

か３％にすぎません。日本共産党の紙智子参議院

議員は、治水計画の目標流量の根拠に疑問がある

として政府、国土交通省へ質問趣意書を何度も提

出していますが、何らまともな回答はありません。

また、道開発局が水害の危険があるという中名寄

地区では名寄川の堤防が未整備になっています。

治水効果についての考え方をお聞きしたいと思い

ます。

次に、利水についてですが、ことし５月、開発

局はサンルダムの規模を縮小しました。名寄市と

下川町に供給予定の水道水の量が当初の想定を下

回る見通しとなったためです。名寄市の最大取水

量は、１日で ７００立方クートルが１日で ５ 

１０立方クートルとなりました。半分以下です。

１１間に直すと１ ５リットルになりますが、縮

小された理由についてお聞きしたいと思います。

また、ダムに頼らなければならないのか、名寄が

渇水時には風連の地下水の利用も可能ではないか

と考えますが、お答えをいただきたいと思います。

次に、サンルダムによる市民負担についてお伺

いします。規模縮小によって名寄市のダム負担率

は総事業費の ４６％に変更になりました。総事

業費が５２８長長になる見込みということですの

で、名寄市の負担は２長 ９００万長になる見込

みと思います。さらに、完成後の維持管理費もダ

ムを使う限り必要になってきます。市民負担はど

のくらいになるのかお聞かせをいただきたいと思

います。

３つ目に、市民と行政との協働によるまちづく

りについてお伺いをいたします。新名寄総合計画

の基本目標の一つ、市民と行政との協働のまちづ

くりから３点についてお伺いをしたいと思います。

１つ目は、広報広聴活動の充実と情報公開につ

いてお伺いします。総合計画の最初に市民主体の

まちづくりの推進が述べられ、その事業として１

つ、市民参画と協働の促進、２つ、広報広聴活動

の充実と情報公開となっています。情報公開を積

極的に行い、透明性の高い行政運営を行うことで

よりよい市民と行政との協働によるまちづくりを

目指しているものだと思います。夕張を検証した

ある本にこう書かれていました。夕張市の後藤健

二前市長は、夕張市の財政破綻の最大の教訓は情
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報公開のなさだと言い切った。市の財政状況など

もっと早く市民に公開していれば、チェック機能

が働き、財政破綻は防げた、こう書いています。

情報公開について非常に教訓的だと考えますが、

名寄市において積極的な情報公開に向けての取り

組みについてお聞きをしたいと思います。

２つ目に、わかりやすい財政情報の公表につい

てお聞きをいたします。財政の健全性の確保につ

いて行財政改革推進実施本部が設置され、財政健

全化に向けて取り組みが始められているわけです

が、本定例会で委員会付託となったパークゴルフ

場利用料のように市民の皆さんにとっては非常に

身近な利用料、使用料の見直しがこれからも出て

くるものと思います。市民に納得してもらえる見

直しが必要ではないでしょうか。そこで、ニセコ

町や奈井江町が行っている子供にもわかりやすい

説明、小学校高学年から中学生を対象にしたわか

りやすい説明が必要と思いますが、いかがお考え

でしょうか。

３つ目に、行政サービスの推進について。わか

りやすい市役所づくりとして、親しみやすくわか

りやすい行政サービスの推進についてのお考えを

お聞きしたいと思います。後期高齢者医療制度で

象徴されるように、制度の内容が複雑でわかりに

くい、よくわからないうちに年金から天引きされ

るなど、対象となる高齢者はもちろん家族の方々

も不安がいっぱいです。こうした制度についての

相談や暮らしの支援などの相談は、まず最初に来

るのが市役所の窓口です。広報などで周知されて

はいても、わかりづらい、気がつかないことも多

くあります。そんなとき親しみやすく、わかりや

すい対応は大きな安心感につながると思いますが、

いかがお考えでしょうか。この点についてお聞き

したいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いします。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

川村議員から大〇福祉事務所長（中西 薫君）

きく３点にわたり御質問をいただきました。１点

目の石油製品の高騰から市民の暮らし、営業を守

ることについてのうち、福祉灯油の取り組みにつ

いては私から、小さな項目２つ目の農業の経営を

守る取り組みについてと３つ目の地域経済を守る

取り組みについては経済部長から、大きな項目２

番目のサンルダム建設については上下水道室長か

ら、大きな項目３番目の市民と行政との協働によ

るまちづくりについては総務部長からそれぞれお

答えをさせていただきますので、よろしくお願い

をいたします。

まず、福祉灯油の取り組みについてお答えをさ

せていただきます。石油製品の高騰による諸物価

への影響は大きく、食品おを初めとしてさまざま

な物価を押し上げております。この道北の地名寄

にも冬将軍の訪れとともに暖房用灯油の需要期を

迎えることになります。このことは、現在の物価

高に加え、さらに家計負担が増加することにつな

がり、一般市民はもちろん特に低所得者層への生

活に大きな影響を与えることが十分予想されます。

御質問のありました福祉灯油の取り組みにつきま

しては、さきの高橋議員の質問の際にもお答えし

ましたが、今年度も昨年同様の内容で福祉灯油支

援事業を実施したいと考えております。しかし、

細部につきましては必要な内部協議を調えまして、

補正予算の場での議会審議をお願いすることにな

るものと予定をしております。

対象者の決定方法を申請方式にできないかとい

う御質問でございますが、市といたしましては少

しでも明るい気持ちで新年を迎えていただきたい

という思いがあり、年末に配布できるこの方法を

選択したところでございます。議員の言われる申

請方式にいたしますと、対象となる方に申請交付

のため庁舎に足を運んでいただく必要があり、高

齢者、障害者の方々の負担を考えますと昨年度の

方法がよりよいものと考えております。また、申

請方式では申請を受け、課税の状況を調査し、交

付決定を行う必要があり、交付まで時間を要する
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ことにもなります。道内他市町村の情報も勘案い

たしますと、このやり方はベターと判断しており

ます。年末にはそれぞれ該当するお宅に配布した

いという思いにどうぞ御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目〇経済部長（手間本 剛君）

１の２点目でございます農業経営を守る取り組み

についてお尋ねをいただきました。ただいま議員

からお話ありましたけれども、破る８月２１日に

は起起市においてＪＡグループが主起し、 ００

０人以上の全道農業危機突破総決起大会が開起さ

れ、本市からも５０人以上の参加をしてきたとこ

ろでございます。名寄市における農業関係への影

響の見込みにつきましては、ＪＡ道北なよろが平

成１９年度の実績に基づきまして２０年度見込み

を試算したところでは約６６長 ４００万長の影

響となっており、特に肥料高騰の影響が大きいと

ころでございます。

国、道が講じる対策では、省エネルギー技術設

備及びバイオ燃料、バイオマスエネルギーの開発

導入促進に対する補助、融資、燃料等に関する税

制の措置、経営の維持、安定に必要な資金の融資

が予定されておりますが、今後具体的な内容が決

まれば対応してまいりたいと思っております。肥

料関係では、ＪＡ道北なよろでは組合員に対して

早期取引勧奨で化学肥料、ＢＢ肥料、単肥、燐安

の価格低減をすべく対策を行い、約３０％の値上

がりに抑えられる模様で、総額で約 ０００万長

ないし ０００万長の支援というふうに聞いてい

るところでございます。市の支援分につきまして

は、燃油、飼料高騰の影響は農業関係だけではご

ざいませんので、他の産業分野や市民生活全般へ

の影響も懸念されております。国、道の総合的な

対策を見きわめる必要があると考えているところ

でございますが、全道市長会等を通じ、国、道に

再生産可能な農業経営を存続するため強く要望運

動を続けてまいりたいと思っております。

また、農家への支援についてのお尋ねをいただ

きました。農家への普及指導につきましては、原

油高騰影響を最小限に抑えるため、施設園芸では

ハウス加温の定温温度の変更だけでなく、暖房効

果の向上、て覆資材の適正な選択利用、適正な生

育環境整備が必要でありますので、取り組みを促

してまいりたいと思っております。肥料高騰に対

しましては、土壌診断を奨励し、診断に基づき蓄

積している肥料成分の有効利用、成分が農作物に

効果的に吸収されるような施肥法の導入など、肥

料コストの低減に向けた取り組みを促していきた

いというふうに思っております。飼料高騰に対し

ましては、適切な飼養管理の徹底、自給飼料の増

産、未利用、低利用資源の活用などに取り組む必

要があります。今後とも関係機関団体と連携を密

にして対応してまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。

次に、地域経済を守る取り組みについてお尋ね

をいただきました。平成１８年度とデータが幾分

時間が経ておりますけれども、名寄市、名寄商工

会議所、風連商工会による市内の中小企業の原油

高に伴う実態調査を行ったところ、林業は比較的

に影響は少ない、製造業は燃料が電気、ガスの使

用が多いため全体的に影響は少ない、運輸業は経

営の減量化で対応していると。それから、クリー

ニング業は３０％増の影響を受けているとの調査

結果が出ました。政府は、８月２９日、総合経済

対策を決定いたしました。その大半は中小企業対

策でございまして、融資の保証枠の拡大に ００

０長長が盛り込まれました。北海道では、これま

でも中小企業総合振興資金の景気変動対策特別貸

し付け及びセーフティーネット貸し付けを実施し

てきましたけれども、９月定例会で補正予算とし

て新たに原油高騰により原油コストが上昇したり、

天然ガスなど代替エネルギーに転化する設備を導

入する企業に利率 ５ないし ７で最大１長長低 

利融資する原油原材料高騰対策特別資金を創設予

定であります。市では名寄市中小企業振興条例で
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融資制度、これは経営資金、長期プライム ９で

ございますけれども、その融資限度額を ０００

万長を設けておりまして、国、道の制度につきま

してもあわせて周知しなければならないものとい

うふうに考えているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

和田上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大き〇上下水道室長（和田 博君）

な項目で２点目のサンルダム建設についてお答え

させていただきます。

初めに、サンルダムと自然についてであります

が、水道事業は水道用水の確保を図るため、平成

７年から利水者としてサンルダム事業に参画して

まいりました。これまでの間サンルダムの建設に

当たっては、環境アセスクントの実施並びに希少

動植物の保護に関する環境レッドデータブックに

基づく調査、対応など、さまざまな取り組みがな

されております。特に建設されているサンル川は

サクラマスが自然産卵するク川として知られ、ま

たカワシンジュガイなど希少な生物も生息してお

ります。こうした貴重な動植物の保全を図ってい

くため、天塩川魚お生息環境保全に関する専門家

会議などが開起され、議論もされていると聞いて

いるところでございます。また、その事業進捗に

当たっては、北海道知事や名寄市長よりその事業

の必要性にかんがみ、早期の完成、また工事に当

たっての環境保全、さらには水産資源の保護など

の意見もされております。名寄市としては、今後

こうした環境への配慮及び対応が十分なされ、事

業の進捗が図られていくものと認識しております。

次に、サンルダムの治水、利水効果について申

し上げます。サンルダムにおいては、洪水調整容

量が ５００万立方クートルと計画され、洪水量

ーク流量の低減効果が期待されております。また、

治水対策は、天塩川流域全体での堤防整備を初め、

ク道掘削による流下断面の確保などダム施設とあ

わせて総合的に進められているものと認識してお

ります。名寄川流域におきましても、一部で堤防

の補強整備や流下断面確保のための工事が必要と

伺っておりますので、今後こうした整備が進めば

洪水て害の低減効果は大きいと考えております。

利水につきましては、名寄市及び下川町が水道

用水の確保を図る計画となっており、本市におい

ては日量 ５１０立方クートル、下川町では日量

１３０立方クートルとなっております。この利水

容量につきましては、さきの事業見直しで将来に

おける人口の減少傾向を考慮して当初計画より減

量した経緯はありますが、これだけの水量を安定

的に確保できる代替水源もないことから、今後計

画される水道未普及地域の解消や風連地区及び自

衛隊名寄駐屯地の給水統合事業など、将来にわた

る安全、安心の水道水を安定的に供給していくた

めにも必要な利水計画と位置づけております。特

に風連地区に水道水を供給している水源は、地下

水特有の鉄やマンガン、硬度成分などの影響を受

け、現在保有している５本の井戸のうち２本の耐

用年数が残り１０年程度と診断されており、将来

にわたる維持管理費など総合的に判断して早期の

給水統合が必要と判断しております。また、サン

ルダムでの発電につきましては、将来にわたる電

力需要を見越し、環境に優しい発電として計画さ

れていると伺っております。

次に、サンルダムによる市民負担について申し

上げます。サンルダム事業への参画に当たり、利

水容量に基づいた負担金が設定されております。

平成７年の事業参画当時は、利水容量日量 ７０

０立方クートルを計画し、負担率 ７％、負担額

にしまして３長 １００万長となっていましたが、

その後の事業見直しにより利水容量日量 ５１０

立方クートル、負担率 ４６％、負担金額２長 

９１６万 ０００長とされ、水量では １９０立 

方クートル減量、負担金は１長 ０００万長ほど

減額されております。この負担金につきましては、

その３分の１が国庫補助金、さらに３分の１が名

寄市、残りの３分の１が水道事業負担となってお

り、平成１９年度末までに負担金ベースで７０％
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が終了し、１長 ８００万長を支出し、残り １ 

１６万 ０００長となっているところです。

なお、このダム負担金が水道料金に与える影響

額は、平成２０年度に統一した料金で１世帯当た

り１５立方クートル使用で月１４長５４銭と試算

されております。また、ダムが完成した後、維持

管理費に係る経費につきましても利水容量別に負

担を求められることになると思われますが、以前

他のおするダム維持費から推測された金額はおお

むね年間１７８万長程度と試算されております。

今後ともこうした費用に対し、より大きな利水効

果を図る観点から、適正な執行に努めてまいりた

いと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

） それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君

うから３点目の市民と行政との協働によるまちづ

くりについて答弁させていただきます。

広報広聴活動の充実と情報公開につきまして、

新名寄市総合計画では情報公開により市民と市政

情報の共有に努め、透明性の高い行財政運営の実

現を目指すため、市民参加の基軸となる自治基本

条例の制定や地域自治組織創設の作業を進めてい

ます。また、広報広聴活動として毎月発行の広報

なよろでは、できるだけ余裕ある期間を持って市

政の情報発信に努めるとともに、タイムリーなお

知らせにつきましては地元新聞の広報欄やエフエ

ムなよろを活用しています。その他市民見学会の

開起や市政の部門別関心事を直接お届けする出前

トークの実施、合併時にも発行した市民生活の暮

らし方ブックによる各種手続等のお知らせも行っ

ています。各種制度の改正に当たっては、担当部

局で別途チラシを作成して広報と同時配布し、さ

らに市民説明会を開起するなど情報の発信と周知

に努めています。広報紙の発行につきましては、

今後とも図表を取り入れるなど見やすく、わかり

やすい紙面づくりに努めてまいります。

わかりやすい財政情報の公表について。名寄市

では、市民の皆さんに予算や決算などの財政情報

を広報やホームページを通してお知らせしており

ます。広報では毎年４月号で新年度予算の概要を、

１１月号で予算の上半期の執行状況を、１２月号

で前年度決算の概要をそれぞれお知らせしており、

またホームページでは予算、決算などのほかに財

政指数等の財政状況、公債費負担適正化計画など

の財政計画を公開しています。しかしながら、財

政に関するものは市民の皆さんにわかりやすくお

知らせしてきたつもりですが、専門的な用語も多

く、十分とは言えない面もありますので、御指摘

のニセコ町、奈井江町などで作成している予算説

明書などを参考に、できるだけわかりやすい形で

財政情報を提供してまいりたいと考えております。

これらの町村につきましては独自の取り組みをし

ておりますが、市の財政規模との調整も含めて検

討はしてまいりたいと思っております。特に地方

公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健

全化判断指標の公表については、グラフやイラス

トなどを用いてわかりやすく公表する予定ですの

で、御理解を賜りたいと思っています。また、現

在行財政改革推進実施本部を立ち上げ、使用料や

補助金、組織機構、公共施設の今後のあり方など

議論しておりますので、一定程度まとまった段階

で適宜広報などで情報提供してまいりたいと考え

ております。

行政サービスの推進について。市長と若手職員

の懇談会では、日ごろの悩みや窓口応対、市役所

全体の業務が把握できないなど、特に新人職員の

不安や意見が出され、有意義な機会となりました。

今後も継続して開起し、職員との行政運営の共有

化を図ってまいります。市民に対する窓口案内で

は、職員みずからの研さんが重要でありますが、

先輩、上司の指導など周りの職員とのチームワー

クで解決できるケースも多いと思います。法律、

条例、規則、制度の改正があったときや専門的知

識を必要とする事務等について担当者がみずから

講師となっての課内学習を推進します。管理職に
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あっては、職場の状況を的確に把握し、報告、連

絡、相談を常に心がけて、市民に対し親切で速や

かな対応をしてまいります。職員の能力向上につ

いては、計画的な研修を行っており、接遇、知識

の習得、業務遂行能力、政策形成能力の養成など

年代別の対応も行っています。研修を受けた者が

現場に研修の成果を伝える機会を設け、業務課題

に対して共通認識のもと業務に当たるように努め

てまいります。

以上、私からの説明とさせていただきます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁いただ〇４番（川村幸栄議員）

きましてありがとうございます。随時再質問をさ

せていただきたいと思います。

まず最初に、福祉灯油の件について再質問させ

ていただきたいと思いますが、支援世帯について、

自己申請の部分なのですけれども、最近では隣近

所と余りかかわりたくないとか、また町内会にも

加入しない、こういった世帯も今多くなっている

のではないかなというふうに思うのです。しかし、

こうした方々の中には収入が低い若い方も少なく

ありません。ですから、こうした方々が対象から

外れてしまう可能性もあるのではないかと危惧し

ているわけです。確かに今御答弁いただきました

ように手続上時間がかかるとは思います。しかし、

申請時に説明をすることで納得してもらえるので

はないかというふうに思うのですが、どのように

お考えでしょうか。また、民生委員さんにも大き

な負担になるのではないかというふうにも考えて

いますが、この部分についてお答えをいただきた

いと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

地域で生活に困〇福祉事務所長（中西 薫君）

っていらっしゃる世帯の把握につきましては、民

生委員さんのそもそもの仕事の一つかというふう

にも思っております。確かに民生委員さんの負担

は少なくないものと感じております。私ども昨年

福祉灯油を実施するに当たりまして、まさしく民

生委員さんに足を運んでいただきまして、個々の

困っている世帯に対象となる歳末助け合い義援金

の配分に伴います世帯の把握をしていただいた上

で、それらの方に福祉灯油を重ねて支給するよう

な形で実施したところでございます。御質問のあ

りますその後自分も該当するのではないかという

ようなことにつきましては、適時市のほうで情報

を収集した後、民生委員さんにつなぎまして、改

めて申請をしていただくような手続をとらせてい

ただいたところでございます。そういった状況も

ございまして、ぜひ民生委員さんもそういう情報

を地域で把握することが重要なことと考えており

ますので、昨年の方法で実施したいというふうに

考えております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今お答えいただきまし〇４番（川村幸栄議員）

たが、やっぱり窓口で自己申請をして、またそれ

を民生委員さんに御紹介して、そういう手間とい

いますか、そういった部分もふえてくるかなとい

うふうに思うのですが、先ほど私も言いましたよ

うにやっぱりかかわりたくない方たちも結構いる

わけで、そういった方たち、この窓口でまずそこ

で処理してもらえるということも必要ではないか

なというふうに思いますので、この部分ぜひ検討

していただきたいというふうに思います。

あわせてせんだっての御説明の中では、福祉灯

油の地域政策支援金の対象は ５００長の上限が

あってというふうなお話がされていました。です

が、これだけ上がっているわけですから、やっぱ

り破年と同じように１００リットルの支援をぜひ

お願いしたい、そう思っています。そのことにつ

いてお答えいただければと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

さきの高橋議員〇福祉事務所長（中西 薫君）

の御質問の際にお答えさせていただきましたのは、

地域政策総合補助金の上限額が ５００長に設定

され、３万長から５万長の自治体の上限額１４０

万長の上限枠が廃止されたということで道のほう
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からの説明があったということでお答えをさせて

いただいたところでございます。今回川村議員の

御質問の中で、私ども細部につきましては内部協

議を調えてから議会のほうに補正予算を提案する

という答弁をさせていただきました。これは、現

実昨年につきましては１００リットルというリッ

トル数で支給をさせていただきました。全道４６

自治体ぐらいが額での灯油の支援をしております。

その中には商品券というところも実はございまし

た。昨年をベースにしてことしの福祉灯油が行わ

れるものですから、そういった面での広がり等々

もあります。それから、単価が非常に上がってお

ります。そういったものを総合的に勘案して内部

協議を調えて、まず福祉灯油は実施いたしますけ

れども、細かい部分についてはこれから調整をし

たいというふうなことで御理解をいただきたいと

思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

これから内部について〇４番（川村幸栄議員）

は協議という中で、今お願いした部分についても

ぜひ考慮していただきながら進めていただければ

と、そのことを要望したいと思います。

次に、農業と地域経済を守る部分で再質問をさ

せていただきますが、名寄市の基幹産業である農

業です。島市長は、「北海道北部の地域社会」と

いう本に寄せられた論文の中で農業は名寄市最大

の産業と、こんなふうに書かれていました。この

農業が中小企業の皆さんとともに地域経済を支え、

地域経済が元気になるように頑張ってもらわなけ

ればならないというふうに思っているわけです。

このままでは再生産できないと、こんな声がある

中でこの状況が続くようであれば、食料自給率の

問題が随分取りざたされていますけれども、この

食料自給率の低下がさらに進んでしまうのではな

いかなというふうに危惧しているわけです。しっ

かりと国に対して、また細かな施策について知恵

を絞っていただければありがたいなというふうに

思います。

最後に、小中学校、保育所などの暖房費の確保、

これを十分に配慮していただくこと、このことを

強く要望したいと思いますが、御答弁いただけれ

ばと思いますが、どうでしょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

昨年来の灯油等の高騰〇教育長（藤原 忠君）

によりまして、学校その他の教育施設でも確かに

暖房料等は大幅に値上がりしている部分もござい

ます。１つには、自主的に節約に心がけること、

そしてさらにその上で不足している分については

教育委員会としてしっかり補てんしてまいりまし

た。今年度もそういう方向で考えていきたいと思

っております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

次に、サンルダム建設について再質問をさせて

いただきたいと思います。自然の問題でも知事も

附帯意見を、自然を守るようにというふうな意見

を北海道知事も述べています。島市長もというお

話をされて、ちょっと胸をなでおろしたところで

すけれども、利水の部分で風連の地下水利用につ

いて、私は風連の地下水ずっと使っていたもので

すから、ぜひこれを利用していただきたいなとい

うふうに思うわけです。地下水ですから、５年先、

１０年先はっきりと大丈夫だという保証はないと

は思うのですけれども、ただ、今５本の井戸が２

本があと１０年ほどで管が古くなるというお話で

した。渇水していくというような情報ではないか

なというふうに思うのですが、そういった不安を

抱えているのであれば、２本なくなるあたりでど

れぐらいの水が足りなくなるのか、またそれを２

本また追加していくためにはどれほどの費用がか

かるのか、そういった部分もわかる範囲で教えて

いただければというふうに思います。また、水質

についてでもいろいろ出されているかと思うので

すが、白い縁がついてびっくりしたという方もい

らっしゃいますけれども、ただ鉄分やらそういっ

たミネラル分が多く含んでいるという部分では利
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用者の皆さんの合意が必要ではないかなというふ

うに思うのです。ですから、ここら辺もあわせて

ちょっと御答弁いただければと思いますけれども。

和田上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまの水道〇上下水道室長（和田 博君）

の地下水、これがそのまま使えないかという御質

問だと思いますけれども、現在風連地区の地下水

のポンプが５台あります。その５台を利用しなが

らの給水となっていますけれども、これらの地下

水につきましては、先ほども述べさせていただき

ましたけれども、地下水特有の鉄やマンガン、硬

度成分などの影響を受けまして、除鉄、除マンガ

ン、そういった処理、さらには臭気、こういった

ことを除破するためにただいま活性炭を用いて特

殊な処理を行っているところでございます。そし

て、硬度成分が多く、この多い中で国が定める水

質管理目標値ということで上限値がリットル当た

り１００ミリグラム、これを超過している風連町

の現状であります。この１００ミリを超えたとき

には何らかの改良が必要ですよと、そういった国

の定めであります。こうしたことから、現在の風

連町にある地下水をそのまま維持していくという

ことになりましたら、５本のうち２本があと１０

年程度しかもたないと、そういった診断がされま

して、将来にわたる安定的な取水にも不安が出て

くる。先ほど水が足りなくなるとかそういうこと

ではなくて、水質の問題が出てくると、そういっ

たことになります。そういったことで、今後地下

水源や浄水場、今現在の浄水場を将来に至るまで

維持管理していくということになりましたら、そ

の更新費用、また水質改善費用、また維持管理費、

こういったことで１８長長、これにつきましては

５０年間を試算したものでありまして、年間約

６００万長ほどが必要となってきます。そういっ

たことから、風連地区給水統合の中で将来におけ

る安定した水を確保するためには、やはり今のが

丘にある浄水場から引くのが一番いいのかなと、

そういったことで計画にのせているところでござ

います。また、浄水場施設の維持管理費の節減、

さまざまなことが課題として残されますけれども、

こういった面につきましても十分これから理解を

得るために市民への情報提供等々を行っていきた

いと、そのように思っているところでございます。

以上でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今量が少なくなるとい〇４番（川村幸栄議員）

う不安ではなくて、水質についてのそれを整備し

ていかなければならないのだというようなことで

した。それであれば、サンルダムに頼らなくても

水を確保することができるのではないかと、素人

考えで申しわけないのですが、そんなふうに思う

わけです。今５０年間を見越して１８長長という

費用がというお話もありました。これだけ費用を

かけなければならないというふうに言われていま

すけれども、これと、またサンルダムに係る負担

とその辺の調整、比べることが非常に難しいかな

というふうには思うのですが、やっぱりこうした

部分についても利用者の皆さんほとんど知らない

のではないかというふうに思うのです。だから、

利用されている地元の皆さんの合意、やっぱりこ

れが必要かなというふうに思いますので、どんど

ん情報を提供していただければというふうに思い

ます。時間もなくなりますので、この部分につい

てはまた違うところでというふうにさせていただ

きたいというふうに思います。

自然破壊の問題のところなのですけれども、５

月、私はサンルダム建設予定地の流域一帯を見て

きたわけですが、つけかえ道路建設などによって

既に自然破壊が進んでいるのを目の当たりにして

きました。希少生物のエゾサンショウウオが生息

している枝流がよどんでいたり、またミズバショ

ウの群生が姿を消していったり、そういった状況

にありました。しかし、自然の豊かさがまだ残っ

ているサンル川の清流では、ヤマクの稚魚が群れ

て元気よく泳いでいるのを見てほっとしたところ

なのですけれども、今回の魚道実験では前日まで
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カワシンジュガイの最終調査が行われた川底に大

型土のうをどっと配置して行われているわけです。

サンルダム建設の基本計画については、先ほども

言いましたように高橋北海道知事も環境へ配慮す

るようにというふうに国に対して意見書を出して

いるわけですが、環境保全に本当に数々の不十分

さ、そして改めて先ほどの利水の部分でも不十分

さがあるかなというふうに思います。それで、治

水についても６月、開発局の説明会がありました。

ここで流域の住民を水害から守るためにサンルダ

ムは必要というふうに説明されていたわけですが、

しかし堤防の未整備を放置したままダム建設を優

先しているのではないかなというふうに考えられ

るわけですけれども、この点について御意見をお

伺いしたいというふうに思いますが、いかがでし

ょうか。

和田上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま環境破〇上下水道室長（和田 博君）

壊の可能性というお話もありましたけれども、工

事に当たりましては環境アセスクント等の実施に

よりまして環境への影響を最小限にとどめる努力

をなされているところでございます。新たに現地

の植生復元に向けても植樹などを行いまして、将

来における環境保全に配慮した対応もなされてお

り、こうした影響は極めて少ないと認識している

ところでございます。

また、名寄川の築堤等々につきましても、先ほ

ども述べさせていただきましたけれども、工事に

かかりまして、ク道掘削等々もそういった事業が

今進められていると、そういったことで、今後そ

ういったことを期待しているところでございます。

以上でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今回のサンルダム建設〇４番（川村幸栄議員）

については、治水の問題、また先ほどの利水の問

題、そして環境保全の問題など数々の不十分さが

あるわけです。反対する方たち、また慎重な対応

を求める意見も数多くあるわけです。市民負担に

ついても、まだまだふえる可能性もあるのではな

いかというふうに私は危惧をしています。実は、

忠別ダムでは当初予算が８７０長長、最終的には

６３０長長になっています。こうしたことも含

めて、よりわかりやすい情報公開、一般の皆さん

方の、もちろん専門家の皆さん方の御意見は必要

ですが、一般の皆さん方の意見聴取必要ではない

かというふうに思います。脱ダム宣言をした淀川

水系流域委員会というのがあるのですが、平成１

３年度スタートしてから多くの皆さんに広報した

り、また一般意見の聴取を重ねて、専門家の皆さ

ん、市民の皆さん、利用者の皆さんあわせて会を

開いて、８０回にわたる会議を開いて、ク川整備

計画に意見を述べています。こうしたことも必要

ではないかというふうに私は考えています。協働

のまちづくりにもつながるかというふうに思いま

す。住民の意見が十分に反映される、そういった

サンルダム建設が必要ではないかというふうに思

いますが、ぜひこのところを市長のお考えをお聞

かせいただければというふうに思いますが、いか

がでしょうか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

サンルダムの早期本体〇市長（島 多慶志君）

着工ということで、私ども流域の期成会で熱心に

要望行動を続けてまいりました。２１年度に本体

着工の予算要求が開発局のほうから財務省のほう

に出ているということで期待をしているところで

ございます。名寄市は、部長からも答弁をしてお

りますように、利水では浄水場の水量の拡大とい

うことで、現在給水ができていない市内の農村地

区、あるいは内淵にあります自衛隊の駐屯地、そ

して合併によって新たに水源として風連地区の給

水ということに相なっております。それだけに早

く水利権の拡大を図って、これらのまだ名寄市の

上水が行き渡っていないところにしっかりと届け

ることが私どもの責任と、このように思っている

ところでございます。

環境の問題につきましては、特に専門家会議等
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で天塩川の全体の流域の計画が２年余にわたって

議論をされてきておりまして、私ども地元名寄市

としては中名寄地区の今圃場の再整備計画を要望

しているわけでございますが、これらの地区につ

きましては堤防の整備はもちろんでありますけれ

ども、最近の雨の降り方というのは今までの過破

の統計でははかり知れないような局地大雨という

のがあります。これらをコントロールするという

のは、堤防のかさ上げということばかりで対応で

きるというふうには思っておりません。やはり水

量調整というものはあらゆる手法を駆使して実行

していく、このことに安全、安心が確立されると、

こういうふうに思っておりまして、ダムの水量調

整というものが私どもの飲料水も含めて、下流の

農地の水害て害等も含めて確立されるものと、こ

のように思っております。特に上水道の水源につ

いては、上流にダムができることによって夏の期

間、渇水期における水質の向上が期待できると、

こういうことでありまして、私どもも浄水場が果

たしている機能、浄水機能が水量が一定的に安定

されることによってより安全、安心の飲料水を市

民に供給できるものと、こんなふうに期待をして

いるところでございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

実は、きょうの報道に熊本県知事の川辺川ダム反

対表明がありました。ダムによらない治水対策を

追求すべきと訴えています。サンルダム、何度も

申し上げますが、自然保護や治水について数々の

不十分さがあります。この部分をより多くの皆さ

んにお知らせして、そしてより多くの皆さんの御

意見を聞いていくことが何より重要だと考えてい

ます。ぜひそのところを進めていただければと思

います。

最後になりますが、市民と行政との協働による

まちづくりについて再質問をさせていただきたい

と思います。今部長のほうから御答弁いただきま

した。本当に取り組みが進められている様子がう

かがえたかなというふうに思います。今、議会改

革特別委員会の中でも市民への積極的な議会報告

を議論しているところです。また、市民周知に対

して私たち議会の役割も非常に大きな役割がある

ものと認識しているところですが、市民の皆さん

の声としては結果については地元新聞などで知る

ことが多いと。どうしてこういうふうになったの

か経過などについて具体的に説明が欲しいと、そ

ういうふうに思うことが多いのだ、こういった声

が多く聞かれているわけです。ですから、先日行

われた先ほども紹介があったかと思います市長と

若手職員の懇談会、こういった部分については大

いに私たちも歓迎したいというふうに思っていま

す。ぜひ市民の中へ積極的に入っていってもらっ

て、市民の疑問や不安、これにこたえられるよう

に研さんを深めていただければなというふうに思

います。いろいろホームページ、また広報、いろ

んな出前トーク、そういった部分で工夫をされて

いただいているかなというふうに思うのですけれ

ども、ただ参加していただいている人数、市民の

皆さんの人数が本当に少ないかなというふうに思

っています。ですから、市民の情報提供について

も職員の皆さんによる創意工夫が強く求められて

いるのではないかなというふうに思うわけですが、

この部分についてお答えをいただいて、私の質問

を終わらせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今現在行財政改革〇総務部長（佐々木雅之君）

等も進めておりまして、財政問題についてもある

とき朝起きてみたら急に赤字団体になっていたと

いうことだけは避ける意味も含めて、住民の方に

は十分な情報提供をすべきだと思っています。そ

ういう面では、広報とかホームページは大事なの

ですが、今名寄市では町内会連合会との連携しな

がら、まちづくり懇談会等でもいろんな情報提供

をしておりますので、紙面とかインターネットだ

けではなくて、直接住民と懇談する時間も設けて

おりますので、過破には新総合計画をつくるとき
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にまちづくり１００人委員会の方にいろんな財政

情報も提供したこともございますので、そこら辺

も含めまして財政の状況、行財政改革をなぜしな

ければならないかということも含めて、直接市民

に語りかけるまちづくり懇談会等でも対応してま

いりたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。

以上で川村幸栄議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

名寄市食育推進計画の恒久的な対策について外

１件を、宗片浩子議員。

議長より指名をいた〇２４番（宗片浩子議員）

だきましたが、さきの質問と重複する部分がござ

いますが、順次質問をさせていただきます。

まず初めに、大項目の１、名寄市食育推進計画

の恒久的な対策について伺います。食は、人間の

命をはぐくむものとして昔から大切にされてきま

した。明治３１年、石塚左玄が今日学童を持つ人

は体育も知育も才育もすべて食育にあると認識す

べしと述べ、また明治３６年には報知新聞編集長

の村井弦斎が小児には徳育よりも知育よりも体育

よりも食育が先、体育、徳育の根源も食育にある

と述べ、食育の大切さは昔から伝えられておりま

す。ところが、戦後日本の文化は大きく姿を変え、

食を含む多くの生活が大きく変貌したことによっ

て本来子供の健やかな成長を支えなければならな

い家庭の力が失われたとさえ言われております。

特に食については、共働き家庭による家庭食の衰

退や食の軽視によってコンビニエンス弁当で済ま

せたり、外食が増加にあります。その結果、この

ような背景から家庭の中でも安全で安心な食事、

食文化の継承、さらには規則正しい食事の見直し

が必要とされてきました。

国は、平成１７年６月、食育を重要課題として

とらえ、国民的な運動として推進をしていくため

に食育基本法を制定いたしました。食事の実態や

課題は、都会や地方でも大きな差はなく、健康を

守るための源となっている食に対する正しい知識

と関心を身につけていかなければならないのは名

寄市も同様です。名寄市においても子供たちに対

する食育の重要性を踏まえ、名寄市全体で推進す

るとして、名寄市食育推進計画策定市民委員会で

論議され、なよろっ子食育プラン、名寄市食育推

進計画を平成２０年３月に定めました。課題と現

状などを分析し、地産地消への取り組みや料理教

室などさまざまな取り組みを通して学校給食や健

康と食事、家庭の食のあり方といったことを学び、

今後の計画期間で望ましい食のあり方に取り組ん

でいくこととなります。

そこで初めに、名寄市食育推進計画の現状と課

題についてお伺いいたします。家庭での食育方向

について伺います。食育、地産地消の発信は家庭

からを合い言葉に、食育、地産地消について学び、

実践することが望まれておりますが、どのように

して家庭での推進の方向を図るのか伺います。

教育現場での推進方向について伺います。学校

では現在栄養教諭２名を中心に教職員と連携、調

整を図りながら、正しい食事のあり方や健康に関

する正しい知識を伝える指導が今年度からされて

おります。市内の１６学校９８学級を２名の栄養

教諭で指導されるのでしょうか。また、どのよう

な指導をされるのか、教育現場での推進方向があ

ればお知らせください。また、家庭とのより強い

連携が不可欠ですが、どのように図るのか伺いま

す。

地域での推進方向について伺います。地域全体

が健康な食生活を送るために、食育、地産地消の

重要性について情報提供や普及の啓発が必要と考

えますが、現在行われている以外の啓発事業も含

めて地域での推進方向をお知らせください。

商店、道の駅、青空市等における推進方向につ

いて伺います。黒井議員が質問もされておりまし

たが、私も改めて質問いたします。全国的に地場

産の農畜産物を使ったり、生産者自身がレストラ

ンを開いたりとこだわりの料理が観光施設、飲食

店で人気のクニューとなっております。名寄市に
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おいても地元の食材にこだわった飲食店が見られ

るようになってきました。また、今年オープンし

た名寄の道の駅に加工品、農産物が店頭に並び、

よく売れておりますが、道の駅に寄る市以外の人

たちの多くが買い求めております。市内の農産物

生産者や女性たちが曜日や時間を決めて青空市等

を開き、市民の人たちが次回の市まで心待ちにす

るほどの活気となっております。しかし、とりた

ての新鮮な農産物を購入したくても、その場所、

時間帯に行くことができないとの多くの声を聞き

ます。そのような市民のために施設や期間限定を

設けて、空き店舗等を利用し、常設の販売所を設

けることが地産地消を推進するために必要と考え

ますが、推進方向を伺います。

生産者の推進方向について伺います。食の偽装

がいとまがないほど新聞報道やテレビのニュース

で取り上げられ、消費者の食材や食品への不安は

募っております。当名寄市は、気候、自然環境と

恵まれた大地を有しておりますが、消費者のニー

ズに合った安全、安心、良質な農産物の生産や栽

培方法など、環境に配慮した生産活動の推進を図

るべきと考えますが、推進方向を伺います。

農協、行政の推進方向について伺います。名寄

市は、本年も８月３１日に健康の森を会場に第３

０回の産業まつりが開かれました。好天気に恵ま

れ、市内外から多くの人が訪れ、モチ米日本一に

ふさわしい大イベントでにぎわいました。また、

１２月の農産物加工フェスティバルでは農畜産品

の購入や加工品、新作料理コンテストに腕を振る

い、市民の研究や楽しみになっております。この

ように農協と行政は講習会、講演、祭りやイベン

ト等で安心、安全な地元農産物加工品のＰＲを事

あるごとに推進すべきと考えますが、伺います。

また、地域と連携し、食と健康ではさまざまな形

で推進を図っておりますが、生産者も参加して地

場産のＰＲすることも必要と考えますが、伺いま

す。

次に、名寄市食育推進協議会について伺います。

名寄市食育推進協議会の位置づけと食育推進計画

とのかかわりについて伺います。今年名寄食育推

進協議会が設立されましたが、協議会の内容と食

育推進計画とのかかわりについてお知らせくださ

い。

次に、名寄市食育推進計画の恒久的な対策につ

いて伺います。継続的な健康、地産地消、食の安

心、安全の取り組みについて伺います。推進計画

の期間は、平成２０年度から平成２４年までの５

カ年間とし、既に計画に沿って数々の取り組みが

積極的に展開されていますが、推進計画が計画期

間内に目的が達成されるものではないと考えます。

将来的には取り組みに広がりを持たせて、息の長

い活動を総合的に展開することが健康や地産地消、

食の安心、安全を市民運動として継続的に考えて

いくことになります。そのためには推進計画を恒

久的なものとしていくためにも何らかの対策が求

められると思われますが、基本的な考え方をお知

らせください。

次に、大項目の２、名寄市立総合病院について

伺います。全国的に地域医療の崩壊が伝えられて

おり、道内でも公立病院の診療科目の縮小や閉鎖

が相次ぎ、社会問題となっております。名寄市立

総合病院は、四国に匹敵する面積の広さを持ち、

第３次医療機関であり、中核センター病院として

道北地方の地域医療の役割を担っております。今

定例会初日、島市長は行政報告で増築工事が１月

に着工され、７月１４日からレストランが営業開

始、７月３０日からは救急搬送車の受け入れ、９

月下旬にＩＣＵ病棟が完成と述べられ、さきの佐

藤靖議員の御質問で内海部長より１０月の稼働と

のお答えでございました。今後中核センター病院

として近代医療設備が整い、その役割が道北一長

の住民から期待されるところです。

そこで、名寄市立総合病院の環境整備について

伺います。病院内のエアコンの導入について伺い

ます。今年７月発行の名寄市立病院医誌で佐古病

院長が不寛容な時代の医療の中で医療事故、医療
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訴訟が起きないようにと医療環境の厳しさ等病院

長としてのリーダーの責務が述べられておりまし

た。また、地元新聞でも市立病院の現状や課題な

どあらゆる角度からの御提言が報じられておりま

した。医療関係の皆様には心からの敬意をあらわ

します。６０名を超える医師がいる地域センター

病院として医療設備は充実されてきておりますが、

病棟はいかがでしょうか。病棟で特に西日が差す

西病棟はとても病気を治す環境ではないかと心配

されております。入院されている患者さんばかり

でなく、医師を初め勤務されている皆さんの環境

を考え、西病棟のエアコン導入のお考えはないの

かお聞かせください。

以上でこの場での質問を終わります。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま宗片議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で２点にわたり御質問がございま

した。１点目につきましては私のほうから、２点

目につきましては病院事務部長からのお答えとな

りますので、よろしくお願いをいたします。

初めに、名寄市の食育推進計画の恒久的な対策

の中でございますが、食育計画の現状と課題はと

のお尋ねでございます。名寄市食育推進計画につ

きましては、昨年度名寄市食育推進計画策定市民

委員会における活発な議論や各関係機関、有識者

からの助言もいただき、策定いたしました。従来

食育の推進に当たりましては、それぞれの分野に

おいてさまざまな事業を実施してまいりましたが、

社会経済情勢の変化に適切に対応し、より実効あ

る食育を目指し、総合的に進めていくために策定

をしたものでございます。計画では７つの食育推

進目標とそれぞれの生活場面に応じた推進方法を

定め、家庭や学校、保育所、高校、大学など、あ

るいは地域、医療機関、生産者、商店、道の駅な

どの販売、農協、行政が生活場面ごとに役割分担

をし、市民に対する情報提供などスムーズなサポ

ート体制を推進することとしております。

１つ目の家庭での推進方向につきましては、全

国的な傾向となっております朝食の欠食や孤食と

いった食生活の乱れなど、食育機能の低下を招い

ている現状は当市においても同様な傾向を示して

おり、家庭の食卓は食育の基本となることから、

食育、地産地消の発信は家庭からを合い言葉に食

育、地産地消について学び、早寝早起き朝ごはん

運動を家庭から実践していくためにさまざまな媒

体を使った広報、ＰＲ活動を積極的に展開してま

いります。

２つ目の教育現場での推進方向につきましては、

国は平成２０年度において学校基本法の一部を改

正し、食に関する指導の推進に中核的役割を担う

ため栄養教諭制度の導入に向けて慎重な審議をい

ただいたところであり、答申に基づき今年４月よ

り２名の栄養教諭を配置したところでございます。

栄養教諭の指導体制につきましては、答申に基づ

き本務校である在籍校と、それから学校給食セン

ター業務を兼務することから、学校給食センター

の直近の小学校が望ましいとされており、名寄地

区には名寄小学校、風連地区には風連中央小学校

に配置し、初年度の平成２０年度は在籍校の指導

に当たっているところであります。したがいまし

て、市内の全学校１６校の指導につきましては、

今年度の経過を見ながら在籍校から連携校への指

導体制の整備を図るとともに、教職員、養護教員

との連携を図りながら、児童生徒へ栄養と食の大

切さやマナー、感謝の心を学ばせる授業を行って

いるところでございます。

３つ目の地域での推進方向につきましては、既

にさまざまなレベルでの取り組みが行われており、

地域、農業者と学校との連携による農業体験や生

涯教育の一つとして位置づけられています東小学

校と連携したコミュニティカレッジ、食生活改善

協議会主起による親子料理教室、生涯学習課によ

る食育に関連した各種講座の実施など、調理実習

や農業体験などを活用し、見る、聞く、触れる、

つくる、食べるという食の流れを知り、食べ物の

生産から消費までの過程や地域の文化などを学び、
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健全な食生活を行う能力を身につけることができ

るよう関係者が連携した取り組みを推進いたしま

す。

４つ目の商店、道の駅などの販売所における推

進方向につきましては、地場産品を使った加工品

の開発や観光施設及び飲食店などにおいて地場農

畜産物を活用したクニューの開発を進め、道の駅

においては地元農畜産物の地場産品の情報発信の

拠点としての活用など、地元農家などからの安定

供給により安全、信頼の置ける名寄産食材の提供

を促進いたします。

５つ目には、生産者の推進方向でございますが、

一部小売店での地場農産物コーナー、生産者によ

る直売所が設置されていますが、安全、安心な食

材を消費者に提供することが最も重要なことから、

有機農業、減農薬など環境に配慮した生産活動の

推進、消費者のニーズに合った安全、安心、良質

な農畜産物の生産を目指し、商店や道の駅などと

連携を図ってまいります。

６つ目の農協、行政の推進方向では、食育、地

産地消に関する情報の収集を行い、ホームページ

や広報紙などへ掲載することや健康まつり、地産

地消フェアなどのイベントにおける地元農産物の

ＰＲ、食育、地産地消をテーマとした学習の場の

設定、住民による自発的な学習講座への支援、地

場農産物の提供ができる体制づくり、食の安全、

安心に関する情報の提供、妊婦、乳幼児を対象と

した教室や健診、相談を通して栄養指導、子育て

の支援を行うなど、食育、地産地消に関して農協、

行政はさまざまな場面でかかわることから、関連

する機関との連携を密にして、市民の皆さんに幅

広い知識を身につけていただくよう取り組みを推

進してまいりたいと考えているところでございま

す。

次に、２点目でございますが、名寄市食育推進

協議会についてお尋ねをいただきました。本年度

より平成２４年度までの５カ年間を計画期間とし

策定いたしました名寄市食育推進計画を確実に実

践していくため、名寄市食育推進協議会を過日設

置したところですが、名寄市食育推進協議会が担

う業務といたしましては、１つには食育の推進に

必要な調査研究に関すること、２つ目には食育に

関する情報の収集、共有及び市民への周知に関す

ること、３つ目には関係機関、関係団体などとの

連携に関すること、４つ目には食育の推進と評価

に関すること、５つ目にはその他食育の推進のた

め必要なことの５点となっており、各関係機関、

団体との情報共有、連携しながら、名寄市らしい

総合的な食育を推進するものであります。また、

具体的な取り組みを推進していくため、協議会の

もとに生活福祉、教育、経済の３つの分科会を設

置し、委員、市担当部職員、事務局職員を構成員

としてそれぞれの分野ごとに課題の整理や食育推

進計画で定められました年次ごとに実施する事業

についての協議検討、評価を進めていくこととい

たしているところでございます。

次に、名寄市食育推進計画の恒久的な対策につ

いてお尋ねをいただきました。食育とは生きる上

での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎と

なるべきものであり、さまざまな経験を通して食

に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な

食生活を実践することができる人間を育てること

とされていますが、豊かな食材、家庭一緒に楽し

い食事をクーンテーマに計画を定めました。７つ

の目標の実現を図るため名寄市健康増進計画、健

康なよろ２１でございますが、それとか名寄市地

産地消推進計画と連携し、行政や消費者、町内会、

生産者、経済団体、学校関係者、関係機関、団体

などにより相互に協力し合いながら、すべての年

代の生涯食育を推進するとともに、食の宝庫であ

り、生産者の顔が見える安全、安心な名寄の農畜

産物を積極的に活用するなど、地産地消を通して

市民一人一人が食や農について認識が深まるよう

取り進めてまいります。本年から５年間それぞれ

年次的に定められました目標に向かって事業を進

めることとなりますが、食育推進協議会、分科会、
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各関係機関と協議検討を行っていく上において変

更や事業追加など考えられますので、見直しすべ

き点は第２次以降の計画に反省として反映させて

まいりたいというふうな押さえをしているところ

でございます。

以上、お答え申し上げました。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

立総合病院の環境整備につきましてただいま御質

問をいただきました。現在当院には入院されてい

る方や外来に来られる１日平人で約 ０００名前

後の方がおられます。このような方々に少しでも

快適な環境のもとでの診療や入院生活を送ってい

ただけるよう鋭意努力をしているところでござい

ます。

お尋ねにありました環境設備、特に西日の入る

病棟にエアコンの導入をという御質問でございま

すが、院内に設けてございます御意見箱にも利用

されている方からも同じような要望が寄せられて

いるのは間違いのないことでございます。当院で

は、平成４年の全面改築の際に特殊検査室、耳鼻

科の聴検室、眼科の一部にエアコンを設置してお

ります。その後診療上必要な耳鼻科あるいは泌尿

器科、小児科に設置をしてまいりました。また、

平成１１年に増築をいたしました人工透析及び２

階の西病棟につきましてはエアコンを設置をして

きてございます。また、今回平成１９年、２０年

度での増改築工事を実施しておりますが、この工

事の中でも増築部分のＩＣＵ棟、人間ドック、あ

るいは救急棟、さらに食堂棟につきましては当然

ながらエアコンの設置をしてございます。また、

改修部門での中でリハビリ部門、生理検査室部門

等につきましてもエアコンの整備を図ってきてご

ざいます。しかし、毎年夏になりますと院内にお

きましてもエアコンの導入の話が出てはおります

けれども、病棟及び外来診療科のすべてに導入を

いたしますと約１長 ０００万長程度の整備費用

を要するという試算が出てございます。さらには、

電気料やクンテナンスなどランニングコストもか

かります。このようなことから、導入の必要性は

認めてございますが、現在の当病院の資力では導

入は困難な状況と言わざるを得ません。御利用さ

れております皆さんには御不自由をおかけしてお

りますけれども、今後の収支状況を見ながら検討

してまいりたいと考えておりますので、よろしく

御理解くださるようお願い申し上げます。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御丁寧なお〇２４番（宗片浩子議員）

答えをいただきましてありがとうございました。

改めて質問と要望をいたしてまいりたいと思いま

す。

名寄食育推進計画の恒久的な対策について伺い

ます。名寄市食育計画の現状と課題について、家

庭での推進方向はお答えのように早寝早起き朝ご

はん運動は家庭からは当然のことです。しかしな

がら、最近は子供たちが夜遅くまで親と一緒に起

きているなど早寝の習慣が乱れてきています。遅

寝遅起きでは１日のエネルギーの源である御飯は

食べられません。家庭での食事のとり方はそれぞ

れと思いますが、健康な家族、また家庭を維持で

きるように広報、ＰＲに努めていただきたいと思

います。

私の手元にことし６月１３日読売新聞に掲載さ

れたものでございますが、ちょっと紹介してみた

いと思います。朝食食べて集中力アップ、３年前

に熊本県が行った小中学生対象の学力テストで、

朝食を必ず食べる中学生の５教科合計点、５００

点満点だそうです、の平人はほとんど食べない生

徒の平人を６ ４点も上回った。規則正しい生活

の大切さを裏づけたものだが、専門家は脳と栄養

の関係を考えても当然と指摘しております。脳の

エネルギーの源はブドウ糖と、これは皆さん記憶

が前からあると思いますが、肝臓にグリコーゲン

の形でわずかしか蓄えられていなくて、１晩寝る

と体内に蓄えられたグリコーゲンは空になる。朝

食を抜くと脳に必要なエネルギーが供給されず、
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集中力が低下し、ミスが多発すると、これは大阪

の名誉教授でございますが、これは脳神経科の先

生がお話しされています。こうした食事は、年齢

に関係なく共通するそうでございます。年をとる

と注意したいのは、脳の低栄養化状態だそうでご

ざいます。同じ食材を食べ続けると食事が単調に

なる、またそういうことで病気が長続きする、ま

た脳の老化の引き金になるとさえ言われておりま

す。そんなことでちょっと紹介させていただきま

した。

それから、教育現場での推進は今年度から栄養

教諭２名体制で名寄地区と風連地区、それぞれ名

寄小学校、風連中央小学校に配置され、指導され

ているとのことですが、今後指導体制を図るとの

お答えですけれども、学校給食センターの業務と

の兼任で担当の２名の方は休日も準備のために休

めない状況と、業務のボリュームが増し、勤務体

制が懸念されるところです。今年度から始まった

ところですが、児童生徒への栄養教諭として専任

できる体制も検討されると思いますが、お考えあ

ればお知らせください。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

学校の栄養教諭につ〇教育部長（山内 豊君）

きましては、現在学校給食センターから在籍校で

ある名寄小学校と、それから風連中央小学校に派

遣、派遣というか、在籍をしているということで

あります。それの勤務体制でありますけれども、

１全目については例えば名寄小学校に１人の栄養

教諭が３日出るということになれば、もう一人の

栄養教諭は風連中央小学校に２日ということで、

２全目についてはその逆ということで名寄小学校

には２日間、それから風連中央小学校には３日間

ということで、必ず学校給食センターに１人の栄

養士が常駐をするという状況になっております。

今までは２人の栄養教諭が常駐をしているという

ことでありますけれども、今年度からそういった

ような勤務体制になってきているということです。

学校での勤務については、１日行ったときには１

０時半から２時半までの勤務ということになって

おりまして、そこには学校給食センターから在籍

校に行って、１０時半から２時半まで勤めて、そ

してまた給食センターに戻るといったような勤務

体制になっております。

それで、在籍校の仕事の部分でありますけれど

も、子供たちに食育を学習させるということで、

そのための教材の準備等そんなことも含めてござ

います。そういった部分でやっぱり今までとは違

う環境になってきているということと、学校の現

場の中では例えば運動会だとか学芸会だとか、そ

ういったときも一般の教諭と同じように学校に出

て、そういった状況を見ると、見るといいますか、

指導するということになると思います。そういっ

た意味では今議員おっしゃられたように勤務の体

系が前年度から比べると非常に変わってきている

ということで、学校給食センター内部でもそのこ

とについて協議をさせていただきました。名寄市

の場合はことしから入れているわけですけれども、

道内市町村で見るとまだ栄養教諭制度を導入して

いないところもあるということであります。全道

的なあるいは研修会、そんなところも現状栄養教

諭制度を入れたところの状態はどうなのかといっ

たことも含めていろいろ担当者間の中で情報交換

しておりますけれども、非常にやはりきつい部分

もあるということで、道教委などに対しても例え

ば補助的な職員でありますだとかそういったこと

を入れた場合の補助制度だとか、そういったもの

が何とか立ち上げれないかといったことも含めて

現在そういったような取り組みもしているという

ことでありますので、私どももそういった部分の

中では栄養教諭がそういったような環境が変わっ

た部分の中で休めないだとか、あるいは体を壊す

ということがあってはならないということであり

ますので、その辺についてはさらに詰めていきた

いなというふうに思っております。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）
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した。２名の体制で全校を回る、ましてやことし

や来年で終わるわけではなくて、子供たちの成長

を願ってこれは営々と続く大きな課題ではないか

と思います。やっぱり環境、勤務環境を含めまし

て検討していただきたい、そのように思います。

これは学校の考えなのですが、私先日車を運転

しながらラジオをかけておりました。あるところ

の学校の取り組みということをちょっと耳にいた

しまして、遠足に行きました。学年単位で行った

そうなのですが、とにかくおにぎりだけ、それと

水の補給、それだけを持って遠足に行ったそうで

す。先生はやっぱり大人ですから、子供にとって

はすごく大きなおにぎりに見えたのでしょうが、

先生のおにぎりは僕たちの何倍も大きかった、２

個持ってきた。それで、生徒はそれぞれの体の大

きさに合わせて持っていったそうです。先ほどの

お話にもありましたが、米飯の食べ残しの話あり

ましたけれども、この間のそのラジオの中ではお

米のおいしさを初めて知ったという子供たちがた

くさんいた。ほかに食べるものがないわけですか

ら、その御飯だけ、それから水物だけで御飯とい

うか、おにぎりを食べる。おにぎりってこんなに

おいしいものだと初めて知った、そのようなお話

がラジオの中で放送されておりました。本当に私

あたりも飽食でいろんなものを口に入れて、御飯

のおいしさ、お米のおいしさというのを忘れかけ

ている部分があって、こういう方法も一つの方法

ではないかなと、そのように感じております。

それから、地域での推進方向のお答えありまし

たようにさまざまな取り組みが行われて、私もい

ろんなところに参加させていただいておりますが、

またこれは健康な生活を送るためには医療とのか

かわりが切り離すことができないと私は考えてお

ります。最近は市内のお医者さん、また市立病院

の先生方が出前講座ということで各所で行ってお

りますが、このようなときにお医者さんばかりで

なくて食に関する、栄養に関する担当の専門職の

方も御一緒に講座の中に入っていただいて、健康

と食のかかわり、そんな講座も開いていただけた

らと思いますが、お考えあればお願いしたいと思

います。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

食育の部分につ〇福祉事務所長（中西 薫君）

きましては、健康増進計画のほうにも関連をして

おりまして、ことし基本健康診査、特定健診の部

分で栄養士の補強もさせていただいたところでご

ざいます。現在いろんなさまざまな形で栄養士が

地域に出まして、市民の皆様にそのような形の中

で講座も開いているところでございますが、さら

に今おっしゃられましたような機関の方々と協調

して事業が取り組めるかどうか早急に検討して、

そういう要望にこたえれるように努めてまいりた

いと考えております。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

突然の質問で申しわ〇２４番（宗片浩子議員）

けなく思います。

商店、道の駅等における推進は、本当に地元農

家と商店が知恵を出し合いまして、消費者のニー

ズに合った品物というのですか、食材を提供して

いただきたいように要望いたします。

それから、生産者の推進、お答えいただきまし

た。地元のあるものを地元の人が体に入れるとい

うのが一番これは健康にもいいことですし、これ

は本当に安心、安全、地産地消にかかわるという

ことです。食の信条として、また思想として用い

られているよくお話しされます身土不二という言

葉を聞きますけれども、この理念は一里四方、三

里四方、四里四方で育ったものを食べ、生活する

のが一番よいとされています。環境に配慮した安

心、安全な地場産を提供していただきたいと思っ

ております。

先ほどちょっと有機農法のお話がございました

ので、私ちょっと行ってきたところを御紹介した

いと思います。ことしの３月ですが、これは農を

変えたい！全国運動全国集会ｉｎ北海道というこ

とで、酪農学園、江別にありますところに行って、



－185－

３日間でしたが、私が吸収できる部門のところで

ちょっと勉強してきたものです。その座長という

のですか、音頭取りが麻田信二前北海道副知事だ

ったのですが、前副知事はみずからも有機農法を

実験というか、実際に行われて、実践されている

方でございました。その中で私もいろいろと勉強

してきた中なのですけれども、全国集会というこ

とで、全国の各農業関係の方、それから有機農法

を実践されている道内のたくさんの方もいらして

いました。これは、道の農務部も主体となって参

加しております。各農協、それから消費者団体、

実践農家さん、それから若者たち、たくさんの方

が講堂、物すごい人数入るのですが、そこで勉強

しておりました。その中で思いましたのは、参加

している方の大方が若い青年たちなのです。それ

で、これからの農業をどうしようかということで

本当に必死に勉強しておりました。その中で、命

と食と土を守る栄養管理士って、安川澄子さん、

この方栄養学の博士なのですが、私もこの方と何

度かお話ししておりました。名寄にも栄養科がご

ざいますけれども、この方も名寄に何回か来てい

らっしゃいます。この方はこうおっしゃっていま

す。これから巣立つ栄養管理士に食品の安全性、

それから地球環境と食、地産地消、食育の推進、

文化継承、日本型食生活、それから西洋医学と東

洋医学の融合、こういうことを深めることによっ

て真の健康を得られるというお話がされておりま

した。まさに命のとうとさを思うときにはそれは

食のプロとして学んでいきたい、これから社会に

巣立つ栄養士には大いなる期待をしているという

ふうなお話がされておりました。私は、やっぱり

名寄、有機農法でたくさんの方実践されている方

もいると思いますけれども、この大地を守るため、

市民の健康を守るためにはもっともっと研究して

いただきたいなと。それで、各自治体なんかもた

くさん来ていたのですが、私が見落としたのかわ

かりませんが、名寄市からはいらしたのかどうか

わかりません。それから、農協関係もちょっと姿

が見えない、名寄で耕作されている方は何人かお

見えになった、そんな気がいたしました。

次、変えます。

（何事か呼ぶ者あり）

済みません。〇２４番（宗片浩子議員）

次に、農協と行政の推進、食育推進、地産地消

で切り離すことできないのですけれども、先ほど

高橋議員が質問されておりまして、私も農業セミ

ナーの後の地元産のパーティーにも参加させてい

ただきました。もしこのような行事が今後予定さ

れるのか、またできるのか、そのようなことがご

ざいましたらお知らせください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

きのうの高橋議員〇経済部長（手間本 剛君）

のお尋ねでお答えさせていただきましたけれども、

早速きのう風連庁舎のほうに戻りましてスタッフ

ちょっと集めまして、破年からもそういう計画は

あったのですけれども、なかなかできなかったと

いうようなことで、ことしは先ほども御紹介させ

てもらいました地産地消フェアが１２月の第１全

の土曜日にやります。これの前に、先ほどお話あ

りました身土不二ではないですけれども、新鮮な

ものを新鮮なうちにできるだけ早く口に運ぶとい

うようなことをぜひやってみようというふうなこ

とで、名寄のしかるべきホテルにお世話になりま

すけれども、そんな計画をとりあえずしてみよう

ということで今立ち上げるようにるる準備をして

いるところですので、議員含めてまたお願いをす

ることになると思いますが、その機会にお運びい

ただいて、新鮮なおいしい地元の食材を味わって

ほしいなと、こんなように思っているところでご

ざいます。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）

す。昨年私も参加させていただきまして、本当に

地元にこれだけおいしいものがある、このまま私

たちだけには済まされない、何とか皆さんに地元

のもののおいしさを知っていただきたい、そんな
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話をしておりました。

次に、名寄食育推進協議会について再質問いた

します。今年協議会で２０名の方が協議会の委員

さんとして任命されたと伺っております。また、

これは総合的な食育推進としてこれから名寄のま

ちの大きな道しるべになっていくのではないかと

考えます。この委員さんの構成内容はどのように

なっているのでしょうか。また、食育は子供から

大人までと広い対応が必要なのですけれども、小

さいお子さんをお持ちの親御さんは委員として選

任されているのでしょうか。もし入っていなけれ

ば、子供の食育推進を図る上でも入れるべきでは

なかったかと考えますが、お知らせください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今食育推進協議会〇経済部長（手間本 剛君）

の立ち上げに当たってというようなお尋ねでござ

いますが、御案内のとおり要綱を定めさせていた

だきまして、２０名ということで御委嘱を申し上

げたいということで計画を立てたところでござい

ます。うち１５名につきましては、そういった食

育計画を策定する段階の市民委員会の段階でも御

論議をいただいた多くの、これから引き続き推進

するに当たってもそういった方々になっていただ

きたいというような思いもあったものですから、

そういった方々にも引き続きお願いしたこともあ

りますし、それから残りの５名につきましては一

般公募という形をとらせていただきました。した

がいまして、私どものほうでお願いしたのは１５

名、一般公募が５名、計２０名ということで、推

進協議会を立ち上げさせていただきました。

私どものほうで今思いとしてあるのは、家庭か

らのどういうふうな食育推進を図れるかというふ

うな思いをしております。もちろん子供が入って

おりますけれども、家庭の中で夕食含めて、朝食

もそうなのですけれども、夕食も含めて語らい、

そういったものも大事だろうというようなお話を

ちょうだいしておりますから、ぜひとも家庭を中

心にしながら、そういった御意見を寄せていただ

きたいなと、こんな思いをしておったところでご

ざいます。

協議会の中では、先ほど言いましたようにそう

いった構成で２０名の委嘱をさせていただきまし

た。今後につきましては展開次第では、２年でお

願いしておりますから、次回の場面でまたそうい

った貴重な意見を聞けるような機会がありました

ら改めてお願いをしながら、多くの意見を聞き取

っていきたいなと、こんな思いをしているところ

でございます。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひとも小さいお子〇２４番（宗片浩子議員）

さんを持っているお母さん、お父さん入れていた

だきたいなというふうに要望いたします。

また、当市には名寄市立大学がありまして、ま

た栄養学科がありますので、学生の若い方の意見

も生かすべきではないかと考えますが、御意見あ

りましたらお願いいたします。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

計画を策定する段〇経済部長（手間本 剛君）

階の先ほど言いました市民委員会の中でも多くの

方々、大学関係者の方々にも御意見を賜りました。

私どものほうも大学の学生さんの御意見等も拝聴

するというようなことで受けとめさせていただい

ておりますが、中には、大学のほうとも今後詰め

させていただきますけれども、本来の学生の学業、

あるいは学生の生活といいましょうか、そういっ

たものに今後負担なり、影響がかからないことを

心がけなければならぬなということの思いが一つ

ありますし、またそういうものを超えてぜひとも

聞かせてほしいというものもありますものですか

ら、ここら辺は実にデリケートなのですけれども、

できるだけそういった参加や意見交換の場をつく

る部分には配慮しながら、そういった場づくりを

していきたいと思っております。そんな中で聞き

取っていきたいなと、こんな思いをしているとこ

ろでございます。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）
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学校の構内、学生サ〇２４番（宗片浩子議員）

ークルというのですか、破年から私もお聞きして

おりましたけれども、破年は日進の農家さんの畑

を借りまして栄養学科中心に体験農業をしている

というのを聞いております。また、ことしは構内

の中で農作業、小さい畑ですけれども、体験して

いるということがお聞きしておりますが、そのこ

とにつきまして何かありましたらお願いいたしま

す。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私どもも先般大学〇経済部長（手間本 剛君）

の事務局長とお話をさせていただきまして、そう

いった園芸クラブがあるというふうなことで、先

生方を中心に活動されていると、大学農園という

ふうな受けとめをさせていただいております。耕

種、播種、移植から収穫まで実に体験をしている

のだなというふうなことでございます。

それから、もう一方では名寄大学の道北地域研

究所、三島先生が中心となってことしサン量ラー

パークの中にひまわり、あるいは亜麻、こういっ

たものを試験的に栽培しておりまして、そういっ

たものを収穫した後にどんな油がとれるのかとい

うようなことで、私どものほうにもお話をちょう

だいしておりまして、一緒になって取り組ませて

いただいております。これらのこともありますも

のですから、できましたらそういった部分も頭に

置きながら、今後進めてまいりたいと思っていま

す。

それから、なおまた前段申し上げました子供方

といいましょうか、学生は、そのサン量ラーパー

クの後方支援部隊といいましょうか、そういった

部隊でも御活躍をされているやに聞いております

から、今後ともまた連携をとりながら進めていき

たいと思っているところでございます。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）

す。私もサン量ラーパーク、上のほうに淡い色の

本当に優しい色の亜麻の花、それからひまわり、

遅咲きのひまわりでしたが、行って見ました。本

当に学生がいろいろと体験する中で、この体験を

将来に生かせるように期待しております。

国や道では６月を食育月間、毎月１９日を食育

の日と設けておりますけれども、名寄市において

もそのようなＰＲを行うべきではないか、考え方

ありましたらお願いいたします。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど言いました〇経済部長（手間本 剛君）

ように９月２日の日に推進協議会を立ち上げさせ

ていただきまして、その中で１回目の会議を持た

せていただきました。これから３部会の中で分科

会の議論をしてまいります。ただ、私どものほう

で先ほども申し上げましたようにクーンテーマで

ありますところの豊かな食材、家族と一緒に楽し

い食事というのを掲げさせていただいております

し、それから一方ではサブテーマとしましては先

ほどもお話ありましたように早寝早起き朝ごはん

というような、こういったスローガンを掲げさせ

ていただいております。今後こういった推進協議

会の中で御議論をいただきますけれども、そうい

った話し合いの中で今御提案いただきましたよう

なそういったＰＲをしていく部分にどういったの

が効果的なのか、こういった部分につきましては

またそれらを踏まえて今後設置すべきかどうかも

含めて検討させていただきたいし、取り組ませて

いただきたいというふうに思っているところでご

ざいます。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に早寝早起き朝〇２４番（宗片浩子議員）

御飯、私が小さいとき当たり前だったのですけれ

ども、これ北海道のＰＲなのです。どんどん食べ

よう道産ＤＡＹ、おいしいですよ北海道、毎月第

３土曜日、日曜日、こういうので広報でたくさん

出しております。こういうものなのですけれども、

こういうことを広報なり、またチラシなりで、何

かの形でＰＲして、健康な家庭づくりにお願いし

たいなと、そんなように思います。
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それから、食育推進計画の恒久的な対策につい

てお伺いいたします。島市長にお答えいただけれ

ばありがたいと思います。名寄市の都市宣言で健

康都市宣言を掲げて、名寄市市民憲章には体と心

の健康を大切にし、お互いに温かい思いやりを持

って安心して暮らすまちをつくりますとうたって

おります。健康と食は一体でありますので、持続

的な健康、地産地消、食の安心、安全の取り組み

をするためには食育は一過性のものではなくて、

健康な市民と恵まれた大地を守るためというので

しょうか、将来にわたって進められるものと考え

ます。そこで、この推進を計画の条例化により恒

久的な対策として位置づけるべきと私は考えます

が、島市長のお考えがあればお聞かせください。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

国が食育基本法を制定〇市長（島 多慶志君）

をしなければならなかった要因がどこにあるのか

ということに思いをめぐらしますと、日本の経済

状況にも起因するのかもしれませんが、核家族が

非常に進んで、家族の皆さんが一緒に食事をする

という条件がなかなか確立できない、個々であっ

てもしっかりとした食事をすることが国民の健康

を維持することにつながるというふうに起因して

いるのではないかと、このように思っているとこ

ろでございます。国が基本法を持って、都道府県、

そして市町村が推進計画を持つと、こういう組み

立てになっておりますから、私は健康都市宣言も

しておりますけれども、今回具体的に名寄市の推

進計画をつくって、推進員の皆さんにもまた役割

分担をして、生活福祉、あるいは教育、経済とい

う部会でいろいろな活動をしていただくというこ

とでありますから、いましばらくこの推進委員会

の皆さん方の活動状況等を見守りたいと、このよ

うに思っております。

日本は、統計上は世界で最大の長寿国になった

と、こういうことでありますが、ただ寿命が延び

たということだけで喜んでいる時代ではないと。

あくまでも健康寿命と申しましょうか、元気で社

会参加ができる高齢者も含めての世の中でなけれ

ばならないと、こんなふうに思っておりますから、

そういう意味ではこの食育の取り組みについては

単に時限的な課題ではなくて、私どもが終生この

健康な世の中を維持していくという大きなテーマ

であろうと、こんなふうに思っておりますから、

なお研究を続けていきたいと、こんなふうに思っ

ております。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

推進協議会が立ち上〇２４番（宗片浩子議員）

がって、これからいろんな論議されると思います

けれども、ぜひともこの名寄の健康を守るために、

今市長もお話ありました長生きすればいいという

ものではありませんで、元気で社会参加できるよ

うな、そんなお年寄りが多く住んでいただきたい

なと。そのためにはぜひ一過性のものではなくて、

また次の推進協議会の中でいろいろとお諮りいた

だきまして、何とぞ条例化に持っていくような、

そういう方向でお願いしたいと思います。

次に、名寄市立総合病院の設備について伺いま

す。本当にことしいろんな設備がされて、巨額の

投資もありました。エアコンも導入されていると

は思いますけれども、とにかく西日の暑さ、私も

何度か訪れておりますけれども、患者さんにとり

ましては本当に大変なことだと思います。体を動

かすことのできない患者さんや体温調節のできな

いお年寄りなんかたくさん入院されております。

また、お医者さんやら、それから従業員、かかわ

る方々の健康管理ですとか労働環境ですとか、そ

んなことを考えまして、今医師不足ですとか看護

師不足の中でそういう人たちにも配慮した、これ

から時間かかると思いますけれども、設備を何と

ぞお願いしたいと思います。

以上で終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。

以上で宗片浩子議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。
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１５時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５７分

再開 午後 ３時１５分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第３ 議案第２７号 工事請負契約の締結

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２７号 工事請〇市長（島 多慶志君）

負契約の締結について、提案の理由を申し上げま

す。

（仮称）南団地公営住宅建設事業建築主体工事

について破る９月５日に５社による一般競争入起

を執行した結果、中舘・坂下・吉田経常建設共同

企業体が４長 ０００万長で落起いたしましたが、

本件はこれに消費税及び地方消費税 １００万長

を加え、４長 １００万長で契約を締結しようと

するものであり、名寄市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

規定により議会の議決を求めるものであります。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては建設水道部長より説明をさせ

ますので、よろしく御審議くださいますようお願

い申し上げます。

補足説明を野間井建〇議長（小野寺一知議員）

設水道部長。

市長提案の補〇建設水道部長（野間井照之君）

足説明をさせていただきます。

本工事は、平成１９年度に策定しました住宅マ

スタープラン及び公営住宅ストック総合活用計画

に基づき、老朽化した北斗団地、新北斗団地の建

てかえ事業により既存入居者の住みかえ住宅を確

保すべく新たに中心市街地に隣接する市有地に建

設するものであります。昨年の実施設計に基づき、

平成２１年１０月下旬完成に向け準備が整い次第

工事に着手したいと考えております。

本日議決をお願いいたします（仮称）南団地公

営住宅建設事業の事業概要について御説明をさせ

ていただきます。本工事の事業概要は、鉄筋コン

クリートづくり５階建てで、延べ面積は住宅棟が

０２ ０６平方クートル、物置、自転車置き場 

が１９ ２６平米の合計で ２２ ３２平方クー  

トルであります。住宅の供給戸数は、２ＤＫが１

２戸、２ＬＤＫが１０戸、３ＬＤＫが１２戸で、

合計が３４戸であります。全体工事費は７長 ６

００万長を計上しており、建築主体工事、機械設

備工事、電気設備工事、建具工事の４工事に分け

て発注いたしました。

このうち本日議決をお願いいたしますのは建築

主体工事であります。入起は、８月６日に入起参

加企業を公募し、設計図書の縦覧期間を８月７日

から９月４日まで行い、９月５日に条件つき一般

競争入起で行いました。入起参加企業は、市内の

共同企業体５社であります。結果第１回入起によ

り中舘・坂下・吉田経常建設共同企業体が消費税

込み４長 １００万長で落起いたしました。参考

までに２番起は消費税込み４長 ４１５万長であ

ります。

なお、工事期間は議決後契約の翌日から平成２

１年１０月３０日までを予定しております。

次に、お手元に配付させていただきました説明

資料について御説明を申し上げたいというふうに

思います。Ａ４判の図面を配付させていただきま

した。図面１番をお開きください。全体配置図で

あり、網がけで示す部分が新築場所であり、図面

の上部が駐車場で、駐車台数は全住宅分と来客用

４台を確保、除雪に配慮した配置として十分な堆

雪スペースを確保しております。また、南側には

共用の菜園スペースも確保しております。

図面２番をお開きください。１階平面図であり、

図面中央の廊下の上部が各戸の物置、エレベータ

ー等の共用スペースがあり、下の部分が住宅とな

っております。

図面３番をお開きください。２階の住宅平面図
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でございます。図面４番、５番は、３階、４階、

５階のそれぞれの平面図であります。

図面６番をお開きください。立面図であり、建

設場所の北側に道営住宅サン量ラー団地があり、

これらの周辺の建物との連続性を考慮したデザイ

ンとさせていただきました。

以上、補足説明といたします。よろしく御審議

くださいますようお願い申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

高見勉議員。

工事請負費の補足説〇１３番（高見 勉議員）

明もありましたけれども、ちなみに落起率は何％

になっているかあわせてお答えをいただきたいと

思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと済み〇建設水道部長（野間井照之君）

ません、お時間をいただいてよろしいでしょうか。

暫時休憩します。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ３時２３分

再開 午後 ３時２５分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

野間井建設水道部長。

済みません。〇建設水道部長（野間井照之君）

用意が不足しておりましたことにおわびを申し上

げたいと思います。

落起率は９ ０１％でございます。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

落起率が９ ０１％〇１３番（高見 勉議員）

ということでありまして、最近の鋼材その他のい

わば高値の部分も含めてこうした落起率になった

のかなという思いはあるわけでありますけれども、

これまでの工事入起等々を含めて、落起率から比

して今回の落起率を執行の側としてはどういう受

けとめ方でおられるか御見解をお聞かせいただき

たいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ことしから一〇建設水道部長（野間井照之君）

般競争入起を今試行しておりますけれども、今ま

での推移を見ますと９５から九十七、八というの

が多い執行率でございます。やはり資材の高騰も

含めて今議員が御指摘のとおりぎりぎりの線まで

業者の方々が、執行率が少し高目だというふうな

私たちも認識をしておりまして、基本的に資材の

高騰がやはり影響を与えていて、執行率が少し上

がっているという認識は持っております。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

落起率に関して、入〇１３番（高見 勉議員）

起の結果でありますから、多くを申し上げる必要

はないかと思うわけでありますけれども、とりわ

け予定価格から比して公共事業の入起落起率が高

いというようなことが極めて一般的な議論として

言われているわけでありまして、そういう意味で

は適正な予定価格であったという一面的な見方も

あるだろうし、あるいは落起率が極めて高いとい

うことに対するもう一方での見方もあると思いま

すので、ぜひ今後とも競争入起、これからもあと

３つぐらい続くことになるわけでありまして、そ

ういう面ではしっかりと予定価格等々を含めて、

できるだけ絞った形を打ち込むように要望して終

わりたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第４ 意見書案〇議長（小野寺一知議員）

第１号 「特例一時金」を５０日分に戻し、季節

労働者対策の強化を求める意見書、意見書案第２

号 生活品の物価高騰に対する緊急対策を求める

意見書、意見書案第３号 社会保障関係費の削減

方針の撤回を求める意見書、意見書案第４号 勤

労貧困層の解消に向けた社会的セーフティネット

の再構築に関する要望意見書、意見書案第５号

太陽光発電システムのさらなる普及促進を求める

意見書、意見書案第６号 ヒトＴ細胞白血病ウィ

ルス１型（ＨＴＬＶ―１）関連疾患に関する意見

書、意見書案第７号 道路財源の「一般財源化」

に関する意見書、意見書案第８号 学校耐震化に

関する意見書、意見書案第９号 生産資材高騰等

に関する意見書、意見書案第１０号 投機マネー

の抜本的規制強化に関する意見書、意見書案第１

１号 介護保険計画の見直しに関する意見書、意

見書案第１２号 新たな過疎対策法の制定に関す

る意見書、意見書案第１３号 北海道開発局の存

続に関する意見書、以上１３件を一括議題といた

します。

お諮りいたします。本件については、全議員に

よる提出でありますので、この際提案説明、質疑、

委員会付託を省略し、直ちに採決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件は原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、意見書案第１号外１２件は原案のとお

り可決されました。

日程第５ 報告第５〇議長（小野寺一知議員）

号 例月現金出納検査報告についてを議題といた

します。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって了承をお願いいたし

ます。

日程第６ 委員の派〇議長（小野寺一知議員）

遣報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

総務文教常任委員会、岩木正文副委員長。

議長〇総務文教常任副委員長（岩木正文議員）

のご指名をいただきましたので、総務文教常任委

員会の行政視察報告を申し上げます。

視察期間でありますが、８月１８日から２０日

までの３日間でありました。今回、当常任委員会

は道内の先進地を視察させていただける決定を受

け、当委員会の所管職員であります佐々木雅之総

務部長、山内豊教育部長の同行をいただき、室蘭

市、芦別市、奈井江町を訪問し、１０項目、４５

点にわたり研さんを深めてまいりました。

最初の視察地は室蘭市でありました。１８日午

後２時に室蘭市役所を訪問させていただき、「ら

んらん債」「室蘭市・伊達市の広域連携」「室蘭

ふるさと大使」「小中学校の適正配置」の４項目

について、各担当者から説明を受け、質疑を行っ

てまいりました。

最初に市民公募債を意味する「らんらん債」に

ついてであります。ご承知の通り、財政投融資制

度の改革に伴い、行政への住民参加や資金調達方

法の多様化を図ることを推進するため、平成１３

年度から市場公募債が制度化されたことから、同

市では制度の趣旨を踏まえ１年間の検討の結果、

政府資金の配分が減少傾向にあること、まちづく

りへの市民参加を醸成するとともに、行政への関

心を高めてもらうことを狙いに導入を決める一方、

名称も室蘭らしく、言いやすく、覚えやすい名称
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として『らんらん債』とし、平成１４年度に第１

回を発行、今年度が６回目の発行となっておりま

す。

概要は、発行額が概ね３長８０００万長程度で、

市民一人の購入額は１０万長から最高１００万長

までとなっており、期間は３年満期の一括償還。

利率は、利付け国債の流通利回りに若干上乗せし

て決定していました。

充当する事業は、小中学校の建設・整備事業、

道路事業など、市民に判りやすく便利な事業を対

象としており、反応についても、初回には「即日

完売で購入できなかった」などの苦情もあったが、

全般的に好評ということでありました。

一方、今後の課題としては、継続的に発行して

いくために、一定額以上の発行規模とコスト負担

があることから、近隣自治体との共同発行を検討

する必要性を強調していました。また、金利と発

行手数料が発生するため、発行規模が小さければ

コスト高を招くことも挙げており、２０年度も年

利 １２％で、手数料を含めた金利は ５４％に 

なることからも、金融機関との借り入れ金利と変

化はなく、むしろ割高感も否めませんでした。

「室蘭市・伊達市の広域連携」については、高

度情報化社会に対応した広域的な市民サービスの

向上、行政コスト縮減を図るためにシステムの共

同利用を検討した結果、連携することで地域イン

トラネット補助事業において補助率のアップが見

込まれるなど、財源的に非常に有利であることか

ら共同化事業として取り組むことになったところ

です。

連携の成果としては、①図書館情報システムな

どの稼働で、広域的な市民サービスの実現②室蘭

・伊達を光ファイバーで結んだことで、情報通信

基盤が整い、小中学校のパソコン整備につながっ

た③導入コスト・運用コストが縮減④今後のシス

テム共同利用に向け可能性が拡大⑤行政情報の電

子化と提供情報の拡大 などを挙げ、広域連携―

の成果を一定評価していました。なお、事業費負

担割合は、室蘭市が７０％、伊達市３０％であり

ました。

「室蘭ふるさと大使」は、同市が開基１３０周

年、市制施行８０周年を迎えた平成１４年に、

「まちの魅力の紹介やまちづくりに役立つ意見、

情報の提供をいただき、市勢の振興発展に資す

る」を目的とした『ふるさと大使設置要綱』に基

づき、室蘭市に縁があり、各界で活躍している人

を委嘱。現在は３０名がふるさと大使として活躍

しており、企業立地や誘致に対する情報提供を受

けています。市では、単に委嘱するのではなく、

ＰＲのために大使各自に名刺を作成して交付して

おり、「今後は、東京、関西室蘭会などを含め、

ふるさと納税にもひと役」と期待を寄せていまし

た。

最後に第１次計画を終え、現在は第２次計画に

取り組んでいる「小中学校の適正配置」でありま

すが、同市では学校統合を進める基本的考え方と

して①小学校はクラス替えができること。また中

学校では主要教科に複数の職員配置が可能となる

こと。これを基本に小中学校とも１校当たり１２

～１８学級が基本②校舎は、建設後の年数を勘案

しながら、改築または大規模改修により整備③通

学距離が小学校２キロ、中学校で３キロを超える

場合はスクールバス導入④学校のシステムや役割

については、子どもたちがよりよい環境で学習で

きる状況を創り出すことを第１に考えながら、保

護者や地域と十二分に協議する を掲げ、統合―

まで「学校及びＰＴＡ三役を中心とした説明・意

見交換会」「地域全体への説明意見交換会」「統

合推進協議会設置」「建設事業開始」の手順で推

進しています。

またこの間、統合推進協議会と協定書を取り交

わし、地域の要望事項の明確化にも取り組んでお

り、市民とのかかわりを大切にしている姿は大い

に参考となりました。

芦別市では、翌１９日午後２時から約２時間に

わたり、「財政健全化計画」「インターネット公
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有財産売却」「子ども対策」の３項目、１３点に

わたり視察をさせていただきました。

同市の「財政健全化計画」は、平成１８年３月

に将来の財政推計を行ったところ、２０年度にお

ける実質収支見込みが８長 １８７万 ０００長 

の赤字、２１年度は２０長 ３７０万 ０００長、 

２２年度も３４長 ４３４万 ０００長のそれぞ 

れ赤字となり、２１年度において実質赤字比率が

財政再生基準の２０％を大幅に上回る３ ５％に

達することから、１９年度予算編成で歳入、歳出

を人衡させるため経常費を１２％削減するマイナ

スシーリング予算とする一方、行財政改革を並行

して実施したものの、１年後の財政推計でも２０

年度は実質収支が４長 ０４９万 ０００長に縮 

小したが、２１年は小然として１３長 ３４０万

０００長の赤字となり、財政再生基準を上回る

２ ７％の実質赤字比率となることが明らかにな

ったため、財政健全化計画の策定作業を開始する

こととなりました。

従前の行財政改革は総務課主導で取り組まれま

したが、これを財政課主導とし、２０年度予算編

成においても経常費をさらに７％削減しながら、

各種施設の今後のあり方、市立芦別病院や保健福

祉施設すばる、保健休養施設の会計状況などのヒ

アリングを行い、昨年１２月に「芦別市財政健全

化計画」を策定し、今年４月、市民に理解を求め

る説明会を市内９箇所で開起しております。

計画の内容ですが、目標を①財政健全化団体・

財政再生団体転落への回避②収支人衡型の財政構

造の確立③「市民との協働」による推進体制の確

立 と掲げ、策定に基本的考え方も①市民サー―

ビスは低下させないようにする②市民サービスを

維持するため、市民の皆様に応分の負担をお願い

する③職員数の削減、事務事業の見直し及び施設

のあり方の見直しなどにより、徹底した経費削減

を実施する としています。―

また、計画期間は２０年度から２４年度までの

５年間で、税率の引き上げ、各種使用料・手数料

の見直し、企業誘致対策等と連動した遊休地等の

―売却、基金の廃止による一般財源への繰入れ

で歳入を確保するとともに、特別職給与の削減、

職員給与の削減、職員数の削減 等で人件費も―

削減。さらに普通建設事業の見直し、施設・学校

のあり方見直し、事務・事業の見直し、公債費の

見直し、繰り出し金の見直しにより、５２長 ５

０４万長の削減効果を見込んでおります。

市民説明会では、市議会に対する意見も出たよ

うでありますが、市の厳しい財政状況を明らかに

することで、概ね理解が得られたことで、同市で

は計画の着実な実施を目指し取り組んでいく決意

を顕わにしていました。

「インターネット公有財産売却」も、少しでも

財源の確保を図るために取り組まれました。きっ

かけは、昨年１０月ごろに市長、副市長から「使

用頻度が低い第２市長公用車を、ヤフーオークシ

ョンで売却処分するように」と指示があり、内部

検討を加え、庁内にあった遊休品などを含めて最

終的に車両３台、カクラ１２台、大型ス量ーカー

２台、その他６点の２３件を出品。申し込みは延

べ６１３件で、うち延べ５０３件が入起に参加し、

大型バスが３２０万 １２０長で落起されたのを

はじめ、落起総額は４８２万 ５５５長に達して

いました。

特に、全道的に注目を集めたのが消防車で、全

国から２９件の入起があり、１１万 ０００長の

予定価格に対し、７０万 ３００長で落起されま

した。また、今年１２月も不動産物件を含めオー

クション参加を予定しており、主な物件として旧

市長公宅、除雪トラックなどを検討しています。

担当職員は、「従来なら廃棄処分となるものも、

マニアには売れることが判った。参加手続きが煩

雑と指摘を受けた内容を見直しするとともに、不

動産以外の少額なものの物件を省略している自治

体もあるので、出品は不動産と車両を中心に検討

したい」としておりましたが、財源確保策の構築

は名寄市においても必要不可欠であり、検討の余
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地はあるものと考えます。

「子ども対策」についてでありますが、同市で

は子どもたちの悩みを電話で受け付ける「子ども

テレホン相談」を毎全月曜日から金曜日の午前９

時から午後５時まで受け付けるとともに、市内６

つの郵便局に「子ども１１０番郵便局連絡所」、

２０７箇所の各事業所・病院・商店に「子ども１

１０番緊急避難所」、市役所公用車・タクシー・

ハイヤー全車に「移動避難所」を設定。さらに図

書館では６・７ヶ月健診時に「ブックスタート」

にも取り組み、子どもを見守る体制の整備に尽力

をしています。

テレホン相談は、昭和６０年から取り組まれ、

近年受理件数は少なくなっておりますが、いつで

も相談門戸を広げている体制は子どもたちの『安

心』につながっているようですし、緊急避難所の

充実で犯罪の未然防止になっているようで事例は

ゼロということでした。また、ブックスタートは

現在絵本１冊のプレゼントでありますが、図書館

の幼児連れ利用者の増加、絵本等の貸出増になっ

ており、一定の効果を確認することができました。

最後の訪問となったのは奈井江町でありました。

２０日午前１０時から２時間にわたり「自治基本

条例」「町長に手紙を出す運動と予算説明書」

「移住・定住促進の取り組み」について学ばせて

いただきましたが、北良治町長、笹木正男議長の

同席をいただき、親しく学びを深めることができ

ました。

同町のまちづくり自治基本条例については、平

成１４年２月の係長以下職員７名による検討部会

設置に始まりました。①理念だけではなく、制度

・原則の規定②条例や制度の連結制を高める③子

どもから大人まで、親しみやすく分かりやすい条

文 を条文検討における課題に設定し、町民や―

議会への説明をしっかりと行った後の１７年４月

１日からスタートしております。道内でも先駆的

取り組みとなっておりますので、熟知されている

議員各位もいらっしゃると思いますが、改めてご

報告申し上げますと、条例は前文、制定の目的、

基本理念、まちづくりの原則、町民の権利と責任、

自治活動、町議会の責任、町長・町職員の責任、

町政運営、町民参加の推進、連携・交流、条例の

位置づけ を柱とした全３１条構成となってい―

ます。北町長は「奈井江は、合併問題で大きな町

民議論となりました。この議論の中で、町と町民

の目線が同じ位置となり、議論の過程で得たこと

を基本に策定したのが自治基本条例だ。条例施行

を契機に、より豊かで住み良い奈井江町になるこ

とを目指し、町民一人ひとりが、お互いに支え合

い、力を合わせるまちづくりを進めたい」と語っ

ておりましたが、この言葉にすべてが集約されて

いるように感じました。

また、「町長に手紙を出す運動」も町民参加の

まちづくりを進めるために取り組まれているもの

で、郵送及びファックスでも意見を受け付け、寄

せられた意見等の内容については文書で回答する

とともに、町の広報誌とホームページで公開して

いる。加えて、町長自身が年１回各学校を訪問し、

小学５年生以上を対象に意見交換の場を設定する

など、様々な町民参加手法に取り組んでいること

が判りました。

これら意見を交わすことに欠かせないのが、ま

ちのデザインを明らかにする予算説明書の作成で

す。１年間の予算を局、室、課、委員会など各セ

クションごとに分かりやすく説明するとともに、

職員名入りの構成図も記載し、奈井江町の目指す

方向が全ての町民に理解されるよう工夫されてお

り、協働のまちづくりを目指す名寄市にあっても

参考にすべき事項と感じられました。

最後に「移住・定住促進の取り組み」でありま

すが、同町の場合、住宅用地や賃貸住宅等の供給

不足に起因する人口の流出防止及び定住人口の増

加を図るため、未利用町有地を活用した住宅供給

やホームページを活用した民間賃貸住宅情報の提

供などに取り組んでいます。具体的には、戸建住

宅建設に適した未利用町有地を定住希望者等に売



－195－

却するとともに、土地売買代金の１５％相当額を

土地購入助成金として購入者に交付し、負担軽減

と早期定住化を促進する『奈井江町戸建住宅用地

供給事業』、集合住宅の建設に適した未利用町有

地を町内業者には基準価格の１０％、町外業者に

は５０％という安価で譲渡する『奈井江町地域協

働民間アパート建設事業』、町内で民間が所有す

る戸建住宅・集合住宅・住宅用地に関する情報を

定住希望者に紹介する『奈井江町民間住宅等情報

紹介事業』の３本立てとなっていました。

なお、利活用する町有地は、全体で戸建住宅用

供給事業が７箇所１７区画、地域協働民間アパー

ト建設事業は４箇所１０区画の計１１箇所２７区

画、延べ１ ９６３平方クートルで、２０年度に

おいてはこのうち戸建住宅用地供給事業で４箇所

６区画、地域協働民間アパート建設事業は３箇所

７区画の計７箇所１３区画、延べ １７７平方ク

ートルを募集しており、現在までに１件の応募が

あるとしておりました。

最後となりますが、今回の行政視察では各委員

からの質疑の内容についてもご報告すべきところ

でありますが、一定限られた報告時間であります

ので、委員質疑で引き出された視察内容の詳細に

ついては議長に復命書として提出しておりますの

で、ご一読いただくことでご理解をいただき、総

務文教常任委員会の行政視察報告とさせていただ

きます。

どうもありがとうございました。

次に、民生常任委員〇議長（小野寺一知議員）

会、佐藤勝副委員長。

議長の御〇民生常任副委員長（佐藤 勝議員）

指名をいただきましたので、民生常任委員会の行

政視察につきまして、ご報告いたします。

委員会は、７月１５日から１８日の４日間の日

程で、滋賀県東近江市、京都市、奈良県天理市の

３市を視察研修してまいりました。

１６日、最初の訪問先である東近江市では、

「菜の花エコプロジェクト事業について」をテー

マに、平成１７年２月に合併した旧愛東町にあり

ます「あいとうエコプラザ菜の花館」にて、指定

管理者の「ＮＰＯ法人愛のまちエコ倶楽部」の担

当者から説明を受けたところです。

「菜の花エコプロジェクト事業」とは、休耕田

を利用し菜の花を植え、ナタネを収穫し、さく油

してナタネ油に。そのナタネ油を家庭での料理や

学校給食に、さらに、さく油時に出た油かすは、

肥料や飼料として使用しています。また、廃食油

は、回収して石けんや軽油の代替燃料（ＢＤＦ）

にリサイクルし、排出する二酸化炭素は、菜の花

が成長するときに吸収するので大気中の二酸化炭

素は増えないことから、地球温暖化防止に貢献し、

地域内で資源が循環する「自立」の地域づくりを

基本にした事業であります。

廃食油の石けんへのリサイクルに限界が見え始

め、新たな利用方法の模索が始まる中で、平成８

年「廃食油の燃料化」に成功し、公用車等４台に

使用を開始。平成１０年「あいとう菜の花エコプ

ロジェクト事業」がスタートし、「菜の花の苗作

り」が始まり、営農組合が転作田にナタネを栽培。

平成１６年産地づくり対策交付金対象作物にナタ

ネを取り入れ、平成１７年「ＮＰＯ法人愛のまち

エコ倶楽部」によるナタネ買取・さく油・販売を

開始し、市内循環バス２台にＢＤＦ燃料の供給、

その後、１０台に増やすなど事業効果を発揮して

います。

菜の花エコプロジェクトの効果として、地球温

暖化防止の効果や持続可能な資源であること、休

耕地や不耕作地の利活用として期待ができること、

油は特産品、花は観光資源として利用できるなど

があげられます。問題点として、原料である廃食

油に左右されることから軽油に比べ品質が一定で

はない、軽油に比べ酸化の速度が速いなどがある

が、問題点や課題が克服され、北海道、特に名寄

地方の積雪・寒冷地に適合し、栽培が可能であれ

ば、転作地や耕作放棄地を活用しナタネを栽培し、

農地がエネルギーを生み出すことで、地域づくり
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にもたらす影響は大きく、道北の農業に新たな展

開を見出すことが可能であります。

１７日は、京都市を訪問し、「京都市地球温暖

化防止対策条例について」をテーマに研修を行い

ました。

京都市は、平成９年７月に２０１０年までにＣ

Ｏ 排出量を１９９０年比９０％に削減を目指す２

「京都市地球温暖化対策地域推進計画」を策定す

るなど、いち早く温室効果ガス排出量の削減に向

け、多彩な取組みを進めてきましたが、その後も

京都市域における温室効果ガスの総排出量は、全

体として横ばい傾向を示していたことから、更な

る取り組みを進めるため、地球温暖化対策に特化

した全国初の条例として「京都市地球温暖化対策

条例」を平成１６年１２月に制定、平成１７年４

月１日に施行しています。

条例制定後の具体的な取組みとしては、全庁横

断的な推進組織として、市長を本部長とする「京

都市地球温暖化対策推進本部」を設置するととも

に、環境政策顧問を配置し、全庁あげて地球温暖

化対策の一層の推進を図っていること。

点検評価のための第三者機関「地球温暖化対策

評価検討委員会」を設置し、点検・評価を行い中

長期的な目標や課題解決に向けた取り組みの提案

等を行っている。などの説明を受けたところです。

地球環境問題は、遠いところの話ではなく、私

たちの暮らし方の選択から起こってきた問題であ

り、地域の現場から新たな価値観の共有に向けた

知恵と工夫とを見出し、発信していかなければな

りません。また、地球温暖化の進行は、目に見え

ないだけに対策の必要性を市民、事業者に認識し

てもらうことは容易なことではありません。地球

温暖化は、全ての人が自分の問題として捉えなけ

ればならず、そのためにはＣＯ 削減という環境価２

値を経済価値に置き換える取組みが有効であり、

「京都エコポイントシステム」「京都ＣＯ 削減バ２

ンク」のように地域からの取り組みも含め、市民、

事業者、行政との広範かつ密接な連携が必須であ

ります。特に市は、情報の提供、環境施策の確立

などに指導的責務を負っていることは論をまたな

いところであります。

１８日は、「子育て支援事業」で先進的な取り

組みを行っている天理市を訪問し、「安心して子

育てができるための支援体制づくり」について、

健康福祉部児童福祉課の担当者から学ぶことがで

きました。

天理市の子育て支援事業は、平成１１年１０月

に開館した「子育て支援ホール」の管理運営と事

業展開のために平成１２年４月、児童福祉課に子

育て支援担当保育士が１名配置されたところから

スタートし、子育て支援の基本となる①すこやか

ホールの設置②出前保育③子育て支援連絡調整会

議の設置をクーンに据えて支援事業に着手されま

した。

すこやかホールは、天理市役所内に併設されて

いる保健センターの地階の子育て支援ホールの施

設を利用し、日曜・祝祭日を除く毎日開放され、

年間で述べ ０００人に上る母子の皆さんに利用

されています。子育て経験が乏しい若いお母さん

と赤ちゃんが、二人きりで閉じこもりにならない

ようにと、育児健診などの機会を最大限に活用し

て育児相談や他の母子とのスキンシップを通して

友情の輪を広げ、母子の孤立化防止を図っている

とのことでした。

出前保育では、郊外や遠隔地の母子のために、

各地区の公民館に保育士が足を運んで、気軽なサ

ロンとして「育児相談」「育児情報の交換」など

も行なっています。

また、行政内の組織で「子育て」の冠をつけた

事業を行う担当部署による「子育て支援連絡調整

会議」を設置し、縦割り行政の弊害を極力廃して、

「誕生から就学前の子育て」を横断的に支援する

「次世代育成支援対策地域行動計画」の策定に向

けた取り組み、「子育てサポートクラブ」や毎月

発行の情報紙「のびのび通信」など、多彩なクニ

ューを展開しています。
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かつては当たり前に見られた、赤ちゃんをあや

すおかあさんを見守る温かい家庭や地域のつなが

りが希薄になった現代社会にあって、自ら子ども

たちに係わろうとしない大人たちにも、中高生や

高齢者などとの異年齢交流の機会等を設けて、協

力の輪を地域で広げていかなければならないなど、

つながりを重視した「地域の子育て」について、

あらためて新たな取り組みの必要性を痛感させら

れたところであります。

以上申し上げまして、民生常任委員会の行政視

察報告とさせていただきます。

ありがとうございました。

次に、経済常任委員〇議長（小野寺一知議員）

会、木戸口真委員長。

ただいま〇経済常任委員長（木戸口 真議員）

議長の御指名がございましたので、順次経済常任

委員会の行政視察報告を申し上げます。大体予定

では１３分と考えておりますので、よろしくおつ

き合いを願いたいと思います。

経済常任委員会は平成２０年７月１５日から１

８日の４日間の日程で長野県川上村、長野県長野

市、東京都杉並区高長寺を行政視察してまいりま

した。

最初に、長野県川上村の「高原野菜（レタス栽

培日本一）の取組みと課題について」をご報告申

し上げます。川上村は、長野県の東南部に位置し、

人口約 ７００人、全村が標高 ０００人以上の 

高地にあり周りは ０００人級の山々に囲まれ、

群馬、埼玉、山梨の三県に境を接する高原の村で

す。役場地点の標高は、全国の役場の中で最も高

く １８６人。

このため気象条件は厳しく、完全に霜を見ない

のは、７月、８月の２ヶ月に過ぎず、冬期間の雪

の量は近年少なくなったものの、気温が氷点下２

０℃を割り込む日も珍しくなく、戦後、厳しい気

象条件と激動する社会情勢の中、林業に変わる新

しい産業を興そうといくつもの研究グループをつ

くり、遂に探り当てたのが、厳しい気象条件を逆

手に取った「夏だし野菜」でした。

その後、日本中でレタスの栽培適地を探してい

た米軍が、村に調達駐在を置き、種子、栽培技術、

そして購入まで、文字通り丸抱えとなり、農業振

興に努めたのでした。

その結果、川上村ではレタス栽培が盛んとなり、

村の主産業として、全国一の野菜王国へと発展し

ました。

川上村では、日本一の生産量を誇るレタスを始

め、白菜、キャベツ、グリーンボールなど３０種

お以上を数える野菜や果物の産地でもあります。

独自に ０００万長の川上村野菜生産安定基金

を創設し、基金運営協議会規約に基づき、１５種

おの指定野菜の最低価格の保証や、収穫後の圃場

でのが肥作物に対して助成金を交付する等、野菜

生産農家の経営安定を図っております。

また、村には６００戸余りの農家に、３つの農

協が存在し、各農協間で野菜の差別化事業に取り

組んでいます。一戸平人面積が ８組クタールと

規模は小さいですが、総生産額が１戸平人 ００

０万長以上を目標にしており、村も中心となり高

原野菜産地の確立を目指し、行政支援に取り組み

をしております。

また、川上村では、地元の新鮮なレタスを丸ご

と使用した爽やかな味の焼酎も生産しており、八

ヶ岳の山々の雄大な自然を利用した特産品の取組

みにも力をいれております。

今後の課題として、戦後５０年、「地域の自

立」を基本理念に進めてきた地域づくりは、ほぼ

全戸に後継者が定着し、基幹的農業者の平人年齢

が３５歳と長野県平人の６５歳に大きく差をつけ

ていますが、更なる人材育成が必要ということと、

一つの産業が１００年以上繁栄し続けた例は世界

的にも無く、多様化する消費動向の把握、新しい

消費分野の開拓、新品種の開発、疲弊した土壌の

改良などがあげられます。

川上村の農業は、新たな試みを展開させるべく、

行政と農協、そして、農家が共に協力し取り組ん
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でおり、この取り組む姿は、今後の名寄の農政に

活かせるものと実感いたしました。

次に、２日目長野県長野市の「長野市中心市街

地活性化基本計画の取組の経過等について」をご

報告申し上げます。

長野市は、平成１０年に冬期オリン量ック大会

の開起都市として、高速道路・新幹線などの社会

資本の整備が進められ、平成１１年に中核都市へ

の指定を受け、その後、平成１７年の１町３村の

編入合併により、現在では、人口約３８万人を有

する国際都市・地方中核都市として躍進を続けて

います。

長野市の中心市街地は、ＪＲ長野駅から善光寺

に至る善光寺表参道を中心に、県庁・市役所をそ

れぞれの方向に控えて包摂しており、善光寺表参

道は、ＪＲ長野駅から善光寺門前までの全長 ８

㎞、高低差約４０人という全国に誇る参道です。

こうしたことから、善光寺を中心として街が形

成されてきた市街地において、善光寺門前や善光

寺表参道などは、他の都市にない「長野の個性」

であります。年間６００万人が訪れる善光寺は、

中心市街地活性化事業の取り組みに欠かせないも

のです。

長野市では、平成１０年度に制定した中心市街

地活性化法を受けて、平成１１年９月に「長野市

中心市街地活性化基本計画」を策定し、活性化に

向けた取り組みへの一歩を踏み出しましたが、平

成１２年７月には、街なかの地元百貨店の長野そ

ごうが倒産し、同年１２月には、大型スーパーダ

イエー長野の閉店により、まちの中心部の２つの

大型空き店舗が出現するといった事態に直面し中

心市街地の空洞化が進み始めました。

このため、大型店に頼ったまちづくりを見直し

た旧基本計画を補完するものとして、平成１４年

度に長野市中央地域市街地再生計画を策定し、先

行的、重点的に５年以内に取り組む事業として、

大型空き店舗の「後利用」について集中的に取り

組みました。

ダイエー長野の空き店舗は、市民 ０００人の

陳情をもとに長野市がビル一棟を平成１４年６月

に取得し、「もんぜんぷら座」として再開し、市

民代表者で組織されたまちづくり検討委員会やボ

ランティア団体や市が計画策定時に提案した子育

て支援施設や高齢者交流施設、市民活動支援施設

を設け、一階には、まちづくりＴＭＯ機関と協働

による、市民待望の食品スーパーが導入されまし

た。

平成１８年１０月からは、未利用４階に職業相

談総合窓口、消費者センター、日本司法支援セン

ター・法テラスが設置され、既存施設を再利用す

る取組みによりオープン以来３００万人を超す利

用者と市街地活性化に一定の効果が生まれました。

私たちも、実際に市役所の担当者方ともんぜん

ぷら座、複合施設「トイーゴ」、商業施設「パテ

ィオ大門」、善光寺表参道を中心に現地視察致し

ました。

「もんぜんぷら座」では、人々で賑わいを感じ、

特に２階には、飲食店と子育て支援センターが、

中心街に設置されていて若いお母さん方が子ども

たちとの楽しい姿を拝見でき、市民を巻き込んで

の再利用の検討されたことが、市民の交流と憩い

の場となっているなと感じました。また善光寺前

の「パティオ大門」は、明治時代から残る貴重な

煉瓦作り建物を活用した飲食店などが７～８軒あ

り、古い蔵や古民家を活用して１区画に、歴史を

感じるものでありました。

中心市街地活性化基本計画は、２０年後の長野

の姿を想定した長野市都市計画マスタープランの

まちづくりの課題を踏まえた「生きがいや充実感

が実感できる都市」をはじめとする都市づくりの

理念の実現と、中心市街地の活性化の５０の追加

事業と整合性をとりながら策定されており、計画

の目標と事業の特色については、ひとつに訪れた

くなるまち、二つに、すみたくなるまち、三つに、

歩きたくなるまち、四つに、参加したくなるまち

の四つの目標達成のため、目標ごとに数値設定し
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計画期間中に定期的なフォローアップを実現し、

市民や関係機関、まちづくり団体、中心市街地活

性化協議会から組織される評価機関の「長野市中

心市街地活性化基本計画推進評価専門委員会」を

立ち上げて体制を構築したことがあげられます。

また、年間６００万人が訪れる善光寺を中心と

した観光と魅力向上のために歩行者と自転車通行

帯の交流人口の増加を図る「中心歩行者優先道路

化」事業を５年間の社会実験として進めるなど特

色のある事業が導入されていました。

計画推進には、まちづくり機関「（株）まちづ

くり長野」がハード及びソフト事業を通じた関わ

りにより大きな効果をあげており、これから２４

年度に向けては、市民と協働による事業の取り組

みや、「門前都市ながの」への実現に向けて行政

とＴＭＯ等が中心となり協力推進していくこと等

を全委員で確認し長野の視察を終了いたしました。

次に、３日目東京都杉並区高長寺の「高長寺パ

ル中心市街地活性化の取組について」をご報告申

し上げます。

杉並区と旧風連町とは平成元年に交流協定が締

結され、相互人的交流、児童・生徒の交流、文化

交流、経済交流が続いており、今回は、友好都市

杉並区を更に少しでも知ることが出来ればと考え、

杉並区高長寺商店街の「中心市街地活性化事業」

を視察先といたしました。

高長寺商店街は、駅前に、パル商店街、ルック

商店街、純情商店街の３商店街があり、視察はパ

ル商店街において実施し、高長寺パル商店街振興

組合理事長谷幹男氏の説明を受けました。

雨が降っても人の集まる商店街と、売り上げ３

０％増を見込んで昭和５４年にアーケードを建設

しましたが、平成９年には、老朽化に伴う構造的

な問題等、様々な問題がでてきました。

１には各店の風雨対策、２には日差しの問題、

３には昼間の暗さ、４には維持費の問題、５には

店舗の資産価値の上昇などの問題が出ていたため、

再建計画を６年間におよぶ時間をかけ協議し、平

成１５年に東京都の事業として、棟延長２７ ７

１４人にアーケード再建が決定し、照明は７色の

光が躍動感を演出するウェルカムプラザ街路灯、

ウェルカムゲート、パルタワー、パルプラザ、ポ

ラード、照明と音響装置などが整備されました。

総工費６長８千１９万 ０００長、自己資金３長

２千３百８３万 ０００長の事業として完成しま

した。自己資金の内半分程度の積立て資金があっ

たので事業に取り組めたと言う事でした。

また、高長寺の「阿波踊り」は、商店街活性化

のために「何かしなくちゃ」との思いから、昭和

３８年青年３８人で「ばか踊り」を始め、昭和４

２年に「高長寺阿波踊り」に変更後、今では、東

京を代表する風物詩になり、見物客１２０万人が

集うイベントとして大きな経済効果を生み出して

おります。

現在、１２０店舗ある商店街には空き店舗はな

く、「アーケード」と「阿波踊り」は高長寺の

「街の顔」として愛されており、特徴として、ア

ーケード再建に対する取り組みにかなりの時間を

掛けて行っていること、阿波おどりのイベントも

一定の効果を果たしていることを学び杉並区をあ

とにしました。

以上の視察を終え、当委員会としましては、長

野県川上村のレタス日本一ともう一つの顔、「日

本一専業農家の増えた町」の取り組みから学ぶ、

村人の取り組み姿勢、また、長野市は、箱物建物

でない、今ある資産を活用した活性化事業からそ

れにかかわる人の思いとこだわり、また、同じく

高長寺パル商店街振興組合の計画性の高い取り組

みと意思統一、どれをとってもそこにいる「人」

が基本となり実の有る計画を成功させようとして

いること等、今回の視察で学んだものを、名寄市

まちづくりに活かしていきたいと考えております。

以上申し上げまして、経済常任委員会の行政視

察報告といたします。

以上で委員の派遣報〇議長（小野寺一知議員）

告を終わります。
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日程第７ 委員の派〇議長（小野寺一知議員）

遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、委員の派遣が決定いたしました。

日程第８ 閉会中継〇議長（小野寺一知議員）

続審査及び調査の申し出についてを議題といたし

ます。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

以上で今期定例会に〇議長（小野寺一知議員）

付議されました案件は全部議了いたしました。

これをもちまして、平成２０年第３回名寄市議

会定例会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

閉会 午後 ４時１２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 持 田 健

署名議員 黒 井 徹
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